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序　　　　　文

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、コロンビア共和国政府の平和構築の取り組みを支援す

べく、同国において「紛争の被害者・共生和解支援プログラム」を 2008 年度から 5 か年計画で

実施してきました。

本プログラムを構成する主要な技術協力プロジェクトが 2012 年度までにすべて実施完了した

ことを受け、今般 JICA は本プログラムの実績及び成果を整理・評価し、今後の協力を行ううえ

での教訓及び提言を抽出することを目的に、本情報収集・確認調査を実施しました。終了した協

力プログラムの評価は、現時点においては試行的な取り組みですが、本報告書は同調査の結果を

取りまとめたものであり、今後の平和構築分野の事業やプログラムの実施、また他のプログラム

評価の実施に向けて広く活用されることを願うものです。

最後に、これまで本プログラムの実施にあたり、ご協力いただいた内外の関係者各位に対し、

心から感謝の意を表します。

平成 26 年 1 月

独立行政法人国際協力機構

中南米部長　高野　剛
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要　　　　　約

１．背　景

コロンビアでは 50 年以上にわたりゲリラ組織と政府軍・警察の間で国内武力紛争が続いてい

る。日本政府及び JICA は援助重点分野「平和の構築」において、2008 年度より 5 年間の計画で「紛

争の被害者・共生和解支援プログラム」を策定し、紛争被害者の経済的支援と和解促進を目的と

した支援を実施してきた（本プログラムの目標、構成案件については図 1 参照）。同プログラム

を構成する技術協力プロジェクト 4 案件は 2012 年度末までにすべて終了し、5 年間に及ぶプロ

グラム期間は実質 2012 年度末で終了した。紛争の被害者への今後の支援については、2013 年 4
月に策定された援助重点分野「持続的経済成長」のもと、「地域開発プログラム」において計画

されている。

こうした状況で、「紛争の被害者・共生和解支援プログラム」構成案件の成果や案件間の相乗

効果（プログラムとしての効果）等について整理及び評価し、今後、少ない投入でより効果が高

く、コロンビア側の自立発展性を促すための協力の必要性及びその方向性の検討のため、本基礎

情報収集・確認調査を実施した。

２．プログラムの試行的評価手法

本プログラムの終了時評価にあたっては、JICA の協力プログラムがコロンビアにおける紛争

の被害者の共生和解の進展にどの程度寄与したか、という貢献の程度を評価することを試みた

（「貢献の概念」に基づく評価）。評価プロセスとしては、まず、コロンビアの平和構築に対する

コロンビア政府や他ドナー等の開発アクターによる全体的な取り組みの中での JICA の本プログ

ラムの「位置づけ」を確認したうえで、本プログラムの目標達成に向けて適切なシナリオが組ま

れていたか（プログラムの一貫性）、状況に応じたマネジメントができていたかとの観点から「戦

略性（計画・プロセス）」を検証し、本プログラムの「実績と成果」を確認した。最後に、本プ

ログラムの「成果」がプログラムの実施期間中（2008 ～ 2012 年度）に、コロンビアでの紛争の

被害者の共生和解の進展（他援助機関や当該国政府の実施する事業の総体としての成果）に対し

てどのような貢献を果たしたかを総合的に検証した。
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３．コロンビアの平和構築の概観

JICA は本プログラムの開始前から実施期間中を通して、コロンビアの平和構築の状況及び変

遷をフォローし、支援の方針を決めてきた。今次プログラムの終了時評価にあたり、コロンビア

における平和構築分野の現在の支援ニーズの分析及び今後の JICA の支援方針の検討に活用する

目的で、コロンビア国内武力紛争・平和構築の現状について確認し、以下の概観を得た。

コロンビア革命軍（FARC）と政府間の和平交渉が開始されたことや、「被害者救済 ･ 土地返還

法」が制定され、政府が国内紛争の存在を公式に認め、被害者の補償、土地の権利返還を国家政

策として進めていることなど、平和構築の大きな進展へと良い方向の動きがある。地雷被災者数

は 2005 ～ 2006 年をピークに減少傾向で、撤去作業も進行中であり、投降兵士の再統合も進捗を

見せている。被害者登録や土地返還も事業として進捗は見せている。

他方一部では、武装グループは鉱工業に関する土地の占有やコミュニティの支配を行い、国内

避難民（IDP）は集団化する傾向を伴い現在も発生中である。投降兵士、パラミリタリーの犯罪

組織化等の動きがあり、地方部を含め、全土的には治安が改善されたとは言い難い状況にあるこ

とが確認された。

４．プログラムの概要及び位置づけ

本プログラムは、計画時に JICA による平和構築ニーズアセスメント（PNA）を実施し、コロ

ンビアにおける紛争の状況を分析し、優先課題に対応する形で策定されたものである。分析の結

果、コロンビアにおける紛争が引き起こす社会的経済的問題への対応を優先した。

こうして策定された本プログラムは今次終了時評価により改めてプログラム協力期間中のコロ

ンビアの情勢を確認し、本プログラムがコロンビアにとって、「紛争の被害者・共生和解」が重

要課題であった時期に実施されたことが評価される。主な理由として、第一に、地雷被災者数が

世界最多（2005 ～ 2006 年）、国内避難民数が世界最多（2006 年）とされた時期で、かつ局地紛

争が継続する時期に支援を行い、コロンビアの喫緊のニーズに応えたことが重視される。第二

に、コロンビア政府の関連政策・法制度の変遷と本プログラムにおける支援内容が整合していた

ことが挙げられる。第二の点については、本プログラム実施期間中にコロンビアが多数の施策・

法律を実施しており、その後期にはプログラムの対象者であった国内避難民、地雷被災者、紛争

被害者を対象とする「被害者救済・土地返還法」が成立し、統合的に支援する方針が決定した。

また、平和構築関連のドナー支援事業も平和構築の課題の中で本プログラムが取り組んだ課題に

対する事業が多いことが示されている。加えて、本プログラムの各構成案件は、コロンビアの政

策・法制度に即して実施したとコロンビア側から評価されており、プログラムで取り組んだ課題

の選定は適切であった。以上から、本プログラムの位置づけは適切であった。

なお、PNA に基づき本プログラムを実施した理由については、①平和構築分野では援助実施

機関が協力を実施する際に中立な立場で紛争要因を確認し、紛争要因を縮小するために適切な手

段を選択すること、②コロンビアにおいて平和構築の取り組みは分野横断的に実施されており、

平和構築に特化したセクターとしての国家政策や戦略がなかったことの 2 点に起因する。PNA
は JICA のアセスメント結果であるが、コロンビアの国家開発計画（PND）の優先分野に対応す

るところもある。紛争影響国での支援の際には、当事国が紛争のアクターであるなど、政府自身

が中立でないこともあることから、国連や英・米など二国間のドナーでも、当事国政府の政策と

別に紛争分析や平和へのインパクト分析等を行って、協力を検討することもあり、JICA の PNA
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に基づく協力もコロンビア側の政策の整備状況に応じ、妥当であったと考えられる。

５．プログラムの戦略性

（１）プログラムの計画について

上記 PNA の分析に基づく一貫した方針により、プログラムの構成案件は、各プログラム

成果において相互補完的または相乗効果が期待される組み合わせになっており、プログラム

実施中も構成案件の連携に JICA 側では一定の取り組みがなされた。一方で、各プログラム

成果が達成されることで、プログラム目標が達成されるシナリオになっており、各プログラ

ム成果を跨ぐ構成案件間での活動レベルでは具体的な連携は計画上想定されていない。目標

達成のシナリオや案件群の構成（相互補完）については、プログラムとしてさらに検討の余

地があったと考えられる。

また、プログラムの構成案件では、対象者の選定でのリスク回避（コミュニティや投降兵

士家族を対象とする和解促進や、貧困層や地雷被災によらない身体障害者など活動に密接に

かかわる社会的弱者も最終裨益者とし、差別感の助長や衝突を避ける方針）や対象機関の選

定（制度化に寄与するデザイン）に配慮があった。

（２）プログラムの実施プロセスについて

協力プログラム期間中、JICA コロンビア支所に派遣された企画調査員が主導して、プロ

グラムの実施・管理・運営が行われた。PNA 策定、広報、セミナー、専門家定期会合等、

プログラム中間レビュー、そして今般の終了時評価と、多様かつ連続的な活動によるプログ

ラムの実施監理が行われた。

各成果においては、ドナーとの連携は十分にみられなかったものの、NGO や、カンボジ

アでの研修を通じた第三国との協力、そして高いオーナーシップをもったコロンビア側との

協力・連携とその成果がみられ、効果的な実施プロセスであったと評価される。一方、プロ

グラム期間中、コロンビア政府機関は、自身の実施している案件については精通している

が、プログラム全体像を把握していなかった。プログラム全体の情報共有及び目標に対する

認識を共有していることで、更なる連携が図られた可能性も考えられ、本プログラムにおけ

る教訓としたい。

６．プログラムの実績・成果

本プログラムの目標は、国内避難民、地雷被災者、投降兵士、その他の紛争被害者という紛争

の影響を受けたすべてのカテゴリーの被害者・加害者と周辺コミュニティを対象として、①経済

的・社会的統合の支援、②共生和解、を支援することである。この目標に対し、本プログラムに

よって実際に裨益した被害者・加害者及び周辺コミュニティの数は、コロンビア全土の被害者・

加害者のうち、ごく一部である。しかしながら、本プログラムを通じ、紛争の影響を受けたすべ

てのカテゴリーの被害者・加害者に対し、経済面ないしは社会的統合を支援するモデルの基盤が

形成された。また、一部のモデル（成果１の国内避難民の栄養改善に資する都市農業の普及や、

成果２の地雷被災者を含む医療リハビリの支援モデル構築など）では実践と効果発現まで至って

いる。また、これら各モデルは、周辺コミュニティも対象としていることで、被害者・加害者の

孤立防止や偏見の低減などの効果をもたらしており、共生和解の促進に資するものである。ま
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た、すべてのカテゴリーの被害者・加害者に共通して必要な社会心理的ケアを行う能力も、コロ

ンビア関係機関に定着、強化されたといえる。

以上から、本プログラムは、目標に資する実績・効果を提示できたと判断される。

７．プログラム貢献度

上記のとおり、本プログラムは適切な位置づけのもと、戦略性に改善の余地はあるものの一貫

した方針で実施され、プログラムとして紛争の影響を受けたすべてのカテゴリーの被害者・加害

者に対し、経済面ないしは社会的統合を支援するモデルの基盤が形成されるなどの成果も出てい

ることから、本プログラムは、コロンビアにおける紛争の被害者・共生和解の進展に貢献できた

ものと評価できる。

プログラムの各成果の実績とコロンビアにおける紛争の被害者・共生和解に関するコロンビア

政府の取り組みの進展の関係を確認することで、本プログラムの貢献度（因果関係の可能性の高

さ）を評価した結果、各成果において、コロンビアの紛争の被害者・共生和解の進展に直接・間

接の貢献があることが確認された。各成果及びプログラム全体としての貢献度は図２のとおり評

価できる。

 

図２　コロンビア平和構築の進展へのプログラム貢献度

プログラム期間中の紛争の被害者・共生和解の進展として特筆すべきは、コロンビア政府によ

る、被害者救済・土地返還法の制定と、それによる被害者補償の実施である。本プログラムは、

被害者救済・土地返還法の制定自体には直接的には関与していないが、各成果の案件において直

接・間接的に支援を行ったコロンビア側カウンターパート（C/P）機関は、被害者救済・土地返

還法の中の被害者補償の実施責務組織に含まれており、同法の実施に本プログラムは間接的に貢
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献していると考えられる。以上から、各成果並びにプログラム全体として、本プログラムはコロ

ンビアにおける紛争の被害者・共生和解の進展に貢献していると評価できる。

８．提　言

2013 年 3 月に策定された対コロンビア国別援助方針においては、基本方針「均衡のとれた持

続的社会経済発展への支援」のもと、援助重点分野は「持続的な経済成長」及び「環境及び防災

への取り組み」の二つに絞られている。これまで重点分野の柱の一つであった「平和の構築」に

ついては、本「紛争の被害者・共生和解支援プログラム」の協力期間を終えるにあたり、支援は

収束の方向とされている。一方、今次のプログラム評価では、コロンビアの平和構築は過渡期に

あり、同分野での課題はまだ多くあることが確認された。このため、今後は重点分野「持続的な

経済成長」のもと、地域開発への支援を重点的に行うなかで、紛争・治安、紛争の被害者の動向

をモニタリングし、安全対策や事業の裨益者を検討するなど、平和構築の要素を取り入れていく

ことが必要とされる。

また、JICA の対コロンビア支援の事業予算が限られているなか、地域開発分野において「プ

ログラム」として成果を出すために、投入レベルを踏まえたうえで効果的な戦略が必要である。

例えば、ある地域で集中的・重点的に事業を実施して地域開発のモデルを作ること、中心となる

プロジェクトを立てること、分野に特化すること、これまで支援の実績がある地域・組織との連

携を図ることなど、検討が必要である。今次の「紛争の被害者・共生和解支援プログラム」評価

の結果は、ある程度平和構築へのコミットメントがある形での、地域開発の支援を提言する。

９．プログラムの形成・実施・評価へのフィードバック

（１）プログラム形成時への示唆

本プログラムでは、プログラム策定時にプログラムの目標・各成果の指標が設定されてい

たが、紛争の被害者・共生和解支援の進展に該当する指標が設定されていたり、計測方法が

明確でない指標等が用いられていた。また、本プログラムでは各構成案件のアウトカムと

それらが集まって達成されるプログラムの成果・目標のアウトカムの区分が難しいところが

あった。本プログラムでは、上述のとおり、PNA に基づき策定されたが、一覧で視認でき

る様式には取りまとめられていなかった。これらの状況から得られる示唆は次のとおり。

・指標の設定：

プログラムの各成果の定性的・定量的指標を選定すること。

・協力目標・シナリオの立案におけるロジックの整理：

協力プログラムと同プログラムを構成する個別の案件との間には「目的」－「手段」の関

係があり、当該協力プログラムを構成する各案件の目標達成により「開発効果」が発現す

れば、最終的には協力プログラム目標が達成されるというロジックの整理が重要である。

・対象とする政策課題の設定と当該分野の関連情報の把握の重要性：

プログラムの対象とする政策課題の選定と指標の設定、関連ドナーでの実績などをあらか

じめ確認し、プログラムの背景となる情報として整理（プログラム評価マトリックスや年

表の形）し、必要に応じて更新することが必要である。
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（２）プログラム実施時への示唆

本プログラムでは、当初コロンビア側がプログラムとしての協力の実施を認識しておら

ず、2012 年のクロージングセミナーで初めてプログラムとしての認識を得た。一方、JICA
側ではプログラムとしての実施監理が適切になされ、PNA による定期的なデータ収集、実

施期間中の基礎情報・確認調査によるレビューがなされた。こうした状況から得られる示唆

は次のとおり。

・相手国政府、他ドナーに対してのプログラム情報の共有：

早い段階で相手国側機関や他ドナーにプログラム協力の全体像を共有し、JICA の協力に

対する戦略の理解を深め、複数機関間での情報共有を促す。また、プログラムダイレク

ターを相手国側にも設定することで、プログラム全体の運営・管理が適切に行われ、案件

間の相乗効果・連携が期待される。

・プログラムモニタリングの重要性：

プログラムを適切に運営・管理・評価するには、相手国が有する統計データベースの有無

の確認、プログラムの対象セクターに関する情報の収集、特に、プログラム期間中の外部

環境の変遷に係る情報の収集が必要となる。今次評価では定期的に実施された PNA の情

報が活用された。このように、在外事務所がイニシアチブをとったモニタリングが、プロ

グラムの運営や評価の実施上必要不可欠である。

（３）プログラム評価方法に関するフィードバック

プログラムの試行的評価を実施して得られた気づき・教訓は次のとおり。

・評価方法の利点：

本プログラムでは、各構成案件が、コロンビア側・日本側双方ともに異なる実施機関（コ

ロンビア側）、JICA の異なる部署（日本側）の管理及び実施のもとで目標を設定し、成

果を上げてきたためプログラム総体としてのアウトカムを把握する機会はあまりなかっ

た。しかし、プログラムの視点での試行的評価の中で、コロンビア全体の政治情勢、和平

進展、政策・法令等の変化の流れのなかで実施背景やプロセス及びアウトカム 1 を把握し、

プログラムの位置づけや戦略性を鳥瞰することが可能となった。

・評価報告会開催の利点：

今回の調査最終日には、プログラム評価結果の概要をコロンビア側関係機関にフィード

バックした。これはコロンビア側のプログラムの成果の認識や JICA の支援の認知度を高

めるなど、戦略的な利点につながると考えられ、また新プログラム戦略につながる情報の

相互理解の構築にも役立つと考えられる。

次に、今次試行的プログラム評価を実施した結果得られた、プログラム評価手法への

フィードバックは次のとおり。

1
　 アウトカムは、事業の結果生み出された産出物（アウトプット）によって達成されると見込まれる、または達成された直接的、

中期的、長期的に望まれる効果や変化を指す。インパクトとは、受益者や社会に及ぼす長期的かつ広範囲に表れる最終的なアウ

トカムを指す。なお、個別案件のプロジェクト目標、プログラムの成果やプログラム目標は、プログラムのロジックモデル上設

定されるものである。上記定義に従い、プロジェクト目標やプログラムの成果はアウトカム、最終的なプログラムが貢献する進

展がインパクトのレベルに相当する。
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・プログラム評価手法の整理とガイドライン化：

今回のプログラムの試行的評価の実施において、膨大な情報の整理のうえで、本プログラ

ムの実施期間中に行われた「基礎情報収集・確認調査」の情報、分析に用いた「構成案件

の 2 次評価グリッド」「年表」「プログラム評価マトリックス」などの各種ツールが大いに

役立った。これらの評価ツールを、計画段階、モニタリング段階を含めどのタイミングで

作成し、誰が情報を収集・アップデートするかを検討し、評価方法をガイドラインとして

取りまとめることが必要と考えられる。

・「アウトカム・レベルの成果」と「インパクト・レベルの開発状況の進展」の明確な分離：

プログラム評価を行う際に、個別案件により直接もたらされる「アウトカム・レベルの成

果」と、途上国や他のドナーとの共同による取り組みを通じて達成される「インパクト・

レベルの開発状況の進展」を明確に区分し、それぞれ指標を設定することが重要である。

・時間軸に沿った評価：

プログラム評価は、対象期間における開発計画の進展とプログラムの位置づけ、戦略性、

成果を比較し、貢献度を測るものである。進展の状況や外部環境はプログラム期間中、変

化していくものであり、その変化に応じて、位置づけや戦略性、成果の内容を確認する必

要がある。

・既存資料、データベースの活用：

上記の時間軸に沿った評価を行うには、モニタリング結果を示した既存資料や、過去の

データが抽出できるデータベースの有無が大きく影響する。プログラム評価を計画する際

は、まずこれら資料があるかどうかを確認して評価デザインを検討することが重要であ

る。

・プログラムの改善に向けた評価（形成評価）の重要性：

本プログラムの指標やロジックのシナリオ等、プログラム評価の計画はより精緻化できた

可能性があった。そして、それらの影響から、貢献の概念に基づきプログラムの結果を

総括して評価することは難しい側面もあった。このため、プログラムの熟度が発展途上の

ケースでは、結果を総括する評価（総括評価）より、事業改善を導き出す事業改善のため

の評価（形成評価）により比重を置いた評価とすべきと考えられる。

・平和構築分野におけるプログラム評価について：

今回のプログラム評価の手法を用いる場合、開発計画や政策・戦略等が明確になっている

分野（ミレニアム開発目標やセクターワイドアプローチが取り入れられている農業分野や

教育分野など）であれば、政策目標が明確かつ他ドナーの情報も体系的に入手しやすいた

め、より貢献度の検証が効果的・効率的に実施できたと考えられる。一方、平和構築分野

などの場合は、計画目標の設定が難しく、また不安定要因が多いため、定量的に進展を測

る情報を集めることが難しい。本プログラムにおいて貢献度を検証する際には、直接平和

構築の進展への貢献度を測るのではなく、コロンビア政府の平和構築への取り組みにどれ

だけプログラムが貢献したかを測ることで評価を行った。こうした分野の特性を踏まえて

評価を行うことが重要と考えられる。
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第１章　調査の概要

１－１　背景と目的

コロンビア共和国（以下、「コロンビア」と記す）では 50 年以上にわたりゲリラ組織と政府軍・

警察の間で国内武力紛争が続いている。左派非合法武力勢力のコロンビア革命軍（FARC）や国

民解放軍（ELN）、極右非合法武装勢力パラミリタリーのコロンビア統一自衛軍（AUC）が武力

衝突を繰り返し、これらの組織は誘拐、爆弾テロ、破壊活動等を展開し、麻薬密売組織とも深い

つながりがある。ウリベ前政権及びサントス現政権がゲリラ組織の鎮圧に注力したことで、近年

国内の治安は大幅に改善し、2003 年には AUC の武装解除が合意（サンタフェ・デ・ラリート合

意）され、2012 年には政府と FARC 間の和平交渉が本格化された。今後の同国の治安状況に国

際社会が注目している。

上記のような同国の国内武力紛争に係る現状を踏まえ、日本政府及び JICA は援助重点分野「平

和の構築」において、「紛争の結果生じる社会的、経済的問題への対応」及び「紛争の構造的要

因の低減」を開発課題として協力を行ってきた。2008 年度には「紛争の被害者・共生和解支援

プログラム」（期間：2008 ～ 2013 年度）が JICA 重点プログラムとして承認され、紛争被害者の

経済的支援と和解促進を目的とした支援が実施されてきた。同プログラムを構成する技術協力プ

ロジェクト 4 案件は 2012 年度末までにすべて終了し、5 年間に及ぶプログラム期間は実質 2012
年度末で終了した。紛争の被害者への今後の支援については、2013 年 4 月に策定された援助重

点分野「持続的経済成長」のもと、「地域開発プログラム」において計画されている。

こうした状況で、「紛争の被害者・共生和解支援プログラム」構成案件の成果や案件間の相乗

効果（プログラムとしての効果）等について整理及び評価し、今後、少ない投入でより効果が高

く、コロンビア側の自立発展性を促すための協力の必要性及びその方向性の検討のため、本基礎

情報収集・確認調査を実施した。

１－２　調査手法

（１）プログラムの試行的評価の考え方

今次調査においてコロンビア紛争の被害者・共生和解支援プログラムの試行的評価を行う

にあたり、過去の調査研究、現行の JICA 評価ガイドラインやプログラム評価手法検討にお

いて整理された情報等をベースに、以下の考え方に基づき本プログラムの評価を試行的に実

施した。

１）貢献の概念に基づく評価

本プログラムによる支援は、コロンビア政府や他ドナー等を含めた全体的な取り組みに

おける一つの介入としての位置づけであり、コロンビアの被害者の共生・和解の進展と

JICA プログラムの成果の両者の直接的かつ厳密な因果関係を図ることは難しい。このた

め、本プログラムによる支援が、コロンビア政府や他ドナーとの共同による取り組みを通

じ、コロンビアの紛争の被害者・共生和解の進展にどの程度寄与したかという「因果関係

の可能性の高さ（貢献の概念）」を評価する。なお「因果関係の可能性の高さ」は、一つ

にはコロンビアの平和構築に対する全体的な取り組みの中で、本プログラムがどのような

位置づけを占めていたのか、「位置づけ」によって確認を行う。また、プログラムの目標

達成に向けて適切なシナリオが組まれていたか（プログラムの一貫性）、状況に応じたマ
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ネジメントができていたかという「プログラムの戦略性（計画・プロセス）」を確認する。

また、プログラムが達成した成果と実績につき確認する。本評価では、これら「位置づけ」

と「戦略性」「実績・成果」の検証を分析のステップとしつつ、コロンビアでの紛争の被

害者共生・和解の進展（他援助機関や当該国政府の実施する事業の総体としての成果）を

踏まえたうえで、本協力プログラムによる「貢献度」についての評価を行う。したがって、

コロンビアの平和構築の中で優先的な課題に取り組み、その中で適切な計画・プロセスに

応じて高い成果が上がっており、なおかつ紛争の被害者共生・和解の改善がみられるので

あれば、因果関係の可能性は高いとの結論を提示できる形になる。

具体的には、以下のロジック整理に基づき、評価を行う。

・ コロンビア政府の平和構築に関する政策体系（計画、戦略等）との整合性はあるか。

・ 具体的に、JICA 協力プログラム全体や個別案件において解決に向けて取り組んだ課題

は同国政府にとって優先度が高く、適切なものか。（「妥当性」に相当）

↓

・  協力プログラム全体として、また相手国政府や他のドナーとの関連性において、戦略的

な案件の選択、組み合わせ（デザイン）を行っているか。また、その投入の質、量は十

分かつ適切か。（「妥当性」「効率性」に相当）

※ プログラム評価マトリックス（後述）により、同国の政策体系を整理し、事業をマッピングし

て検証。

↓

・ 構成案件の個別評価は DAC 5 項目に基づき実施済み。既存の個別案件の評価結果を活

用し、実績や成果にかかわる評価項目（特に「有効性」と「インパクト（波及効果含む）」）

結果を主に活用し 2 次的に評価。

・ これら個別案件の実績や成果を総括し、協力プログラムによる投入の結果、コロンビア

政府の紛争の被害者共生・和解の達成に具体的に貢献できるような実績や成果を上げて

いるか。協力プログラムの「実績と成果」を整理。（「有効性」（＝プログラム目標の達成度、

各成果との連関性）に相当）

↓

・ コロンビアにおける紛争の被害者支援と共生和解の促進は、2008 年～ 2013 年の評価対

象期間中にどのように（歴史的な変遷、特筆すべきキーファクターなどを含めた“プロ

セス”）、どの程度「進展」したか。（「進展」の度合いとして、プログラム前後での最終

碑益者の動態と、最終碑益者支援に関する政策・制度の制定を確認。なるべく定量的に

示せるように留意）

① JICA 協力プログラムのコロンビア平和構築政策における位置づけ

②プログラム構成案件群の戦略性

③ JICA 協力プログラム実施による具体的な実績と成果

④課題解決に向けた「進展」の検証と JICA 協力プログラムの貢献度の検証
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・ 上述の期間中における「進展」プロセスに、JICA 協力プログラムがどのように、どの

程度「貢献」できたか。（「インパクト」「持続性」に相当）

・ 総合的な貢献度の評価を踏まえ、戦略的枠組みとしての対象協力プログラムの改善や、

継続プログラムへの教訓・提言を整理。（治安悪化や情勢変化等の不確定要因／外部要

因等の管理を含む）

２）個別案件のプロジェクト評価結果の活用

プログラムの構成案件により直接もたらされる「アウトカム・レベルの成果」と、コロ

ンビア政府や他のドナーとの共同による取り組みを通じて達成される「インパクト・レベ

ルの開発状況の進展（変化）」を明確に区分する。

３）DAC 評価 5 項目

プログラム評価では、プロジェクト評価のような「厳密かつ直接的な因果関係」の検証

は、様々な外部要因が複雑に関与するため、技術的には困難であることもあり、従来型プ

ロジェクト評価内容との差別化を図るうえでも、DAC 評価 5 項目に沿った評価や、評価

項目用語による整理を行うことはしない。

４）定量的かつ客観的なデータ

厳密な因果関係の検証が難しいことから、叙述的な説明とならざるを得ないが、よりわ

かりやすい“貢献度の評価”とすべく定量的かつ客観的に示せる指標・データ等があれば

整理する。今回、プログラムの「実績・成果」については、プログラムの各構成案件のイ

ンパクト・波及効果に関する指標・データを用いた。コロンビアにおける平和構築の「進

展」については、①プログラム期間前後における最終碑益者の動態変化（統計情報）、②

最終碑益者支援に係る政策・法制度の整備状況に係る情報・データを用いた。

５）プログラム策定時の評価指標に係る考え方

プログラム策定時の決裁書には、プログラム目標の達成を測る指標として、以下が想定

されていた。指標：収入創出支援を受けた国内避難民の数、社会・経済的再統合を終了し

た投降兵士の数、包括的支援を受けた地雷被災者の数、真実究明・補償・和解制度によっ

て処理された行政事例数等。

また、各プログラム成果の達成を測る指標としては、以下の設定がなされていた。

成果１：JICA 事業で開発されたモデルを国内他地域に普及させるための政府計画の有無

成果２：JICA 事業で開発されたモデルを国内他地域に普及させるための政府計画の有無

成果３：JICA 事業で開発されたモデルを国内他地域に普及させるための政府計画の有無

成果４： 紛争被害者の精神的・経済的回復手法に係るセミナー実施回数、真実究明・補

償・和解のプロセス強化提案数と提案実行数

しかし、今般の評価において、貢献の概念を用いて評価を行うことから、下記の理由よ

り、これら指標をプログラムの成果・実績を測る指標としては直接用いなかった。

①　 当初設定された指標の中に、プログラムと直接因果関係がある実績を測る指標ではな

く、コロンビアの平和構築及び紛争の被害者・共生和解支援の進展に該当する指標が

含まれている。

②　 当初計画された指標の中には評価時点での計測の仕方が明確でないものが含まれてい

る。

③　 プログラム期間中のプログラム目標（成果４）の変更など計画の変更があり、指標の
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変更の提案もあったものの
2
、最終化されていなかった。

これら理由により、当初の指標を直接プログラムの指標として用いることはことは難し

いと判断された。なお、上記①のみに該当する指標、例えば「JICA 事業で開発されたモ

デルを国内他地域に普及させるための政府計画の有無」は、制度を政府が構築したか否か

という観点から「課題解決に向けた『進展』の検証」に活用できるため、その視点を評価

の中で活用した。

（２）調査手順

上記考え方に基づき、以下の手順に基づいて調査を実施した。

項　目 調査手順

事前準備

１ ）プログラム構成

案件に関する情報

収集

プログラム構成案件の報告書等を参照し、各案件の投入、成果等を整

理する。既存のデータ ･ 情報と現地で入手 ･ 検証すべき情報を整理す

る。

２ ） プ ロ グ ラ ム 構

成案件 2 次評価グ

リッド（案）と質

問票の作成

上記１）で収集を決定した情報を基に、プログラム構成案件 2 次評価

グリッド（案）を作成する。また、質問票を作成し、C/P 等に送付する。

３ ）プログラム評価

マトリックス（案）

の作成

コロンビア政府の政策体系と JICA 協力プログラムの関連性の検証を目

的として、コロンビア政府の平和構築分野の「政策―施策―事業」の

体系を目的として整理し、JICA 協力プロジェクトのほか、コロンビ

ア政府機関や他のドナー等の取り組みをマッピングしたマトリックス

（案）を作成する。

現地調査

１ ）評価手法の説明

及び協力依頼

コロンビア C/P 機関に対して、今次のプログラム評価手法について説

明を行い、ヒアリングや情報提供の協力を依頼する。

２ ）コロンビアにお

ける平和構築の現

状調査

コロンビアの平和構築に対する政策、法制度、最終裨益者に係る統計、

社会・経済治安状況、紛争関連要素（安定要因・不安定要因）、関連事

業、他ドナーの取り組みについて、最新情報を収集・確認する。

３ ）協力効果、イン

パクト、安定・不

安定要因の把握

コロンビア C/P 機関や他ドナーから事前に配布した質問票を回収 ･ 整

理するとともに、プロジェクト関係者に対するヒアリング等を行い、

各構成案件の協力効果、インパクト、安定・不安定要因の把握等につ

いて、情報 ･ データ収集 ･ 整理を行う。

４ ）活動現場視察に

よる現状把握

活動現場視察を通して、協力終了後の状況と、波及効果やインパクト

を把握する。

2
　 「紛争の被害者・共生和解支援プログラム」監理・調整担当企画調査員 業務完了報告書（2012 年 11 月）参照
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５ ） 各 案 件 及 び プ

ログラムの課題整

理、提言の取りま

とめ

成果達成の貢献要因や阻害要因の分析を行い、プログラムの構成案件

群の戦略性（計画・アプローチの適切性）、構成案件群がもたらした成

果やプログラム成果・目標への貢献度を整理のうえ、当該プログラム

の協力結果を評価するとともに、提言を取りまとめる。

６ ）コロンビア側と

の評価結果共有

事前に収集した情報、及び上記２）３）４）で確認された現状とプロ

グラム目標・成果に係る協力効果を取りまとめ、コロンビア側 C/P 機

関へ結果を報告する（簡易なプレゼンを予定）。

帰国後作業

１ ）プログラム終了

時評価調査報告書

（和文）の作成

現地調査を経て、調査結果を和文報告書に取りまとめる。

（３）調査の中で用いた様式

本調査を行うにあたり、プログラム評価に必要な情報を集約するために、以下の様式を用

いた。

１）構成案件の 2 次評価グリッド

プログラムの構成案件別に、過去の終了時評価結果と今次調査で収集した情報を集約。

付属資料４。

２）構成案件別インパクト・効果、安定・不安定要因

プログラム構成各案件のインパクト・効果、安定・不安定要因を整理した。付属資料

５。

３）プログラム評価マトリックス

コロンビア平和構築に係る 8 つの政策課題
3
に基づきコロンビア政府の「政策―施作／

関連法」に体系整理し、JICA 及び他ドナーを含めた各アクターによる事業の情報を取り

まとめマッピングした。今次評価で作成したプログラム評価マトリックス及びその作成方

法については付属資料６参照。

４）プログラム総合レビューグリッド

上記１）で取りまとめた各構成案件の調査結果、統計数値変化等を総合的にレビューし、

ナラティブに取りまとめた。付属資料７参照。

５）年表

プログラム評価マトリックスの情報等を用い、本プログラムにかかわるコロンビアの主

要法令・政策の変遷と平和構築・共生和解の進展に関する情報、JICA の協力を時系列的

に整理した。第３章「図３－３　年表・関連法制度と最終裨益者の動向」（P.29）参照。

１－３　調査の実施体制

本調査は、JICA コロンビア支所からの発案を基に、コロンビアを所掌する中南米部のイニシ

アティブのもと、平和構築関連の案件を所掌する経済基盤開発部、並びにプログラム評価の試行

3
　 JICA が 2007 年に実施した平和構築ニーズアセスメント（PNA）により特定された課題。詳細は、第３章参照
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的実施の観点から評価部が関与して実施した。

調査団の団員構成は次のとおり。

担当業務 氏　名 所　属 期　間

団長／総括 小向　絵理 JICA 国際協力専門員 2013 年 7 月 28 日 -8 月 2 日

プログラム評価 齋藤　大輔 JICA 評価部事業評価第二課

職員

2013 年 7 月 28 日 -8 月 4 日

平和構築 小部　宣幸 JICA 経済基盤開発部平和構築・

都市地域開発第二課 職員

2013 年 7 月 28 日 -8 月 2 日

協力企画 久保　彩子 JICA 中南米部南米課 職員 2013 年 7 月 28 日 -8 月 4 日

評価分析 小島　京子 株式会社レデス　代表取締役

シニアコンサルタント

2013 年 7 月 16 日 -8 月 4 日
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第２章　コロンビアの平和構築の概観

JICA は本プログラム開始前から過去 4 回にわたって PNA を実施（P.29 図３－３の年表参照）

した。また、プログラムの中間レビューを実施するなかで、コロンビアの平和構築の状況及び変

遷をフォローし、支援の方針を決めるうえでその情報を役立ててきた。今般プログラムの終了

時評価にあたっては、コロンビアにおける平和構築分野の現在の支援ニーズの分析及び今後の

JICA の支援方針の検討に活用する目的で、コロンビア国内武力紛争の現状、コロンビア政府の

取り組み、他ドナーの取り組みについて確認した。

２－１　コロンビアの国内紛争の動向・現状

２－１－１　和平プロセスの進捗

2012 年 8 月 26 日、ハバナにおいて「紛争の終結と安定・持続性が伴う平和構築のための総

括的合意書」が FARC 及びコロンビア政府間で署名された。同合意書では、今後以下 5 つの交

渉テーマについて対話がなされ、最終合意書署名が双方の合意した時期内（2013 年 11 月）に

交わされる予定となっているが、交渉には時間がかかり遅れるとの予想が大方の見方である。

テーマは①農村地域、農業開発、②政治参加、③紛争終結、④不法薬物問題解決、⑤紛争被

害者補償となっており、このうち①農村地域・農業開発は 2013 年 6 月に合意報告書を発行し、

現在②政治参加について交渉が行われている。

これらのテーマは非常に複雑で解決が容易でない課題であり、迅速な合意は期待されていな

いが、2014 年に大統領選挙が控えているため、精力的に対話を進めてきたサントス大統領在

任中に合意に到達したいという考えも一部にはあると考えられる
4
。

サントス大統領が和平交渉開始前に「国際機関の介入は必要がなく、国内の関係者により進

める」と述べ、ハバナでの交渉はキューバ及びノルウェーがウィットネス（保証人）として署

名しているほか、ベネズエラとチリのオブザーバー参加以外には他国政府及び国際機関はこれ

らの交渉には直接関与していない。和平交渉の開始は、国際機関から高く評価されており、国

民や社会からの期待も高いだけに今後の進捗は注目されている。

プログラム開始時の 2008 年のポジションペーパーでは、ELN との和平交渉についても言及

されていたが、現在まで交渉の実績はなく、今後も予定はない。これには ELN は軍と警察で

制圧できるとの政府の考えが背景にあるといわれている。

AUC は、プログラム実施前の 2003 年のサンタフェデリート条約による全面武装解除と補

償・支援の合意、法律第 975 号／ 2005 年（公正・和平法）により投降兵士社会復帰支援、関

連の被害者補償を明記し、2006 年には動員解除を終了したとされているが、現在までその流

れをくむ武装組織が全国に存在している。

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）によれば、FARC 以外の AUC の流れをくむ武装組織、

投降兵士の流れをくむ武装組織、Bandas Criminales と呼ばれる小規模犯罪グループ等が原因と

なる国内避難民の発生が公式データで全体の28％を占めるといわれているが
5
、実態はこれより

多いものと推測される。FARC との和平交渉は非常に重要な動きではあるが、その最終合意が

4
　 PNA コンサルタントヒアリング

5
　 UNHCR メデジン事務所ヒアリング
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コロンビアにおける暴力の終焉を意味することにはならない。

２－１－２　国内避難民の動向

2013 年 1 月時点で被害者総合ケア・補償ユニット（以下、「被害者ユニット」と記す）に登

録されている国内避難民は約 440 万人
6
となっており、UNHCR では 2013 年 2 月時点で約 550

万人と推測している
7
。国内避難民の発生数は 2011 年 14 万 3,000 人、2012 年約 13 万人とされ、

国内避難民総数は近年増加の傾向をたどっている。

表２－１　被害原因別の被害者登録数（人数）と割合（％）

原　因 被害者数（人） 割合（％）

強制的な避難・移動 4,400,987 77.95

殺戮 835,426 14.80

強制的圧力による失踪 124,184 2.20

拷問 23,747 0.42

その他（地雷被災者含む） 261,567 4.63

計 5,645,911 100
出所：RUV、被害者ユニット、2013 年 7 月

昨今の国内避難民発生の特徴は、以前に比べ特定の地域において集中的に発生することであ

る。近年、特に発生が集中しているのは太平洋沿岸地域、エクアドル・ベネズエラ国境付近、

アンティオキア県北部である。これらには麻薬の流通ルートのほかに水力発電や鉱工業開発等

大規模経済開発に関連するものと考えられている。アンティオキア県北部に位置しコルドバ県

境にあるイトゥアンゴ（Ituango）の水力発電所の開発や近接のバホカウカ（Bajo Cauca）の鉱

工業開発によって少なからぬ国内避難民が発生している。

金をはじめとした多くの鉱物資源は、先住民族やアフロ系コロンビア人コミュニティの所有

する土地に埋蔵されており、これらの利権を狙った武装組織による土地のコントロールや脅迫

が増えている。

太平洋沿岸地域では特に、戦略的港湾都市であるブエナベントゥーラで国内避難民が約

5,000 人 / 年発生
8
しており、見せしめのための殺人等を含む懲罰的・牽制的な暴力を用いて武

装組織等が農村や周辺地域のみならず都市部をもコントロールしている
9
。零細から中小まで経

済活動を行う個人・企業を恐怖心によって支配し、納税（War Tax）を強要している
10
。

また、コロンビア全国における集団避難
11
が 2010 年 40 件、2011 年 80 件、2012 年 131 件、

6
　 被害者統一登録システム（Registro Único de Víctimas：RUV）、被害者ユニット、2013 年 7 月

7
　 コロンビア国土地返還政策促進のための土地情報システムセキュリティ能力強化プロジェクト詳細計画策定調査報告書、JICA、

2013 年 4 月
8
　 UNHCR メデジン事務所ヒアリング

9
　 UNHCR ヒアリング

10
　 UNHCR ヒアリング

11
　 UNHCR では 50 名以上または 10 家族以上が一度に国内避難することを集団避難としている。
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2013 年は 6 月までで 60 件以上
12
と、確認されているだけで顕著な増加傾向にあることも大き

な特徴である。これらは政府の公式なデータとはなっていない。

２－１－３　投降兵士と地雷に対する取り組み

（１）投降兵士

2013 年 6 月までにゲリラ（個人）で 23,802 人、集団のパラミリタリーが 31,863 人投降

して武装解除しており、その総数は 55,665 名となっている
13
。

 
出所：Sistema de información para la Reintegración SIR, ACR 2013 年 6 月

図２－１　個人投降による元兵士動員数（2013 年 5 月時）

 
出所：Sistema de información para la Reintegración SIR, ACR 2013 年 6 月

図２－２　集団投降による元兵士動員数（2013 年 5 月時）

投降兵士にはコロンビア政府より再統合プログラムが提供され、2012 年には社会心理

的ケアに 32,713 名、教育支援に 10,375 名、起業・就労支援に 3,134 名が参加している。

12
　 UNHCR ヒアリング

13
　  Sistema de información para la Reintegración SIR, ACR 2008-2011、 及 び 2012 年 デ ー タ に つ い て Informe de Gestión 2012, ACR 
deciembre 2012
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9 

 

出所：Sistema de información para la Reintegración SIR, ACR 2008~2011 及び 

2012 年データについて Informe de Gestión 2012, ACR deciembre 2012 

図 3-3 ACR の支援を受けた投降兵士数（2007-2012） 

 

PNA バージョン 414では 2007 年以降、680 億コロンビアペソ（約 37 億 USD）が投降兵士再統合

庁（ACR）15に投入され、一人当たりの武装解除と再統合のコストは 3,900 USD／年とされている。 

 これらの進捗は、今後も保健、教育、社会心理的ケア等を含む政府のプログラムがあれば、現

在交渉中の FARC との和平交渉が成功裏に合意された際に想定される、大量の投降兵士の武装解

除も成功できるという根拠とされている。一方で、武装解除されたゲリラを喜んで受け入れるコ

ミュニティは少なく、投降兵士はコミュニティからの報復等をおそれている。今後、治安の悪化

が惹起されるのではないかとぬ懸念されている。また、投降兵士の雇用は変わらず最大の課題と

され、今後統合兵士の再統合に向け投降兵士に対する市民社会及び公的機関のコミットメントが

深まることが求められている。 

 

(2)地雷被害者 

 Landmine Monitor2012 によれば、2005／2006 年に地雷による年間死傷者は 1,200 名のピーク

を迎え、その後、2010 年、2011 年は約 500 名となっている。依然、世界でも 2 番目の被害者数

ではあるものの、その数は大きく減少傾向にある。対人地雷総合アクション大統領プログラム

（PAICMA）によるデータにおいても、被災者数は 2006 年をピークにその後一定に減少傾向にあ

り、2013 年 7 月現在での被災者総数は 10,413 名とされている。 

PNA バージョン 4 においても対人地雷・不発弾による被害者は、1990 年から 2012 年の 9 月ま

でで 10,042 名となっている。前述のレポートらと数字に若干の差はあるものの、いずれにせよ

ピーク時であった 2006 年以降、大幅な減少傾向にあるのは事実である。また、地雷除去面積は

2006 年には 3,259 ㎡だったが、翌年には 10 倍、5 年後には 100 倍の面積を処理するほど革新的

に進捗が改善している。2012 年の初めには 203,818 ㎡のみ地雷埋設地が残っており、全体的に

は大きな改善がみられるものの、現在でも一部地域においては地雷が新たに埋設されているとの

                                                  
14 PNA Support Document – Version IV, JICA, October 2012 (JICA 内部資料) 

15 2011 年 11 月に投稿兵士再統合高等審議会から庁（Agency）に組織変更され、決定権、独立性、財源を高め、投降兵士再統

合庁(ACR)に改名された。 

出所： Sistema de información para la Reintegración SIR, ACR 2008-2011、及び 2012 年データについて
Informe de Gestión 2012, ACR deciembre 2012

図２－３　ACR の支援を受けた投降兵士数（2007-2012）

PNA バージョン 4 14
では 2007 年以降、680 億コロンビアペソ（約 37 億 USD）が投

降兵士再統合庁（ACR）15
に投入され、一人当たりの武装解除と再統合のコストは 3,900 

USD / 年とされている。

これらの進捗は、今後も保健、教育、社会心理的ケア等を含む政府のプログラムがあれ

ば、現在交渉中の FARC との和平交渉が成功裏に合意された際に想定される、大量の投降

兵士の武装解除も成功できるという根拠とされている。一方で、武装解除されたゲリラを

喜んで受け入れるコミュニティは少なく、投降兵士はコミュニティからの報復等をおそれ

ている。今後、治安の悪化が惹起されるのではないかと懸念されている。また、投降兵士

の雇用は変わらず最大の課題とされ、今後再統合に向け投降兵士に対する市民社会及び公

的機関のコミットメントが深まることが求められている。

（２）地雷被害者

Landmine Monitor 2012 によれば、2005 ～ 2006 年に地雷による年間死傷者は 1,200 名の

ピークを迎え、その後、2010 年、2011 年は約 500 名となっている。依然、世界でも 2 番

目の被害者数ではあるものの、その数は大きく減少傾向にある。対人地雷総合アクション

大統領プログラム（PAICMA）によるデータにおいても、被災者数は 2006 年をピークに

その後一定に減少傾向にあり、2013 年 7 月現在での被災者総数は 10,413 名とされている。

PNA バージョン 4 においても対人地雷・不発弾による被害者は、1990 年から 2012 年の

9 月までで 10,042 名となっている。前述のレポートらと数字に若干の差はあるものの、い

ずれにせよピーク時であった 2006 年以降、大幅な減少傾向にあるのは事実である。また、

地雷除去面積は 2006 年には 3,259m2 だったが、翌年には 10 倍、5 年後には 100 倍の面積

を処理するほど革新的に進捗が改善している。2012 年の初めには 203,818m2 のみ地雷埋設

地が残っており、全体的には大きな改善がみられるものの、現在でも一部地域においては

14
　 PNA Support Document-Version IV, JICA, October 2012 （JICA 内部資料）

15
　  2011 年 11 月に投降兵士再統合高等審議会から庁（Agency）に組織変更され、決定権、独立性、財源を高め、投降兵士再統合庁（ACR）
に改名された。
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地雷が新たに埋設されているとの情報もある。

表２－２　地雷・不発弾等による被災者数（1990 年～ 2013 年 7 月時）（死亡を含む）

統計年 国軍兵士（人） 前年比（％） 一般市民（人） 前年比（％） 計（兵士 + 民間人）
2013 118 n.a. 63 n.a. 181
2012 279 -19.8 215 7.0 494
2011 348 -2.5 201 -19.3 549
2010 357 -19.4 249 -17.8 606
2009 443 -11.9 303 -14.6 746
2008 503 -0.2 355 24.6 858
2007 693 -12.5 285 -35.5 978
2006 792 -4.3 442 5.0 1,234
2005 759 -25.5 421 47.7 1,180
2004 605 -29.6 285 -1.4 890
2003 467 -46.9 289 -8.5 756
2002 318 -127.1 316 97.5 634
2001 140 -118.8 160 116.2 300
2000 64 -146.2 74 164.3 138
1999 26 -44.4 28 -30.0 54
1998 18 40.0 40 -39.4 58
1997 30 60.5 66 50.0 96
1996 76 21.6 44 33.3 120
1995 97 -61.7 33 32.0 130
1994 60 -33.3 25 -35.9 85
1993 45 57.9 39 -11.4 84
1992 107 -91.1 44 238.5 151
1991 56 -194.7 13 333.3 69
1990 19 99.7 3 -99.9 22

計（累積） 6,420 3,993 10,413
出所：Estadísticas Sistema de Información –　PAICMA、2013 年 7 月

 
出所：Estadísticas Sistema de Información –　PAICMA、2013 年 7 月

図２－４　地雷・不発弾等による被災者数（1990 ～ 2013 年 7 月時）（死亡を含む）

２－１－４　被害者支援・土地返還の枠組み整備

法律第 387 号／ 1997 年において国内避難民が政府により認定されるようになり、法律第

1448 号／ 2011 年によって国内紛争が政府によって公式に認知された。その被害者が定義・認

定・登録され、暴力の被害の補償と、奪われたまたは放棄された土地の返還が国家政策として

進められることになった。被害者登録は被害者ユニットが、土地返還事業は土地返還管理特別
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行政ユニット（以下、「土地返還ユニット」と記す）が担うことになっている。

これまで法整備のみで実施が伴わなかった政策等から政府に不信感を募らせている国民や、

国際機関からも、サントス大統領の強いイニシアティブによって法整備のみならず政策が強力

に推進されていることもあり、その円滑な実施に懸念は示されながらも正しい方向へのステッ

プとして高い評価と大きな期待が寄せられている。

（１）被害者支援

法律第 1448 号第１章第 3 条において被害者として認定される条件を定めている。国内

武装紛争（ゲリラやパラミリタリーなど）により生じた人権の侵害を受けたこと、1985
年 1 月 1 日以降に発生した事実によること、個人あるいは集団で人権侵害や国際人権法違

反の被害を受けたこと、が被害者としての登録の条件となる。

ただし、法律第 387 号で国内避難民と定められていた定義と異なり、コロンビア政府の

軍隊や警察による国内避難が考慮されていないことや、2005 年公正・和平法で政策的に

進められた投降兵士への配慮が不足しているとして、法律第 1448 号の定める被害者は「十

分な人権保障ができない内容」とする憲法裁判所の意見が出された。その後、被害者ユ

ニットはこれらの被害者を認定している。また、昨今パラミリタリーや投降兵士の一部が

武装組織から犯罪組織へと変化しており、その被害者が被害者ユニットには当初認定され

なかったが、メデジン市や UNHCR の働きかけをもとに憲法裁判所の意見を受け、現在で

は認定されるようになった。

UNHCR へのヒアリングでは、被害者数は 2011 年末で 390 万人、2012 年に被害者ユニッ

トに引き継がれ、2013 年 4 月の時点で 470 万人
16
とされている。この間は単純な増加では

なく、統計の取り方や被害者の対象範囲等による増加も含まれている。

被害者ユニットが、2013 年 1 月現在の数字とした同年 7 月に入手したものでは約 560
万人とされている。

表２－３　被害者登録数（2013 年 1 月現在）

年齢群（歳） 男性 女性 LGBT* 不詳 計（人） %

0-5 175,610 165,083 2 0 340,695 6.0

6-12 372,257 352,288 4 12 724,561 12.8

13-17 291,844 278,363 4 29 570,240 10.1

18-26 417,118 436,521 10 112 853,761 15.1

27-60 746,070 997,423 26 1,511 1,745,030 30.9

61 以上 168,396 187,995 7 362 356,760 6.3

特定なし 628,402 365,023 26 61,413 1,054,864 18.7

計（人数） 2,799,697 2,782,696 79 63,439 5,645,911 100.0
注：性同一性障害者（性が男女に分類できない者）
出所：RUV、被害者ユニット、2013 年 7 月

16
　 UNHCR ヒアリング
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被害者に対する補償・支援は、予算措置含め実施体制上の問題が深刻で、現行の計画が

そのまま実施されることは難しいとの見方もある。また、現在の被害者ユニット登録数は

紛争継続中のもので、恐怖から被害者として名乗り出ていないが、和平交渉が合意されれ

ば被害者であることを申告する人々が一定程度と想定されていることなどから、大幅に増

加する可能性がある
17
との意見もある。

（２）土地返還の進捗と課題

2011 年 6 月に、コロンビアの暴力史上で歴史的とされる法律第 1448 号／ 2011 年（被害

者救済・土地返還法）が制定されたあと、最初の土地返還の司法判決は 2012 年 10 月 16
日に出された。ボリバル県マンプハン村において、2000 年にパラミリタリーが収奪した

65ha の土地が、もともとの所有者であった農民 14 名に返還された
18
。

土地返還は土地返還ユニットが申請対象の土地であるかを確認し、暴力等の歴史的真実

を確認・証明する行政手続きのあと、それらの事実が高等司法裁判所によって確認される

ことで、司法判決によって権利返還とその他の補償が確定される。2013 年 6 月末時点で

45,975 件の土地返還申請が登録されており、7 月末までに 167 件の司法判決が出されてい

る
19
。

土地返還は、現在土地を占有している人／グループや、それらの地域から経済的／社会

的／政治的な利益を享受している人／グループ、コロンビアに多い地方の大地主等からは

必ずしも前向きに受け入れられていない。アンティオキア県北部のウラバ地域の返還につ

いて、ウリベ前大統領が土地返還ユニットを批判する声明を Twitter に掲載したり、反土

地返還軍というグループが地方でデモを行うなどの反対意思が示されている。

反土地返還軍は、脅迫に加え殺人を犯した事例もあるが、「軍」というのは国内避難民

を威嚇するために付けた名称で、実際には組織や秩序を有する武装組織ではないことが土

地返還ユニットの依頼を受けた防衛省（Ministry of Defense）の調査で確認されている。こ

れまで土地返還ユニットに対して、脅迫、反対等の文書が届くこともあったが、大規模な

事業展開をしている米国国際開発庁（USAID）でも現在までに現地関係者含め脅迫等をさ

れた事実はなく、土地返還ユニットにおいても関係職員等が実際に攻撃を受けた事例は

ない。土地返還の申請者が脅迫を受けている場合は、土地返還ユニットからの申請に基

づき、内務省の国家保護ユニットが危険度を調査したうえで、ボディガードの派遣や防

弾チョッキ、携帯電話を貸与するなど対策を講ずるが、現在全国で約 300 名が国家保護ユ

ニットの保護対象となっている。

アンティオキア県の土地返還ユニットが担当する土地返還申請の中では、12 件の司法

判決が出ており、12 家族に申請のあった 260ha の土地の返還を 5 日以内に行い、その家

族への補償や住宅の新築、改修を支援することなどが命じられた。土地の権利返還を受け

た申請者は、治安等に問題がなければ返還された土地へ帰還することになると想定されて

いるが義務とはされておらず、代替の土地を得る、または金銭補償とすることも、諸条件

に合致すれば可能となる。

17
　 USAID ヒアリング

18
　 http://www.colombia.emb-japan.go.jp/JPN/documentosJP/seiji/201210.pdf

19
　 土地返還ユニットヒアリング
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権利返還後の土地への帰還に関しては被害者グループや土地返還を受け入れるコミュニ

ティ、国際機関等から、コミュニティにおける治安の改善・維持、社会経済インフラの整

備、生計向上のための産業開発、行政のプレゼンスの向上、心理的ケア等の必要性が強調

されているが、コミュニティレベルでの状況を踏まえた明確な対策の方向性が十分に検討

されているようなことを示唆する情報は得られていない。しかしながら、関係ドナー等へ

のヒアリングでは、いずれにせよ農業がコロンビアの基幹産業であることとコミュニティ

における再統合や生計向上のための農村開発の重要性を認識して、ドナーが和平や被害者

への直接的支援からポストコンフリクトを意識した地方開発へ舵を切り始めていることが

確認された。

２－２　コロンビア政府による平和構築の取り組み

ここでは、本プログラムの理解に重要と考えられるコロンビアの和平の進展と、紛争被害者補

償に係る代表的な法制度を紹介し、同国の平和構築に係る取り組みの動向を概観する。

２－２－１　紛争停止・和平実現に係る取り組み
20

ウリベ政権（Alvaro Uribe Vélez）は、2002 年 8 月に就任すると、前任パストラーナ大統領

（Andres Pastrana 1998 ～ 2002 年）の方針であった FARC や ELN との対話路線を変更し、軍・警

察組織を拡大して徹底的なゲリラ討伐作戦を進めた。政府は、地方の軍・警察を特に強化し、

パラミリタリーグループに対し、地方の治安強化に努めることを約束したうえで投降を呼びか

けた。この結果、サンタ・フェ・デ・ラリート協約（以下、「ラリート協約」と記す）が締結

され、2005 年には法律第 975 号（通称「公正・和平法」）
21
が制定された。同法により、AUC の

集団投降とともに一部 FARC や ELN からの個人投降が促され、2003 年から 2006 年にかけて過

去 10 年で最多の（集団・個人合わせ 42,000 人以上の）投降が実現した
22
。

さらに、ウリベ政権第 II 期（2006 ～ 2010 年）の功績の一つは、治安の大幅な回復が挙げられ、

2003 年から 2009 年までの変化として、誘拐犯罪は 90％、テロ犯罪は 80％、破壊活動は 64％
減少したとされる。他方、強行路線による治安対策によって FARC との対話は決裂した状況が

続き、和平交渉には至らなかった。

2010 年 8 月に、2 期 8 年（2002 ～ 2006 年、2006 ～ 2010 年）の大統領職を務めたウリベ政権

の後任として、フアン・マヌエル・サントス政権（Júan Manuel Santos 2010 ～ 2014 年）が発足

した。サントス大統領は、強行路線をとったウリベ政権第 II 期で国防大臣を務めた実績
23
を有

しながらも、大統領選では「民主的治安対策」を選挙公約に掲げ、就任後は政府軍・警察組織

における人権擁護教育を徹底するなど、民主化路線、武装勢力との対話路線を進めてきた。こ

の方針が功を奏し、2012 年 8 月には FARC とハバナにおいて和平交渉の枠組み合意に署名し、

和平交渉を再開した。

20
　 主な情報源は、Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y durandera,「コロンビア国平和構

築に係る基礎情報収集・確認調査」JICA 中南米部（2011 年 3 月）、ACR、JICA コロンビア支所ヒアリング（2013 年 7 月）、「PNA 
version 3」JICA コロンビア支所 （2010 年）。

21
　 正式名は、「非合法武装グループメンバーの社会復帰とこれによる国家平和及び人道的合意の促進を定める法律第 975 号」

22
　 ACR SIR 統計、2012 年 12 月

23
　 イングリッド・ベタンクール等人質の解放、ラウル・レイジェス等ゲリラ首領の戦死等が代表的な功績といわれる。
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交渉では、①農村地域・農業開発、②政治参加、③紛争終結、④不法薬物問題解決、⑤紛争

被害者補償、の 5 テーマについて協議が行われており、①農村地域・農業開発については既に

基本合意を述べた報告書が 2013 年 6 月に発表された。 2013 年 8 月現在では、FARC の政党政

治参加に影響を及ぼす「政治参加」の議題に係る協議が進められている。付属資料３．紛争終

決と持続安定的な平和構築のための総括的合意書を参照。

２－２－２　投降兵士の社会復帰支援に係る取り組み
24

ラリート協約に基づき、政府は法律第 975 号（公正・和平法）を制定し、暫定的司法手続き

の適用を通じた投降兵士の再統合（社会復帰）を進めてきた。同法は、投降兵士、一般市民、

武装紛争被害者の 3 者が共に「和解プロセス」に参加すべきことを明記し、歴史的事実（真実

究明）を明らかに（告白）することで
25
、受入れコミュニティーとの共生、心身リハビリテーショ

ン、及び再武装予防と更生に係る支援を規定している。暫定的司法手続きを経た投降兵士に対

しては、一般兵士について刑を免除し、重罪犯の組織指導者には一律に「軽減刑」が課せられ、

併せて「代替刑」
26
を課す。代替刑とは、武器放棄・武装解除にあたり、それまで違法行為によ

り得た財産等を政府へ譲渡し、リクルートした未成年の少年・少女兵士をコロンビア家族福祉

機構（ICBF）に引き渡し（第 10 条）、所属していた武装・犯罪組織に係る情報を提供し、再

犯しないことを合意・署名し、武器引き渡しに協力することに合意する（第 11 条）などである。

同法は、投降兵士の社会復帰プログラムの基本的枠組みを定めた法であり、近い将来に期待さ

れる FARC 兵士の武装解除、動員解除、元戦闘員の社会復帰（DDR）に係る司法プロセス、刑

執行、及び、非武装グループ被害者に対する補償の根拠法となる。

投降兵士の再統合事業の実施については、2006 年法令第 3043 号（動員兵士の社会・経済的

再統合政策）により ACR を創設し、ACR をキープレイヤーとした行政及び民間セクターと協

力した支援を進めている
27
。

２－２－３　武装紛争被害者のケア・補償に係る取り組み

およそ 50 年近くにわたり紛争が続くコロンビアでは、紛争被害及び被害者への補償・賠償

は人権保障・安全保障に係る大きなテーマである。紛争被害者への補償については、これまで

複数の法令を公布し取り組みを進めてきた。ここでは主要法令を取り上げ、本プログラム期間

を含むコロンビアの補償概念の発展と法的変遷の概要を紹介する。

（１）法律第 975 号
28

前述の法律第 975 号（公正・和平法）
29
では、投降兵士の社会復帰に係る規定に加え、非

合法武装勢力による被害者補償の規定を有し、第 8 条で回復（土地返還を含む）、補償（賠

償支払い含む）、社会復帰、精神的満足（和解を含む）を定めている。被害者が真実を知

24
　 主な情報源は、Ley 975, ACR ヒアリング（2013 年 7 月）, Homepage: http://www.reintegracion.gov.co/Paginas/InicioACR.aspx

25
　 投降兵士の動員条件として真実の告白が求められる。

26
　 alternative penalty

27
　 ACR の支援対象となる投降兵士は、旧 EPL、旧 AUC、FARC、ELN、その他武装グループ

28
　 主な情報源は、Ley 975, Decreto 1290、「コロンビア国平和構築に係る基礎情報収集・確認調査」、JICA 中南米部（2011 年 3 月）

ACR, MinInterior, 被害者ユニットヒアリング調査（2013 年 7 月）
29

　 正式名称は、非合法武装グループ・メンバーの社会復帰とそれによる国内の平和と人道的合意を促進する法律
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る権利、正義の実現（加害者に司法の裁きを課す）、被害者の補償という 3 つの権利を示

したことは同法の画期的な点とされる。さらに、第 49 条では「集団補償」
30
を定め、公共

インフラが破壊されたコミュニティにおける、公共サービスと社会保障サービスの回復を

促す方策をとるべきことを明記している。

同法（第 50 条）により、法務長官（あるいは代理人）、内務司法省（あるいは代理人）、

財務公共金融省（あるいは代理人）、国選弁護人、被害者代表者、社会団結ネットワー

ク（前 アクシオンソシアル、現 被害者ユニット）局長を委員とし、国家補償和解委員会

（CNRR）及び歴史検証委員会（CMH）を設置し、CNRR 及び CMH は、投降兵士の社会復

帰と被害者補償に係る司法手続き及び行政調整等を担った
31
。CNRR解体後に同委員会の業

務機能は、各委員の所属組織、官民の被害者支援組織、及び被害者ユニット等に引き継が

れた。

（２）政令第 1290 号（被害者回復プログラム策定に係る政令）
32

法律第 975 号が被害者の補償に関し画期的な概念を導入したことは、上述のとおりであ

るが、同法が「非合法武装勢力による」被害（第 5 条）に限った補償であったことから、

政府・公権力の武装活動による被害が排除される点が限界となっていた。司法プロセスを

経なければ被害者認定を得られないことから、証拠・証言の収集に長い期間を要する点

も、補償実現に係る阻害要因であった。このため、紛争状況が継続し被害者が増加するな

かで、司法プロセスに依存しない、行政主導の被害者補償・賠償が必要であるとの認識が

高まり、2008 年 4 月に被害者個人補償に係る政令第 1290 号が公布された。同政令によっ

て、被害者の個人補償の認定が初めて可能となり、それ以降法律第 1448 号制定までの間、

同国の被害者補償プログラムはほぼすべて同政令の規定等に基づく。

政令第 1290 号で特記されるのは、投降兵士の「告白により」被害地域及び住民が特定

され、これに基づき被害者リストが取りまとめられる点、リストに明記されていなくとも

別途の証言や文書資料証拠があれば、被害者認定を受けることができるようになった点が

挙げられる。法律第 975 号を根拠としては、補償に至るまでに長い司法プロセスを経ざる

を得なかった反省が反映された規定である。また、第 24 条では地雷被災者の被害者認定

の方法も定められた。

補償内容は（第 4 ～ 9 条）、補償・賠償（殺人・誘拐・強制失踪
33
の被害に対し賃金 40

カ月相当以上を賠償することなど）、回復（土地返還を含む）、心身のリハビリテーション

（治療・ケア支援）、満足を得る方策（真実究明・和解）、不法行為を再犯しない確約（教

育等を通じた社会復帰措置）等の法律第 975 号において示された補償概念を発展させた。

同政令による行政主導の総合的補償は高く評価されたが、他方で、集団補償規定が含ま

れておらず、合法・非合法双方の紛争被害者への全面的補償は十分でなかった。

30
　 Collective reparation

31
　 同じく第 50 条で、CNRR の活動期間は 8 年と定められ、同委員会は 2013 年に解体・関係組織へ機能が移行された。

32
　 正式名称は、行政プロセスによる武装グループによる被害者個人の回復プログラムを策定するための法律。主な情報源は、

Decreto 1290、被害者ユニットヒアリング調査（2013 年 7 月）
33

　 強制失踪とは、武装勢力により殺害されたと推測されるものの、遺体が発見されず、犯行が証明されていない状況を指す。
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（３）法律第 1448 号（通称「被害者救済・土地返還法」）
34

同法は施行期間を 10 年に定め、司法プロセスを経ずとも行政の主導で被害者ケアを

提供することを保障し、人道支援と司法補償を区別し、個人補償と集団補償の双方を定

め、政府軍・公権力による紛争・暴力も被害対象とするものとして、先の法律第 975 号

や政令 1290 号の不足点を補完した法律といえる。政令第 1290 号によるケア及び補償に

係る保証は、同法へと移行された。同法で定められる被害者は、国内の合法・非合法

双方の武装紛争因により被害を受けた者をいい、政府軍・公権活動から派生した被害

を含み、1985 年 1 月 1 日以降に発生した事実により個人あるいは集団で損害を被った

人々を意味する。地雷被災者、未成年の投降兵士
35
、家族が武装グループに入ったため

に被害が発生したと認められた場合は投降兵士家族も、被害者認定が可能であり（第 3
条）、かつ、司法プロセスを経なくとも行政プロセスでの被害者認定が可能である。また、

先の 2 法（法律第 975 号及び法令第 1290 号）と同様に、真実を知る権利（真実究明）、司

法の裁きを行う国家義務、補償請求の権利が規定されている。土地収奪に係る現状回復プ

ロセスについては、既存法の「回復」規定で言及されていたものの土地返還補償の具体性

は十分なものでなかったが、同法において実施支援組織を含めた細則が設けられ、総合的

なケア・補償の意義と実効性を高めたといえる。

武装紛争により強制的に居住地等を奪われ、あるいは、武装グループのリクルートを逃

れるなどの理由から転居を余儀なくされた国内避難民は、紛争被害者全体の約 75 ～ 85％
を占めており（2013 年 1 月時の被害者登録において約 440 万人）

36
、これは全人口（2012 年

時推計、46,859,441 人）のおよそ 10％に上る。多様な紛争被害者を補償対象とする点が同

法の特質ではあるが、国内避難民に係る法令・政策と実施組織の変遷をみれば、国内避難

民がコロンビア武装紛争被害の中心的問題であり、かつ同法の中核的対象であることが理

解できる。

34
　 正式名は、「国内武力紛争被害者へのケアと総合的補償措置及び土地返還措置、及びその他関連規定についての被害者救済・土

地返還に関する法律第 1448 号」。主な参考情報は、Ley 1448, Guia practica para entender la Ley de Victimas,Unidad para las Victimas.
　被害者ユニットヒアリング（2013 年 7 月）、「コロンビア共和国土地返還政策促進のための土地情報システムセキュリティ管理

能力強化プロジェクト詳細計画策定調査報告書」（2013 年 4 月）、JICA 経済基盤開発部（第 2 章及び添付資料・法律和訳）。
35

　 未成年の非合法武装グループの投降兵士が被害者と認められるのは、未成年であるがゆえに本人の意思を無視し国際人権を侵害

する強制的なリクルートがなされたと理解されるため。ACR ヒアリング（2013 年 7 月）
36

　 RUV、被害者ユニット、2013 年 7 月
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はあるが、国内避難民に係る法令・政策と実施組織の変遷をみれば、国内避難民がコロンビ
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図 3－5 法律第 1448 号と被害者ユニット創設の法的経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律第 1448 号/2011 年の施行およそ半年後の 2012 年に、総合補償国家計画（SNARIV）が

発布され、法律第 368 号により約 13 年進められてきた「国内避難民国家支援システム

(SNAIPD)」を、政府は SNARIV の枠組みへと移行させた。国内避難民の補償に係る新規プログ

ラムは、今後 10 年、同法を根拠とした形で進められていく見込みである。また、同法施行後

                                                  
35 未成年の非合法武装グループの投降兵士が被害者と認められるのは、未成年であるがゆえに本人の意思を無視し国際人権

を侵害する強制的なリクルートがなされたと理解されるため。ACR ヒアリング（2013 年 7月） 

36 被害者統計(RUV)、 被害者ユニット、2013 年 7月 

図２－５　法律第 1448 号と被害者ユニット創設の法的経緯

法律第 1448 号／ 2011 年の施行およそ半年後の 2012 年に、被害者支援・総合補償国家

計画システム（SNARIV）が発布され、法律第 368 号により約 13 年進められてきた「国内

避難民国家支援システム（SNAIPD）」を、政府は SNARIV の枠組みへと移行させた。国

内避難民の補償に係る新規プログラムは、今後 10 年、同法を根拠とした形で進められて

いく見込みである。また、同法施行後に従来の国内避難民統一登録システム（RUPD）
37
は

被害者登録統一システム（RUV）へ移され、被害者ユニットが申請・登録を担うとともに

統計整備を進めている。

施行期間（10 年）事業費見積は約 540 億ペソ（約 28 億 USD）とされ
38
、政府としても賠

償財源の確保が今後の課題であるとしている。また、これまでの補償の大部分が基礎的

サービスや人道・緊急支援に占めてきたことから、SNARIV の施行期間においては生産的

経済活動に参加しうる回復へつなげるための方策をめざすとしている。付属資料１．各種

統計（１）被害者関連、２．法律第 1448 号における紛争被害者ケア・補償に係る情報を

参照。

２－２－４　地雷・不発弾対策に係る取り組み
39

地雷・不発弾等の非人道兵器が健全な社会経済発展を長期に妨げるとの認識から、政府は

2000 年 9 月オタワ条約に批准し、法律第 759 号／ 2002 年（地雷・不発弾対策を定める法律）

を制定して、政府軍所有については 2005 年までに全面廃棄を完了した。しかし、武装紛争に

37
　 RUPD は内務司法省が所轄していた。

38
　 SNARIV の実施を担うおよそ 51 組織が行う事業活動の総額を指す。他政府からの借款や無償資金は財源に含まれていない。

39
　 主な情報源は、「コロンビア国平和構築に係る基礎情報収集・確認調査」、JICA 中南米部、2011 年 3 月、PAICMA ヒアリング（2013
年 7 月）、PAICMA Homepage: http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/AICMA.aspx
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よる地雷埋設が継続するなかで、2004 ～ 2007 年にかけて被災者数が世界最多となり
40
、廃棄に

係る対策と汚染地域の生産性回復は、現在も同国の優先的な取り組みとなっている。大統領令

第 2150 号／ 2007 年（地雷・不発弾総合プログラム実施組織創設に係る大統領令）では、現在

の PAICMA の基盤組織を創設して、組織の強化を進めてきた。現行の「国家開発計画（PND）

2010 ～ 2014」（第５章・平和の強化－１．治安対策）にも、PAICMA の包括的地雷・不発弾対

策を盛り込み、治安政策における優先課題であることを改めて明確にしている。

被災者支援では、PAICMA 内に被害者支援室を設置し、汚染地域やリスクに係る広報、予防

教育、連帯補償基金（FOSYGA）等の被災者公的扶助情報の普及を進めている。地雷被災者へ

の医療補償等の給付（現金及び現物）は、FOSYGA など既存の行政サービスは維持されてお

り
41
、地雷被災者が法律第 1448 号の認定対象となり、新たなケア・補償財源が確保されたとい

える。

２－２－５　国内避難民支援に係る取り組み
42

コロンビアの国内避難民問題は国際的にも関心が高く、人道・生活支援が行政サービスとと

もに様々な国際援助組織や政府開発援助、市民社会組織等の協力を得て行われてきている。

特記される政府の取り組みとしては、法律第 387 号／ 1997 年（SNAIPD）を端緒とし、2005
年法律第 250 号／ 2005 年（地方自治体統一計画（PIU）策定義務）、2006 年国家経済社会審議

会（CONPES）文書 3400 号「国内避難民支援の為の政府支出目標と優先付け」、法律第 1190
号／ 2008 年（国内避難民支援地方自治体調整・FU ユニット設置）などを通じた、自治体行政

の公共サービスによる取り組みが挙げられる。

なかでも PIU の策定は、地域計画に裨益者の参加を求めた点で注目されてきた。法律第

1448 号の施行によりこれら行政サービスが、SNARIV の枠組みで行うものと定められ
43
、市自

治体及び県の地域アクションプラン（PAT）の策定対象が広げられた。これにより、地域行政

組織・関係者との調整でも対象セクターが広げられた。地方自治体監督を担う内務省は、被害

者予防地域計画やケア地域計画に係る技術的指導、CMH 等司法プロセスにかかわる関係組織

との調整に係る助言など、全国の自治体に対して、法律 1448 号の理解促進を含めた指導業務

を行っている。

２－３　コロンビア平和構築分野の他ドナー協力の概要

２－３－１　対コロンビア政府開発援助及びドナー調整
44

コロンビアの政府開発援助（ODA）の受益総額は、2010 年時で約 9 億 7,200 万 USD に上る。

コロンビア国際開発庁（APC）のドナーデータベース（SIAOD）に取りまとめられた 1990 年

以降の国際協力実績によれば、二国間援助の最大支援国は米国、続いてEU 45
、スイス、カナダ

である。国際機関では国連薬物犯罪事務所（UNODC）の協力規模が最も大きく、国連食糧農

40
　 外務省 2010 「コロンビア情報 2009」

41
　 行政サービス補償と司法補償は重複して給付されることはなく相互補完的に給付される。（法律第 1448 号第 20 条 21 条）

42
　 主な情報源は、「コロンビア国平和構築に係る基礎情報収集・確認調査」、JICA 中南米部、2011 年 3 月、内務省ヒアリング（2013
年 7 月）、MinInterior Homepage: http://www.mininterior.gov.co/

43
　 国内避難民を裨益対象とした PIU は、広く紛争被害者を対象とする PAT（地域アクションプラン）に改訂された。

44
　 出所：APC の SIAOD 、APC 及び JICA コロンビア支所ヒアリング調査（2013 年 7 月）

45
　 EU は、戦略ペーパーの中で自らを二国間援助とみなしているためここに加えた。
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業機関（FAO）、UNDP が続いている
46
。

ドナー協調に関しては、2013 年に入り、平和構築、経済開発、環境、人権、移行期正義（司

法）、及びジェンダーの 6 つの協力組織グループ（Grupo de Cooperantes）が設けられ、グルー

プ別の定例会合において支援事業の情報共有が行われている。JICA はこのうち、平和構築、

経済開発、環境の 3 グループに参加している
47
。

２－３－２　主要ドナーの支援動向

以下では、平和構築分野で支援を行う主要ドナーに係る情報を紹介する。

（１）米国国際開発庁（USAID）
48

USAID は長年にわたり、経済、麻薬対策・法励行、テロ対策・地雷撤去、軍事教育訓

練等の分野で協力を継続しており、米国政府が 2000 年に発表した「プランコロンビア」

に基づき、①麻薬栽培から合法的経済活動への転換・不法薬物の米国流入の撲滅、②国民

主体の民主化、③国内避難民の生活環境改善、の 3 点を重点課題とした協力を展開してき

た。現行の「対コロンビア支援戦略 2009 ～ 2013」では、ガバナンス醸成を重視し、紛争

地域における麻薬問題からの解放と経済自由化を促す方針が示された。同戦略では「開発

と持続的平和促進」を目的に掲げ、被害者・社会的弱者支援、団結・土地問題と生活環境

の改善、民主化・司法・人権、及び環境の 4 側面で協力を進めている。

第一に、被害者・社会的弱者支援の分野では、紛争被害者の生活改善に係る公共事業の

社会開発・経済生産性の向上に係る支援と、移行期正義プロセスでの土地返還事業の実施

協力を進めている。第二に、団結・土地問題（土地返還）と生活環境の改善の分野では、

支援が優先される 53 市自治体を対象にした国民団結政策（solidarity policy）の実施支援を

行う。第三に、民主化・司法・人権分野では、法務人権省が所轄する国家人権擁護事務所

を通じた、政府行政の民主化と司法・人権保証の取り組みを支援している。第四に、環境

分野では、環境省を C/P として、森林保護戦略、気候変動、二酸化炭素排出低減への取り

組みに協力している。

被害者支援で注目される支援として、前 アクシオンソシアル／現 被害者ユニットを主

要 C/P とした、法律第 1448 号／ 2011 年の起草・制定への協力実績が挙げられる。さらに、

2013 年 7 月現在、同法の施行開始から 3 年間を支援する「被害者支援機関強化プログラ

ム（Victims Institutional Strengthening Program 2012 年 8 月～ 2015 年 8 月）」を実施中で、協

力規模は約 1,500 万 USD の計画である。協力内容は、被害者ユニット、CMH、保健社会

保障省（MinSalud）、地方自治体行政組織等を C/P として、①法律第 1448 号の施行に係る

行政組織の能力強化
49
、②社会心理的ケア及び総合的リハビリテーション支援、③移行期

正義プロセスでの真実究明に係る手法の支援
50
、④女性・少数民族・障害者等のニーズ把

46
　 APC の SIAOD 分類による支援組織は全部で 43 組織ある。

47
　 6 グループの窓口は、平和構築グループが UNDP、経済開発グループは EU、環境グループはドイツ、人権グループはスイス、

移行期正義（司法）グループは UNDP、そしてジェンダーグループは国連女性開発基金（UNFEM）が務める。
48

　 出所：USAID ヒアリング（2017 年 3 月）、US Staregy Outline 2009-2013, Fact Sheet, USAID, August 2012 ほか。
49

　 被害者ユニットや MinSalud への協力、被害者登録システムや予算計画戦略の策定支援を含む。
50

　 コミュニティ・レベルでの真実究明・和解に係る「告白」の推進など。
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握と対応システムの構築支援（横断的テーマ）
51
、の 4 つを柱とする。地方行政への組織能

力強化にあたり、マグダレナ県、ボリバル県、アンティオキア県、ナリーニョ県、チョコ

県及びボゴタ等の全 21 市自治体に対して、PAT 策定に係る協力を進めてきた。

被害者支援方針での最近の変更として、従来の協力方針であった被害者への直接支援の

成果に限界がみられたことを受け、政府組織の被害者支援行政能力強化を支援するアプ

ローチへと方法論をシフトした点が挙げられる。さらに、土地返還問題では土地返還国家

政策の策定支援、法律第 1448 号／ 2011 年に基づく細則・規則の草案やマニュアル策定に

係る協力を、2013 年内に開始する予定である。協力ではコロンビア内 12 県に設置された

12 事務所を通じ、法務関係者（弁護士等）やソーシャルワーカーへの実施能力の強化を

支援する計画がある。

他の平和構築に係る協力として、国際移住機構（IOM）等が実施する投降兵士支援事業

への出資があり、動員・社会復帰プロセスのモニタリング、情報整備、官民連携による教

育訓練、地域開発プロジェクトを通じた社会復帰事業、ICBF と協力した元児童兵士の家

庭復帰や武装集団への再帰防止に係る事業協力がある。

（２）欧州連合（EU）
52

EU のコロンビアへの協力は、1993 年署名のアンデス共同体諸国との協力枠組み合意

（1998 年に発効）に端を発する。現行「EU 対コロンビア戦略 2006 ～ 2013」では、①経済

社会開発と貧困削減、②麻薬栽培の代替となる開発、③司法制度改革支援、④人権擁護・

理解普及、⑤紛争被害者への人道的支援、が重点課題に挙げられている。同戦略の協力規

模は約 1 億 6,000 万ユーロ、うち 60％が平和構築関連、40％が人権及び横断的テーマへの

投入である。

EU の平和構築に係る支援実績は、1993 年の国内避難民への人道支援に始まり、当時

2,000 人を超える避難民の救済事業を実施した実績を有する。2002 年にコロンビア政府と

「マグダレナ・メディオ平和研究」に係る合意に署名し、紛争影響の大きいマグダレナ県

で展開する「マグダレナ・メディオ開発と平和協力プログラム（PDPMM）」の策定・実施

を支援してきた。

2009 年には、人道支援戦略（ECHO）の枠組みで 1,200 万ユーロの協力を行い、開発パー

トナーと連携した紛争被害者及び自然災害被害者 19 万人に対する 18 カ月間の人道・緊急

援助を実施した。同支援では、避難直後の未登録国内避難民、児童、女性、アフロカリビ

アン、少数民族など社会的弱者を優先対象とし、物資の流通促進、非合法武装組織による

徴兵防止、学校教育アクセスの向上、地雷被災回避教育等の事業がある。

EU は安全保障政策に基づく地雷対策分野にも力を入れており、これまで地雷影響の大

きいアンティオキア、スクレ、ボリバル、サンタンデールを中心に、地方自治体、市民団

体、NGO を通じた被災者生活向上支援、社会心理的ケア、リハビリテーション、被災回

避教育、地雷影響地の住民移動等に係る支援事業を行っている。PAICMA の「地雷による

社会経済影響調査（LIS）」への資金援助では、事業費・計画額約 720 万ユーロのうち EU

51
　 IOM が実施を担う事業がある。

52
　 主な出所：Colombia Country Strategy Paper 2007-2013, EU 2007 及び APC ヒアリング調査（2013 年 7 月）
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協力は約 600 万ユーロである（残り 120 万ユーロはコロンビア政府財源）。

注目される事業として、EU の「平和ラボラトリー」が挙げられる。同事業は、紛争地

域の住民が市民社会代表かつ平和構築リソースとなって、地域の意見を表明しながら地域

ベースのイニシアティブ（プロジェクト）を作りあげていく活動である
53
。事業実績は既に

5 年が経過し、現在第 2 フェーズに当たる。事業の透明性や市民の参加度・モチベーショ

ンの高さから、APC や国連人道問題調整事務所（OCHA）等のドナー組織からの評価も高

い事業で、EU はこれを継続的なパイロット・プロジェクトとして定着させていく意向が

ある。

（３）国連開発計画（UNDP）54

UNDP は、コロンビア内地方部に 11 の事務所を有し、20 県の事業をマネジメントする

など、地域を重視した支援を進めている。2013 年現在、①平和構築（約 7,297 万 USD）、

②農村開発（約 251 万 USD）、③ミレニアム目標と経済開発（約 2,734 万 USD）、④エネル

ギー・環境（約 2,142 万 USD）、⑤民主的ガバナンス（約 1 億 2,427 万 USD）の 5 つの主

要プログラムを有し、5 プログラムの協力規模総額は約 2 億 4,854 万 USD、平和構築分野

での支援事業は全体の約 30％を占める
55
。

現在、政府及び支援組織間で注目される事業として、UNDP が主導するマルチ協力

「Transitional Justice Fund（移行期正義ファンド 2008 ～ 2015 年）」（2013 年 7 月現在、約

2,600 万 USD）がある。同ファンドは、法律第 975 号／ 2005 年（公正・和平法）を根拠と

し、ベルギー、スイス、スウェーデン、スペイン、カナダ、EU、オランダ等が参加して

いる
56
。計画から実施までに 3 段階のステップを踏み、第 1 段階では戦略委員会での出資

ドナーが基金の用途に係る協議を行い、第 2 段階では専門技術者と有識者が実施に係る議

論を行い、さらに第 3 段階では実施組織であるコロンビア側各組織が実施計画・プロセス

を協議する。多様な省庁が列席し議論する組織調整のメカニズムとドナー間協調が促進さ

れる点で、効果的援助方法として評価が高い。

2013 年に発足したドナー協力会合は UNDP の主導力によるところが大きく、UNDP は

平和構築と司法の 2 グループに参加しており、両分野は UNDP の重要分野とされている。 
過去 4 カ年（2009 ～ 2013）の協力では法律第 1448 号／ 2011 年（被害者救済・土地返還法）

の草案に大きくかかわったが、特に司法プロセスと人権の条項での大きな技術的インプッ

トを行った。

2013 年 7 月現在、今後 3 カ年の「地域レベルの平和構築戦略 2013 ～ 2016（Local Level 
Peace Building Strategy）」を策定中で、コロンビアが紛争期からポスト紛争への移行期に

あることにかんがみて、紛争要因となる地域問題や格差是正への取り組みを重視した、

協力枠組みの策定を進めている。同戦略では、①和平プロセスと紛争解決支援、②平和

をめざした持続可能な地域開発、③法規と平和構築、④移行期にある司法と被害者の権

53
　 自治体が推進する PIU/PAT とは異なる。

54
　 出所：UNDP Colombia Outline, UNDP ヒアリング調査、及び、APC ヒアリング調査（2013 年 7 月）

55
　 各プログラム規模は、すべて 2010 ～ 2013 年予算

56
　 4 年間の暫定予算は約 800 万 USD を計画。スウェーデン、ノルウェー等が参加を表明している。財源協力はないが、USAID が

オブザーバー参加している。
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利、⑤平和文化（平和教育）、⑥女性の公正・権利と平和構築、の 6 つを軸とし、前述の

Transitional Justice Fund のメカニズムを参考とする予定とされる
57
。

（４）国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）58

UNHCR は、2005 年採択「メキシコ行動計画（Mexico Plan of Action）」に基づきコロン

ビアへの国内避難民支援を開始し、以降、権利保護、包括的人道支援、避難民保護を方針

とした協力を継続しており、2013 年 1 月までに UNHCR が支援した国内避難民は 59 万人

に上る
59
。支援規模をみると、2006 年に約 800 万 USD、その後規模を拡大し 2011 年には約

3,400 万 USD、2012 年には縮小され、約 2,938 万 USD である。

2013 年現在、ボゴタ本部及び 10 の地方事務所を設け、内務省、被害者ユニット、土

地返還ユニット、ICBF、副大統領府等を主要 C/P とした協力を進める。国内避難民予防、

国内避難民保護、国内避難民問題の恒久的解決、の 3 つを優先事項に掲げ、①組織強化

（行政組織の能力強化支援）、②コミュニティ支援（住民と寄り添い、若者・地域リーダー

を支援する）、③発生している事実・脅威の視覚化（自治体、教会、市民団体を通じた広

報など）、の 3 戦略に基づく活動を展開している。

予防分野では、国内避難民に対し、避難民地域支援センターでの一時保護、短期的な緊

急人道支援を提供している。保護分野では、全国 17 カ所に UAO（Units for Orientation and 
Assistance for IDPs）と呼ぶモバイルユニットを設け、移動型支援活動を 2004 年から開始、

自治体と協力した支援を行う。麻薬中毒や非行傾向にある若年層及びアフロカリビアンや

少数民族など社会的弱者へは、教育やスポーツを通じた育成活動を重視する。恒久的解決

の取り組みでは、 PIU あるいは PAT に係る地域民及び市区自治体との活動があり、再定住

支援を重視したプントウマヨ県サンイシドロ市への事業（2008 ～ 2010 年）は成功事例に

挙げられている。

スーダン及びネパールでも展開する UNHCR-UNDP 共同プログラム「Transitional Solution 
Initiative」を 2012 年 5 月からコロンビアで開始、2012 年 9 月からフェーズ II、2013 年 6
月からフェーズ IIIに入った

60
。全フェーズの対象は計 17コミュニティとなり、各コミュニ

ティでは中央・地方行政組織と NGO 等の草の根支援組織と協力したプロジェクトを進め

ている。

（５）国連人道問題調整事務所（OCHA）
61

OCHA は、人道状況・権利保証の状況が最も劣悪な地域を支援の中心として、緊急・人

道支援、及び、人道問題への対応に係る関係者調整を担う組織である。ボゴタの本部事務

所のほかナリーニョ、プントゥマヨ、バジェデカウカ、カウカ、チョコ、アンティオキ

ア、モンテリア、アランカの各県に、地域事務所を設置している。2013 年現在は、CERF

57
　 UNDP によれば、2013 年 8 月中に最終化の予定である。

58
　 出所：Operation in Colombia 2012,Transitional Solution Inititaive,June 2013, Operation in Antioquia 2013, UNHCR サイト http://www.

acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8937、及び、UNHCR ヒアリング調査（2013 年

7 月）
59

　 UNHCR の支援数は、RUPD、 RUV に未登録の国内避難民を含む。
60

　 同プログラムの参加国は、カナダ（CIDA）、米国、スウェーデン等がある。
61

　 出所：Colombia Country Profile April 2013, OCHA、及び OCHA ヒアリング調査（2013 年 7 月）
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（Common Emergency Response Fund）62
及び ERF（Emergency Response Fund Colombia）の 2 プ

ログラムが進行中で、2012 年の協力実績は、両プログラムを併せ約 526 万 USD ドル、過

去 4 年毎年減少傾向にある
63
。

OCHA の主要業務は、情報整備・マネジメント及び関係者調整であり、具体的には、①

非人道的状況が発生した際の情報発信、②緊急時の状況アップデートレポート、③人道的

基礎サービス（保健、教育、食糧など）の構造要因に係る支援調整、④人道活動での官民

組織への支援、⑤人道支援での財源調達・融資メカニズムの構築支援、⑥人道支援事業マ

ネージメントの技術的支援、などが挙げられる。

（６）世界銀行（WB）64

WB によるコロンビアの平和構築分野への支援は、2005 年の「対コロンビア支援戦略

（CAS）」に始まる。平和構築分野での代表事業「平和と開発プロジェクト」は 12 年続け

られ、2013年 3月に完了した。事業総額は約 3,800万USDである。先行の「国別パートナー

シップ戦略 2008 ～ 2011 年」では、持続的公正の拡充、貧困削減と機会均等、環境・天然

資源、平和、公共サービスの 5 分野において、4 年間に約 40 億 USD 規模の協力を進めた。

WB は国別戦略の対象期間を対象国の政権交代（選挙）期に合わせており、先戦略と同様

に現行の「国別パートナーシップ戦略 2012 ～ 2016 年」もコロンビアの PND を支援する

方針を踏襲している。新戦略では、官民セクターが最も優先事項と認める課題に対応する

ことを基本として、コロンビアの経済成長を考慮した、①社会繁栄のための機会均等、②

気候変動への柔軟な対応を伴う持続可能な成長、③生産性の拡大による包括的な成長、を

めざした協力を進める。

2013 年 3 月に上述の「平和と開発プロジェクト」の完了・評価報告書が取りまとめら

れた。同プロジェクトの成果としては、中央集権から地方への権利委譲（地方分権）、地

域に根づいた開発、参加型アプローチ、横断的取り組み、柔軟性・長期的視点による継続

的支援、民間連携の促進、コミュニティ優先、組織化強化、極貧の低減、行政サービスを

欠く地域の撲滅に焦点を置いた点が挙げられている。同プロジェクトを通じて、平和推進

の方法論としてコロンビア側が挙げる教訓は、次のとおりである。

１ ）政府・国際コミュニティ・市民社会の 3 者連携で紛争の終結に係る取り組みに着手す

る場合、対象地域の決定を尊重し、段階的な信頼醸成を図るものであるべき。

２ ）地域団体と協働することで経費を抑え、地域力を育む取り組みが有効である。

３ ）社会経済的コンテキスト及び政治政党の動向につき、対象地域別での知識を深め、地

域ニーズに合致し、かつ法制度を根拠とした活動計画の立案を行うことが重要である。

４ ）被害者ケアは、社会ネットワーク（公的扶助）の生計向上や生活回復の支援などの生

活安定化に注目した支援が優先かつ重要となる。

62
　 日本が財源出資に参加している。

63
　 CERF 及び ERF の支援総額は、2009 年に約 956 万 USD、2010 年約 874 万 USD、2011 年に 840 万 USD である。

64
　 出所：Country Partnership Strategy 2008-2011 Progress Report,WB 2010,Country Partnership Strategy 2012-2016, WB June 2011, 
Implementaion Completion and Results Report, WB, March 2013、及び APC ヒアリング調査（2013 年 7 月）
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第３章　紛争の被害者・共生和解支援プログラムの概要及び位置づけ

３－１　協力プログラムの概要

３－１－１　協力の背景・経緯

2003 年に発表されたわが国の ODA 大綱においては、「平和構築」は 4 つの重点課題の一つ

に挙げられていた。2003 年 7 月開催の対コロンビア支援ロンドン会合（第 1 回国際協力調整

会合）では、コロンビアの抱える問題が国際社会に広く訴えられるとともに、「ロンドン宣言」

が採択され、わが国を含むコロンビア支援国グループ（G24）65
が発足した。コロンビアの平和

構築に係る支援は、この後さらに 2005 年 2 月にコロンビアのカタルヘナで開催された第 2 回

国際協力調整会合において再確認され、G24 及び国際機関による「カルタヘナ宣言」が取りま

とめられ、2007 年 11 月にはコロンビアのボゴタ市で第 3 回会合が開催され、平和構築に係る

支援の意思が再度表明された
66
。

本プログラムの形成に先立ち、JICA は 2007 年度にコロンビアの「国レベル PNA」を行い、

その結果、植民地主義の遺産といえる不平等な社会構造がコロンビアにおける紛争の構造的要

因となっていること
67
、さらに法の支配の欠如や麻薬資金流入が紛争を長期化させる要因であ

ることが判断された。

PNA 分析を受けて、JICA はコロンビアが抱える平和構築に係る課題として、①国内武力紛

争により発生する国内避難民への支援、② AUC から集団投降した元兵士とその家族、ゲリラ

組織から個別投降した兵士とその家族の社会的・経済的再統合、③地雷被災者への支援と地雷

撤去、④紛争被害者のための真実究明・補償・和解、⑤紛争や暴力の構造的要因である社会

的・経済的格差への対応とガバナンスの強化、⑥司法の強化、⑦麻薬生産・流通・販売産業の

解体、⑧ FARC 及び ELN との和平合意の達成、の 8 課題を特定した
68
。

これら背景のもと、2008 年 8 月に日本政府とコロンビア政府関係者の間で行われた協議で

は、平和構築分野を重点支援分野とすることが確認され、協力合意が交わされた。

３－１－２　協力方針

JICA は、上記 8 課題のうち、協力ニーズが極めて高く、JICA の協力スキームによる対応が

可能と考えられる①～⑦の課題を「平和構築」支援に係る援助重点分野とし、さらに①～④に

ついては「紛争の結果生じる社会的・経済的問題への対応」に係る開発課題、⑤～⑦について

は「紛争の構造的要因の低減」に係る開発課題として、大きく 2 つに分類したうえで、協力の

方針と内容の特定を行った。

「紛争の被害者・共生和解支援プログラム」は、平和構築支援において緊急性・人道的支援

65
　 コロンビア支援国グループのメンバーは、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、米国、日本、メキシコ、ノルウェー、スイス、

EU 加盟国（ロンドン宣言時の加盟国は、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、

アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、イギリス）及びコロンビア政府。

さらに、ロンドン及びカタルヘナ会合には、欧州委員会（EC）、国連機関、アンデス共同体（CAF）（宣言当時の加盟国はボリビ

ア、コロンビア、エクアドル、ペルー）、米州開発銀行（IDB）、国際通貨基金（IMF）、世界銀行（WB）が参加している。
66

　 日本は 2008 年 7 月から 12 月までの間において G24 の議長国を務めている。
67

　 2007 年コロンビア PNA では、紛争の構造的要因に、①富の不正分配に対する国民の不満、②複雑な土地制度・不平等な土地分

配と生活状況の悪化、③農村部貧困層の生活困難からくる左翼ゲリラへの傾倒が挙げられた。
68

　 出所 :「コロンビア国援助重点分野『平和の構築』ポジションペーパー（案）」、中南米部・コロンビア駐在員事務所、平成 20 年

9 月
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としての優位性が高い前述の課題①～④に対応し、「紛争の結果生じる社会的・経済的問題へ

対応する開発課題」に取り組むものとして実施された。「紛争の構造的要因の低減」に関しては、

コロンビアの「平和の構築」には不可欠なものの、紛争が継続するコロンビア状況と和平交渉

の進展等を注視しながら戦略化を検討することとされている。 

図 3－1 平和の構築支援に係る開発課題と対応プログラム 

 

 

紛争の被害者・共生和解支援プログラム 

(多様な技術協力スキームによる実施) 

コロンビアにおける平和の構築 

開発課題：紛争が引き起こす社会的経済的問題

への対応 

 

①国内避難民への支援 

②投降兵士やその家族の社会的・経済的再統合 

③地雷被災者への支援と地雷撤去 

④紛争被害者のための真実究明・補償・和解 

開発課題：紛争の構造的要因の低減 

 

⑤社会的・経済的格差への対応とガバナンスの

強化 

⑥司法の強化 

⑦麻薬生産・流通・販売産業の解体 

⑧FARC 及び ELN との和平合意の達成（JICA スキ

ームによる支援対象外） 

プログラムの設定なし 

（ニーズに応じ個別案件で対応） 

図３－１　平和の構築支援に係る開発課題と対応プログラム

協力のモダリティーとして、技術協力、ボランティア事業、在コロンビア日本大使館を通じ

た草の根・人間の安全保障無償資金協力等を組み合わせ、中南米地域での技術協力実績やリ

ソースを活用する南南協力や、二国間・マルチドナーの多くの支援がある状況にかんがみて、

類似事業では連携協力を行い効率性を高めることが方針とされた。

３－１－３　協力の枠組み・関連協力

本プログラムは「国内避難民、地雷被災者などの経済的・社会的再統合を支援するとともに、

被害者と加害者、受入れコミュニティの共生・和解促進を支援する」という全体目標のもとに

4 つの成果を掲げている。プログラム決定時（2008 年）において、2008 年度から 2013 年度の

協力暫定予算は、約 10 億 5,200 万円（技術協力プロジェクトに約 7 億 2,000 万円、研修事業に

約 9,000 万円、ボランティア事業に約 2 億 3,000 万円）である。

2012 年度をもって技術協力プロジェクト及び研修事業など、主要協力は終了し、2013 年 7
月現在は青年海外協力隊派遣事業が継続している。図３－２　紛争の被害者・共生和解支援プ

ログラムの協力概要（構成案件）、及び付属資料４．構成案件 2 次評価グリッドを参照。

なお、日本政府によるプログラム枠組み外での平和構築分野への協力として、WB 日本社会

開発基金 JDSF へのマルチ協力（無償拠出）が 2 件（「2008 年度採択・貧困層のための平和的

な紛争解決サービス」（約 2.00 百万 USD）、「2009 年度採択・暴力の被害者であるコロンビアの

若い女性へのエンパワメント」（約 1.56 百万 USD））、及び、国連人間の安全保障基金へのマル

チ協力（無償拠出）1 件（「2010 年度採択・ソアチャにおける脆弱なグループの人間の安全保

障状況改善」（約 2.55 百万 USD））がある。
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３－２　JICA 協力プログラムのコロンビア平和構築政策における位置づけ

本項では、「紛争の被害者・共生和解支援プログラム」の同国政府の平和構築に関する政策体

系（計画、戦略等）との整合性を主な観点として分析・評価する。

３－２－１　政策におけるプログラムの位置づけ

３－１に説明したとおり、本プログラムはわが国の同国・平和構築支援に係る国際的合意を

根拠に、政策課題・裨益者動向に応じた協力を方針とした。主要な同国政策・法制度と本協力

の時系列的関係を、図３－３に示す。
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年 政権　  和平プロセス 法・政令

1994 ‐
1998

サンペル 法律第387号／1997
（国家国内避難民支援計画策定法)

国内避難民

67,197

2000‐
2002

パストラナ オタワ条約（対人地雷使用・貯蔵・生産・移転禁
止と廃棄に関する条約/2000年9月批准） 地雷被災者　634

(国軍兵 50%　市民 50%)
2002 ウリベ(1期) 法律第782号/2002（対人地雷被災者支援法）

国内避難民 462,015 / 年
2003

2004 和平交渉

2005 法律975号/2005  (共生和平法) 地雷被災者　1,180

政令第250号／2005
(紛争による国内避難民総合ケア） AUC 兵士集団投降 17,770

2006 ウリベ(2期) 食糧安全保障政策,  都市農業政策 都市農業　栽培野菜 29種
(ﾎﾞｺﾞﾀ市ｻﾝｸﾘｽﾄﾊﾞﾙ区)

地雷被災者　1,234
(国軍兵 64%  市民 36%)
国内避難民 302,789/ 年

2007
大統領令2150号/2007(地雷対策令）

2008 政令第1290号/2008 （被害者補償と救済） 国内避難民 294,664 / 年 PNA Version I (2008)

地雷被災者　858

2009

都市農業　栽培野菜 33 種
(ﾎﾞｺﾞﾀ市ｻﾝｸﾘｽﾄﾊﾞﾙ区)

PNA Version II (2009)

2010 サントス

PNA Version III (2010)
コロンビア一村一品 事業選定

憲法裁判所決議 (T‐045/2010)(紛争被害者の人

権保障と回復支援に係る決議）

国内避難民 129,883  / 年

2011 法律1448号/2011 (被害者救済土地返還法)

被害者総合ケア・補償システム(SNARIV)

紛争被害者の心理社会的ケアと総合保健医療

プロラム PAPSIVI  (MinSalud)

2012 紛争被害者ケア人材育成方針 (MinSalud) 社会心理的ケア優先地域：

18 県 233 市
国連障害者権利条約の批准

(ソーシャルインクルージョン政策の開始)
ACR支援をうけた投降兵士

46,222 ／年

都市農業 栽培野菜種 63 種
(ﾎﾞｺﾞﾀ市ｻﾝｸﾘｽﾄﾊﾞﾙ区)

PNA Version IV (2012)

2013 地雷被災者　181
(国軍兵 65% 　市民 35%)
被害者登録 5,645,911 (全人口の約12%)
(被害者登録のうちに占める)
国内避難民 約440万 ／全登録

(DNP) 地域開発戦略 (最終化) 社会復帰プロセスに参加している
投降兵士 32,168 ／年

和平交渉

地
雷

被

災
／

障

害
者

総

合
リ

ハ

ビ
リ

テ
ー

シ

ョ
ン

(

技

プ
ロ

)

地雷被災者・

障害者

暴力・紛争

被害者

累積計 3,875,988 人

サンタフェデラリート協約

(AUC 武装解除・投降兵士再統合支援交渉の合意)

国家開発計画  2006‐2010 共同体国家にむけた万人の開発

(民主的安全、国民の自由、社会の団結

政府の透明性拡大、政府組織の自治性の尊重）

国家開発計画 2010‐2014:全国民の繁栄

（ 雇用創出、貧困削減、治安向上）

裨益/者に係る情報

栄
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改

善

・
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市
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業

(
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力
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注：2012 年までの国内避難民数は発生数。統計は付属資料１参照

図３－３　年表・関連法制度と最終裨益者の動向
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（１）協力時期・政策課題対応に係る適性

本プログラムはコロンビアにおける紛争の状況を分析したうえで計画されたものであっ

たが、図３－３年表でも確認できるように、本プログラムがコロンビアにとって、「紛争

の被害者・共生和解」が重要課題であった時期に実施されたことが評価される。主な理由

として、第一に地雷被災者数が世界最多（2005 ～ 2006 年）、国連避難民数が世界最多（2006
年）とされた時期であったこと、第二にコロンビア政府の関連政策・法制度の変遷と本プ

ログラムにおける支援内容が整合していたことが挙げられる。また、局地紛争が継続する

時期に支援を行い、コロンビアの喫緊のニーズに応えたことも重視される。

本プログラムの「コロンビア政府の平和構築に対する政策体系（計画、戦略）との整合

性」、「相手国政府や他のドナーとの関連性におけるプログラム内の案件選択の適切性」を

確認するために作成されたプログラム評価マトリックス（付属資料６）においても、本プ

ログラムはコロンビアの優先度の高い政策課題に対応していることが示された。

３－１で示したとおり、本プログラムの計画時には、PNA を実施し、コロンビアの抱

える平和構築分野を 8 つの政策課題に分類し、そのうち紛争が引き起こす社会経済的問題

へ対応するため 4 つの政策課題に対応する形で本プログラムが設計された。プログラム評

価マトリックスでは、プログラム開始当初選定された政策課題に対して、コロンビア政府

の施策・関連法、コロンビア政府の事業、JICA 事業と他ドナーの事業を体系的に整理し

ている。その結果、本プログラムで対象とした政策課題において、コロンビア側の施策・

法律が多数制定・改訂され、それに伴いコロンビアのプログラムや実施体制が整備されて

いることがわかる。特に、本プログラム実施期間後期に、プログラムの対象者であった国

内避難民、地雷被災者、紛争被害者を対象とする法律第 1448 号（被害者救済・土地返還

法」が成立し、統合的に支援する方針が決定したことは特筆に値する。

また、コロンビア国家開発庁（APC）所有の過去（1990 ～ 2013 年現在）の平和構築関

連のドナー事業データを参照した。その結果、JICA プログラムが取り組んだ 4 つの政策

課題に対するドナー事業費は、ドナーの平和構築関連事業全体の事業費のうち 28.9％を占

めていた。なお、社会的・経済的格差への対応分野が全事業費の 71.1％を占めていたが、

これはインフラ開発を含む総合地域開発事業等が含まれることも一因である。一方、案件

数では、本プログラム対象分野で 1,427 件、ほかは 265 件であり、本プログラム分野での

取り組み件数が過去多かったことがわかる。また、プログラム評価マトリックスからわか

るように、本プログラムが取り組んだ分野において、コロンビアが多数の施策・法律を制

定したことも重視すべき点である。

なお、PNA に基づき本プログラムを実施した理由については、①平和構築分野では援

助実施機関が協力を実施する際に中立な立場で紛争要因を確認し、紛争要因を縮小するた

めに適切な手段を選択すること、②コロンビアにおいて平和構築の取り組みは分野横断的

に実施されており、平和構築に特化したセクターとしての国家政策や戦略がなかったこと

の 2 点に起因する。PNA は JICA のアセスメント結果であるが、コロンビアの PND の優

先分野に対応するところもある（PNA と PND の関係については、付属資料９参照）。紛

争影響国での支援の際には、当事国が紛争のアクターであるなど、政府自身が中立でない

こともあることから、国連や英・米など二国間援助のドナーでも、当事国政府の政策と別

に PNA 的な分析をして協力を検討することもあり、JICA の PNA に基づく協力もコロン
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ビア側の政策の整備状況に応じ、妥当であったと考えられる。

以上から、本プログラムが対象とした課題は、コロンビアにおいても優先度の高い課題

であったと判断される。

（２）協力方針の一貫性・事業評価の効果

今般調査において、関係者から「コロンビアの政策・法制度に即した事業形成・協力が

行われる点が JICA 協力の利点・強みである」と述べられたことは
69
、協力方針が一貫して

維持され、JICA 事業評価（事前評価）のしくみが効果的に働いたことを示す。構成案件

の実施（介入）は、（案件形成・承認・開始に要する時間を考慮したうえで）最終裨益者

の支援ニーズ（国内避難民発生の増加、和平合意と DDR、地雷・不発弾被災の増加など）、

及び、政策的要請の双方を見据えたうえでなされた。判断プロセスでは、前期のわが国対

コロンビア支援計画（事業展開計画）を引き継いだ「国内避難民等社会的弱者に対する栄

養改善プロジェクト」を除けば、案件形成時に「PNA」が実施され、政治動向・和平進展

の動向及び最終裨益者の動態統計の把握が行われている。

表３－１　平和構築（対応可能な 4 課題）プログラム・プロジェクト

JICA 特定の平和構築課題 サブプログラム（プログラム成果） 主要案件（プロジェクト略名）

国内避難民支援 １. 国内避難民の生活の質の向上

のための支援モデルが開発される

栄養改善／都市農業（技プロ）

地方行政能力向上（技プロ）

一村一品（研修、専門家／アドバ

イザー派遣）

地雷被災者支援と地雷撤去 ２. 地雷被災予防及び地雷被災者

の医療リハビリ、社会参加促進の

ための支援モデルが開発される

地雷被災者／障害者総合リハビリ

テーション（技プロ）

大統領地雷総合アクションプログ

ラムム強化（技プロ）

投降兵士・家族の社会経済的

再統合

３. 投降兵士及び家族が経済的に

自立し、コミュニティに定着する

ための支援モデルが開発される

投降兵士家族の起業・就業支援

（技プロ）

紛争被害者の真実究明・補

償・和解

４. 紛争被害者への社会心理的ケ

アの能力が開発される

社会心理的ケア・被害者総合補償

システム開発（研修）

３－３　構成案件別の協力の政策根拠・経緯

構成案件別の根拠政策・法令と各事業の協力背景は、次のとおりである。

（１）国内避難民等社会的弱者に対する栄養改善プロジェクト

協力期間 3 年（2006 年 5 月 31 日～ 2009 年 5 月 30 日）FU：2010 年 12 月～ 2011 年 3 月

協力開始時・実施期間

の根拠政策・法令

政令第 250 号／ 2005 年「国内避難民の総合ケア」

ボゴタ市食料安全保障政策、都市農業政策

2002 年に歴史的な国内避難民の急増と都市部への国内避難民流動が発生し、政府は政令

第 250 号／ 2005 年「国内避難民の総合ケア」を発布し、国内避難支援に係る公共政策を拡

69
　 APC、MinSalud、内務省、PAICMA、ACR はこの点を高く評価すると述べている。各組織へのヒアリング調査（2013 年 7 月）。
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大した。さらに、貧困層の増加と栄養状況の悪化に対応するため、食料安全保障政策及び都

市農業政策の推進を開始している。2005 年 11 月末までに登録された国内避難民は約 170 万

人に上り、うち約 10 万人がボゴタ市に移動（多くが南部に定住）、パイロットのサンクリス

トバル区
70
では多数の避難民と貧困世帯が暮らしており

71
、国家保健局（INS）の調査により

彼らの経済状況・栄養状況が他区民に比し劣悪であることが明らかとなった。

本協力は、都市農業の研究・推進を業務とするボゴタ市植物園を C/P とし、既に進められ

ていた都市農業の人材・実績をリソースとして、区民の栄養改善をめざし、市が進める都市

農業普及に協力した事業である
72
。

（２）国内避難民支援のための地方行政能力開発プロジェクト

協力期間 3 年（2009 年 11 月 18 日～ 2012 年 11 月 17 日）

協力開始時・実施期間

の根拠政策・法令

法律第 387 号／ 1997 年（SNAIPD）

政令第 1290 号／ 2008 年（被害者補償と救済）

法律第 1448 号／ 2011 年（被害者救済・土地返還法）

コロンビアでは法律第 387 号／ 1997 年（国内避難民総合支援国家計画）により「国内避

難民総合的支援の統合的支援国家システム（SNAIPD）」
73
が施行され、国内避難民の生活向上

を目的とした PIU の策定が市自治体に義務づけられた。しかし、PIU の策定率・実施率は低

く、自治体の組織能力の向上が急務であった
74
。本協力は、現 内務省（旧 内務司法省）とマ

グダレナ県を C/P とし、PCM 手法を活用した PIU の策定、モニタリング・評価に係る能力

育成と、内務省の地方自治体モニタリング機能を強化し、地方自治体の SNAIPD 実施能力の

強化をめざした協力である。法律第 1448 号／ 2011 年（被害者救済・土地返還法）の制定・

施行により 2011 年 6 月から SNAIPD は「紛争被害者ケア・総合補償システム（SNARIV）」に、

自治体の国内避難民支援は「紛争被害者支援業務」にと移され、新たに移行期正義地域委員

会（CTJT）が設置され、PIU は PAT に改訂
75
、被害者ユニットが SNARIV に従事する中央・

地域関係者の調整組織となった。しかし、この制度的変更によっても内務省の自治体調整・

フォローアップ責務に変更はなく、本協力の活動を妨げるものではなく、むしろコロンビア

側の法制度を根拠とした業務拡大を本協力が支援するという、新たな意義が付加された。

70
　 サンクリストバル地区は、居住区階層 1 と 2 に該当する貧困地域である。

71
　 状況は現在も同様であり、同区には国内避難民のほか投降兵士世帯も多い。出所：ボゴタ植物園ヒアリング、2013 年 7 月

72
　 本案件では、国内避難民は「都市農業に従事可能な定住生活を営み始めたグループ」と定義し、栄養改善は「総合的な都市農業

戦略を実施することで消費野菜量と種類が増加すること」と定義された。
73

　 法令第 387 号／ 1997 年に基づき、地方自治体の国内避難民支援計画の策定を義務づけている。
74

　 2008 年、憲法裁判所が国内避難民の人権侵害状況を指摘し、社会問題として取り上げた。
75

　 PAT は、被害者支援ニーズ、行政組織の支援業務範囲、支援方策の記載を含む。支援方策は、①保護・予防、②緊急人道・生活支援、

③家族生活の保障、④真実究明（司法）、⑤制度的強化、の 5 つの権利で構成される。出所 :「国内避難民のための地方行政能力

開発プロジェクト・専門家派遣業務完了報告書」、アイシーネット（株）世古明也、2012 年 11 月
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（３）一村一品

協力期間 2009 ～ 2012 年度

協力開始時・実施期間

の根拠政策・法令

政令第 250 号／ 2005 年「国内避難民の総合ケア」

PND 2006 ～ 2010 における紛争・貧困要因となる地域格差の是正

PND 2010 ～ 2014 に基づく地域開発戦略（2013 年 7 月最終化中）

長期にわたる国内武装紛争によってコロンビアでは多くの国内避難民、地雷被災者、投降

兵士家族を含む社会的弱者が農村・地方部に暮らしている
76
。農村部では長引く武装紛争や

犯罪活動によって住民の健全・有機的なつながりが断ち切られ、住民の協働・団結が脆弱化

している地域が多いとされ、政府は地域格差の是正や地域安定化を実現するには、地域住民

の関係性回復と社会経済的復興プロセスへの参加が必要と認識していた。こうした社会状況

を背景に、2008 年に当時コロンビア副大統領が大分県の「一村一品運動」を視察したこと

が契機となり、日本の一村一品がめざす協働・共生・忍耐・相互扶助の体験は、地域社会・

経済の安定化に有効なアプローチとなると認識された。同年の JICA-JETRO 共催「アンデス

地域一村一品運動セミナー」は大きな反響をもたらし、コロンビア側に一村一品を政府・地

域開発戦略とする意向が強まった。

本協力はコロンビア側の強い要請・意向を受けて、一村一品の経験と知見をコロンビアに

導入しメカニズムを構築することをめざしたもので、地域開発・戦略の政策策定を担う国家

企画庁を主要 C/P として、大分県での一村一品を学ぶ本邦研修を中心に、専門家・アドバイ

ザー派遣、フォローアップ活動等、複数スキームによる一連の協力が行われた。

（４）地雷被災者を中心とした障害者総合リハビリテーション体制強化プロジェクト

協力期間 4 年（2008 年 8 月 25 日～ 2012 年 8 月 24 日）

協力開始時・実施期間

の根拠政策・法令

法律第 100 号／ 1993 年（総合的リハビリテーション対策）

法律第 418 号／ 1997 年、法律第 782 号／ 2002 年（対人地雷被災者法）

コロンビア憲法（1991 年）13 条 24 条 47 条 54 条 68 条（障害者の保健医療サー

ビス受給権利の保障）

法律第 100 号／ 1999 年（総合社会・医療保障制度、障害者の医療保障の実現）

障害国家政策文書（CONPES 80）
法律第 1448 ／ 2011 年（被害者救済法）

コロンビアでは長期にわたる紛争を通じて地雷埋設が続けられており
77
、四肢損傷・切断、

視覚損傷などの障害因となるこの非人道的兵器による災害は、被災・負傷者の約 60％が政

府軍兵士、約 40％は一般市民とされ（2010 年 PAICMA 統計）、被災者支援への取り組みは、

政府の優先的課題である。コロンビア憲法は障害者の基本的生活と社会統合の権利を保障

し、政府は法律第 100 号／ 1993 年を根拠に「総合的リハビリテーション対策」を打ち出し

たが、効果的なリハビリテーションサービスの提供には、専門技術と理解の向上、障害当事

者のサービス・アクセス向上や権利理解の促進が求められていた。本協力は、国内で地雷被

76
　 2013 年時の紛争被害者登録数は全人口の約 12％に達する。出所：被害者ユニット統計、2013 年 1 月

77
　 ただし、非政府軍による埋設。政府所有の地雷・不発弾はオタワ条約に準じて 2005 年までに全面廃棄・破壊されている。
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災者数が多く周辺県のレファラル／カウンターレファラル
78
の中核であるアンティオキア県

と、南西部リハビリテーション医療の拠点となるバジェ県を対象地とし、バジェ大学病院、

フンダシオンイデアル、サンビセンテデパウロ病院、コミテデリハビリタシオン、県保健局

等の医療リハビリテーションと地域医療に従事する専門職の育成、及び被災防止や障害者の

権利敷衍を目的として実施された。

（５）対人地雷総合アクション大統領プログラム強化

協力期間 1.5 年（2010 年 2 月 21 日～ 2011 年 8 月 21 日）FU：2012 年 1 ～ 2 月

協力開始時・実施期間

の根拠政策・法令

オタワ条約署名（2000 年 9 月批准）

法律第 418 号／ 1997 年、法律第 782 号／ 2002 年（オタワ条約に基づく地雷・

不発弾対策を定める法律／地雷・不発弾対策法）

大統領令 2150 号／ 2007 年（地雷・不発弾総合プログラム実施組織創設に係

る大統領令／ PAICMA 創設に係る大統領令）

法律第 1448 ／ 2011 年（被害者救済法）

コロンビアにおける地雷・不発弾兵器による災害が国民の安全を脅かすとともに、同国

の復興と社会経済安定化を長期に妨げることから、政府は法律第 418 号／ 1997 年施行、オ

タワ条約署名（2000 年 9 月批准）、法令第 782 号／ 2002 年施行（対人地雷被災者法）、大統

領令 2150 号／ 2007 年発布（地雷対策令）など法制度化を強め、地雷対策と被災者支援に取

り組んでいる。本協力は、地雷対策で実績と豊富な知見を有する CMAC を実施組織として、

PAICMA が担う地雷対策業務の強化を図る協力である。

（６）投降兵士家族及び受入れコミュニティのための起業・就業支援プロジェクト

協力期間 3 年（2008 年 2 月 25 日～ 2011 年 2 月 24 日）FU：2011 年 6 月～ 2012 年 3 月

協力開始時・実施期間

の根拠政策・法令

法律第 975 号／ 2005 年：公正和平法

2006 年法令第 3043 号 投降兵士の社会・経済的再統合政策

2008 年 CONPES No.3554 投降兵士の再統合国家政策

政府兵士動員・解除・再統合（DDR）方針（PND 2006-2010 及び 2010-2014）

内戦状態が続くコロンビアでは、2003 年よりサンタフェデリート協約に基づく政府と

AUC の和平プロセスを開始し、和平合意に基づき法律 975 号／ 2005 年（公正・和平法）が

制定・施行され、直後の 2006 年には個人投降・集団投降併せて約 2 万人規模に上っていた。

政府は、これら規模の投降兵士への生活支援は、紛争悪化（再武装化）の防止や社会安定

化にも重要なものと認識し、2008 年公布「投降兵士再統合の国家政策（CONPES No.3554）」、
2010 年「兵士の武装解除・動員・再統合（DDR）政策」によって、投降兵士の社会復帰を

国家の重要政策としている。国内外支援組織による取り組みから、投降兵士と家族の生活安

定には、世帯単位に注目した収入向上が必要であるとの認識は高まっていたが、有効な方法

78
　 コロンビアにおけるレファラル／カウンターレファラルについては、2007 年社会保障省・省令第 4747 号で次のように定義され

ている（第 1 項・目的と定義）：①レファラル／カウンターレファラルは、患者への適切な内容・質の医療を提供するための技術的・

管理的プロセスで、医療ネットワークの医療施設間で行われる、②レファラルは医療施設から別の医療施設に対し必要な医療ニー

ズに応じて患者を紹介すること、もしくは診断に係る支援を与えることを意味する、③カウンターレファラルは、レファラルに

より患者を受け入れた医療施設側が、レファラルを行った医療施設に対して行うもので、搬送元の医療施設へ再度患者を搬送す

ること、もしくは医療ケアや診断に関し情報を提供することを意味する。
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論は定まっていなかった。

本協力は投降兵士家族と受入れコミュニティを直接裨益者として、職能訓練の提供を含む

起業・就業の支援モデルの開発を行うことで、投降兵士の社会復帰に係る新たなモデルの有

効性を検証し、かつ、長期的に対象世帯の自立支援をめざした協力である。

（７）紛争の被害者への社会心理的ケア人材育成
79
／総合的被害者支援システムの開発

協力期間 3 年（2010 年 1 月 20 日～ 2013 年 1 月 19 日）

協力開始時・実施期間

の根拠政策・法令

法律 975 号／ 2005 年：公正・和平法　政令第 1290 号／ 2008 年（被害者補償

と救済）

PND 2006-2010 における「国民全体の安全の確保」

法律第 1448 ／ 2011 年（被害者救済法）SNARIV

紛争が長期にわたるコロンビアでは多くの国民が心的外傷・精神的障害を被っている事実

から、政府は「PND 2006-2010」において「国民全体の安全の確保」のための暴力・紛争被

害者の心身回復・社会復帰を推進してきた。紛争被害者救済は法律第 975 号／ 2005 年（公

正・和平法）の補償条項や政令第 1290 号／ 2008 年（被害者補償と救済）にも明記されてい

たが、施行は十分なものでなかった。政府は社会心理的ケアや総合的補償システムにあた

り、技術開発と人材育成が必要であることを重要視し、「紛争被害者の社会心理的ケアに係

る国家プログラム」の起草を開始した。本協力は、紛争被害者の社会心理的ケア・総合補償

を担う MinSalud、CNRR、被害者ユニット、PAICMA、その他保健医療に従事する関係者を

研修生として、同分野の知見・技術を提供し、コロンビアの同分野に係る国家政策・プログ

ラムへの反映をめざした協力である。

79
　 「社会心理的ケア」とは、紛争や暴力の被害者となった人や地域住民を対象として、医療的ケアにとどまらない、個人や地域住

民の心身健康回復や、地域の絆の回復、法的措置支援など、総合的なリハビリテーションや共生につながるケアを意味する。そ

のため従事人材の専門性は保健医療、心理、法律、政治、政策など多様である。
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第４章　 JICA 協力プログラム「紛争の被害者・共生和解支援」の戦略性・
成果

４－１　JICA 協力プログラム構成案件群の戦略性

本項においては、協力プログラム全体として、また、相手国政府や他のドナーとの関連性にお

いて、戦略的な案件の選択、組み合わせ（デザイン）を行っているか、またその投入の質、量は

十分かつ適切であったか（「妥当性」「効率性」に相当）を分析することで、本プログラムの戦略

性を評価する。

４－１－１　プログラムの計画について

（１ ）プログラムの計画時、目標達成のシナリオ、案件群の構成（相互補完）は適切に設定さ

れていたか

第３章で説明したとおり、JICA はコロンビアが有する平和構築の課題を 8 つに分類し

たうえで、本プログラムの策定時には最終裨益者を国内避難民、地雷被災者、投降兵士と

その家族、紛争により心的外傷を受けた人たちに分けて、4 つの成果を設定した。2008 年

9 月作成のポジションペーパー時点では、各成果ごとに、中心となる案件が設定されてお

り、各成果内での他の投入要素との連携により、各成果の達成を図るという構成になって

いた（ポジションペーパー「プログラム目標と各成果・案件の相関図（案）」（付属資料

８）参照）。特に、成果２の地雷被災予防リハビリテーションでは、技術協力プロジェク

トによる技術移転、草の根無償による必要機材の供与、コミテデリハビリタシオン（公益

医療・福祉法人）ボランティア派遣による技術定着のフォローなどが、有機的に連携する

計画であった。成果３では、技術協力プロジェクトと青年海外協力隊派遣の連携を想定し

ていた。成果４については、暴力・紛争被害者全般を最終裨益者として設定し、成果１～

３を横断して社会的心理ケアの観点から補完する取り組みが想定された。各成果が達成さ

れることで、プログラム目標「国内避難民、地雷被災者などの経済的・社会的再統合を支

援するとともに、被害者と加害者、受入れコミュニティの共生・和解促進を支援する」に

包括的に達成されるという構成であった。確かに各成果の達成はプロジェクト目標に貢献

し、プログラムの成果と目標の設定に一定の妥当性は認められる。しかしながら、例えば

成果４については、前述のとおり成果１～３の活動を補完すると想定されていたこともあ

り、より具体的に他の成果との連携を計画することで、実績を上げられた可能性がある。

本プログラムの計画時に想定されていなかった、成果を跨ぐ構成案件間での活動レベルで

の具体的な連携については、検討する余地があったと思われる。

他ドナーとの活動においては、成果１で PIU 作成支援の UNHCR と連携を進める、成果

２で国際赤十字社との連携、成果３で UNDP、米国などとの連携、成果４ではメンタルヘ

ルスを支援する NGO 等との連携が想定されていた。結果的に、４－１－２（３）に示す

とおり、当初計画された連携は実施されなかったため、計画が不十分であったことが指摘

される。しかしながら、各案件において、他ドナー・NGO 等との連携は常に視野に入れ

られており、実績を上げた事例があることは評価される。
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（２）対象地やターゲットグループ・裨益者に及ぼすリスク回避の対策が盛り込まれていたか

プログラムのコンセプトにおいて、プログラムの実施により住民における行政サービス

や国際支援に格差が生じるリスクを避けるため、あるいは紛争以外の暴力による被害者が

ケアの対象から外れるリスクを防ぐため、更には最終裨益者と他住民との共生や和解が上

記リスクにより妨げられることがないように策が講じられるべきと認識された。このた

め、貧困層、地雷被災によらない身体障害者など、活動展開において密接にかかわる社会

的弱者も併せて最終裨益者とする方針があった。

各案件でもこれを引き継ぎ、住民間の差別感の助長や衝突を避けた。例えば「国内避難

民等社会的弱者に対する栄養改善プロジェクト」では、国内避難民のみならず貧困層等社

会的弱者が多く暮らす地区を対象とし、住民組織化の環境を強化し、国内避難民に特化し

ないコミュニティ事業とする配慮がなされたことで、住民間の支援の差別感や栄養改善状

況の格差発生の予防と、共生理解の向上を図ることが可能となった。「投降兵士家族及び

受入れコミュニティのための起業・就業支援プロジェクト」対象地域には貧困世帯が多く、

投降兵士家庭に特化した公的扶助があることを考慮して、地域住民との行政支援の格差・

差別感を引き起さない配慮が必要とされた。そのため碑益者に、投降兵士以外のコミュニ

ティ住民を加えた。また、投降兵士個人ではなく、その家族を対象とするアプローチを

とった。

（３ ）ターゲットグループ、対象地域、C/P 機関の選定は、プログラム成果達成のために適切

であったか

ターゲットグループの選定に関し、本プログラムの協力期間中「紛争の被害者」への支

援が必要とされていたなか、個別案件で「紛争の被害者」すべてをカバーするのは困難で

あったが、本プログラムのもと、「紛争の被害者」を国内避難民、地雷被災者、投降兵士

家族等のカテゴリーに分類し、個別案件でそれぞれカバーする方法をとったことで、広く

属性の異なる被害者に裨益する支援を行うことができた。

対象地域に関しては、安全基準の範囲内で、各成果下のプロジェクトでニーズの高い地

域を選定して対応した。例えば、成果１「国内避難民支援のための地方行政能力開発プロ

ジェクト」においては、難民人口が極めて多く行政の積極的な支援を必要とした地域を対

象とした点から、ニーズに応じた協力であった。成果１「一村一品推進」については、安

全基準から地方対応ができなかったため、戦略策定時から中央省庁を対象としての支援と

した。成果４「総合的被害者支援システムの開発」及び成果２「地雷被災者を中心とした

障害者総合リハビリテーション体制強化プロジェクト」については、構成案件 2 次評価グ

リッド（付属資料４）より、対象県、対象病院の選定が適切だったといえる。

実施組織の選定に関しては、施策や戦略を起草する中央機関を対象とし、併せて実施す

る部局を対象とし、モデル構築と制度化に寄与する案件デザインを中心にしてプログラム

を実施した。例えば、成果１「国内避難民支援のための地方行政能力開発プロジェクト」

は、協力開始当時に喫緊の課題であった、省と地方自治体の国内避難民支援にかかわる調

整業務や、PIU 策定・モニタリングのメカニズムの改善をめざした。
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４－１－２　プログラムの実施プロセスについて

（１）協力プログラムの管理・運営は適切に行われたか

実施段階においては、平和構築分野の企画調査員を 2009 年 9 月より 1 名 JICA コロンビ

ア支所に配置し、プログラム全体及び構成案件の管理・運営を行った
80
。企画調査員の主

導により、PNA のアップデート、関連政策マトリックスの作成、プログラム計画に係る

新規案件形成、プログラム広報、被害者救済・土地返還法勉強会と各案件に係る軌道修正

の検討協議、プログラム構成案件の日本人専門家を集めた定期会合、中間レビュー、プロ

グラム最終セミナーが実施された。特に、PNA をプログラム開始時及びその後コロンビ

アの施策に重要な変化があった時期に実施したことは、コロンビアの平和構築の現状を十

分に把握し、プログラム全体の方針を調整するうえで有効であった。

ポジションペーパー策定当初提案されていた投入案件のうち、実施されなかった案件が

あるが、各案件への対応は次のとおり。成果１：「国内避難民のための収入創出プロジェ

クト」「国内避難民及び社会的弱者を対象としたマイクロファイナンス」。前者は、一村一

品関連の個別案件（研修・専門家）で対応された。後者は、提案に至る経緯が確認されて

おらず、どういった課題に対する支援とするか改めて検討が必要とされ、本プログラム期

間中には実施されなかった。なお、両者とも、次期「地域開発プログラム」で実施される

「一村一品コロンビア推進プロジェクト」においてその要素が取り組まれる予定である。

成果２：「地雷被災者を中心とした障害者社会参加促進プロジェクト」については、予算

上の都合等から、本プログラム期間中には形成されなかった。「地雷被災者を中心とした

障害者総合リハビリテーション体制強化プロジェクト」後継案件として、2012 年度要望

調査において「障害のある紛争被害者のソーシャル・インクルージョンプロジェクト」が

採択され、現在詳細計画策定調査中（2013 年 8 月）である。

プログラム構成各案件においては、日本側とコロンビア側は密に情報共有・意見交換を

行っていたが、プログラムとしての情報共有・意見交換の場は、2012 年 10 月のプログラ

ムクロージングセミナーが初めてとなった。セミナーは JICA コロンビア支所主催で実施

され、コロンビア側関係機関がプログラム関係者として初めて一堂に会した。この場での

情報共有は有用であったとの意見もコロンビア側関係機関から挙げられており、プログラ

ム実施期間中にそのような場を設定するなど、よりプログラムを意識して個別案件を実施

すれば、個別案件の質がより良いものとなった可能性や、成果間の連携のアイデアが出た

可能性が考えられる。また、2013 年 7 月にプログラム評価現地調査報告会を開催したこ

とは、コロンビア側関係機関や他ドナーが、JICA のプログラムとしての取り組みを把握

する良い機会となった。

コロンビア側にプログラムダイレクターが設定されていなかったため、プログラムとし

ての戦略・進め方等について JICA が直接協議をする相手がいなかった。プログラムの実

施にあたって、プログラムダイレクターの配置の是非、役割等について検討する余地があ

る。また、他ドナーや NGO 等の機関に対しても、JICA のプログラムとしての取り組みに

対して理解を深めてもらうことは、プログラムの実施・運営に有益と考えられる。

80
　 本平和構築分野企画調査員の前に、2005 年 9 月から 3 年間、広域企画調査員を派遣しており、「紛争の被害者・共生和解支援プ

ログラム」のコンセプトを構築し、同プログラム下での複数の技術協力プロジェクトの立ち上げを行った。
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（２）協力プログラムの構成案件間の実施段階では十分な連携・調整が図られたか

実施中の案件間での連携や相乗効果を高める取り組みについては、案件間の情報共有や

在外事業強化費を活用したサポート業務の実施、シニア海外ボランティアや青年海外協力

隊と技術協力プロジェクトの連携等がみられた。特に、成果２では技術協力プロジェクト

と草の根人間の安全保障無償資金協力のリハビリテーション機材、コミテデリハビリタシ

オン（公益医療・福祉法人）への青年海外協力隊の派遣が成果定着・発現の促進につな

がった。医療リハビリテーションについては本協力が、地域での地雷予防等については

PAICMA が担うという点で、本協力と PAICMA 強化（研修）は、地雷被災者支援に係る

相互補完的な事業である。PAICMA が両事業のプロジェクトダイレクターを務めているこ

とから、地雷被災者支援のコンポーネントでの知見交換、研修活動での関係者調整、アウ

トプット（成果）文書の作成にも活かされた。

（３ ）協力プログラムの目標達成の観点から構成案件は他ドナーや NGO との連携がみられた

か

ポジションペーパー作成時に想定されていた連携は実施されなかったが、成果１につい

ては、「国内避難民等社会的弱者に対する栄養改善プロジェクト」の成果を普及する形で、

NGO や他の行政区、大学等多数の主体と連携があり、プログラム成果へ向けた連携がみ

られた。その他の案件では、プロジェクトの成果や目標達成に関する連携がいくつかみら

れた。（成果２：「地雷被災者を中心とした障害者総合リハビリテーション体制強化プロ

ジェクト」において視覚障害者支援 NGO である成人視覚障害リハビリテーションセンター

（CRAC）、バジェ視覚聴覚障害児センターの協力を得て、バジェ大学病院とサンビセンテ

デパウロ大学病院への技術協力が行われた。国際赤十字と協力し、C/P 以外・他施設の専

門職切断患者リハビリテーションの研修参加が行われた。成果３：「投降兵士家族及び受

入れコミュニティのための起業・就業支援プロジェクト」では、NGO/HAMECUMA の協

力を得て、研修を実施。一部の裨益者の起業・就労で、COOMEVA 財団の融資を受けた。）

また、本プログラムの構成案件においては、南南協力を活用したものが複数ある。成果

２ではカンボジアでの在外研修「PAICMA 強化」、成果４ではペルーでの在外研修「紛争

の被害者への社会心理的ケアのための人材育成」、また成果１「国内避難民等社会的弱者

に対する栄養改善プロジェクト」では、アルゼンチン、ペルー、キューバの都市農業実施

国での技術視察・栽培技術研修等が行われた。これらの活動に関しては、研修提供側の国

と、受け手であるコロンビア側に経験・課題上の類似点も多く、コロンビア側が実践的な

内容を学ぶことができ、有用であった。

（４）協力プログラムの目標達成の観点から構成案件は先方政府とうまく協力できていたか

プログラム成果ごとに、プロジェクト実施中に行われたコロンビア政府への働きかけ及

びコロンビア政府側の対応の主なものは次のとおり。

成果１：「国内避難民支援のための地方行政能力開発プロジェクト」

内務司法省は元来、制度的に PIU 策定の指導・推進を業務とし、実施に直接かかわるも

のでなかったが、本協力を通じて、PIU 策定に係る技術会合への出席、パイロットサイト

の視察、ベースライン調査への参画など、裨益地域の現状やニーズ把握の活動へのコミッ
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トメントが拡大した。

成果２：「地雷被災者を中心とした障害者総合リハビリテーション体制強化プロジェクト」

社会保障省（現 MinSalud）の活動参加が、協力を通じて拡大し、被災者救急搬送や急性

期処置等知識の普及で、県保健局との協働が協力を通じて拡大した。

成果３： 「投降兵士家族及び受入れコミュニティのための起業・就業支援プロジェクト」

SENA（国立職業訓練庁）-ACR に働きかけ、投降兵士家族と受入れコミュニティ（本

案件裨益者）も研修生となれるように、SENA-ACR の投降兵士研修受入れに係る協定の

解釈変更を合意・実施した。また、起業・就業を拡大するために、ボゴタ市や他ドナーに

よる既存の起業・就業支援事業に、投降兵士家族やコミュニティ住民の参加枠を確保した

（IOM 事業 2 名、ボゴタ市事業 3 名）。

上記（３）、（４）について、各プログラム成果ごとには他機関や先方政府との協力・連

携とその成果がみられた。しかしながら、４－１－２（１）に記載のとおり、プログラム

期間中、コロンビア政府機関は自身の実施している案件については精通しているが、プロ

グラムの全体像を把握していなかった。プログラム全体の情報共有及び目標に対する認識

を共有していることで、更なる連携が図られた可能性も考えられ、本プログラムにおける

教訓としたい。

４－２　JICA 協力プログラム実施による具体的な実績と成果

４－２－１　構成案件の実績と目標達成・効果

ここでは、各構成案件の投入実績と成果、期間目標及び上位目標の達成状況や波及効果を概

観する。巻末の付属資料４．構成案件 2 次評価グリッドを併せて参照。

（１）国内避難民等社会的弱者に対する栄養改善プロジェクト

案件名 国内避難民等社会的弱者に対する栄養改善プロジェクト

協力形態 技術協力プロジェクト

協力期間 3 年（2006 年 5 月 31 日～ 2009 年 5 月 30 日）FU：2010 年 12 月～ 2011 年 3 月

プロジェクト目標
都市農業の強化を通じて、サンクリストバル区の国内避難民を含む社会的弱者の栄

養摂取状況が改善される

主な日本側投入

長期専門家 1 名 36MM、短期専門家複数名、第三国研修（アルゼンチン、ペルー、

キューバ）、本邦研修 3 コース 6 名（2006 年度に 2 名を集団研修「参加型地域社会

開発の理論と実践」、2007 年度・2008 年度地域別研修「小規模農民支援有機農業普

及手法（中米カリブ地域）、機材供与、在外事業強化費（機器等）、国内セミナー、

インフラ整備

主な成果品（文書

化・政策反映）

栽培技術マニュアル、都市農業社会開発マニュアル、都市農業普及教データベー

ス、都市農業普及対象作物別の特徴・栽培方法・料理方法パンフレット

ボゴタ植物園が行う市区民への都市農業支援における住民主体の方法論

１）目標達成状況

実施に際してはボゴタ市の既存のプログラム「プロジェクト 319」と連携し、区民主

体の活動に取り組んだ。この結果、従来食用とされていた 29 種の野菜に加え、新たに

4 種が定着し、協力終了時には 33 種が栽培されていた。協力終盤に行ったインパクト

調査では、対象区民における高頻度消費類型（消費回数 5 ～ 7 回 / 週）の野菜、中頻度
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の野菜（消費回数 2 ～ 4 回 / 週）について 12 ～ 14％、低頻度消費類型（0 ～ 1 回 / 週）

の野菜について 8 ～ 12％の消費増加があり、住民の野菜等栽培面積は 32.1％の増加で、

期間目標が達成された。ICBF が 2007 ～ 2011 年にボゴタ市の乳幼児調査を行ったとこ

ろ、約 10％のミネラル・タンパク質摂取に係る栄養改善が確認されている
81
。

ボゴタ市植物園の都市農業普及能力の強化の点では、アルゼンチン、ペルー、キュー

バなど都市農業実施国の技術視察と栽培技術研修が行われ、「栽培技術マニュアル」が

まとめられた。社会学的知見に基づく住民主体のアプローチや活動グループの組織化

は、本協力の重要な成果であり、「都市農業社会開発マニュアル」にまとめられ、モデ

ルの方法論として有用なリソースとなった。協力により拡大されたボゴタ植物園内の

共同圃場や研修棟は、住民の栽培技術研修や職員・大学等の研究を目的に現在も利用

されている。

２）インパクト・波及効果

今般調査において、過去 7 年の市民の栄養状況は大幅な改善にあり、都市農業普及が

栄養改善の効果要因であることが認められた。事業終了後 4 年以上を経過した現在、栽

培植物種は 63 種まで増加し、過去 4 年で 31 種の増加がみられる。サンクリストバル区

民への菜園視察・ヒアリング調査では、世帯の食習慣の改善のほかに協力終了後には

「子どもの食生活改善・栄養向上活動」（環境・保健教育）が始められるなど栄養改善へ

の意識拡大が確認されていたが（2011 年時調査）、今般調査では余剰食物からハーブ軟

膏、薬草茶、搾り油、大豆製粉等を製造・販売し、これを通じて社会と新しい関係を

築いている状況を、区民からうかがうことができた。彼らによれば、JICA 協力事業を

契機に都市農業を開始したことで、食費を節約しながら食生活を豊かにできたことに

とどまらず、生計向上の新たなリソースを生んでいる
82
。

都市農業・家庭菜園は、食費に十分な経費をかけられない貧困層にとって栄養を確

保する効果的な活動であるほか、野菜・果物等を育てて家族と分かちあう喜びを生み、

活動を通じて地域交流を育むなど、複数の効果が認められる。農村部地域出身者であ

る国内避難民にとって農業は馴染みやすく、孤立しがちな都市で地域とつながるきっ

かけを与えるほか
83
、かつて農業従事者であった者としてのアイデンティティの回復が

得られている
84
。

今般調査で、区民からは「JICA が協力期間中に一貫して説いた住民主体のアプロー

チが活動を持続させ拡大している大きな理由」という声も聞かれた。本協力では、始め

に区民の各世帯の食生活を調査したうえで不足する栄養素を特定し、農業活動では区

民の意向と参加が常に強調された。本協力の効果を確認したことから、ボゴタ植物園

も住民主体のアプローチを公共サービスの有効な方法論として重視している。本協力

81
　 栽培種植物にはタンパク源、ミネラル源、薬草になる種が多く、都市農業によってこれらの野菜種が区民の家庭で食されている。

ボゴタ植物園へのヒアリング調査（2013 年 7 月）
82

　 都市農業を継続するサンクリストバル区民 3 名へのヒアリング調査（2013 年 7 月）
83

　 市では新しく転居した国内避難民や投降兵士世帯に野菜栽培を始めるための種苗の無償提供を行っている。このほか市内には

WOWという国内避難民、投降兵士支援集会（市民団体）があり、ボゴタ植物園ではこの集会での都市農業普及にもかかわっている。

このように、都市農業は栄養改善のための活動目的であるとともに、国内避難民や投降兵士らの地域復帰を促すツールともなっ

ている。出所：ボゴタ市・サンクリストバル区民へのヒアリング調査（2013 年 7 月）
84

　 2011 年の調査（国内避難民へのヒアリング）及び今般調査（ボゴタ植物園職員）
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のハード・ソフト双方のアウトプットが現在も活用されており、区民における効果と

意欲の高さもみられる点から、裨益寄与の高い協力といえる。

（２）国内避難民支援のための地方行政能力開発プロジェクト

案件名 国内避難民支援のための地方行政能力開発プロジェクト

協力形態 技術協力プロジェクト

協力期間 3 年（2009 年 11 月 18 日～ 2012 年 11 月 17 日）

プロジェクト目標
対象地方自治体における国内避難民支援のための PIU 開発プロジェクトの立案・モ

ニタリング・評価に係る組織能力が強化される

主な日本側投入

長期専門家 3 名（チーフアドバイザー、PCM ／総括、地方行政／業務調整）

短期専門家 3 名（組織分析、情報システム、PCM 研修等）

現地コンサルタント雇用（4 名）本邦研修、技術交換事業

主な成果品（文書

化・政策反映）

モニタリング評価テキスト、簡易 PCM 実施要項、PIU 6 件

避難民統計ソフト、RUSICST の簡易様式

１）目標達成状況

国内避難民支援に係る中央・地方間の調整強化に係る取り組みとして、内務省が PAT
の策定・実施・モニタリング研修を主導してマグダレナ県を支援し、県・市自治体と

他政府組織支局や NGO など地域アクターとの協力関係が築かれた。結果、内務省と県

庁により技術支援（被害者法、地域活動計画、被害者支援のモニタリングレポート）を

受けた各市役所職員は、2011 年時の 3 割から 2012 年には 9 割を超えた。各県・市の被

害者支援室と支援団体で構成される CTJT 85
の出席率は、2011 年時の 4 割から 7 割へ向

上した。自治体職員の能力強化の取り組みとして、PAT 策定についてマグダレナ県自治

体関係者を対象に「（PCM 手法による）計画立案・モニタリング評価のガイドライン」

を活用した研修が開催され、社会繁栄庁（DPS）、被害者ユニット、被害者ユニット・

マグダレナ県支局職員へのモデレーター研修とともに、被害者支援関係組織の PDCA
（計画・実施・評価・改善サイクル）強化を進めた。さらに、マグダレナ県サンタマル

タ市では研修受講者がパイロット・プロジェクト（国内避難民の歴史ドキュメンタリー

作成）の計画立案・モニタリング評価で PCM 手法を活用するなど、実践力が強化され

た。

マグダレナ県庁が中心となり県内 30 市中 22 市の国内避難民統計情報収集が行われ、

被害者支援ユニットと協力した「統計データ分析のためのデータ集計ソフト」が開発さ

れたことで、自治体の（PAT 等）地域計画にフィードバックされたのは、特記される成

果である。内務省への提出義務である「RUSICST」86
簡易フォーマットを県に提供し、同

県の RUSICST の提出実施を促した
87
。こうした活動を通じて、PAT 策定率は 2013 年 7 月

時で100％に達し
88
、策定プロセス支援に関しては一定の目標を達成した。とりわけ、自

85
　 法律第 1448 号／ 2011 年により設置が義務化されたもの。

86
　 各県は年 2 回、県内市自治体の PAT を RUSICST に取りまとめ、内務省に提出することが義務づけられている。

87
　 このほか、2011 年の調査では、PCM ワークショップに参加した国内避難民代表 2 名から、全国的に国内避難民の参加が希薄で

ある PIU 策定プロセスに対し、本協力の PCM ワークショップは国内避難民の意見吸い上げに有効な手法であったとの感想が述

べられた。出所 :「コロンビア国平和構築分野の基礎情報収集・確認調査」、JICA 中南米部、2011 年 3 月
88

　 内務省へのヒアリング（2013 年 7 月）。2013 年 1 月時の被害者ユニット統計による同県の PAT 策定率は 77％である。
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治体にきわめて不足していた「計画立案の文化」を導入したことは大きな成果である。

他方、2013 年 7 月現在まで PAT 実施実績はなく（実施率 0％）、協力期間中にモニタリ

ング・評価に係る支援は理論的なレベルにとどまった
89
。

２）インパクト・波及効果

協力終了時に「情報共有セミナー」が開催され、PAT 策定手法としての PCM 計画策

定方法、RUSICST の簡易フォーマット、特性情報データベース及び調査ツール等が、

バジェ・デル・カウカ県（カリ市）、ボリバル県（カタルヘナ市）、アンティオキア県

（メデジン市）へ紹介された。この実績は、上位目標達成に資する。波及効果としては、

協力開始によりマグダレナ県庁内に国内避難民支援室（現 被害者支援室）が設置され、

人員配置がなされた点がある。また、市自治体に PAT（旧 PIU）策定に係る認識が高まっ

た点や、PAT（旧 PIU）策定段階での市民参加を通じ、市民の自治体行政への意識が高

まった点も挙げられる。マグダレナ県内 30 市のうち約 70％の市役所で連絡協議・助言

活動が発現したのは本協力による変化である
90
。

（３）一村一品

案件名 一村一品推進（One Village One Product：OVOP）
協力形態 国別研修（本邦）、地域別研修（本邦）、専門家派遣、フォローアップ

協力期間

本邦研修：2009 ～ 2012 年度　　FU：2011 年 1 月～ 3 月

専門家派遣：2010 年 1 月 25 日～ 7 月 31 日、2009 年 11 月 1 日～ 2010 年 7 月 31 日、

2010 年 7 月 21 日～ 31 日

長期目標
・ コロンビア国内における OVOP 推進メカニズムが強化される

・ 地方政府を通じて地域を活性化させる

事業目標

1. 中央及び地方レベルでの助言・講義を通じ一村一品の概念・手法の理解を深め

る

2. 本研修を通じ OVOP 全国大会において表彰された 12 イニシアティブの地域リー

ダー、及び OVOP 推進関係者の地域コミュニティ開発に関する知見が強化される

と同時に、帰国後のアクションプランが策定される

3. コロンビアの OVOP メカニズムを強化する

主な日本側投入

専門家 3 名以上、現地コンサルタント 2 名（2.5MM × 2 名）

本邦研修員受入れ 15 名× 3 年間、普及セミナー実施（FU）

現地業務費、アクションプランに係るフォローアップ経費の一部

主な成果品（文書

化・政策反映）

イニシアティブ選定に係る各資料：OVOP 推進コンセプトペーパー、案件評価票

OVOP 中央実行委員会発足、研修参加者アクションプラン

12 イニシアティブ特性調査、OVOP 地域委員会発足

PND 2010 ～ 2014・地域開発戦略への導入（草案）

１）目標達成状況

大分県をフォーカルポイントとした研修事業（国別・地域別）は、2009 年度から年 1
回以上のペースで行われ、地域開発、事業計画・実施・評価、道の駅などの販促方法、

89
　 内務省によれば、PAT の実施率の低さは全国的・全自治体の問題であり、活動予算の積算及び予算計画の能力が低いゆえに省へ

の予算申請を円滑にできない点が大きな原因となっている。
90

　 マグダレナ県庁被害者支援室へのヒアリング（2013 年 7 月）
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地場産業の活性化手法、オンパク手法
91
、行政の役割と組織連携、リーダーシップ、女

性生産者グループ活動など、一村一品に有用な概念・技術・ツールを学んだ。研修生

の受講満足度評価は高い。派遣専門家や JICA の技術助言及び全国セミナー（計 3 回）

の取り組みを通じて、中央一村一品運営委員会（推進委員会）が立ち上げられ、「一村

一品コンセプトペーパー」が作成された。パイロット事業 12 イニシアティブ
92
の選定プ

ロセスは、選定ツール・案件評価表を作成し、応募 213 団体案件から 71 団体の優良案

件を選定、さらにパイロット 12 案件が最終的に絞り込れた（サービス／商品 9 件、ア

イデア商品 2 件、イベント 1 件）。このように、透明性の高い選定プロセスが取られた

点は注目に値する。

一村一品中央委員会は「コロンビア一村一品」を、①地域が独自製品を開発し住民の

生計を改善するとともにオーナーシップと地域愛・アイデンティティを強化する地域

開発戦略とする、②国・県・市町村が地域提案を受けた技術的支援を行う政策ツール

とする、③「一村一品発展への道」を地域開発のスローガンとする、という 3 点で合意

した。2013 年 7 月時で既に実施段階に入ったイニシアティブもあり、コンセプトペー

パーや戦略としての合意、イニシアティブの選定、実施と段階的に進展が確認され、

目標は達成されたと考えられる。

２）インパクト・波及効果

コロンビア一村一品の哲学・概念が定着し、イニシアティブが実施段階に入った点、

DNP、通産省、農業・農村開発省、文化省、SENA、PPS、APC、各種の商業組合組織、

コロンア工芸団体等の協力体制が整備され、役割を共有した点から、コロンビア一村

一品メカニズムの構築がなされたといえる。地域一村一品委員会の活動が開始された

地域もある。現在「一村一品コンセプトペーパー」を基本情報として「PND 2010 ～

2014」に基づく DNP の「地域開発戦略」に、一村一品の概念とアプローチを組み込む

ことが計画されている
93
。

91
　 オンパクとは、大分県の「別府八湯温泉泊覧会」のこと。別府八湯地域にウェルネス産業を起こすことを目的としたもので、そ

の手法は、地域資源（温泉、自然、町並み、人材等）を活かした多彩なプログラム提供によりサービス産業を成長させ、オンパ

ク参加を通じ住民が健康と生活の質（QOL）向上を実現すること、及びオンパクに参加旅行者に各種体験や交流機会により別府

ファン、長期滞在者となってもらうこと、など。
92

　 ここでいう「イニシアティブ」は、「事業」とほぼ同義であるが、事業活動とともに事業に従事する市町村民、事業団体、事業

実施や産品・サービス等の販売促進を支援する地方自治体、SENA や教育機関など主要アクター全体を含み、イニシアティブと

呼ばれる。
93

　 文書化としては、国家計画の「内発的開発」における「地方自治体能力強化」の方法論として明記される見込みである。2013 年

7 月現在、草案を修正段階であり、2013 年 10 月には最終化される予定。出所：DNP ヒアリング調査（2013 年 7 月）
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（４）地雷被災者を中心とした障害者総合リハビリテーション体制強化プロジェクト

案件名 地雷被災者を中心とした障害者総合リハビリテーション体制強化プロジェクト

協力形態 技術協力プロジェクト

協力期間 4 年（2008 年 8 月 25 日～ 2012 年 8 月 24 日）

プロジェクト目標 バジェ県及びアンティオキア県において、地雷被災者を中心とした障害者のための

総合リハビリテーションの質が改善する

主な日本側投入 長期専門家 4 名（チーフアドバイザー／総合リハビリテーション、住民参加／公衆

衛生、住民啓発／障害者教育、業務調整）、短期専門家 5 名（総合リハビリテーショ

ン、視覚障害リハビリテーション、住民参加、チームリハビリテーション）

本邦研修「総合リハビリテーション（8 名）」「切断障害者への総合リハビリテーショ

ン（6 名）」「視覚障害者への総合リハビリテーション（8 名）」「チームリハビリテー

ション（4 名）」

コロンビア国内セミナー：JICA 専門家講師による「日常生活活動」「視覚障害リハ

ビリテーション」等計 18 回・延べ 846 名参加、及び C/P による計 34 回・延べ 1,333
名参加、メキシコ CBR 国際会議 7 名参加、JICA コスタリカ技プロ「ブルンカ地方

における人間の安全保障を重視した地域住民参加の総合リハビリテーション強化プ

ロジェクト」フォーラム参加 2 名、供与機材、在外事業強化費

主な成果品（文書

化・政策反映）

「下肢切断患者のリハビリテーションガイド」「視覚障害／全盲リハビリテーショ

ンガイド」「視覚障害／弱視リハビリテーションガイド」「患者台帳（リハビリテー

ションケアのための ADL 評価票）」「地雷・不発弾等の被災時における医療施設受

診前措置基本手順ガイド」「被災者・障害者の権利と義務ガイドライン」

総合リハビリテーション概念の CONPES 障害政策への反映（草案）、及びソーシャ

ル・インクルージョン障害者政策への反映導入

１）目標達成状況

本協力を通じ、専門職人材は「チームリハビリテーション」を導入し、患者ニーズと

意思を尊重したリハビリテーション診療を実践することとなった。対象 C/P の 4 施設に

おいて、身体機能や日常生活活動（ADL）94
の回復程度を把握する「ADL 評価票」や、「切

断リハビリテーションガイド」「視聴覚リハビリテーションガイド」が作成された。終

了時評価時には C/P 人材の 99.6％がこれらガイドを診療マニュアルとして日常的に利用

していることが把握され、今般調査でもこれが確認されている。本協力によって、機

能リハビリテーションに係る専門職の能力が確実に強化され、通院患者の ADL 向上に

貢献した
95
。

地雷被災者含む障害者の公的サービスに係る権利・義務・制度知識に普及について

は、MinSalud と協力して教材を作成し普及用ツールが準備された。フンダシオンイデ

アルとコミテデリハビリタシオン
96
が、カスケード形式での障害者の権利・義務研修を

実施し、バジェ県の研修受講生 98％、アンティオキア県の 82.5％が「公的サービスに

係る市民の権利・義務・制度の知識が向上した」と回答している。被災者の感染軽減や

2 次障害予防に係る受診前処置知識の普及活動は、各県予算措置を得て看護師、看護助

手、地域保健師、患者移送の関係者、公衆衛生担当者、コミュニティリーダー、義勇

94
　 食事、更衣、移動、排泄、整容、入浴など生活を営むうえで不可欠な基本的行動のこと。

95
　 サンビセンテパウロ大学病院に通院する地雷被災患者へのヒアリング調査（2013 年 7 月及び 2011 年時調査）

96
　 フンダシオンイデアル（カリ市）及びコミテデリハビタシオン（メデジン市）は、福祉色の強い公益医療法人あるいは公益社会

福祉法人に相当する組織で、地域リハビリテーションのアクターである。
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消防団、コミュニティ青年リーダー、災害予防局職員を対象に「医療施設受診前処置研

修」が実施され
97
、受講者の 79.35％が「地雷被災者のための医療施設受診前処置に関す

る知識が向上した」と回答、「診療前処置ガイド」は地域普及員からも高い評価を受け、

良好に目標を達成した事業である。

２）インパクト・波及効果

コロンビア政府は 2011 年、国連障害者権利条約に批准した。同条約の実施責務とし

て、本協力において技術支援した「総合リハビリテーション」の概念・方法論の導入

を含む、ソーシャル・インクルージョン政策方針を、2012 年後半より本格的に開始し

た
98
。現在、国家障害政策文書（CONPES 80）（草案）への記載も進められており

99
、政策

反映の観点で予定より早い上位目標の達成が見込まれる。また、本協力には次の多面

的な波及効果がみられる。

期間中に視覚障害リハビリテーションが新規に開設されるに至った。これはバジェ大

学病院、成人視覚障害リハビリテーションセンター（CRAC）、バジェ視覚聴覚障害児

センター（NGO）の 3 機関が協定を結び実現したもので、第 3 次レベルの医療機関（バ

ジェ大学病院）が地域医療施設・NGO と連携した成功例である。プロジェクトの終了

時には、PAICMA の財源支援及び MinSalud との連携により、国内・障害者関係団体（障

害者団体、障害者家族団体、支援団体等）による障害連合委員会が設立された。これ

は今後のソーシャル・インクルージョンの実現に向けたネットワーク・リソースとし

て期待されている。また、MinSalud はプロジェクトで作成された「切断患者リハビリ

ガイド」「弱視・視覚障害リハビリガイド」「全盲リハビリテーションガイド」を広く

活用する意向で、協力終了後に非対象県の国公立病院へこれらを配布した実績をもつ。

MinSalud はバジェ大学病院やフンダシオンイデアルと協定を結び、PAICMA と協力する

ことで、非対象県・市町村への官民組織への上記ガイドを用いた専門家育成（TOT）研

修を進めている
100
。

プロジェクトダイレクターを務めた PAICMA の組織能力の強化も特記される。具体

的には、被災者支援の活動が拡大され、総合的復帰（機能回復にとどまらない心理的・

社会的回復）の支援に係る認識が高まった。また、被災地域支援・地雷対策での地域

意見の吸い上げや計画段階での地域参加拡大がなされた。2013 年度は、MinSalud と協

力し「被災者・障害者の権利と義務ガイドライン」を活用し、被災件数の多いアンティ

オキア、アラウカ、ボリバル、カサナレ、カウカ、コルドバ、ナリーニョ、サンタン

デール県を対象とした「2013 年度レプリケーション活動」を予定しており、本協力成

果の普及が期待できる
101
。

97
　 研修はアンティオキア県大学、民間専門機関（RELIEF）に委託し行われた。

98
　 APC 及び MinSalud のヒアリング（2013 年 7 月）

99
　 MinSalud のヒアリング（2013 年 7 月）

100
　 Cauca 県と Narino 県で計 62 名（Cauca 26, Narino 36）。参加組織は Cauca 県では 4 行政機関、8 民間組織、1 NGO，Narino 県で

は 9 行政機関と 10 民間機関である。MinSalud ヒアリング調査（2013 年 7 月）
101

　 カスケード方式の研修であり、活動で Handicap International の協力がある。PAICMA ヒアリング調査（2013 年 7 月）
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（５）対人地雷総合アクション大統領プログラム（PAICMA）強化

案件名 対人地雷総合アクション大統領プログラム強化

協力形態 在外研修（カンボジア）、一部本邦研修

協力期間 1.5 年（2010 年 2 月 21 日～ 2011 年 8 月 21 日）FU：2012 年 1 ～ 2 月

研修目標 対人地雷総合アクション大統領プログラム（PAICMA）の組織機能が強化される。

主な日本側投入 第三国研修：カンボジア CMAC 研修（15 人× 2 週間× 3 回）

本邦研修：計画 ･ 立案研修（4 人× 5 日間× 1 回）

FU：コロンビア国内地方自治体研修（10 県自治体を対象）

主な成果品（文書

化・政策反映）

「研修マニュアル」「PAICMA アクションプラン」、PAICMA 年次計画及び中期計画

への反映、「地域ニーズによる人道的地雷対策」の拡大、調整・協力地域関係者の

拡大

１）目標達成状況

CMAC での研修は、地雷災害予防教育、地雷被災者支援、地雷埋設特定調査、地雷

撤去方法等、コロンビアに適応可能かつ PAICMA が得るべき内容で、研修に職員 55 名

中 45 名が参加し、人道的地雷対策の知見向上が図られた。

特に次の事項には、法令第 418 号／ 1997 年に基づく施策の実施を実現したもので、

PAICMA 組織能力強化への効果として把握される。

① 　協力開始当時には、地雷対策で働く関係組織が自己裁量で地雷対策活動を行って

おり、PAICMA では各関係者の決定に任せる実情があったが、研修から得た知見に

よって、中央政策から地域活動実施までの円滑な地雷対策の取り組みが開始されたこ

と

② 　地雷対策・被災者支援活動、情報管理の整備を行う方針を採用するに至ったこと

③ 　地雷撤去調査技術を導入し、アクションプラン策定、PND（2010 ～ 2014）に基づ

く PAICMA 年時及び中期活動計画への反映がなされたこと

④ 　「地雷による LIS」の方法論を効果の高い手法（non-technical survey：base line survey）
へ修正したこと

これらにより、中央政策と自治体行政をつなぐ一貫した人道的地雷対策の環境を整備

し、PAICMA 活動計画の実効性向上に寄与している。

２）インパクト・波及効果

2011 年の調査時には被災事故と被災者数は減少傾向にあり、PAICMA が行う地雷埋

設地情報、地雷教育、情報普及の効果と考えられている。研修効果と PAICMA の積極

的な組織強化の取り組みから、中央・地方間での政策制度的かつ効率的な地雷対策が

拡大した。2012 年 1 月～ 2 月のフォローアップ（FU）活動では、PAICMA がカンボジ

アから CMAC 専門家 3 名を講師に招き、紛争被害者支援で働く政府、国際機関、NGO、

大学を対象に、ボゴタ、メデジン、カルタヘナ 3 都市において、「地雷対策の活動計画・

実施・モニタリング、コミュニティベースの地雷撤去」に係るセミナーが開催された

（各 2 日間、45 組織）。PAICMA の政策と地域間のシステマティックな地雷埋設特定・

埋設情報提供・予防活動が継続されれば、長期的な地雷被災者の低減が期待できる
102
。

102
　 PAICMA には地雷撤去部隊はなく、撤去作業は国軍の責務であるが、埋設地域情報や撤去計画は PAICMA が作成し、国軍に提

供することで撤去活動が実施されており、共同的業務として進められている。PAICMA ヒアリング調査（2013 年 7 月）
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（６）投降兵士家族及び受入れコミュニティのための起業・就業支援プロジェクト

案件名 投降兵士家族及び受入れコミュニティのための起業・就業支援プロジェクト

協力形態 技術協力プロジェクト

協力期間 3 年（2008 年 2 月 25 日～ 2011 年 2 月 24 日）FU：2011 年 6 月～ 2012 年 3 月

プロジェクト目標 投降兵士の家族及び受入れコミュニティ構成員の起業・就業が促進される

主な日本側投入 長期専門家 1 名（企業 ･ 就業支援／業務調整）、短期専門家 4 名（就業支援事業強

化 2 名、小規模ビジネス事業支援強化 2 名）、本邦研修に 10 名、在外事業強化費（現

地コンサルタント傭上など）

主な成果品（文書

化・政策反映）

就業・起業ルートモデル（特に、家族世帯への支援というコンセプト）

「就業支援ルートマップ」「就業支援ガイドライン案」

「面接シート」（就業支援ツール）「フォローアップシート」

１）目標達成状況

本協力では、投降兵士家族が多く暮らすボゴタを活動実施サイトとし
103
、投降兵士支

援を主幹業務とする ACR を主要 C/P として、自治体で包括的支援を行うボゴタ市役所

内務局投降・再統合支援プログラム事務局（PAPDREB）104
、同市役所社会経済問題担当

事務所（IPES）、職業訓練を実施する SENA との協力によって活動が進められた。直接

対象者を投降兵士に限らず「投降兵士家族」とした点が特徴的であり、この「家族全体

の社会復帰」をめざすアプローチが、世帯生計向上の取り組みで女性が大きな役割を担

えることや、家庭の生計の安定は投降兵士本人の武装集団への再武装防止に効果があ

ることが明らかとなった
105
。

ボゴタ市内務局生産性開発チーム開発の「特性把握のツール」を用いたプロモーター

戸別訪問によりニーズ把握が行われ、294 人がプロファイリングされた。うち起業希望

者 173 名と就業希望者 77 名にジョブカウンセリングを行い（計 250 名）、結果、起業希

望者のうち 55 名、就業希望者のうち 42 名が起業・就労研修に参加した（計 97 名）。

研修は SENA を中心に、短期専門家による会計講習、青年海外協力隊派遣先である

NGO/HAMECUMA が行う女性研修が提供された。起業・就業に際しては、マイクロ

クレジットの融資等支援を行う COOMEVA 財団の紹介を行うなど、他の支援組織のリ

ソースを活用した取り組みもみられた。最終的な起業は 2 例、就業は 16 例にとどまっ

たが、ジョブカウンセリング数は計 250 名とある程度の数を得た
106
。ACR は協力以前よ

り行政組織や民間組織との協力を有し、JICA 協力が ACR の組織業務の実績に大きく貢

献したわけではなかったが、プロファイリング・訓練・起業就業に至る一連の「プロセ

スのモデル」が文書化され、投降兵士の孤立や再武装を防止の側面で家族・コミュニ

ティに注目するアプローチの有効性が認められた点は特記される。

103
　 投降兵士の 40％の居住地が 4 都市に集中し、最多がボゴタ、続いてメデジンである。ボゴタでは個人投降が多く、メデジンは

集団投降が多い。ACR SIR 統計 2013 年 7 月
104

　 PAPDREB では約 3,000 人が参加し、81％が男性、19％が女性、26 ～ 40 歳の経済活動人口が主流であった。SEGOB へのヒアリ

ング調査（2013 年 7 月）
105

　 受益者の 63％は女性であった。ACR ヒアリング調査（2013 年 7 月）
106

　 ACR による投降兵士への起業・就業支援数は、2009 年 1,136 件、2010 年 7,561 件、2011 年 6,044 件で（ACR SIR 統計、付属資料１．

（５）を参照）、2010 年の起業就業支援数に比した本事業ジョブカウンセリング数が占める割合は約 3.3％である。
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２）インパクト・波及効果

投降兵士家族とコミュニティを共に裨益者とした点の波及効果は示唆的である。すな

わち、起業・就労を果たした裨益者家族における生計向上に加え、子どもの養育環境

の向上、貯蓄の開始、研修受講により就労の可能性や将来の目標が生まれたこと、投

降兵士家族の心理的・情緒的安定を生んだこと、投降兵士家族と他市民が同じ研修に

受講する体験を通じて、地域民の投降兵士家族に対する偏見が低減されたこと、地域

からの孤立が緩和されたこと、投降兵士家族の家族構成員の絆が深まったこと、投降

兵士家族の自律性や自尊心・自信の高まったことなど、生活の安定と共生につながる

変化が得られた。

（７）紛争の被害者への社会心理的ケアのための人材育成
107
／総合的被害者支援システムの開発

案件名 紛争の被害者への社会心理的ケアのための人材育成

協力形態 在外研修（ペルー）

協力期間 3 年（2010 年 1 月 20 日～ 2013 年 1 月 19 日）

研修目標 対象地域において紛争の被害者への社会心理的ケアを提供・促進するための中核人

材が育成される

主な日本側投入 ペルー在外研修（中央及び地域の専門職人材 15 名× 4 回、計 60 名）、在外事業強

化費（ペルーでの研修受講に係る航空賃、研修員旅費、ペルー国立サンマルコス大

学（UNMSM）との契約等研修受講経費）

現地コンサルタントの傭上、コロンビア国内セミナー実施

主な成果品（文書

化・政策反映）

12 支援組織を想定したアクションプラン ･ マトリックス（社会心理的ケア戦略）

案

MinSalud ＜社会心理的ケアと総合保健プログラム＞への反映

案件名 総合的被害者支援システムの開発

協力形態 国別研修、課題別研修（本邦研修）

協力期間 国別研修：2010 年 2 月 28 日～ 3 月 20 日

課題別研修：2007 年、2008 年、2009、2011 年、2012 年

研修目標 コロンビアにおいて暴力犠牲者のための総合的社会心理ケアシステムが向上する

主な日本側投入 国別研修：1 回（CNRR 8 名）実施費、宿泊費・生活費、研修旅行費、研修教材等

課題別研修：3 回（（MinSalud  1 名、PAICMA 2 名、被害者ユニット 2 名、計 5 名）

実施費、宿泊費・生活費、研修旅行費、来日後の医療費、研修教材等

主な成果品（文書

化・政策反映）

12 支援組織を想定したアクションプラン ･ マトリックス（社会心理的ケア戦略）

案

MinSalud ＜社会心理的ケアと総合保健プログラム＞への反映

１）目標達成状況

案件形成時、CNRR108
と社会保障省（現 MinSalud）を主要 C/P としたが（及び研修生

はこれに係る中央・地域の専門職人材）、コロンビアの政策動向を遵守し、法律第 1448

107
　 「社会心理的ケア」とは、紛争や暴力の被害者となった人や地域住民を対象として、医療的ケアにとどまらない個人や地域住民

の心身健康回復や、地域の絆の回復、法的措置支援など、総合的なリハビリテーションや共生につながるケアを意味する。そ

のため従事人材の専門性は保健医療、心理、法律、政治、政策など、多様である。
108

　 法律第 975 号／ 2005 年（公正・和平法）により、真実究明・和解・共生に係る司法と総合補償の実施を目的に 8 年間の期限で

設立された委員会／組織。当初計画どおり 2013 年に解体され、委員会の各業務機能は 5 分野の官民組織へ移行された。総合補

償（社会心理的ケアを含む）については被害者ユニットに移行されている。
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号が成立した 2011 年以降には、同法が対象とする被害者とその補償の規定に遵じるた

め、MinSalud、被害者ユニット、PAICMA109
から研修生を招き、被害者ケア・総合補償

に従事する多様な専門人材が育成に資するよう配慮されている。

ペルー研修には MinSalud、CNRR、内務省被害者支援室（当時、国内避難民支援室）

等中央行政官のほか、地域の保健医療・福祉施設や、権利養護組織の人材計 60 名が参

加した。第 1 回研修（2010 年 2 月）ではコロンビア側参加者が考える社会心理的ケア

のニーズと研修内容との隔たりがあった。研修生の満足度は十分でなかったが、第 2 回

研修（2010 年 11 月）以降、実績ある NGO へ委託を変更し、研修内容を改善すること

で研修生のニーズ対応を高めた。研修ではクライアント中心型ケア、イマジネーショ

ンケアアプローチなど新しい技術を学ぶ機会となった。

本邦研修には MinSalud、被害者ユニット、PAICMA、CNRR の 4 組織、計 13 名の法律

専門家、政治専門家、心理専門家、福祉専門家など専門人材が参加した。日本の広島・

長崎原爆被災者へのケア技術、復興政策、モニタリング・評価技術など、ペルー研修

を補完しかつ総合補償に係る各論の学習機会が提供された。学術レベルと現場視察で

の実践技術の高さは、研修生から高い評価を受けている。研修成果は各研修生のアク

ションプランにまとめられるとともに、「12 支援組織を想定したアクションプラン（社

心理的ケア戦略）」マトリックスに結集された
110
。研修で学んだ技術や知識は「ケア戦略」

の有用情報として各研修生が所属する部署業務にフィードバックされている。被害者

ユニットでは、参加研修生が前年のアクションプランを策定し、次年の研修生へ渡す

プロセスによりアクションプランを毎年改善することで活動計画へ反映された。これ

らから、本研修事業は、暴力・紛争被害者の社会心理的ケア人材の育成、及び総合補

償システムの向上の 2 点に係る一定の成果・目標を達成したといえる。

２）インパクト・波及効果

本協力開始時には政策として明確でなかった社会心理的ケアが、被害者総合ケア・補

償の一方法として法律に明記されたことで、MinSalud の業務として位置づけられるこ

ととなった。2011年時には研修成果が、法律第 1448号／ 2011年を根拠とする「SNARIV」

に基づく MinSalud の「紛争被害者社会心理ケアと総合保健プログラム」に反映された。

MinSalud では策定した「紛争被害者社会心理ケアと総合保健プログラム」の本格活動

を 2013 年 8 月から開始する予定である。このように、制度的・組織的な実施体制は事

業前に比し、格段に強化されている。

上記の政策的・制度的発展は、本協力開始以前よりコロンビアがめざしていたところ

であり、研修生の規模にかんがみれば、本協力が同国の法制度的発展大きく貢献した

といえるものではないが、関係組織の中核人材に社会心理的ケアの技術を紹介し・知

見を高めたことは今般調査で把握されたとおりである。このことから被害者への社会

109
　 地雷被災者は、法律第 1448 号／ 2011 年を根拠とする「被害者」に該当する。

110
　 2011 年時に想定された 12 組織は、社会保障省（現 MinSalud）、内務司法省（現 内務省）、権利擁護事務所 DF、CNRR（2013 年

に解体、一部機能が被害者ユニットに移行）、犠牲者ケアと権利擁護センター（CAVIDH）、国際赤十字、メディアルナロハ国際

財団（FISC）、医療電子化サービス（CAMED）、被害者支援センター〔CAV（一部機能が被害者ユニットに導入）〕、メデジン市

保健局、ボゴタ市保健局、カルタヘナ保健局、ツツラ保健局。出所：「コロンビア国平和構築分野の基礎情報収集・確認調査報

告書」、JICA 中南米部、2011 年 3 月
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心理的ケアの実施体制が強化（上位目標）に有効な事業であったといえる。

４－２－２　プログラム実績と成果

上記、各構成案件の実績と目標達成・効果の発現状況を踏まえ、プログラムの成果は次のと

おり整理できる。各成果及びプログラム全体での実績と成果は次のとおり。

（１）成果１「国内避難民の生活の質向上のための支援モデルが開発される」

国内避難民の生活の質向上に向けて、「栄養改善」「地方自治体行政サービスの向上」「一

村一品」という異なる側面から、国内避難民を含む地域住民の生活の向上に対して取り組

まれ、それぞれ以下の成果が達成された。

「栄養改善」に関しては、上述のとおり、地域住民の栄養改善及び一部生計向上に資

する都市型農業の有効な実践方法論が整備された。また、国内避難民への都市農業の支援

は、元農民である国内避難民のアイデンティティの回復、地域との交流促進に効果的であ

ることが確認された。

「地方自治体行政サービスの向上」については、計画立案の手法とツールが紹介され、

地方自治体が担う地域アクションプラン（PIU/PAT）の作成が促進され、かつ自治体の計

画策定の方法論と計画立案の能力が形成された。

「一村一品」については、地域経済の発展と地域住民の団結、相互扶助を促すツール

として認識され、その概念や手法に対する関係者の理解が形成され、後述するようにコロ

ンビア側の各種施策に反映されている。なお、一村一品への支援は、プログラム計画当初

に想定されていた「収入向上プロジェクト」に対応する要素があり、計画していた成果は

一定程度代替できたものと考えられる。また、プログラム計画当時に想定されていた「国

内避難民及び社会的弱者を対象としたマイクロファイナンス支援」は、提案までの経緯が

特に確認されておらず、どいういった課題に対する支援とするかが明確に提示されていな

い。案件としてのサブプログラム内での位置づけは明確だったとは言い難い。このような

なか、マイクロファイナンス支援については実施されず、プログラム構成要素の計画が変

更されているものであり、実施されなかったプロジェクトによる本サブプログラムの成果

に対する影響は少ないと判断される。

以上から、「地方自治体行政サービスの向上」については有用な成果が達成されたが、

国内避難民の生活の質の向上支援モデルとしての成果は限定的であった。「栄養改善」や「一

村一品」に関してはモデルが構築され、生活の質の向上に資するモデルが整備されたと判

断される。

（２ ）成果２「地雷被災予防及び地雷被災者の医療リハビリ、社会参加促進のための支援モデ

ル開発される」

地雷被災予防のモデル、地雷被災者を含む障害者の医療リハビリテーション・社会参加

促進モデルの開発に向けた協力が実施された。主要な案件である「地雷被災者を中心とし

た障害者総合リハビリテーション体制強化プロジェクト」と在外研修「PAICMA 強化」が

それぞれ地雷被災者への支援、地雷被災予防の両側面から実施された。

リハビリ・社会参加促進のモデル構築においては、「地雷被災者を中心とした障害者総
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合リハビリテーション体制強化プロジェクト」を中心に、青年海外協力隊による技術支援、

草の根人間の安全保障無償資金協力によるリハビリ関連の機材投入がなされた。その結

果、総合リハビリテーションについて、プロジェクトによるリハビリ技術ガイドラインの

整備等の有用なモデルリソースの形成、並びに中央から地方への連携体制が構築された。

また、草の根人間の安全保障無償資金協力で投入された機材・青年海外協力隊の派遣によ

り、プロジェクトで形成・導入したリハビリの専門技術の定着が促進された。これら投入

要素の相乗効果の結果、総合リハビリテーションの質の向上に資する能力強化が実施でき

たと判断できる。

社会参加促進のモデルについては、「被害者・障害者の権利と義務ガイドライン」が整

備され、有効なツールが形成されたが、今後更なる取り組みが求められる。

地雷被災予防のモデルについては、研修事業による PAICMA の能力強化を通じて、実

施体制構築、情報管理整備方針の設定、「地雷による LIS の計画」、アクションプランの作

成などが行われた。また、総合リハビリテーション体制強化プロジェクトとの知見交換

が、地雷被災者支援のアクションプランに反映されるなどの相乗効果もあった。このよう

に、本プログラムの実施により、PAICMA の実務に対する能力強化が達成されたと考えら

れる。

以上から成果２については、地雷被災予防、地雷被災者の医療リハビリ、社会参加促進

のための支援モデルが構築されたと判断できる。

（３ ）成果３「投降兵士及び家族が経済的に自立し、コミュニティに定着するための支援モデ

ルが開発される」

成果３の支援モデル開発に向けて、「投降兵士家族及び受入れコミュニティのための起

業・就業プロジェクト」を中心に、投降兵士家族／就業・企業支援分野のシニア海外ボラ

ンティア派遣、青年海外協力隊の派遣（投降兵士家族支援活動での連携）、草の根人間の

安全保障無償資金協力（国内避難民・投降兵士のための職業訓練センター強化）が行われ

た。

プロジェクトでは、４－２－１で言及したとおり、投降兵士家族に対する就労・起業に

向けた一連の活動とツールが整えられ、プロセス・モデルが文書化された。また、投降兵

士家族と受入れコミュニティの双方を裨益者とするアプローチが提示され、その効果（地

域住民との偏見の低減、孤立の回避）がもたらされることも実証できた。

また、青年海外協力隊派遣では、派遣先 NGO/HAMECUMA とソーシャルワークを通じ

た投降兵士家族支援での協力活動が効果的に行われ、プロジェクトとの連携がみられた。

草の根人間の安全保障無償資金協力においては、今後企業・就労の実践に向けてコミット

メントが求められる職業訓練センターの強化に一定の寄与がなされた。

以上から、成果３としては、投降兵士及び家族が経済的に自立し、コミュニティに定着

するための支援モデルの基盤（ツールとプロセス整理やアプローチの提示、関連アクター

の強化・連携構築）の整備を達成した。一方、モデルのフィージビリティについては、プ

ログラム期間中の就業・起業例が限られており、今後さらに多くの支援ケースと効果検証

が必要となる。
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（４ ）成果４「国家補償和解委員会（CNRR）と社会保障省（MPS）の紛争被害者への社会心

理的ケアの能力が開発される」

４－２－１で記載したとおり、関係組織の中核人材を対象として研修を行い、クライア

ント中心型ケア、イマジネーション・ケアアプローチなど、コロンビアには新しくかつ有

効な技術が学ばれた。また、地域の現場で働く専門職とともに法制度にかかわる専門家が

研修に参加し、政策及び施行の異なるレベルでの相互補完的な能力育成が図られた。ま

た、研修成果が MinsSalud の「紛争被害者社会心理ケアと総合保険プログラム」に反映さ

れるなどのインパクトも出ている。これにより、プログラムのめざしていた関係者の社会

心理的ケアの能力開発は達成されたと考えられる。

（５）プログラム全体

プログラム目標は、国内避難民、地雷被災者、投降兵士、その他の紛争被害者という紛

争の影響を受けたすべてのカテゴリーの被害者・加害者と周辺コミュニティを対象とし

て、①経済的・社会的統合の支援、②共生和解、を支援することである。

この目標に対し、本プログラムによって実際に裨益した被害者・加害者及び周辺コミュ

ニティの数は、コロンビア全土の被害者・加害者のうち、ごく一部である。しかしなが

ら、本プログラムを通じ、紛争の影響を受けたすべてのカテゴリーの被害者・加害者に対

し、経済面ないしは社会的統合を支援するモデルの基盤が形成された。また、一部のモデ

ルでは実践と効果発現まで至っている。また、これら各モデルは、周辺コミュニティも対

象としていることで、被害者・加害者の孤立防止や偏見の低減などの効果をもたらしてお

り、共生和解の促進に資するものである。また、すべてのカテゴリーの被害者・加害者に

共通して必要な社会心理的ケアを行う能力も形成したといえる。

以上から、本プログラムは、目標に資する実績・効果を提示できたと判断される。
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第５章　 貢献の概念に基づく JICA 協力プログラム「紛争の被害者・共生
和解支援」評価

５－１　コロンビアにおける当該期間の平和構築の進展

ここでは、本プログラムの最終裨益あるいは関連裨益に係る統計的変化・動向に注目して、同

国の各サブプログラムが対象とした分野における平和構築進展状況を概観する。付属資料５．構

成案件別インパクト・効果、安定・不安定要因、及び６．プログラム評価マトリックスを併せて

参照。

５－１－１　成果 1：国内避難民の生活の質向上支援

成果１は、国内避難民を裨益者の中心に置きながら、対象コミュニティも支援対象とする協

力を行うもので、特に地方自治体行政への支援事業については、2011 年の法律第 1448 号の施

行によって支援対象が紛争被害者へと広げられた。2013 年 7 月の被害者統計に占める国内避

難民累積数（登録数）は、約 44 万に達する（全人口の約 10％に相当）。経年の発生数変化を

みると、2002 年に最多ピークを迎え、その後、協力開始の 2007 年頃に 2 度目のピークがみら

れるが、本協力開始から現在までは減少向にある。

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
政令第250号／2005 (紛争による国内避難民総合ケア） 法律1448号/2011 (被害者救済土地返還法)

食糧安全保障政策 ,  都市農業政策
政令第1290号/2008 （被害者補償と救済）

【グラフ：国内避難民発生の動向 】 出所: 2011年迄 RUPD 社会繁栄庁(DPS) 2013年7月、2012年数値はUNHCRからの2次ソース
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図５－１　国内避難民発生の動向

法律第 1448 号／ 2011 年によって設置が定められた CTJT 111
の設置率は、2013 年 1 月には

98％に達した。PAT の策定率は 2013 年 1 月時全国平均 68％で、マグダレナ県では 7 月時に

100％に達した
112
。しかしながら、PAT 実施率はほぼ 0％といわれており、前身の PIU を義務づ

けた 1997 年施行の法律第 387 号（国家国内避難民支援計画策定法）から既に 16 年が経過して

いるにもかかわらず事業実施に至らない状況が続いており、実施効果の検証結果は未だ十分に

111
　 CTJT は、自治体行政及び官民の支援組織により構成される。

112
　 1 月情報は被害者ユニット統計、7 月情報は内務省のヒアリング調査による（2013 年 7 月）
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得られていない
113
。

５－１－２　成果２：地雷被災者／障害者の総合リハビリテーション

コロンビアの対人地雷・不発弾被災者数は、2004～ 2007年時にかけて世界最多となり
114
、そ

の後急速に少している。

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

オタワ条約（対人地雷使用・貯蔵・生産・移転禁止と廃棄に関する条約/2000年9月批准） 法律1448号/2011 (被害者救済土地返還法)
法律第782号/2002（対人地雷被災者支援 大統領令2150号/2007(地雷対策令） 紛争被害者の心理社会的ケアと総合保健医療

国連障害者人権条約の批准

ソーシャルインクルージョン政策

【グラフ：地雷被災者の動向】 出所: PAICMA ESI 2013年7月
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図５－２　地雷被災者の動向

2000 年にオタワ条約に批准する一方で国内紛争の激化があり、その後被災者数が急増する

なか、政府は既存地雷の破壊・破棄とともに、地雷・不発弾埋設地調査、危険地域情報の広

報、被災予防教育など、多面的な取り組みを展開してきた。現在も紛争が継続するなかで、被

災者数が 2006 年をピークに急激な減少傾向にあるのは、AUC との和平合意など政府政策が功

を奏するとともに、PAICMA が行う地雷調査の質・量や被災予防教育・広報活動が拡大された

こと、地雷等武器処理に係る PAICMA と政府軍との連携が良好に進められた点が貢献要因と

いえる。

汚染地（地雷・不発弾等の埋設があり生産性を失くした危険地）の処理面積数は、2007 年

以降大幅に拡大しており、過去 6 年（2008 ～ 2013 年 7 月現在）の処理面積総数は、132 万 m2

以上となる。しかし、2013 年現在も、全自治体の 65％が汚染地を所轄している現状があるた

め
115
、処理と並行した土地生産性の回復に係る取り組みを加速させる必要がある。

113
　 低い PAT 実施率の原因として、自治体に十分な財源がない、被害者の参加度が低い、自治体の SNARIV 関連官民組織との連携

が未熟である、県と市区自治体の連携が未熟であるなどが指摘されている。内務省及び USAID ヒアリング調査（2013 年 7 月）
114

　 「コロンビア情報 2009」、外務省、2010
115

　 PAICMA、2013 年 5 月データ
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５－１－３　成果３：投降兵士の起業・就労支援

ラリート協約及び 2005 年法律 975 号制定直後の 2006 年には、AUC の集団投降が 1 万 7,000
人規模でなされ、これに伴い FARC や ELN の個人投降が促されている。結果、2009 年まで

の投降数は AUC からが約 3 万 5,000 人、FARC から約 1 万 2,000 人、ELN から 2,500 人となっ

た
116
。法律第 975 号（公正・和平法）が制定されたものの、この間の政府による社会復帰支援

事業は量的に十分なものではなく、ACR にとって最もチャレンジングな時期であったといえ

る。

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
サンタフェデラリート協約 ハバナ合意

法律975号/2005  (共生和平法) 　(政府・FARCの和平交渉開始）

【グラフ：投降による動員解除数（個人及び集団）の動向 】出所: ACR  SIR 2013年7月
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図５－３　投降による動員解除数（個人及び集団）の動向

2008 年までには急速に支援事業数を伸ばし、特に教育セクターでの伸びが顕著であるが、

他方、社会心理的ケアが横ばいに進められ、教育、起業・就労支援は減少傾にある。

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
サンタフェデラリート協約 ハバナ合意

法律975号/2005  (共生和平法) 　(政府・FARCの和平交渉開始）

【グラフ：ACRによる支援数の動向 】 出所: ACR  SIR 2013年7月
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図５－４　ACR による支援数の動向

116
　 出所：CNRR 2010
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ACR や OCHA によれば、支援内容の多くは生活基礎サービスなど人道的支援が占め、就労・

起業など生産的プロセスに移行できる実績を十分に上げられない実態がある
117
。投降兵士世帯

が最低限の日常生活を営む生活保護的支援や身体的・心的外傷からの心身の健康回復に係るケ

アがまず必要とされること、識字・教育が十分でない元兵士の職能の育成に多くの時間を要す

ること、元兵士を雇用する先が職能水準や治安を理由に多くは得られないことなどが指摘され

ている。現在進められている政府・FARC の和平交渉が合意に達した場合、約 8,000 人規模の

DDR が実施される可能性もある。このため、既存の元兵士の経済・社会活動への参加を早急

に推し進めること、併せて ACR を含む支援リソースやマンパワーの確保を行うことが喫緊の

課題である。

なお、投降兵士の社会復帰・補償条件となる「告白（真実究明・和解）」については、2013
年 7 月現在、4,867 名の投降兵士が社会復帰支援に係る申請を行っており（パラミリタリーか

らの投降が 4,317 名、FARC からの投降兵士が 550 名）、計 39,546 件の犯罪事実が告白されてい

る。これら犯罪による直接的な被害者数は、推計 420,989 人に上る
118
。

５－１－４　成果４：暴力・紛争被害者の社会心理的ケア・総合補償システム

協力開始当時、社会心理的ケアに類似する知見は行政組織の公共サービスで用いられていた

が、「社会心理的ケア」は専門的技術と認識されておらず技術的に未熟な段であった。

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
憲法裁判所決議 (T‐045/2010)(紛争被害者の人権保障と回復支援に係る決議）

「総合ケア方法の適用のための社会心理的取り組みの取扱いと、武装紛争被害者の社会心理的ケアとサービス」

「武装紛争被害者の非人道的犯罪による傷害別の地域精神保健の介入ガイド」

ケア実績：6市・1区・888人

 
社会心理的ケアを受けた自治体・登録・実績（2012 年 10 月 – 2013 年 2 月）

県 支援対象市 管轄区 ケア登録者数 支援実績

Atlántico Soledad - 35 35
Atlántico Barranquilla - 103 103
Bolivar Carmen de Bolivar El Salado 771 154
Bolivar Cartagena - 1.982 396
Sucre Los Palmitos - 40 40
Sucre Sincelejo - 703 160
計 6 1 3.634 888

出所：MinSalud, Convenio 654/ 2012, 2013 年 7 月

図５－５　社会心理ケアを受けた自治体・登録・実績（2012 年 10 月～ 2013 年 2 月）

2010 年の憲法裁判所決議（T-045 ／ 2010 年）
119

を受け「総合ケア方法の適用のための社会心

理的取り組みの取扱いと、武装紛争被害者の社会心理的ケアとサービス」及び「武装紛争被害

者の非人道的犯罪による傷害別の地域精神保健の介入ガイド」が作成され、法律第 1448 号／

2011 年（被害者救済・土地返還法）により政策的根拠が一層強められることとなった。上記

ガイド及び法的リソースを投入とし、2012 年 3 月に「社会心理的ケアと総合保健プログラム」

117
　 ACR 及び OCHA へのヒアリング調査（2013 年 7 月）

118
　 告白（犯罪）件数と犯罪による被害者数の出所は、El Tiempo（2013 年 7 月 26 日）からの政府公表統計 2 次データ

119
　 武力紛争被害者の人権保障と回復支援のために取り組みを行うべきことを述べた決議
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が成立している。同プログラムは、①保健医療における総合的ケアと②社会心理的ケアの 2 側

面を有し、JICA 協力は双方側面の策定プロセスでの技術的インプトに貢献した
120
。

同プログラムによるケア実績は 2012 ～ 2013 年の約半年間には 6 市 1 区 888 人で、2013 年度

計画では約 8 倍の規模となる 42,760 人への被害者ケアが予定されている。

５－２　JICA 協力プログラムの貢献度

今回のプログラムの試行的評価では、本プログラムの成果がプログラムの実施期間中、コロン

ビア政府による紛争の被害者の共生・和解に向けた取り組みの進展にどのような貢献を果たした

か総合的に検証した。各成果及びプログラム全体としての貢献度は以下のとおり。

 
図５－６　コロンビア平和構築の進展へのプログラム貢献度

５－２－１　プログラム成果１

「国内避難民の生活の質向上のための支援モデルが開発される」

５－１でみたように、国内避難民の年間発生件数は減少傾向だが、累積登録数は 44 万人に

到達している。FARC との和平合意は進みつつあるが、今後も国内避難民が生まれる素地がある。

このようななか、コロンビア側の国内避難民支援に関する取り組みの進展とそれに対する本

プログラムの貢献は次のように評価できる。

（１）地方自治体行政サービスの向上

１）コロンビア側の取り組み

・ 法律第 387 号／ 1997 年を端緒として、プログラム開始までに各種法律、取り組みに

120
　 MinSalud へのヒアリング調査（2013 年 7 月）
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よって自治体行政の公共サービスによる国内避難民支援の取り組みの基盤が整備され

ていた。その中で PIU 策定が義務づけられた。

・ 被害者救済・土地返還法により、PIU が地方自治体及び県の PAT に対象が広げられ

た。

・ PIU/PAT の計画策定は進んだが、計画の実践率は低い。

２）プログラムによる貢献

・ プログラムの成果として、計画策定の手法の開発並びに地方自治体の計画策定能力

の向上が達成された。しかしながら、同手法の主管官庁であった内務省が他県への

波及に取り組む予定はない。また、PAT の計画・実施促進を支援している USAID と

の情報共有もされていない。このため、本プログラムにおける「地方自治体行政サー

ビスの向上」への支援は、国内避難民の生活の質の向上までは届いておらず、計画立

案というモデルの初期段階の形成に一定の寄与はあったものの、その効果は限定的で

あると考えられる。なお、コロンビア国内での進展状況（計画立案で止まっているこ

と）を勘案すると、プログラムの効果は現状の進展には寄与したものと考えられる。

（２）栄養改善

１）コロンビア側の取り組み

・ 食料安全保障政策、国内避難民支援対策等が実施され、取り組みが進められた。

・ 2011 年都市農業法案が起草され、国会で法律化が進められる。また、ボゴタ市議会

において条例化が審議され、都市農業の価値が高まる。

２）プログラムによる貢献

都市農業の普及に関する各種技術とモデルが構築された。同モデルでは、国内避難民

の孤立化の防止や、周辺住民との交流や相互扶助など、共生に一定の寄与があること

が示されている。そのようななか、本モデルの栽培技術がコロンビア側既存プログラ

ムである「プロジェクト 319」を通じて普及するなどの効果も出ている。

このことから、本プログラムを通じて、具体的なモデルの提供とその効能を示したこ

とが、都市農業の機運の高まりに一定程度貢献したと考えられ、また今後の実践には

大いに活用されると考えられ、貢献度は高いと考えられる。

（３）一村一品

１）コロンビア側の取り組み

一村一品が地域経済の発展と地域住民の団結、相互扶助を促すツールとして認識さ

れ、以下の取り組みがなされた。

・ 一村一品コンセプトペーパーの作成

・ 一村一品運営委員会／地方委員会の設立

・ PND（2010-2014）に基づく DNP の地域開発戦略に一村一品の概念反映

・ 一村一品イニシアティブとして 12 のイニシアティブの選定

２）プログラムによる貢献

プログラムの実施により、一村一品の概念・手法がコロンビア関係者に深く理解され

た。すなわち、一村一品の相互扶助や協働を必要とし、村民のイニシアティブや意向
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を尊重する方法論が、紛争などにより有機的なつながりを破壊された地域村民におけ

るコミュニティの復興の契機となり、地域の価値を醸成する可能性があることが理解

された。また、研修を通じて作成したアクションプラン等がコロンビア側の具体的な

施策に反映されている。

このように、本プログラムの成果は、直接、間接的にコロンビア側での進展と関連して

いる。以上から、プログラムの貢献度は高いと考えられる。

５－２－２　プログラム成果２

「地雷被災予防及び地雷被災者の医療リハビリ、社会参加促進のための支援モデルが開発さ

れる」

第２章及び第５章５－１で提示されるように、地雷除去面積が増加し、地雷被災者の数は減

少している。こうしたなか、コロンビア側が取り組んだ事項とそれに対する本プログラムの貢

献は次のように評価される。

（１）地雷被災予防を含む取り組み

１）コロンビア側の取り組み

・ 大統領令 2150 号／ 2007 年による現在の PAICMA の基盤組織を創設、その後組織強化

された。

・ PND2010 ～ 2014 に PAICMA の包括的地雷・不発弾対策が盛り込まれ、治安対策とし

ての強化が進められている。

・ PAICMA による政策と地方自治体行政をつなぐ一貫した人道的地雷対策（既存地雷の

破壊・破棄、地雷埋設地調査、危険地域情報の広報、被災予防教育）が実施されるよ

うになった。

・ LIS が EU の資金協力で実践された。

２）プログラムによる貢献

・ 成果・実績で示したとおり、プログラムで取り組んだ PAICMA の実施能力強化を通

じて、実施体制構築、情報管理整備方針の設定、「地雷による LIS の計画」が策定され、

上記コロンビアの取り組みで活用された。

・ 研修で得た地雷撤去調査技術の導入がなされ、研修生の帰国後のアクションプラン

や PAICMA 年次計画に反映がされた。

・ 以上から、プログラムの実施で達成された能力強化や各種計画は、他ドナーや NGO
との連携も含めて PAICMA の各種取り組みに反映されており、本プログラムの実施

は一定の貢献を果たしたと考えられる。

（２）総合リハビリテーション・社会参加促進

１）コロンビア側の取り組み

・ 2011 年国連障害者権利条約の批准

・ ソーシャル・インクルージョン障害者支援の政策方針設定

・ 国家障害政策文書（CONPES 80）の草案起草
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・ 視覚障害リハビリテーションの新規開設

・ ソーシャル・インクルージョンの実現に向けたネットワーク・リソースとしての障

害連合委員会の設立

・ MinSalud によるプロジェクトで作成された各種ガイドラインを用いた専門家育成

TOT 研修が実施されている。

・ PAICMA と MinSalud による「被害者・障害者の権利と義務ガイドライン」のレプリケー

ション活動（2013）
２）プログラムによる貢献

・ 上述のとおり、本プログラムを通じて総合リハビリテーションの支援モデルが構築

された。社会参加促進のモデルについては、今後更なる取り組みが必要なものの、「被

害者・障害者の権利と義務ガイドライン」が整備されている。両者とも形成されたモ

デルやツールはコロンビア政府により普及が行われている。

・ プログラムで支援した総合リハビリテーションの概念・方法論が上記コロンビア側

の政策に反映された。すなわち、総合リハビリテーションにより、被災者・障害者の

日常生活動作が向上することが社会復帰をめざすプロセスの第一歩となり、続く社会

参加の基盤となることが理解され反映された。また、その概念・方法論を実践するた

めの体制もコロンビア政府の取り組みで設立されている。

・ これらの観点から、本プログラムは、コロンビア政府の総合リハビリテーションの

取り組みに大きく貢献していると考えられる。

以上から、成果２はコロンビアの地雷被災予防及び総合リハビリテーションへの取り組みに

高い貢献をしたと評価できる。

５－２－３　プログラム成果３

「投降兵士及び家族が経済的に自立し、コミュニティに定着するための支援モデルが開発さ

れる」

第２章及び第５章５－１で示されるように、投降兵士の数は AUC の集団投降、他武装勢力

からの個人投降により、年々増加している。今後政府・FARC の合意が進めば、さらに投降兵

士の数は増加し、約 8,000 人規模の DDR が実施される可能性もある。このため、プログラム

期間中から現在に至るまで、政府による投降兵士の社会復帰支援事業は必要性が高い。こうし

た状況のなか、コロンビアの投降兵士の社会復帰・補償への取り組みと、本プログラムの貢献

度は次のように整理できる。

（１）コロンビア側の取り組み

・ 2005 年法律第 975 号（公正・和平法）による投降兵士の再統合への法的基盤の整備

・ 2006 年法令第 3043 号（投降兵士の社会・経済的再統合政策）による投降兵士再統合高

等審議会の設立

・ 2011 年被害者救済・土地返還法の整備

・ 2011 年投降兵士再統合高等審議会がコロンビア投降兵士再統合庁（ACR）へと格上げ。

公正・和平法も一部改訂

・ 上記政策・体制に基づき、コロンビア政府の支援事業数は 2008 年までに急速に実施。
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社会心理的ケアが継続して支援されるなか、教育、企業・就労は 2008 ～ 2009 年をピー

クに支援数が減少。特に、起業・就労支援は、社会心理的ケアや教育支援に対して、実

施数が少なく、実践が困難とされている。

（２）プログラムによる貢献

・ プログラムの成果として、投降兵士及び家族が経済的に自立し、コミュニティに定着す

るための支援モデルの基盤（ツールとプロセス整理やアプローチの提示、関連アクター

の強化・連携構築）の整備を達成した。特に、４－２でも記載したとおり、投降兵士家

族世帯を対象とした点は新しいアプローチであり、効果が高いものであった。一方、モ

デルのフィージビリティについては、プログラム期間中の就業・起業例が限られてお

り、今後さらに多くの支援ケースと効果検証が必要となるという段階であった。

以上から、ACR でも実績が出にくい分野での取り組みと基盤整備ができたという観点から、

一定の貢献がなされたものの、実証に至っていないことを勘案し、その貢献度は中程度と考え

られる。

５－２－４　プログラム成果４

「国家補償和解委員会（CNRR）と社会保障省（MPS）の紛争被害者への社会心理的ケアの

能力が開発される」

５－１でみたように、協力開始当時、社会心理的ケアに類似する知見は、行政組織の公共

サービスで用いられていたが、「社会心理的ケア」は低い技術レベルで、認識も低い状況であっ

た。かかる状況のなか実施されたコロンビア側の取り組みとプログラムの貢献は次のとおり。

（１）コロンビア側の取り組み

・ 憲法裁判所決議（T-045 ／ 2010 年）（紛争被害者の人権保障と回復支援に係る決議によ

る方針設定）

・ 法律第 1448 号（被害者救済・土地返還法）による補償の一方法として社会心理的ケア

が認定される

・ 「紛争被害者社会心理的ケアと総合保健プログラム」の策定（2012 年 3 月）

→  2012 ～ 2013 年の約半年間で 888 人のケアを実施。2013 年度計画では約 8 倍の規模で

実施予定

（２）プログラムによる貢献

本プログラムにより、関係者の社会心理的ケアの能力開発が実施されたこと、得られた

知見が、上記コロンビア側での進展で記載した「社会心理的ケアと総合保健プログラム」

に反映されたことから、本プログラムの貢献度は高いものと判断される。

５－２－５　プログラム全体（まとめ）

以上のとおり、各プログラムにおいて、コロンビアの紛争の被害者・共生和解の進展に直

接・間接の貢献があることが確認された。
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プログラム期間中の紛争の被害者・共生和解の進展として特筆すべきは、コロンビア政府に

よる被害者救済・土地返還法の制定と、それによる被害者補償の実施である。本プログラム

は、被害者救済・土地返還法の制定自体には直接的には関与していないが、各成果の案件にお

いて直接・間接的に支援を行ったコロンビア側 C/P 機関は、被害者救済・土地返還法の中の被

害者補償の実施責務組織に含まれており、同法の実施に本プログラムは間接的に貢献している

と考えられる。以上から、各成果並びにプログラム全体として、本プログラムはコロンビアに

おける紛争の被害者・共生和解の進展に貢献していると評価できる。

５－３　団長所感

コロンビアは、JICA が平和構築支援を実施している国の中でも特殊な事例である。すなわち、

①局地紛争が長期にわたる、②紛争アクターが複数かつ変遷、③紛争地が移動するという特徴を

もっており、紛争が継続している状況で、他国では紛争後に実施しているような課題に対応して

きている（図５－７参照）。本プログラム形成時、国レベル PNA を実施し、コロンビアの抱える

平和構築分野の課題を 8 つの政策課題に分類した。8 課題のうち構造的要因の低減に該当する 4
つの政策課題（「FARC との和平交渉」「社会的・経済的格差への対応とガバナンスの強化」「司

法の強化」「麻薬の生産・流通・販売産業の解体」）に JICA が対応するのは難しかったため、紛

争が引き起こす社会的経済的問題への対応を優先し、「国内避難民への支援」「地雷被災者の支援

及び地雷撤去・破壊」「投降兵士とその家族の社会的・経済的再統合」「紛争被害の真実究明・補

償・和解」の 4 つの政策課題に対応することとした。

通常、JICA は開発援助機関の強みを活かして、国家の再建やコミュニティの再生等のプロセ

スで、紛争の構造的要因に対応することを平和構築支援を通じてめざしているが、コロンビアに

おいては紛争が終結する前に平和構築の課題に取り組もうとしたために、その時点でできる表面

化した問題への対処に着手したという構図となっている。しかし、支援実施に際しては、政策官

庁へのインプットと現場での事業の実施の双方を組み合わせたり、被害者個人への支援ではな

く、周辺コミュニティや他の社会的弱者も受益対象とするアプローチなど、随所に JICA の特色

を活かしており、今般の調査においてもこれらの点について好意的なコメントが聞かれた。

コロンビアにおいては、FARC との和平交渉が開始されるなどポジティブな側面もみられる一

方で、紛争が激化している地域もあり、多くの関係者から「FARC と和平合意が万一締結された

としても、暴力が停止するとは考えないほうがよい」とのコメントが聞かれた。国内の非合法の

武力行為がコントロールされ、全域に当局の実効支配が確立する、すなわち、政府により治安・

公共サービスが提供される状況になるには一定の時間を要すると考えられる。
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5-3 団長所感 

コロンビアは、JICA が平和構築支援を実施している国の中でも特殊な事例である。すな

わち、①局地紛争が長期にわたる、②紛争アクターが複数かつ変遷、③紛争地が移動という

特徴を持っており、紛争が継続している状況で、他国では紛争後に実施しているような課題

に対応してきている（図 5－7参照）。本プログラム形成時、国レベル PNA を実施し、コロン

ビアの抱える平和構築分野の課題を 8つの政策課題に分類した。8課題のうち構造的要因の

低減に該当する 4 つの政策課題（「FARC との和平交渉」「社会的・経済的格差への対応とガ

バナンスの強化」「司法の強化」「麻薬の生産・流通・販売産業の解体」）に JICA が対応する

のは難しかったため、紛争が引き起こす社会的経済的問題への対応を優先し、「国内避難民

への支援」「地雷被災者の支援及び地雷撤去・破壊」「投降兵士とその家族の社会的・経済的

再統合」「紛争被害の真実究明・補償・和解」の 4つの政策課題に対応することとした。 

通常、JICA は開発援助機関の強みを活かして、国家の再建やコミュニティの再生等のプ

ロセスで、紛争の構造的要因に対応することを平和構築支援を通じてめざしているが、コロ

ンビアにおいては、紛争が終結する前に平和構築の課題に取り組もうとしたために、その時

点でできることであった、表面化した問題への対処に着手したという構図となっている。し

かし、支援実施に際しては、政策官庁へのインプットと現場での事業の実施の双方を組み合

わせたり、被害者個人への支援ではなく周辺コミュニティや他の社会的弱者も受益対象とす

るアプローチなど、随所に JICA の特色を活かしており、今般調査においてもこれらの点に

ついて好意的なコメントが聞かれた。 
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紛争の結果、地方部が開発から

取り残され、これらの地域に政府が十分な公共サービスを提供できていないという現象は、

同時に紛争の構造要因でもある。地方部の開発は、これまで治安や紛争の流動性によって

図５－７　JICA の一般的な平和構築支援とコロンビアへの平和構築支援

紛争の結果、地方部が開発から取り残され、これらの地域に政府が十分な公共サービスを提供

できていないという現象は、同時に紛争の構造要因でもある。地方部の開発は、これまで治安や

紛争の流動性によって JICA が本格的に取り組むことが難しかったが、この問題への対応なしに、

紛争が発生・持続しやすいというこの国のこれまでの体質を改善することはできない。地方部の

開発は、国内避難民の帰還を促し、コミュニティの政府への信頼を醸成する。そういう意味で、

FARC との和平交渉が開始され、被害者救済・土地返還法が執行され、場所によっては治安が回

復し、国内避難民の帰還も少ないながらもみられてきたこの段階において、可能な場所から地方

のコミュニティへの支援を政府とともに実施していくことは平和構築の視点からも意義が高い。

一方で、上図のとおり、コロンビアは事実上ポストコンフリクトにも至っておらず、通常平和

構築のために必要とされるような支援が引き続き必要と考えられる。この点については、プログ

ラム関係者を招いて開催した評価結果共有セミナーにおいても、コロンビア関係者複数名から言

及された。今般調査の聞き取りからは、紛争が早急に停止し、全国的に急激に治安が良くなると

は考えられず、地雷の除去が完了していないばかりか、いまも FARC が埋設を継続しているよう

な状況もあることが改めて確認された。仮に紛争が停止しても、その土地を巡って、国内避難民

とその他の関係アクター等の間での土地紛争など、紛争とは異なる治安事案がより顕在化してく

るリスクも想定される。したがって、「紛争の被害者・共生和解支援プログラム」は終了するが、

それ以降も対コロンビア支援については、平和構築の要素は引き続き必要と考える。2013 年に

発足したドナー協力会合においても「平和構築」の作業部会は設置されており、UNDP のよう

に、2013 年から平和構築の戦略を策定し実施中という援助機関もある。JICA は「紛争の被害者・

共生和解支援プログラム」から移行する形で、「地域開発プログラム」を策定中であるが、コロ

ンビアの地方部には多くの紛争被害者（国内避難民、地雷被災者含む）が存在すること、同プロ
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グラムの構成案件の一部は、直接的にコロンビアの平和構築に貢献することが期待されているこ

と、そもそも現在のコロンビアにおいて地域開発を促進し格差是正に取り組むことはコロンビア

の平和構築に対する根本的な貢献であることから、同プログラムの実施においては引き続き平和

構築の側面を認識するのはもちろんのこと、同プログラムのタイトルにおいても「平和構築」を

加えることは検討に値する。

具体的には、①コロンビアの紛争・治安の動向と政府の取り組み、地雷・国内避難民等の動向

をモニタリングすることを目的として、国レベルの PNA として、2007 年から 2012 年まで作成さ

れた 4 つのバージョンのような大きなものは必要ないが、今般２－１にまとめられたような情報

について、節目節目で取りまとめ（コロンビアの政情・治安で大きな動きがあったとき、プログ

ラムのポジションペーパー作成の際等）、プログラム関係者（プログラム構成案件の専門家や地

域部、案件主管部等）と共有する、②地域開発の案件の形成・実施に際しては、対象地域のリス

ク（紛争アクター、地雷、土地紛争等）を把握しておく、③地域開発の案件の受益者として、国

内避難民等の紛争被害者や社会的弱者（貧困層、少数民族等）を可能な範囲で含むことができな

いか検討し、少なくとも、これらの人々が地域の開発から取り残されることがないよう案件の形

成・実施する、④「紛争の被害者・共生和解支援プログラム」の実施を通じて得られた教訓、ネッ

トワーク、知見等を十分に活用し、JICA の強みを活かした支援を行うの 4 点を提案したい。地

域開発プログラムとなっても、引き続き平和構築のノウハウが必要であることから、それについ

ては経済基盤開発部、専門員から適宜インプットを行っていくことが望ましい。コロンビアにお

ける平和構築分野の個別の取り組みについて、中南米地域の治安が不安定な国において汎用性を

もつ可能性があれば、域内での知見共有の推進も検討に値する。

地域開発は今後のコロンビアの安定にとって不可欠であるが、これまで治安問題で長期間放

置されてきた膨大な農村地域の開発を実施するためには効果的な戦略が必要と考える。カナダ

が IOM を通じて実施を検討している農村開発は、地域分析をして地域特性（沿岸部、山岳部、

平野部等）を踏まえたうえでの統合的農村開発計画策定のための能力強化支援を計画しており、

EU は実施中の土地返還を支援する事業と関係づけて農村開発を推進していく方針とのことであ

る。USAID は“National Consolidation Plan”と連動して、優先地域において治安確立と生活向上

の両面からの支援を行ってきている。JICA としても、地域開発分野において「プログラム」と

して成果を出すために、投入レベルを踏まえたうえで効果的な戦略を検討し、それに沿った案件

の形成・既存案件の活用を推進していくべきと考える。

「紛争の被害者・共生和解支援プログラム」は 2008 年にプログラムとして形成され、2011 年

に中間レビュー、今般、試行的とはいえ終了時評価を行った。JICA 内でも先駆的なプログラム

である。今般終了時評価を実施して得られた教訓、またプログラム評価の手法そのものについて

も、まずはコロンビアの「地域開発プログラム」の実施運営に活用していくとともに、コロン

ビア内にとどまらず、JICA の他国で活用できるところが多くあると考えられるので、中南米部、

評価部を中心にその方策を検討していくことが期待される。
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第６章　提　言

６－１　対コロンビア支援の次期協力プログラムへの提言

2013 年 3 月に策定された対コロンビア国別援助方針においては、基本方針「均衡のとれた持

続的社会経済発展への支援」のもと、援助重点分野は「持続的な経済成長」及び「環境及び防災

への取り組み」の二つに絞られている。これまで重点分野の柱の一つであった「平和の構築」に

ついては、本「紛争の被害者・共生和解支援プログラム」の協力期間を終えるにあたり、支援は

収束の方向とされている。今後は、重点分野「持続的な経済成長」のもと、地域開発への支援を

重点的に行うなかで平和構築の要素を取り入れていくことが必要とされることが、今次のプログ

ラム評価で確認された。

コロンビア政府は地域開発を重点分野とし、現在 DNP がその戦略ペーパーを策定中である。

JICA はコロンビアの地域開発を支援する方針で、一村一品プロジェクトを軸として、地域開発

プログラムのポジションペーパー策定を予定している。コロンビアにおける地域開発の支援は、

紛争の結果、開発から取り残された地域の活性化を図るものであり、これまでの平和構築分野へ

の支援が土台となって進めていくことができるものである。特に、平和構築分野での事業実施体

制の経験を活かし、事業実施にあたっては中央政府と実施機関、県、市など様々な行政レベルの

アクターを取り込んでいくことで、住民の中央政府への信頼回復や事業モデルの形成から政策へ

の反映といった効果を生み出すことが期待される。

今回のプログラムの試行的評価では、コロンビアの平和構築は過渡期にあり、同分野での課題

はまだ多くあることが確認された。地域開発プログラムの実施に際しては、紛争・治安の動向、

地雷・国内避難民等の動向をモニタリングしていくことが、プログラム実施にあたっての治安対

策、個別案件の裨益者等の検討のうえで必要と考える。地方部の開発を推進する際には、国内避

難民を含む紛争被害者等が開発から取り残されないよう十分留意が必要である。

今後、和平交渉が順調に進んだ場合、コロンビアの平和構築が過渡期からポストコンフリクト

に移行していくと想定されるなか、地域開発が今後の国の発展の鍵となることは、PAICMA など

コロンビア側 C/P からもコメントがあった。既に、アンティオキア県では和平交渉が締結される

と想定して、独自の様々な取り組みをしているとのことである。アンティオキア県は地域開発プ

ログラム下の新規技術協力プロジェクト「障害のある紛争被害者のソーシャル・インクルージョ

ンプロジェクト」の C/P の一つでもあるが、個別プロジェクトを通して、こうした各県の取り組

みについても情報収集を行い、コロンビアの地方部がどのような発展をめざしているのか、タイ

ムリーに把握していくことは、地域開発プログラム全体の管理・運営上有用であろう。

また、対コロンビア支援の事業予算が限られているなか、地域開発分野において「プログラム」

として成果を出すために、投入レベルを踏まえたうえで効果的な戦略が必要である。例えば、あ

る地域で集中的・重点的に事業を実施して地域開発のモデルを作ること、中心となるプロジェク

トを立てること、分野に特化すること、これまで支援の実績がある地域・組織との連携を図るこ

となど検討が必要である。今回の「紛争の被害者・共生和解支援」プログラム評価の結果は、あ

る程度平和構築へのコミットメントがある形での地域開発の支援を提言する。

６－２　プログラムの形成・実施・評価へのフィードバック

今回のプログラム評価は試行的に貢献の概念を用いて実施した。すなわち、「紛争の被害者・
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共生和解支援プログラム」の位置づけ、戦略性、プログラムの実績と成果を確認し、コロンビア

の紛争の被害者支援と共生和解の進展とを比較することで、JICA 協力プログラムがもたらした

貢献の可能性の高さを評価した。今回のプログラムの試行的評価から得られた視点と今後のプロ

グラム評価の方法に関するフィードバックは次のとおり。

６－２－１　プログラム形成時への示唆

（１）指標の設定

本プログラムでは、プログラム形成時にプログラムの目標・各成果の指標が設定されて

いたが、紛争の被害者・共生和解支援の進展に該当する指標が設定されていたり、計測方

法が明確でない指標等が用いられていた。プログラムの形成時においては、適切な成果設

定にあわせて、各成果の定性的・定量的指標を選定されるのが望ましい。

（２）協力目標・シナリオの立案におけるロジックの整理

今回のプログラムの試行的評価において、各構成案件のアウトカムとそれらが集まって

達成されるプログラムの成果・目標のアウトカムの区分が難しいところがあった。これ

は、プログラム形成段階での協力目標・シナリオの設定においてロジックの整理に係る情

報が残されていなかったことが原因である。

協力プログラムと同プログラムを構成する個別の案件との間には「目的」－「手段」の

関係があり、当該協力プログラムを構成する各案件の目標達成により「開発効果」が発現

すれば、最終的には協力プログラム目標が達成されるというロジックの整理が重要であ

る。プログラム形成段階でこのような協力目標・シナリオに関するロジックの整理を適切

に行うとともに、モニタリングや評価段階を想定して、ロジックに関する情報を残してお

くことが重要である。

（３）対象とする政策課題の設定と当該分野の関連情報の把握の重要性

本プログラムでは、上述のとおり、PNA に基づき策定されたが、一覧で視認できる様

式には取りまとめられていなかった。プログラムを形成する際には、プログラムの評価に

耐えられるよう、対象とする政策課題の選定と指標の設定、関連ドナーの実績などをあら

かじめ確認する必要がある。それらデータを基に、プログラム評価マトリックスや年表の

基本骨格などをプログラム形成段階で作成し、必要に応じて更新することが必要である。

６－２－２　プログラム実施時への示唆

（１）相手国政府、他ドナーに対してのプログラム情報の共有

「紛争の被害者・共生和解支援プログラム」は、当初コロンビア側が JICA による協力

プログラムとしての協力の枠組みを認識しておらず、2012 年のクロージングセミナーで

初めて C/P 機関が一堂に会した際にプログラムの枠組みに関する情報共有が行われ、コロ

ンビア側機関にとっても大変有益であったとの意見が多数あった。プログラム実施時に

は、早い段階（可能であればプログラム形成時）で相手国側機関にプログラム協力の全体

像を共有し、JICA の協力に対する相手国側の理解を深め、複数機関間での情報共有を促

すことで、案件間での相乗効果・連携が期待される。また、プログラムダイレクターを相
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手国側にも設定することで、プログラム全体の運営・管理が適切に行われることも考えら

れる。

また、同分野での支援を行う他のドナーに対しても、JICA の協力プログラムの情報を

共有することで、相互に有用な情報・意見交換が行えると考えられ、ドナー間連携を促進

することが期待される。

（２）プログラムモニタリングの重要性

プログラムを適切に運営・管理・評価するには、プログラムの対象セクターに関する情

報の収集、特にプログラム期間中の外部環境の変遷に係る情報の収集は必要不可欠であ

る。また、相手国が有する統計データのデータベースの有無も確認が必要である。今次評

価対象プログラムでは、企画調査員による日常的なプログラムの運営・管理をベースに、

PNA による定期的なデータ収集、実施期間中の基礎情報・確認調査によるレビューの実

施と終了時評価の実施、インテンシブなモニタリング・評価が行われた。このように、在

外事務所がイニシアチブをとったモニタリングが、プログラムの運営や評価の実施上必要

不可欠である。

６－２－３　プログラム評価方法に関するフィードバック

（１）プログラムの試行的評価を実施して得られた気づき・教訓

プログラムの試行的評価を実施することで得られた利点は次のとおり。

１）評価方法の利点

本プログラムでは、各構成案件が、コロンビア側・日本側双方ともに異なる実施機関

（コロンビア側）、JICA の異なる部署（日本側）の管理及び実施のもとで目標を設定し、

成果を上げてきたため、プログラム総体としてのアウトカムを把握する機会はあまり

なかった。しかし、プログラムの視点での試行的評価において、コロンビア全体の政

治情勢、和平進展、政策・法令等の変化の流れのなかで実施背景やプロセス及びアウ

トカムを把握し、コロンビア側政策・裨益者ニーズとの整合、日本の ODA 政策（コロ

ンビア支援戦略、G24 メンバーとしての役割）、JICA の協力課題と係る戦略性との整合

を鳥瞰することが可能となった。

・ 貢献の概念による評価により、事業単独の効果だけでなく、他ドナーやコロンビア

側の取り組みも含めたコロンビアの紛争被害者の共生・和解支援に対するプログラム

の効果を評価することができた。プロジェクト評価などで用いられている、帰属の

概念による評価では、実績と成果の直接的な因果関係を評価する。このため、帰属の

概念による評価を行った場合は、個々の案件の積み上げにより「JICA のプログラム」

単体での成果やインパクトの考察にとどまってしまう。JICA のプログラムが当該セ

クターの支援の大部分を占めている場合は、プログラム単体での成果＝当該セクター

の開発効果を示すことができると考えられる。しかし、今回のように、JICA の取り

組みが、コロンビア側の取り組みや他ドナーの支援の一部分である場合、コロンビア

の被害者の共生・和解の進展を JICA プログラムの成果だけで説明することはできず、

両者の因果関係を直接測ることはできない。このため、コロンビア側の取り組み、並

びに他ドナーの支援の効果を踏まえ、コロンビアの被害者の共生・和解支援の進展
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と、JICA プログラムの成果の因果関係の可能性を評価する必要がある。これにより、

定性的ではあるが、結果としてより大局的な観点から評価することが可能になったと

考えられる。

・ プログラム評価マトリックスを作成することで、コロンビアの平和構築の全体像（課

題―政府や他ドナーの取り組み）を把握することができた。そのなかで JICA 事業の

位置づけを確認し、プログラムの運営・管理や方向性を確認することができた（例：

本プログラムの位置づけが被害者救済という観点から妥当であること、一方、ドナー

の支援全体では、格差是正への投入が多いことが同時に確認されたこと）。

・ プログラム評価を行うことで、プログラム目標達成に向けた案件の計画・運営に関

する知見が得られた。

例）・ 戦略性の確認→成果発現のタイミングをそろえることでのプログラムの相乗効

果、裨益対象者の設定の仕方（紛争被害者以外の社会的弱者を対象とすること

の優位性）

・ 実績・効果の確認→ C/P 機関の選定方法（関係機関の連携強化によるモデル構

築と制度化への寄与の確認）

２）評価報告会開催の利点

今回のプログラムの試行的評価では、最終日にプログラム評価結果の概要をコロン

ビア側関係機関にフィードバックした。その結果、2012 年 10 月に JICA コロンビア支

所により開催されたクロージングセミナーと同様に、JICA のこれまでの協力が平和構

築に係る支援の総体であったことをコロンビア側に認知させることができた。また、

JICA の支援は、コロンビア国内の過去 6 ～ 7 年の和平・政策・法令・最終裨益者の権

利享受に係る動向を見据えた協力であることについて理解を共通することができた。

このように、プログラムとしての評価結果等を先方政府と共有することは、プログラ

ムの成果の認識や JICA の支援の認知度を高めるなど、戦略的な利点につながると考

えられる。また、従前のプログラムが続き新たな協力戦略・プログラムの土台及びリ

ソースとなることにかんがみれば、新プログラム戦略につながる情報の相互理解の構

築にも役立つと考えられる。

（２）プログラム評価手法に関するフィードバック

今回のプログラムの試行的評価を実施した結果得られた、プログラム評価手法への

フィードバックは次のとおり。

１）プログラム評価手法の整理とガイドライン化

今回のプログラムの試行的評価の実施において、膨大な情報を収集・分析する必要が

あった。これら情報を整理するうえで、①本プログラムの実施中に行った基礎情報収

集・確認調査の情報、②分析に用いた各種ツールが大いに役立った。

まず①本プログラムの開始時点での PNA の実施や、中間レビューの時点で基本的な

情報が整理されていたため、今次調査はそれら情報のアップデートで対応することが

でき、プログラム期間中の進捗に関する情報を入手することができた。仮に今回のプ

ログラムの試行的な終了時評価だけであったとすると、同じ情報量を収集・分析する

ことは困難だったと考えらえる。この観点から、プログラム評価を適切に実施するに
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は、上述のとおり、計画段階での一連の評価プロセスを経た一貫したレビューのしく

み（必要な統計やプログラム目標・成果の定点観測）の設定、適切なタイミングでのモ

ニタリングの実施が必要である。

次に②分析に用いた各種ツールについて、本調査では「構成案件の 2 次評価グリッド」

（付属資料４）、「構成案件別インパクト・効果、安定・不安定要因」（付属資料５）、「コ

ロンビア政府課題によるプログラム評価マトリックス」（付属資料６）、「プログラム総

合レビューグリッド」（付属資料７）、「年表」（図３－３）を用いて情報収集・整理をし

て評価を行った。これらツールを利用した評価の手順は、効率的な情報収集・分析と

はいえ、他のプログラム評価の手法としても適切である。一方、これらのツールのな

かには、プログラム評価マトリックスなど、その作成に労力がかかるものも含まれて

おり、調査団や受け入れる事務所・支所が作成するのが難しいものもある。

以上を踏まえ、今後プログラム評価を行ううえでの視点をより明確にし、必要な情

報の属性を整理し、効率的な情報収集の方法を整備する必要がある。特に、効率的か

つ体系的に必要な情報を収集できるように、上述の評価ツールを、計画段階、モニタ

リング段階を含め、どのタイミングで作成し、誰が情報を収集・アップデートするか、

検討する必要がある。そして、その検討結果を踏まえて、評価方法をガイドラインと

して取りまとめることが必要と考えられる。

２ ）「アウトカム・レベルの成果」と「インパクト・レベルの開発状況の進展」の明確な

分離

「１－２　調査手法」でも記載したように、プログラム評価を行う際に、個別案件に

より直接もたらされる「アウトカム・レベルの成果」と、途上国や他のドナーとの共同

による取り組みを通じて達成される「インパクト・レベルの開発状況の進展」を明確に

区分することが重要である。実際にプログラム評価を行う際には、これらの判別が難

しいことがあり、評価のなかで混乱が生じることがある。今回のプログラムの試行的

評価では、開発状況の進展を測るための指標が明示されておらず、様々な影響がある

平和構築分野で統計に基づく裨益者に関する指標を設定することが困難であった。こ

のため、今回は「コロンビアの平和構築の進捗に対するコロンビア政府の取り組み状

況」を協力プログラムによる支援が貢献する部分の指標として採用し、評価を行った。

プログラムを評価する際、形成時に明確な指標が設定されていない場合は、今回の評

価で行ったように、プログラム目標が貢献する部分の「インパクト・レベルの開発状況

の進展」をどの指標で測るかを明確にする必要がある。

３）時間軸に沿った評価

プログラム評価では、プログラム対象期間の開発計画の進展とプログラムの位置づ

け、戦略性、成果を比較することで、プログラムの開発計画への貢献度を測るもので

ある。今回のプログラムの試行的評価では、プログラムの位置づけを、根拠法（被害者

救済・土地返還法に関する項目）の変遷に照らして確認し、それにより当該プログラム

の位置づけが適切であったとの評価を得た。よって、開発計画の進展だけでなく、位

置づけや戦略性、成果の内容を評価する際にも、プログラム期間中の前後など外部環

境の変遷に応じて確認することが必要である。
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４）既存資料、データベースの活用

上記の時間軸に沿った評価をプログラムの終了時点で実施するには、モニタリング結

果を示した既存資料や、過去のデータが抽出できるデータベースの有無が大きく影響

する。今次評価対象のプログラムでは、プログラム期間中を網羅する形でコロンビア

の国レベル PNA が作成されており、またドナーの援助動向を把握することができるコ

ロンビア援助機関 APC のデータベースがあった。こういった全体像を把握できるよう

なデータを用いることで、プログラムの試行的評価ができた。

プログラム評価を計画する際は、まずこれら資料があるかどうかを確認して評価デザ

インを検討することが重要である。

５）プログラムの改善に向けた評価（形成評価）の重要性

本プログラムの目標・各成果の指標が設定されていたが、一部、計測方法が明確でな

い指標等が用いられていた。また、上述のとおり、協力目標・シナリオに係るロジッ

クの整理も十分明確でない点もみられ、プログラム評価の計画はより精緻化できた可

能性があった。これらの影響から、貢献の概念に基づきプログラムの結果を総括して

評価することは難しい側面もあった。このため、プログラムの熟度が発展途上のケー

スでは、結果を総括する評価（総括評価）より、事業改善を導き出す事業改善のための

評価（形成評価）に、より比重を置いた評価とすべきと考えられる。形成評価とは、事

業の完了を待たず、外部要因の変化を敏感にモニターしながら経営判断に反映するマ

ネジメント・プロセスであり、その観点からモニタリングによる情報収集並びに、プ

ログラムのマネジメントの強化を行うことが重要と考えられる。

６）平和構築分野におけるプログラム評価について

今回のプログラムの評価の手法を用いる場合、開発計画や政策・戦略等が明確になっ

ている分野（ミレニアム開発目標やセクターワイドアプローチが取り入れられている農

業分野や教育分野など）であれば、政策目標が明確かつ他ドナーの情報も体系的に入

手しやすいため、より貢献度の検証が効果的・効率的に実施できたと考えられる。一

方、平和構築分野などの場合は、計画目標の設定が難しく、また不安定要因が多いた

め、定量的に進展を測る情報を集めることが難しい。本プログラムにおいて貢献度を

検証する際には、直接平和構築の進展への貢献度を測るのではなく、コロンビア政府

の平和構築への取り組みにどれだけプログラムが貢献したかを測ることで評価を行っ

た。こうした分野の特性を踏まえて評価を行うことが重要と考えられる。
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資料 1.  各種統計 

(1) 被害者関連 

 

被害原因別の被害者登録数と割合（2013 年 1 月時） 

77.95%

14.80%

2.20% 0.42% 4.63%

強制的な避難・移動

殺戮

強制的圧力による失踪

拷問

その他

 

原因 被害者数（人） 割合 

強制的な避難・移動* 4,400,987 77.95% 

殺戮 835,426 14.80% 

強制的圧力による失踪 124,184 2.20% 

拷問 23,747 0.42% 

その他 （地雷被災者含む） 261,567 4.63% 

計 5,645,911 100% 

出所：Registro Único de Víctimas (RUV) 被害者統一登録, 被害者ユニ

ット 2013 年 7 月 

注：2012 年の推定コロンビア全人口は約 46,859,441、上被害者人口は

約 12% に相当。 

*強制的な避難・移動は、国内避難民数を示す。 

 

被害者登録数（2013 年 1 月現在） 

年齢群(歳） 男性 女性 LGBT* 不詳 計 ％ 

0-5 175,610  165,083 2 0 340,695  6.0%

6-12 372,257  352,288 4 12 724,561  12.8%

13-17 291,844  278,363 4 29 570,240  10.1%

18-26 417,118  436,521 10 112 853,761  15.1%

27-60 746,070  997,423 26 1511 1,745,030  30.9%

61 以上 168,396  187,995 7 362 356,760  6.3%

特定なし 628,402  365,023 26 61413 1,054,864  18.7%

 計（人数） 2,799,697  2,782,696 79 63,439 5,645,911  100.0%

出所：Registro Único de Víctimas (RUV) 被害者統一登録システム、 被害者ユニット 2013 年 7 月 

注: * LGBT: 性同一性障害者 (性が男女に分類できない者)  
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１．各種統計

（１）被害者関連



 

被害者ユニットによる被害者補償実績と計画（2013 年 1 月現在） 

 

統計年月 

実 績 計 画 （見込） 

2012 年 6月 2012 年 9 月 2013 年 7 月 2013 年 12 月 2014 年 12 月

被害者登録数（年間） N.A 226,550 60,750 N.A N.A 

補償申請受付数（年間） 20  192 N.A 300  300 

総合補償件数（年間） 41  51,000 N.A 100,230  100,230 

補償対象被害者数（累積）* 37,099* 157,013* 16,185* 257,013*  357,013* 

補償給付（現金・現物）  N.A 7,719 億ペソ 1,001 億ペソ N.A N.A

出所：被害者ユニット 2013 年 7～8月、2012 年 9 月は PNA Version IV からの 2次ソース 

注：* 補償の支払い対象数は、家族数とは異なる。理由は、被害者ユニットの補償・回復業務は世帯を対象とす

る（個人や被害者家族構成員ではない）が、補償額の支払いは、家族構成員の血縁関係の基準に従い行われ、

家族構成員の各人が支払対象となるため。 

県別の、土地返還申請数及び土地面積（2012 年 10 月時） 

申請数 土地面積 (ha) 

23,199 1,754,276 

出所：土地返還ユニット（UAEGRT）統計 2012 年 10 月 

 

移行期正義地域員会(CTJT) の設置および地域アクションプラン(PAT)策定状況（2013 年 1月現在） 

県 
移行期正義地域委員会

(CTJT)の設置数 
CTJT 設置率 PAT 策定済報告数 PAT 策定率 

AMAZONAS 3 100% 2 67% 
ANTIOQUIA 126 100% 101 80% 
ARAUCA 8 100% 5 62% 

ATLÁNTICO 24 100% 7 29% 
BOGOTÁ D.C. 1 100% 1 100% 
BOLIVAR 46 98% 20 42% 
BOYACÁ 124 100% 72 58% 
CALDAS 27 96% 21 75% 
CAQUETÁ 17 100% 5 29% 
CASANARE 20 100% 16 80% 
CAUCA 43 100% 8 19% 
CESAR 26 100% 24 92% 
CHOCÓ 32 100% 16 50% 
CÓRDOBA 31 100% 31 100% 

CUNDINAMARCA 117 100% 77 66% 
GUANIA 2 100% 2 100% 

GUAVIARE 5 100% 3 60% 
HUILA  38 100% 6 16% 

LA GUAJIRA 16 100% 7 43% 
MAGDALENA 31 100% 24 77% 

META 30 100% 24 80% 
NARIÑO 65 100% 41 63% 

NORTE DE SANTANDER 41 100% 40 97% 
PUTUMAYO 14 100% 12 86% 
QUINDIO 13 100% 13 100% 
RISARALDA 15 100% 14 94% 

SAN ANDRES Y PROV. 2 100% 1 50% 
SANTANDER 69 78% 45 51% 
SUCRE 27 100% 23 85% 
TOLIMA 47 98% 17 35% 

VALLE DEL CAUCA 43 100% 11 25% 
VAUPÉS 4 100% 4 100% 
VICHADA 5 100% 5 100% 

計 1,112 98% 698 62% 

 出所：被害者ユニット 2013 年 7 月 

注：CTJT は 法律第 1448 号／2011 により、設置が定められた。 
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(2) 国内避難民(2011 年まで) 

コロンビア政府発表による国内避難民発生の動向 (1997 年以前累積～2011 年 6 月) 

 

年 個人数 世帯数 個人・申請数 

1997 以前累積 267,702 67,166 15,838 

1998 105,351 22,508 44,575 

1999 121,355 27,627 39,614 

2000 278,020 57, 328 266,894 

2001 402,862 82,249 357,815 

2002 462,015 99,249 432,772 

2003 267,019 58,787 224,215 

2004 247,623 58,577 213,748 

2005 282,269 64,070 250,122 

2006 302,789 70,164 297,665 

2007 337,938 81,270 368,497 

2008 294,666 75,703 392,366 

2009 175,849 49,238 362,413 

2010 129,883 37,959 321,404 

2011 102,956 29,233 285,834 

出所: El Registro Único de Población Desplazada-RUPD,社会繁栄庁(DPS) 2013 年 7 月 

(注) 1) 申請数は、国内避難民登録の申請数を示す。 

2) 2011 年 6 月を最後に、コロンビア政府の公的な国内避難民統一登録システム 

(RUPD) が終了。国難避難民登録は、同年 7月から被害者統一登録システム(RUV)へ統

合され、以降の RUPD 統計なし。
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（２）国内避難民（2011 年まで）



 

(3) 地雷・不発弾被災関連 

地雷・不発弾等の被災者数（1990 年～2013 年 7 月）（死亡含む） 

 

 

統計年 国軍兵士 前年比 一般市民 前年比 計 

2013 118  n.a. 63 n.a. 181  
2012 279  -19.8% 215 7.0% 494  
2011 348  -2.5% 201 -19.3% 549  
2010 357  -19.4% 249 -17.8% 606  
2009 443  -11.9% 303 -14.6% 746  
2008 503  -0.2% 355 24.6% 858  
2007 693  -12.5% 285 -35.5% 978  
2006 792  -4.3% 442 5.0% 1,234  
2005 759  -25.5% 421 47.7% 1,180  
2004 605  -29.6% 285 -1.4% 890  
2003 467  -46.9% 289 -8.5% 756  
2002 318  -127.1% 316 97.5% 634  
2001 140  -118.8% 160 116.2% 300  
2000 64  -146.2% 74 164.3% 138  
1999 26  -44.4% 28 -30.0% 54  
1998 18  40.0% 40 -39.4% 58  
1997 30  60.5% 66 50.0% 96  
1996 76  21.6% 44 33.3% 120  
1995 97  -61.7% 33 32.0% 130  
1994 60  -33.3% 25 -35.9% 85  
1993 45  57.9% 39 -11.4% 84  
1992 107  -91.1% 44 238.5% 151  
1991 56  -194.7% 13 333.3% 69  
1990 19  99.7% 3 -99.9% 22  

計（累積） 6,420   3,993   10,413  

 

地域別の被災者数（1990 年～2013 年 7 月累積） 

 

出所：Estadísticas Sistema de Información–PAICMA 2013 年 7 月 
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（３）地雷・不発弾被災関連



 

 

地雷被災事故・事件数の変動 (2007 年～2013 年 7 月時) 

 

出所: Estadísticas Sistema de Información–PAICMA 2013 年 7 月 

(注)事故数とは生存あるいは死亡被災者を伴う事故の件数を、事件数は被災者・死亡者を伴わない 

爆発物武器等の発見件数を意味する。事故 1件における被災者数は 1名以上であることがある。 

 

  地雷・不発弾事故発生の変動 (1990 年-2011 年) 
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出所: Estadísticas Sistema de Información–PAICMA 2013 年 7 月 

地雷撤去等実績（年間）(2005 年～2013 年 6 月末） 

年 処理面積 (m2) 
対人地雷 

撤去・廃棄数 

2013 191,947 959 

2012 261,116 2,936 

2011 333,227 2,426 

2010 247,178 2,038 

2009 170,218 1,806 

2008 122,236 671 

2007 34,140 796 

2006 3,260 98 

2005 4,831 400 

出所: Estadísticas Sistema de Información–PAICMA 2013 

年 7 月 

注：PAICMA には地雷撤去部隊はないが、埋設地域情報や撤

去計画を作成し国軍に提供、国軍が行う。 
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(4) 障害者関連 

全障害者に占める障害因別の人口割合(2007～2013 年) 

恒常的な障害の内容 割合(%) 障害者数

四肢の動作 50.2% 497,239

神経系統 41.0% 405,945

視覚 40.8% 403,868

心肺系統 30.3% 299,824

聴覚 18.5% 183,489

発話 16.9% 167,118

消化器・ホルモン分泌 15.6% 154,512

生殖器系統 7.7% 76,043

皮膚 4.7% 46,154

臭覚、触覚、味覚 3.4% 33,306

該当なし 0.002% 23

計 100% 990,777
 

出所: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, MinSalud 2013 年

5 月 

 

地雷・不発弾被災による、障害別の被災障害者数／割合 

障害種 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

四肢切断 26 142 177 128 122 115 38 

聴覚障害 12 41 41 23 36 83 48 

視覚障害 805 365 49 19 24 48 34 

計 843 548 267 170 182 246 120 

 

 
出所: Estadísticas Sistema de Información –PAICMA  2013 年 6 月 

注: PAICMA によれば地雷被災者の障害種別に係る統計はデータ収集が十分とは言えず、人口の実数は更に大

きい可能性がある。（PAICMA 聴き取り調査 2013 年 7 月） 
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（４）障害者関連



 

(5) 投降兵士関連 

 

個人投降による元兵士動員解除（投降）数（2013 年 5 月時） 

 

集団投降による元兵士動員解除（投降）数（2013 年 5 月時） 

 
出所：Sistema de información para la Reintegración SIR, ACR 2013 年 6 月 

 

ACR の支援を受けた投降兵士数（2007-2012） 

 
出所：Sistema de información para la Reintegración SIR, ACR 2008～2011 及び 

2012 年データについて Informe de Gestión 2012, ACR deciembre 2012 
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（５）投降兵士関連



 

(6) 社会心理的ケア関連 

社会心理的ケアを受けた自治体・市民 (2012 年 10 月– 2013 年 2月) 

地域チーム 支援対象市 グループ数 参加者数  個別ケア 家族ケア 

Antioquia 
Medellín 1 33 7 0 

Apartado 6 170 3 0 

Cauca 
Popayán 3 77 8 1 

Tambo 3 99 27 1 

Cesar 
Valledupar 3 82 5 0 

Aguachica 3 109 8 0 

Córdoba 
Montería 4 150 12 0 

Tierra Alta 2 60 6 2 

Choco 
Quibdo 3 92 12 0 

Riosucio 3 120 6 0 

Huila 
Neiva 3 78 16 4 

Pitalito 3 96 10 3 

Sucre 
Sincelejo 3 101 3 1 

San onofre 3 88 16 2 

Nariño 
Pasto 1 22 2 0 

Tumaco 4 110 3 1 

計 16 市 48 グループ 1,487 144 15 

出所: MinSalud, Convenio 464 / 2012, 2013 年 7 月 

社会心理的ケアを受けた自治体・登録・実績 (2012 年 10 月– 2013 年 2 月) 

県 支援対象市 管轄区  ケア登録者数 支援実績 
Atlántico  Soledad    - 35  35  
Atlántico  Barranquilla    - 103  103  
Bolivar  Carmen de Bolivar El Salado  771  154  
Bolivar  Cartagena    - 1.982  396  
Sucre  Los Palmitos    - 40  40  
Sucre  Sincelejo    - 703  160  
計 6 1 3.634 888 

出所: MinSalud, Convenio 654 / 2012, 2013 年 7 月 

2013 年度・紛争被害者社会心理的ケアと総合保健プログラム(PAPSIV)（計画） 

県 事業数 対象人口規模 
ANTIOQUIA  17 6,625 

ARAUCA 5 1,790 

ATLÁNTICO 6 1,850 

BOlIVAR 6 2,190 

BOGOTÁ D.C. 2 922 

CAUCA 5 1,706 

CESAR 6 1,956 

CHOCÓ 6 1,585 

CÓRDOBA 10 3,325 

LA GUAJIRA 5 1,804 
HUILA 2 922 

MAGDALENA 6 1,922 

META 6 1,860 

NARINO 8 2,780 

NORTE DE SANTANDER 7 2,257 

SANTANDER 14 4,562 

SUCRE 7 2,132 

VALLE DEL CAUCA 8 2,572 
計 136 42,760 

出所: MinSalud, 2013 年 7 月
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（６）社会心理的ケア関連



 

資料 2.法律第 1448 号における紛争被害者ケア・補償に係る情報 

 

被害者総合ケア・補償国家システムの実施責務組織 (2011 年時細則) 

内務省 農業農村開発省 文化省 被害者総合ケア・補償 特別運営局（ユニット） 

法務司法省 保健社会福祉省 情報通信技術省 国家監査室 検察局 

外務省 労働社会保障省 国家企画庁 国民オンブズマン 社会繁栄庁 

財務金融省 運輸通産省 大統領府人権国際人道権プログラム 国民戸籍登録局 

国防省 環境住居土地開発省 大統領府女性平等高等審議会 高等裁判所 

職業訓練庁 大統領府対人地雷総合アクションプログラム 国家警察 

コロンビア対外技術・金融研究所 歴史・記憶検証センター コロンビア家族福祉研究所 

国家貧困撲滅庁 国立公文書・資料館 公証・登録局 コロンビア農村開発研究所 

国家団結局 国立法医学研究所 国際商業銀行 ｱｳｸﾞｽﾃｨﾝｺﾀﾞｼ地理研究所 

同法に基づくケア・補償に従事する公的機関・県市町村自治体・民間組織 国家参画会 

出所： Guía práctica para entender la Ley de Víctimas, Unidad para las Víctimas  

注）2011 年時細則では上 41 が挙げられたが、省庁改編（分割等）の影響を受け、2013 年現在は 52 である。 

 

法律第 1448 号によるケア・補償フロー 

 

支援               補償 

人道的ケア 
保健医療 
教育 
葬儀支援 
身分証明支援 
食糧／栄養 
家族との再会 
生計向上 

土地返還
リハビリテーション 
賠償支払 
満足を得る方策 
再犯をしない確約 

集団和解計画 
・コミュニティー 
・民族グループ 

集団（集団補償） 個人（個別補償）

 
 

被害者認定・支援フロー 

教育（教育省） 
生計向上 
（SENA, DPS）
食糧・栄養 
(ICBF) 
身分証明支援 
(戸籍登録所) 
家族との再会 
(ICBF) 
など支援の提供 

認定不可 被害者ユニットでの

審査 
①被害者を受けた事実

の申告（被害者側から）

⑤被害者ユニット

への継続的人道ケ

アに係る申請 公共事業省

への申告 

認定 

同法対象

に該当し

ない場合 

同法対象に該

当する場合 

②緊急ケア提供 

③被害者ユニッ
トを通じた人道
緊急ケア

④赦許： 
被害の事実

証明につき

満足を得て

加害者との

和解に同意 

 
出所：Guía práctica para entender la Ley de Víctimas, Unidad para las Víctimas 
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２．法律第 1448 号における紛争被害者ケア・補償に係る情報



 

個人補償フロー 

担当： 
雇用省 
住居省 
保健社会保障省 
土地返還ユニット 
農業省 
その他 

②被害者は、被

害事実の認識

に係る供述書

類、及び、身分

証明書類を、提

出する

①被害者が、補

償についての

問い合わせを

行い・被害者ユ

ニットのオリ

エンテーショ

ンへ参加する 

⑤「個人補償計画」の策定と、

実施のサポート 

④補償認定 

⑥ニーズに応じた個別事業の実施 

担当： 
被害者ユニット

③被害者は、
受 付 窓 口 に
て、回復ニー
ズ及び被害特
性についての
説明を行う 

担当： 
被害者ユニット

担当： 
被害者ユニット

補償内容の特定 
住居 
就労 
土地返還 
貸付融資 
リハビリテーション 
満足を得る方策 

担当：被害者ユニット

 
 

集団補償フロー 

⑥計画のモニタリング・評価 

②補償計画参

加者のリスト

アップ 

①集団賠償に

係る被害者認

定の申請 

⑤「集団補償計画」の実施 

④集団的損害・被害に対応

した補償計画の策定 
③損害・被
害の診断

移行期正義委員会による承認 

完了 

 
 

被害予防フロー 

⑥予防方策の実施 

②補完的ケア

及び県による

助成・扶助 

①町村自治体

及び地域移行

期正義委員会

による予防方

策の決定 

⑤申請内容の評価 ④緊急支援の必

要有無の判断 
③被害推計の
アップデート 

④緊急支援内容を本部

へ連絡・支援移行 

緊急支援が

不要の場合

緊急支援が

必要な場合

⑦実施レビュー・運

営指導・モニタリング

⑧予防方策の継続的

実施 
⑨結果の分析 

 
 出所：Guía práctica para entender la Ley de Víctimas, Unidad para las Víctimas 
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資料 3. 紛争終決と持続安定的な平和構築のための総括的合意書(ハバナ合意抄訳)  

 

    紛争終決と持続安定的な平和構築のための総括的合意書（抄訳） 

(2012 年 8 月 26 日署名) 

（序および I～IV 省略） 

V. アジェンダは次の通り： 

１．総合的農業開発政策 

国の地域間統合と公平な社会的・経済的開発を推進するために総合的農業開発が不可欠である。 

1) 土地へのアクセスと土地利用。生産していない土地。土地所有権の取得手続き。農業地の境

界と保全地域の保護。 

2）テリトリー（地方自治体）に焦点を当てた開発プログラム。 

3）土地のインフラと適正化。 

4）社会開発：保健、教育、住居、貧困撲滅。 

5）農畜産業生産と連帯的・共同的経済へと導くインセンティブ。技術支援、補助金、融資。 

収入の創出。マーケティング。労働の正規化。 

6）食料安全システム。 

 

２．政治への参加 

1）野党一般が活動するための権利と保証。特に最終的合意書がサインされた後に生じる新規の

（社会・政治的）運動に対して。マスメディアへのアクセス。 

2）様々なレベルとテーマにおける直接的参加をも含めた市民参加のための民主的メカニズム。 

3）貧困で脆弱な国民をも同等の条件と安全の保証を伴った形で含めた、全てのセクターの国、

地域、自治体レベルにおける政治への参加を促進するために有効な措置。 

 

３．紛争の終決 

総合的、同時並行的プロセスは、次を意味する。 

1）双方による最終的な戦争行為の停止。 

2）武器放棄。FARC-EP メンバーをその利害に応じ経済的・社会的・政治的に市民社会へ再統合

する。 

3）国家政府は FARC-EP に所属するもしくは協力することによって自由を奪われた者、もしくは

起訴・裁定された者たちの状況を調査するため調整を行う。 

4）国家政府は、並行して、腐敗と無処罰との戦いを継続し、特に殺人・虐殺の責任組織や、人

権擁護者や社会的・政治的運動を侵害するいかなる組織をも含めて、犯罪組織とその支援ネット

ワークを撲滅する戦いを強化する。 

5）国家政府は平和構築のチャレンジに対応するため必要な改革や組織的改定を検討し実施する。 

6）安全保証 

7）本合意書の第五項目（犠牲者）に定められた枠内においてパラミリタリー現象等をも究明す

る。 
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３．紛争終決と持続安定的な平和構築のための総括的合意書（ハバナ合意抄訳） 



 

本プロセスが、最終的合意書(Final Agreement) 署名のための始めであり、双方が合意した限定

期間内に、最終合意がサインされなければならない。 

 

４．不法薬物問題の解決 

1）不法栽培種を代替種に交換するプログラム。不法種が栽培されていた地域のコミュニティが

代替種作物栽培・環境回復プログラムのための総合的開発プログラムに設計、実施、評価におい

て参加する。 

2）麻薬消費予防・公衆衛生プログラム。 

3）麻薬の生産と流通現象の問題解決。 

 

５．犠牲者（被害者） 

国家政府―FARC-EP 間合意の核心は犠牲者（被害者）への賠償である。そのため次が検討される。 

1）被害者たちの人権 

2）真実 

 

６．実施、確認と批准 

合意のサインによって全ての合意項目実施がスタートする。 

1) 実施と検証のメカニズム 

a.地域に特別の重要性を与えた実施システム 

b.フォローアップ・検証のための委員会 

c.対立の解消メカニズム 

これらメカニズムは実施のための能力と権限を有し、双方代表者がメンバーとなり、場合によ

っては社会メンバーも加わる。 

2）国際機関の同行 

3）スケジュール 

4）予算 

5）普及、通信のためのツール 

6）合意書の副署メカニズム 

キューバ国ハバナ市において 2012 年 8 月 26 日に調印 

 

(署名者)  コロンビア共和国政府側代表者 

コロンビア革命武装軍・民衆軍（FARC-EP）側代表者 

ウイットネス： キューバ共和国代表者 

ノルウエー政府代表者 

コロンビア政府代表者 
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４．構成案件 2 次評価グリッド  （基本情報及び案件別 2 次評価） 

  4 -1 基本情報 紛争の被害者・共生和解支援プログラム （構成案件情報）< プログラム目標 >　国内避難民、地雷被災者などの経済的・社会的再統合を支援するとともに、被害者と加害者、受入れコミュニティの共生・和解促進を支援する。

プログラム成果

（サブブログラム）

調査

Code
案件名 協力形態 協力期間 協力金額

案件形成時・期間中のコロンビア国関連政策

及び主な根拠法令
関連事業（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ / ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 実施組織 （PD） 最終裨益者 ﾀｰｹﾞｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ ,C/P 実施サイト 直接裨益地域 日本側投入実績

アウトプット（文書・情報化・

政策反映）

日本及び第三国の協力

組織

成果１：国内避難

民の生活の質の向

上のための支援モ

デルが開発され

る。

1 国内避難民等社会的

弱者に対する栄養改

善プロジェクト

技プロ

FU（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援）

3 年 ,2006 年 5 月

31 日 ～ 2009 年 5
月 30 日（終了）

FU:2010 年 12 月～

2011 年 3 月

（終了）

約 1.06 億円 ボゴタ市食料安全保障栄養改善政策

ｱｸｼｵﾝｿｼｱﾙ食糧安全保障ﾈｯﾄﾜｰｸ都市農業普及政

策（ｱｸｼｵﾝｿｼｱﾙ RESA URBANA）

国家社会経済審議会文書 3400 号「国内避難民

支援の為の政府支出目標と優先付け」

ボゴタ市南部地区の都市農業普

及ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（Bogota319 ／有機

栽培）, ボゴダ市ｺﾐｭﾆﾃｨｰｷｯﾁﾝ

炊き出し事業 , ボゴタ飢餓の追

放（Bogotá sin Hambre）, 食 の

行き届いたボゴタ（Bogotá bien 
Alimentada）, 前向きなボゴタ

（Bogotá Positiva）
食糧安全保障委員会

ボゴダ市植物園 国内避難民を含む社

会的弱者

ボゴタ市植物園、ボゴタ市役所、

プロジェクト 319 雇用職員、

ｻﾝｸﾘｽﾄﾊﾞﾙ区の国内避難民を含む

住民

ボゴダ市サンクリ

ストバル地区

ボゴダ市サンクリストバ

ル区

長期専門家 1 名 36MM、短期専門家複数名、第三

国研修（アルゼンチン、ペルー、キューバ）、本邦

参加型地域開発研修 3 コース 6 名（2006 年度に 2 
名を集団研修「参加型地域社会開発の理論と実践」、

2007 年度・2008 年度地域別研修「小規模農民支援

有機農業普及手法（中米カリブ地域）、機材供与（車

輛、事務機器）、在外事業強化費（機器等）、国内

セミナー、インフラ整備費等。

栽培技術マニュアル

都市農業社会開発マニュアル

都市農業普及教ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

都市農業普及対象作物別の特

徴・栽培方法・料理方法パン

フレット

農業円卓会議組織化

第三国での都市農業及

び参加型地域開発研修

受入れ組織（アルゼン

チン、ペルー、キュー

バ）

2 国内避難民支援のた

めの地方行政能力開

発プロジェクト

技プロ 3 年、2009 年 11 月

19 日 ～ 2012 年 11
月 18 日（終了）

約 177,123 千円 法律第 387 号／ 1997（国家国内避難民支援計

画策定義務）

法律第 250 号／ 2005（地方自治体統一包括計

画 PIU 策定義務）

国家社会経済審議会文書 3400 号／ 2006「国

内避難民支援の為の政府支出目標と優先付け」

法律第 1190/2008（国内避難民支援地方自治体

調整 /FU ﾕﾆｯﾄの設置に係る法律）

法律第 1448/2011（被害者救済法）被害者総合

ケア・補償国家システム（SNARIV）

国内避難民の統合的支援国家シ

ステム（SNAIPD）

地方自治体における包括統一計

画（PIU）／地域ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ（PAT）
策定・実施

被害者支援・総合補償国家シス

テム（SNARIV）

内務司法省（MI Ｊ）  （現・内

務省）

国内避難民を含む社

会的弱者

内務司法省（MIJ）
国内避難民支援地方自治体調整

フォローアップユニット

地方自治体（マグダレナ県サンタ

マルタ特別市）

自治体の国内避難民支援委員会メ

ンバー

ボゴタ

マグダレナ県（サ

ンタマルタ市）

マグダレナ県 長期専門家 3 名（チーフアドバイザー、PCM/ 総括、

地方行政 / 業務調整）、

短期専門家 3 名（組織分析、情報システム、PCM
研修等）、

現地コンサルタント雇用（4 名）

本邦研修、技術交換事業

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ評価ﾃｷｽﾄ

簡易 PCM 実施要項

PIU（統一包括計画）6 件

避難民統計ソフト

RUSICST（地域被害者支援情

報システム統一報告）様式

N.A

3-1 （補正）地域振興アド

バイザー（一村一品）

専門家派遣 約 8 か月、2010 年

1 月 25 日 ～ 2010
年 7 月 31 日（終了）

約 0.16 億円

政令第 250 号／ 2005「国内避難民の総合ケア」

国家開発計画 2006-2010 における地域開発戦

略（紛争・貧困因となる地域格差の是正）

国家開発計画 2010-2014 に基づく地域開発戦

略（2013 年 7 月最終化中）

OVOP 推進中央委員会（2009 設

立）

一村一品 12 ｲﾆｼｬﾃｨﾌﾞ／一村一

品推進（JICA 技ﾌﾟﾛ）（実施中）

国家企画庁（DNP） 国内避難民を含む社

会的弱者（貧困層等）

と市民

国家企画庁（DNP）
一村一品運動推進組織間運営委員

会（国家企画庁、国立職業訓練庁

SENA、アクシオンソシアル、農

業農村開発省、商工観光省）

一村一品大会で表彰・選定された

事業体地域リーダー（選事業体／

自治体・市町村民）

一村一品運動推進関係者（ｱﾝﾃｨｵｷ

ｱ県農林業発展室、ｶｳｶ県コーヒー

生産委員会、コルドバ県文化秘書

室、労働組合、サンタンデール県

農業・地域開発室、文化省、コロ

ンビア国際開発庁 APC、国立学習

サービス・サンタンデール農業観

光センター、大学、等）

コロンビア全域 １２ｲﾆｼｬﾃｨﾌﾞ地域：

トリマ県

アンティオキア県

ボジャカ県

コルドバ県

カウカ県

キンディオ県

クンディナマルカ県

ナリーニョ県

トゥチン市

サンタンデール県

ブトゥマヨ県

ウィラ県

※社会経済活動コミュニ

ティであるイニシャティ

ブ関係者の居住地域は行

政区を跨ぐ場合がある。

専門家 1 名：8.3MM、現地業務費 ｲﾆｼｬﾃｨﾌﾞ選定に係る各資料：

一村一品推進ｺﾝｾﾌﾟﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、

案件評価票

OVOP 中央実行委員会発足

研修参加者アクションプラン

12 ｲﾆｼｬﾃｨﾌﾞ特性調査

OVOP 地域委員会発足

国家開発計画 2010 － 2014・地

域開発戦略への導入（草案）

大分県 , 大分市町村自

治体、同県内商工業関

係者（民間）

JETRO
立命館アジア太平洋大

学

3-2 （補正）一村一品推進

アドバイザー

専門家派遣 約 9 カ月、2009 年

11 月 1 日 ～ 2010
年 7 月 31 日（終了）

約 7,381 千円 専門家、現地業務費

3-3 一村一品推進アドバ

イザー

専門家派遣 2010 年 7 月 21 日

～ 31 日（終了）

約 2,592 千円 専門家、現地業務費

3-4 （補正）一村一品推進

研修

国別研修 2009 年度 約 33,113 千円 日本 研修員受入れ

・研修実施費、宿泊費・生活費、研修旅行費、来日

後の医療費、研修教材等

3-5 一村一品研修 （アン

デス地域一村一品推

進）

地域別研修 2010 年 10 月 （ 終

了）

N.A. 日本 ・研修実施費、宿泊費・生活費、研修旅行費、来日

後の医療費、研修教材等

・ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝに係る FU 経費の一部

3-6 一村一品推進 国別研修

FU（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援）

約 2 年 3 か月 ,2011
年 1 月 6 日～ 2013
年 3 月 31 日（終了）

FU:2010 年 12 月～

2011 年 3 月（終了）

約 22,000 千円 日本

FU：コロンビア

本邦研修員受入 15 名（予定）× 3 年間

・研修実施費、宿泊費・生活費、研修旅行費、来日

後の医療費、研修教材等

FU:12 ｲﾆｼｬﾃｨﾌﾞ 12 カ所での普及ｾﾐﾅ - 実施

3-7 一村一品推進 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 2011 年 1 月～ 3 月 約 4,685 千円 コロンビア ローカルコンサルタント 2 名（2.5MMx2 名）

成果２：地雷被災

予防及び地雷被災

者の医療リハビ

リ、社会参加促進

のための支援モデ

ルが開発される。

4 地雷被災者を中心と

した障害者総合リハ

ビリテーション体制

強化プロジェクト

技プロ 4 年、2008 年 8 月

25 日 ～ 2012 年 8
月 24 日（終了）

約 2.5 億円 法律第 418 号／ 1997、法律第 782 号／ 2002（対

人地雷被災者法）

コ国憲法（1991 年）13 条 24 条 47 条 54 条 68
条（障害者の保健医療サービス受給の権利の

保障）、法律第 100 号／ 1999（総合社会・医

療保障制度、障害者の医療保障の実現）

障害国家政策文書（CONPES 80）
法律第 1448/2011（被害者救済・土地返還法）

被害者支援・総合補償国家システム（SNARIV）

対人地雷総合ｱｸｼｮﾝ大統領ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑ

連帯保障基金（FOSYGA）（地

雷被災者・家族対象）

被害者支援・総合補償国家シス

テム（SNARIV）

対人地雷総合ｱｸｼｮﾝ大統領ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ（PAICMA）, 
社会保障省（現・保健社会保

障省）

地雷被災者を含む障

害者と家族

対人地雷総合ｱｸｼｮﾝ大統領ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（PAICMA）

社会保障省（現・保健社会保障省）

バジェ保健局保健局

アンティオキア保健局 
バジェ大学病院

サンビセンテデパウロ財団大学病

院

フンダシオンイデアル

コミテデリハビリタシオン

各施設のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職人材、

選定の地域医療サービス提供施設

（1 次～ 3 次）

ボゴタ市

（政策 ･ ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ）

アンティオキア県

メディジン市

バジェデルカウカ

県カリ市

アンティオキア県

バジェ県、及び

両県の対象医療施設のレ

ファラル県

・長期専門家４名（ﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ / 総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、

住民参加 / 公衆衛生、住民啓発／障害者教育、業務

調整）

・短期専門家５名（総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ , 視覚障害ﾘﾊﾋﾞ

ﾘﾃｰｼｮﾝ、住民参加 , ﾁｰﾑﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）
・本邦研修

「総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（8 名）」「切断障害者への総合ﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（6 名）」「視覚障害者への総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝ（8 名）」「ﾁｰﾑﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（４名）」

・ｺﾛﾝﾋﾞｱ国内セミナー：JICA 専門家講師による「日

常生活活動」「視覚障害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ」等計 18 回・

延べ 846 名参加、及び C/P による計 34 回・延べ 1,333
名参加

・メキシコ CBR 国際会議７名参加

・JICA コスタリカ技プロ「ブルンカ地方における

人間の安全保障を重視した地域住民参加の総合ﾘﾊﾋ

ﾞﾘﾃｰｼｮﾝ強化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」ﾌｫｰﾗﾑ参加２名

・供与機材、在外事業強化費

下肢切断患者のリハビリテー

ションガイド、視覚障害／全

盲リハビリテーションガイド、

視覚障害／弱視リハビリテー

ションガイド、患者台帳（ﾘﾊﾋ

ﾞﾘﾃｰｼｮﾝｹｱのための ADL 評価

票）

地雷・不発弾等の被災時にお

ける医療施設受診前措置基本

手順ガイド、被災者・障害者

の権利と義務ガイド

CONPES 障害政策への反映（草

案）

ソーシャル・インクルージョ

ン政策への反映（2012）

厚生労働省、国立身体

障害者リハビリテー

ションセンター等

メキシコ第 2 回 CBR
国際会議参加

コスタリカ KALOIE プ

ロジェクトフォーラム

参加

5 対 人 地 雷 総 合 ア ク

ション大統領プログ

ラム強化

在外・本邦研修

FU（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援）

1.5 年、2010 年 2
月 21 日 ～ 2011 年

8 月 21 日（終了）

FU:2012 年 1 ～ 2
月

約 4,700 万

（FU 含む）

法 律 第 418 号 ／ 1997 及 び 法 令 第 782 号 ／

2002（対人地雷被災者法）, 
オタワ条約（対人地雷の使用・貯蔵・生産・

移転の禁止とその廃棄に関する条約 /2000 年 9
月批准）、

法律第 1448/2011（被害者救済法）被害者支援・

総合補償国家システム（SNARIV）

対人地雷総合ｱｸｼｮﾝ大統領ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑ

紛争被害者総合ケア・補償国家

システム（SNARIV）

EU-PAICMA ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

UNMAS ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

対人地雷総合ｱｸｼｮﾝ大統領ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ（PAICMA）

コロンビア国民 対人地雷総合ｱｸｼｮﾝ大統領ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（PAICMA）

カンボジア（カン

ボジア地雷対策セ

ンター CMAC）、
本邦研修につい

て、日本

コロンビア全土 第三国研修：カンボジア CMAC での研修に 15 人

ｘ２週間ｘ 3 回

本邦研修：計画 ･ 立案研修に４人ｘ５日間ｘ１回

FU: ｺﾛﾝﾋﾞｱ国内地方自治体研修（10 の県自治体を

対象）

研修ﾏﾆｭｱﾙ

PAICMA ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ

PAICMA 年次計画への反映

地域ニーズによる人道的地雷

対策の拡大

調整・協力する地域関係者の

拡大

カ ン ボ ジ ア 地 雷 ア

ク シ ョ ン セ ン タ ー

（CMAC）

成果３：投降兵士

及び家族が経済的

に自立し、コミュ

ニティに定着する

ための支援モデル

が開発される。

6 投降兵士家族及び受

入コミュニティーの

ための起業・就業支

援プロジェクト

技プロ

FU（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援）

3 年、2008 年 2 月

25 日 ～ 2011 年 2
月 24 日 （終了）

FU:2011 年 6 月 ～

2012 年 3 月

（終了）

約 1.27 億 ｻﾝﾀﾌｪﾃﾞﾗﾘｰﾄ協約（2003 年） 
法律 975 号／ 2005: 公正和平法

2006 年法令第 3043 動員兵士の社会・経済的

再統合政策

2008 年 CONPES No.3554 投降兵士の再統合

国家政策（La Política de Reintegración Social y 
Económica:PRSE）

政府武装解除・動員解除・元戦闘員の社会復

帰（DDR）方針（国家開発計画 PND 2006-
2010 及び 2010-2014） 

武装集団投降兵士の社会復帰ﾌﾟ

ﾛｸﾞﾗﾑ

ボゴタ市投降兵士支援補完ﾌﾟﾛｸ

ﾞﾗﾑ（ﾐｯｼｮﾝﾎﾞｺﾞﾀ、就業紹介ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ , PADREB/SEGOB）

メデジン市投降兵士支援事業

（メデジンモデル）

投降兵士再統合高等審議会

（ACR）
（現・ｺﾛﾝﾋﾞｱ投降兵士再統合

庁）

投降兵士とその家

族、受入れコミュニ

ティ構成員

投降再統合高等審議会（ACR）, 
ボゴタ市役所内務局投降・再統合

支援プログラム（PAPDREB）事

務所 , 社会経済問題担当事務所

（IPES）, 国立職業訓練庁（SENA）, 
投降兵士と家族、受入れｺﾐｭﾆﾃｨ住

民

ボゴタ市 ボゴタ市 長期専門家１名（企業 ･ 就業支援 / 業務調整）、短

期専門家 4 名（就業支援事業強化 2 名、小規模ビ

ジネス事業支援強化 2 名）、本邦研修に 10 名、在

外事業強化費（現地コンサルタント傭上など）

就業・起業ルートモデル

就業支援ルートマップ

就業支援ガイドライン案（就

業支援ツールとして面接シー

ト、フォローアップシート）

N.A

成 果 ４： 国 家 補

償 和 解 委 員 会

（CNRR）と保健社

会保障省（MPS）

の紛争被害者への

社会心理的ケアの

能力が開発され

る。

7 紛争被害者への社会

心理的ケアのための

人材育成

在外研修 3 年、2010 年 1 月

20 日 ～ 2013 年 1
月 19 日 （終了）

約 3,000 万 法律 975 号／ 2005: 公正・和平法

政令第 1290 号 /2008（被害者補償と救済）

国家開発計画 2006-2010 における「国民全体

の安全の確保」

法律第 1448/2011（被害者救済法）被害者支援・

総合補償国家システム（SNARIV）

被害者補償和解委員会（CNRR）
の設立

歴史検証委員会（CMH）の設立

（2011 年、歴史記憶検証センター

に移行）

被害者支援・総合補償国家シス

テム（SNARIV）

紛争被害者社会心理的ケア国家

プログラム

連帯保障基金（FOSYGA）（地

雷被災者・家族対象）

被 害 者 補 償 和 解 委 員 会

（CNRR）, 社会保障省（現・

保健社会保護省）

暴力・紛争被害者 国家補償和解委員会（CNRR） の社

会心理士、

社会福祉省（MPS）所轄医療等施

設の医師・看護士・ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ・

臨床心理士など専門職人材 , 
社会福祉省（MPS）の社会的弱者

支援担当者 
（15 名 x2 回）

ペルー（研修地）、

ボゴタ（研修生選

定調整）

（研修生の活動地

はボゴタ市、カリ

市、メデジン市、

カルタヘナ市）

ボゴタ市、カリ市、メデ

ジン市、カルタヘナ市

ペルー在外研修（中央及び地域の専門職人材、15
名 x4 回）

在外事業強化費（ペルーでの研修受講にかかる航

空賃、研修員旅費、ペルー UNMSM との契約等研

修受講経費、現地コンサルタントの傭上、コロン

ビア国内セミナー実施等）

12 支援組織を想定したｱｸｼｮﾝﾌ

ﾟﾗﾝ ･ ﾏﾄﾘｯｸｽ（社会心理的ケア

戦略）ﾄﾞﾗﾌﾄ

保健社会保護省＜社会心理的

ケアと総合保健プログラム＞

への反映

ペルー研修実施組織 :
（第一回目研修）ｻﾝﾏﾙｺ

ｽ大学／ JICA 委託、

ペルー側研修協力組

織：国立野口英世精神

衛生研究所（INSM）、

平和共生和解国家委員

会（CMAN）及び保健

省 （MINSA） 

8 総合的被害者支援シ

ステムの開発

（被害者支援総合シス

テム）

国別研修

課題別研修

2010 年 2 月 28 日

～ 3 月 20 日（終了）

2007 年 ,2008 年 , 
2009,2011 年 ,2012
年（終了）

約 937 万円

N.A（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

外予算）

国家補償和解委員会（CNRR） 暴力・紛争被害者 国家補償和解委員会（CNRR）の

法律専門家、心理士、政治学者な

ど専門職人材

保健社会保障省 ,　被害者ユニッ

ト ,　PAICMA の被害者・被災者

支援担当専門職員

日本 コロンビア全土 国別研修 1 回（CNRR8 名）実施費、宿泊費・生活費、

研修旅行費、来日後の医療費、研修教材等

課題別研修 3 回（MinSalud 1 名 , PAICMA 2 名 , 被
害者ユニット 2 名、計 5 名）実施費、宿泊費・生活費、

研修旅行費、来日後の医療費、研修教材等

常盤大学



外務省所轄案件 貧困層のための平和

的な紛争解決サービ

ス

マルチ、世銀日本

社会開発基金 JDSF
2008 年度採択 約 1,90 百 万 米

ドル

国家開発計画 2006-2010 における「国民全体

の安全の確保」

N.A 内務司法省・国際協力局 女性、先住民、アフ

リカ系コロンビア

人、障害者、貧困層

を含む、社会的弱者

自治体（５か所）、市民団体 世銀日本社会開発基金への無償拠出 N.A N.A

暴力の被害者である

コロンビアの若い女

性へのエンパワーメ

ント：持続可能な社

会経済的取り込みに

向 け た 革 新 的 ア プ

ローチ

マルチ、世銀日本

社会開発基金 JDSF
2009 年度採択 約 1,48 百 万 米

ドル

国家開発計画 2006-2010 における「国民全体

の安全の確保」

N.A （ｺﾛﾝﾋﾞｱ NGO）　Corporación 
E s c u e l a  G a l á n  p a r a  l a 
Democracia

紛争・暴力被害者女

性（15-25 歳）

世銀日本社会開発基金への無償拠出 N.A N.A

ソアチャにおける脆

弱なグループの人間

の安全保障状況改善

マルチ、国連人間

の安全保障基金

2010 年度採択 約 2,55 百 万 米

ドル

国家開発計画 2006-2010 における「国民全体

の安全の確保」

N.A 避難民、避難民受入

れｺﾐｭﾆﾃｨｰ、女性、

青少年

クンディナマルカ

県ソアチャ地域

クンディナマルカ県ソア

チャ地域

国連人間の安全保障基金への無償拠出 N.A N.A

－ 88 －
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が
推

進
す

る
都

市
農

業
支

援
政

策
と

、
国

内
避

難
民

支
援

対
策
、

及
び
、

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ

31
9
を

含
む

ボ
ゴ

タ
市

の
食

糧
安

全
保

障
・

栄
養

改
善

政
策

を
支

援
す

る
も

の
で

あ
る

。
国

内
避

難
民

の
支

援
の

観
点

で
都

市
部

避
難

民
の

栄
養

改
善

が
目

指
さ

れ
、

本
プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

の
達

成
に

資
す

る
事

業
で
あ
る
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
20

09
,業

務
完

了
報

告
書

20
10

、
20

11
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
（

情
報

収
集

確
認

）
ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ

PN
A
、

ボ
ゴ

タ
植

物
園

2 
 実

施
の

タ
イ

ミ
ン

グ
は

コ
国

の
平

和
構

築
の

プ
ロ

セ
ス

・
政

治
社

会
情

勢
に

対
し

適
切
で
あ
る
か

案
件

実
施

当
時

に
お

い
て

、
ボ

ゴ
タ

特
区

で
は

避
難

民
や

貧
困

層
が

急
増

し
て

お
り

、
栄

養
改

善
は

社
会

問
題

と
し

て
当

時
の

コ
国
・

避
難

民
支

援
の

一
貫

と
し

て
取

り
組

む
課

題
と

さ
れ

て
お

り
、

日
本

の
平

和
構

築
へ

の
支

援
決

議
か

ら
も
、
時
機
に
か
な
っ
た
協
力
と
判
断
で
き
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）
、
ボ
ゴ
タ
植
物
園

2 
 日

本
の

コ
国

支
援

戦
略

、
JI

C
A

の
対

コ
国

事
業

実
施

計
画

と
の

整
合

性

3 
 日

本
の

平
和

構
築

支
援

政
策

と
合

致
し

支
援

の
政

治
的

・
政

策
的

意
義

が
あ

る
か

我
が
国
は
紛
争
被
害
者
支
援
を
人
間
の
安
全
保
障
の
視
点
「
平
和
構
築
」
課
題
と
認
識
し
、

20
08

年
8
月
の
コ
ロ
ン
ビ

ア
O

D
A
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

及
び

コ
国

政
府

と
の

経
済

協
力

政
策

協
議

に
よ

り
、
「

紛
争

の
結

果
生

じ
る

社
会

的
・

経
済

的
問
題
へ
対
策
を
講
じ
る
」
意
向
を
表
明
し
た
。
本
案
件
は
同
対
策
に
対
応
し
政
策
的
な
根
拠
・
意
義
が
高
い
。

平
和

の
構

築
ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ

20
08

, ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ

調
査
報
告

20
10

, G
-2

4 
C

ar
ta

ge
na

 D
ec

la
ra

tio
n

4 
 JI

C
A
の

実
施

計
画
・

支
援

戦
略

の
観

点
で

の
意

義
本

案
件

は
JI

C
A
の

対
コ

ロ
ン

ビ
ア

国
別

実
施

計
画

の
援

助
重

点
課

題
「

平
和

構
築

支
援

」
に

お
け

る
「

国
内

避
難

民
等
社
会
的
弱
者
協
力
」（

サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
に
位
置
付
け
ら
れ
、

20
08

年
の
平
和
構
築
支
援
に
係
る
調
査
・
協
議
（
ﾎ
ﾟ

ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
）
に
よ
り
「
紛
争
被
害
者
と
共
生
・
和
解
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

」
に
組
み
込
ま
れ
た
。
計
画
の
前
後
が
あ
っ

た
も

の
の
、

本
案

件
の

目
標

及
び

最
終

裨
益

者
は

同
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
成

果
・

裨
益

者
者

に
合

致
す

る
点

で
、

支
援

戦
略

と
整
合
す
る
。

対
コ
国
実
施
計
画
・
展
開
計
画
（

20
08

）
終

了
時

評
価

調
査

報
告

書
、

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ

中
間

ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査

）
、

「
平
和
の
構
築
」
ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
（

20
08

）

3 
 裨

益
者
・

裨
益

地
域

の
ニ

ー
ズ

に
対

す
る

実
施

の
必

要
性

5 
 対

象
裨

益
者
・

地
域

で
の

裨
益

者
ニ

ー
ズ

に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
か

対
象

地
域

の
ボ

ゴ
タ

市
サ

ン
ク

リ
ス

ト
バ

ル
地

区
は

。
居

住
区

階
層

1
と

2
に

該
当

す
る

貧
困

地
域

で
、

国
内

避
難

民
や

貧
困

世
帯

で
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
や

た
ん

ぱ
く

質
の

不
足
、

ビ
タ

ミ
ン

や
ミ

ネ
ラ

ル
の

不
足

な
ど

栄
養

バ
ラ

ン
ス

の
欠

如
を

含
む

栄
養

失
調

状
況

が
見

ら
れ

、
政

府
や

地
方

自
治

体
も

栄
養

改
善

や
摂

取
栄

養
素

の
改

善
に

取
り

組
ん

で
い

た
と

こ
ろ

で
あ

っ
た
。

都
市

農
業

は
政

府
・

自
治

体
の

政
策
・

事
業

の
方

法
論

で
あ

り
、

こ
れ

通
じ

た
栄

養
改

善
は

、
裨

益
者
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
09

,業
務

完
了

報
告

書
20

1、
20

11
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書

（
平

和
構

築
分

野
の

情
報

収
集

確
認

調
査

）
ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ

PN
A
、
ボ
ゴ
タ
植
物
園

4 
 ア

プ
ロ

ー
チ

（
戦

略
）

の
適

切
性

6 
 直

接
受

益
者

・
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
・

実
施

組
織

の
選

定
は

適
切

で
あ

る
か
、

選
定

で
は

必
要

な
関

係
者

が
十

分
に

巻
き
込
ま
れ
て
い
た
か

既
に

都
市

農
業

事
業

を
進

め
る

ボ
ゴ

タ
市

植
物

園
を

実
施

組
織

と
し

、
共

生
･
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
強

化
の

観
点

か
ら

避
難

民
と

共
に
対
象
地
区
の
貧
困
層
世
帯
を
対
象
と
し
た
点
は
適
切
な
選
定
で
あ
っ
た

。
（

注
）

本
案

件
で

は
、

国
内

避
難

民
を
「

都
市

農
業

に
従

事
可

能
な

定
住

生
活

を
営

み
始

め
た

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
」

と
定

義
し
、

栄
養
改
善
を
「
総
合
的
な
都
市
農
業
戦
略
を
実
施
す
る
こ
と
で
消
費
野
菜

料
と
種
類
が
増
加
す
る
こ
と
」
と
定
義
し
た
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
09

,業
務

完
了

報
告

書
20

10
、

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（
情
報
収
集
確
認
調
査
）

7 
 案

件
対

象
地

や
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
・

直
接

裨
益

者
に

及
ぼ

し
う

る
悪

影
響
・

リ
ス

ク
を

回
避

す
る

対
策

が
盛

り
込

ま
れ
て
い
る
か

避
難

民
の

み
な

ら
ず

貧
困

層
等

社
会

的
弱

者
が

多
く

暮
ら

す
地

区
を

対
象

と
し

、
住

民
組

織
化

の
環

境
を

強
化

し
、

避
難

民
に

特
化

し
な

い
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
事

業
と

す
る

配
慮

が
な

さ
れ

た
こ

と
で

、
住

民
間

の
支

援
の

差
別

感
や

栄
養

改
善

状
況

の
格
差
発
生
の
予
防
と
、
共
生
理
解
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た

。

同
上

効
果

（
有

効
性

・
効

率
性

）

1 
 ﾌﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
の

達
成

度
8 

 
「

都
市

農
業

の
強

化
を

通
じ

て
サ

ン
・

ク
リ

ス
ト

バ
ル

区
の

国
内

避
難

民
を

含
む

社
会

的
弱

者
の

栄
養

摂
取

状
況

が
改

善
さ

れ
る

」
（

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
）

が
実

現
さ

れ
た
か

ボ
ゴ
タ
市
植
物
園
の
都
市
農
業
能
力
強
化
（
成
果

1）
の
観
点
で
は
、
ｱ
ﾙ
ｾ
ﾞ
ﾝ
ﾁ
ﾝ
・
ﾍ
ﾟ
ﾙ
ー
・
ｷ
ｭ
ｰ
ﾊ
ﾞ
の
都
市
農
業
実
施
国

で
の

技
術

視
察
・

栽
培

技
術

研
修

等
を

行
い

能
力

向
上

が
図

ら
れ

た
。

蓄
積

し
た

適
正

技
術

は
「

栽
培

技
術

マ
ニ

ュ
ア

ル
」
に
纏
め
ら
れ
た
。
更
に
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
で
の
良
好
な
関
係
づ
く
り
や
組
織
化
に
活
用
可
能
な
「
都
市
農
業
社
会
開
発
マ
ニ
ュ

ア
ル

」
を

作
成

し
高

い
評

価
を

受
け

た
。

対
象

住
民

の
都

市
農

業
に

関
わ

る
能

力
強

化
（

成
果

2）
に

つ
い

て
は
、

イ
ン

パ
ク

ト
調

査
（

20
09
）

に
て

対
象

住
民

の
栽

培
面

積
が

32
.1
％

増
加

し
た

こ
と

が
確

認
さ

れ
、

目
標

指
標

を
達

成
し

た
。

住
民

は
新

し
い

都
市

農
業

栽
培

技
術

を
活

用
し
、

料
理
・

食
品

加
工

・
栄

養
に

係
る

研
修

実
施

に
よ

る
知

識
習

得
が

な
さ

れ
た
。

区
の

都
市

農
業

活
動

持
続

性
確

保
す

る
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
で

の
枠

組
み

作
り

の
強

化
（

成
果

3）
で

は
、

都
市

農
業
円
卓
会
議
が
期
間
中

11
回
開
催
さ
れ

10
以
上
の
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
が
参
加
し
た

。
20

09
年

1
月
時
点
で
８
グ
ル
ー
プ
が
事
業

を
実
施
し
て
い
る
。
円
卓
会
議
に
よ
っ
て
区
行
政
と
住
民
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
の
連
携
が
促
進
さ
れ
た
。

　
こ

れ
ら

成
果

に
よ

り
、

期
間

中
に
、

ボ
ゴ

タ
市

植
物

園
で

は
野

菜
栽

培
に

お
い

て
従

来
食

用
と

さ
れ

て
き

た
野

菜
に

加
え

、
新

た
に

６
種

の
野

菜
種

を
導

入
し

う
ち

４
種

（
ｷ
ﾇ
ｱ
、

ｸ
ﾋ
ﾞ
ｵ
ｽ
､
ｲ
ﾋ
ﾞ
ｱ
ｽ
､
ﾍ
ﾟ
ﾋ
ﾟ
ﾉ
、

ﾄ
ﾞ
ｳ
ﾙ
ｾ
）

が
定

着
し

た
。

ﾍ
ﾞ
ｰ

ｽ
ﾗ
ｲ
ﾝ
ﾝ
ﾃ
ﾞ
ｰ
ﾀ
に
比
し
て

4
種
の
増
加
で
結
果
は

33
種
と
な
っ
た
。
高
頻
度
消
費
類
型
（
消
費
回
数

5-
7
回
／
週
）
の
野
菜
、

中
頻

度
の

野
菜

（
消

費
回

数
2-

4
回

／
週

）
に

つ
い

て
12

～
14

％
,低

頻
度

消
費

類
型
（

0-
1
回

／
週

）
の

野
菜

に
つ

い
て

8
～

12
％
の
増
加
が
確
認
さ
れ
目
標
は
概
ね
達
成
さ
れ
た
。
更
に
、
対
象
区
に
お
け
る
参
加
者
の
増
加
、
円
卓
会

議
な
ど
住
民
組
織
化
や
活
動
参
加
の
広
が
り
、
避
難
民
と
受
入
れ
住
民
の
関
係
性
の
構
築
が
見
ら
れ
た
。

終
了
時
評
価
調
査
報
告
書

20
09

業
務
完
了
報
告
書

20
10

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
） 4

 -2
 案

件
別

2
次
評
価
ｸ
ﾞ
ﾘ
ｯ
ﾄ
ﾞ

Ve
rs

io
n 

6 
A

ug
us

t 2
01

3

－ 89 －



2 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
の

他
構

成
案

件
と

の
相

乗
効

果
9 

 プ
ロ

グ
ラ

ム
成

果
1「

国
内

避
難

民
の

生
活

の
質

の
向

上
の

た
め

の
支

援
モ

デ
ル

が
開

発
さ

れ
る

」
た

め
の

他
案

件
と

の
相
乗
効
果

他
の

構
成

案
件

と
の

直
接

の
リ

ン
ケ

ー
ジ

は
な

か
っ

た
が

本
「

栄
養

改
善

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
が

既
存

の
都

市
農

業
政

策
に
基
づ
く
草
の
根
の
活
動
を
行
い
、「

地
方
行
政
能
力
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
地
方
自
治
体
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
コ
ミ
ッ

ト
し

た
取

り
組

み
を

行
い
、
「

一
村

一
品

」
が

地
域

民
と

密
接

し
た

経
済

・
社

会
文

化
活

動
を

行
う

点
で

、
そ

れ
ぞ

れ
異
な
る
側
面
か
ら
避
難
民
を
含
む
地
域
民
の
生
活
支
援
に
補
完
的
に
取
り

組
ん
だ
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

3 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
達

成
に

寄
与

し
た

、
安

定
要

因
10

 
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
や

実
施

組
織
・

ア
ク

タ
ー

に
関
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー

・
ボ

ゴ
タ

植
物

園
は

都
市

農
業

や
緑

化
事

業
を

主
幹

業
務

と
す

る
た

め
、

市
民

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
へ

の
家

庭
栽

培
・

共
同

圃
場

栽
培
の
普
及
活
動
を
安
定
的
に
継
続
し
て
い
る
こ
と
。

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
が

地
区

民
を

都
市

農
業
・

野
菜

栽
培

の
主

体
と

し
た

方
法

論
を

導
入

し
た

た
め
、

住
民

の
自

主
性
・

積
極
性
の
高
い
活
動
で
あ
っ
た
点
。

・
地

区
に

従
来

な
か

っ
た

集
会

を
組

織
化

し
た

こ
と

で
近

隣
住

民
と

行
政

の
定

期
的

な
意

思
共

有
習

慣
が

生
ま

れ
た

こ
と
。

同
上

ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ

PN
A

ボ
ゴ
タ
植
物
園
、
受
益
住
民

4 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
達

成
を

阻
害

し
た

、
不

安
定

要
因

11
 

 プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

活
動

や
実

施
組

織
・

ア
ク

タ
ー

に
関
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー

・
期

間
中

、
政

権
交

代
の

影
響

で
市

職
員

や
ﾎ
ﾞ
ｺ
ﾞ
ﾀ
植

物
園

の
人

員
交

代
が

頻
発

し
、

更
に

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ

31
9
人

員
が

契
約
職
員
で
あ
っ
た
た
め
、
技
術
の
組
織
的
な
機
能
化
が
不
十
分
で
あ
っ
た

点
が
、
技
術
の
安
定
性
に
影
響
し
た
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
09

、
業

務
完

了
報

告
書

20
10

、
20

11
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ

報
告
書
（
情
報
収
集
確
認
調
査
）
ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ

PN
A

5 
 裨

益
発

現
の

た
め

の
取

り
組

み
の

迅
速

性
、

投
入
・

活
動

の
効

率
性

12
 

 期
間

中
に

裨
益
が
把
握
さ
れ
た
か

期
間

中
に

新
た

な
野

菜
栽

培
と

食
用

利
用

の
広

が
り
、

野
菜

摂
取

量
や

種
類

の
拡

大
が

認
め

ら
れ

た
。

円
卓

会
議

の
開

始
や

野
菜

栽
培

の
情

報
交

換
の

習
慣

が
住

民
間

に
生

ま
れ
、

避
難

民
と

受
入

れ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

の
新

た
な

関
係

性
が

構
築
さ
れ
た
。

終
了
時
評
価
調
査
報
告
書

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

13
 

 開
発

ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
ﾅ
ｰ
（

他
政

府
･
ﾄ
ﾞ
ﾅ
ｰ
・

N
G

O
）

活
動

と
の

効
果

的
な

調
整
・

連
携

が
な

さ
れ
た
か

事
業

開
始

前
に

行
わ

れ
て

い
た

Pl
an

et
a 

Pa
z（

N
G

O
）

の
支

援
で

は
、

家
庭

世
帯

の
個

別
ニ

ー
ズ

に
基

づ
く

家
庭

菜
園

指
導

を
行

っ
て

い
た

と
こ

ろ
、

終
了

時
に

JI
C

A
協

力
が

開
始

さ
れ

た
こ

と
か

ら
、

継
続

的
な

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
ｰ
支

援
・

効
果

を
可

能
と

し
た
。

都
市

農
業

円
卓

会
議

に
つ

い
て

は
サ

ン
･
ク

リ
ス

ト
バ

ル
区

役
所

、
ボ

ゴ
タ

市
立

エ
ン

ト
レ

・
ヌ

ー
ベ

ス
公

園
、

都
市

農
業

普
及

活
動

に
つ

い
て

は
サ

ン
ク

リ
ス

ト
バ

ル
市

立
病

院
、

都
市

農
業

技
術

の
研

修
に

つ
い

て
は

国
際

N
G

O
（

IP
ES

/R
U

A
F）

や
ロ
サ
リ
オ
大
学
と
の
協
力
が
都
市
農
業
の
普

及
と
展
開
を
促
進
し
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中
間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報
告
書
（
情
報
収

集
確

認
調

査
）
,JI

C
A
専

門
家
（

20
11

年
）
,ボ

ゴ
タ

市
植

物
園

（
20

11
）

,都
市

農
業

の
N

G
O

（
20

11
）

6 
 投

入
対

効
果

14
 

 投
入

規
模

（
人

材
・

経
費
・

期
間
・

他
）

に
対

し
目

標
・

成
果

達
成

は
妥

当
か

3
年
間
の
事
業
と
し
て
、
成
果
達
成
状
況
や
裨
益
が
期
間
中
に
認
め
ら
れ

た
点
も
鑑
み
、
妥
当
。

同
上

イ
ン

パ
ク

ト
1 

 上
位

目
標

の
達

成
度

・
見

込
み

15
 

 
「

都
市

農
業

の
強

化
を

通
じ

て
、

ボ
ゴ

タ
市

の
国

内
避

難
民

を
含

む
社

会
的

弱
者

の
栄

養
摂

取
状

況
が

改
善

さ
れ

る
」
（

上
位

目
標

）
が

達
成

さ
れ

て
い

る
か

過
去

7
年

の
市

民
の

栄
養

状
況

は
、

大
幅

な
改

善
に

あ
る
。

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

完
了

時
に

31
種

で
あ

っ
た

栽
培

植
物

種
は
今
般
調
査
時
（

20
13

年
）
に

63
種
で
、

32
種
の
増
加
が
見
ら
れ
た
。

IC
B

F
は

20
07

-2
01

1
年
に
か
け
て
ボ
ゴ
タ
の

乳
幼
児
に
つ
い
て
約

10
％
の
ミ
ネ
ラ
ル
・
タ
ン
パ
ク
質
等
の
栄
養
状
況
改

善
が
見
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
聴
き
取
り
調

査
で

も
受

益
者

／
世

帯
の

野
菜

摂
取

種
と

量
は

増
加

し
て

お
り
、

食
習

慣
の

改
善

、
栄

養
摂

取
の

向
上

、
子

ど
も

た
ち

へ
の

食
生

活
改

善
・

栄
養

向
上

活
動

が
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
後

か
ら

展
開

さ
れ

て
お

り
、

広
範

囲
で

の
栄

養
改

善
が

あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
09

,業
務

完
了

報
告

書
20

10
,2

01
1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（
情
報
収
集
確
認
調
査
）

ボ
ゴ
タ
市
植
物
園

,受
益
住
民

2 
 プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

と
の

関
係

性
16

 
 プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

１
「

国
内

避
難

民
の

生
活

の
質

の
向

上
の

た
め

の
支

援
モ

デ
ル

が
開
発
さ
れ
る
」
へ
の
寄
与

ボ
ゴ

タ
植

物
園

と
受

益
者

住
民

へ
の

聴
き

取
り

に
よ

れ
ば
、

都
市

農
業

を
通

じ
た

栄
養

改
善

が
継

続
し

て
い

る
要

因
は
、

住
民

主
体

の
活

動
を

重
視

し
、

技
術

と
ツ

ー
ル

双
方

か
ら

都
市

農
業

普
及

の
方

法
論

（
モ

デ
ル

）
を

定
着

さ
せ

て
き

た
こ

と
。

農
村

部
の

出
身

者
が

多
い

避
難

民
に

は
、

都
市

農
業

は
馴

染
み

易
い

と
同

時
に

ア
イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

の
回

復
に

資
し
、

地
域

と
の

交
流

の
契

機
を

つ
く

る
活

動
と

し
て

効
果

的
で

あ
る

。
住

民
の

円
卓

集
会

、
栽

培
、

技
術

普
及

活
動
、
苗
種
や
栽
培
土
の
確
保
、
野
菜
栽
培
を
行
う
住
民
・
面
積
規
模
の

拡
大
か
ら
寄
与
が
あ
っ
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査

）,
企

画
調

査
員

（
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
監

理
・

整
）

業
務

完
了

報
告

20
13

,JI
C

A
セ

ミ
ナ

資
料

20
12

ボ
ゴ
タ
市
植
物
園
、
受
益
住
民

3 
 波

及
効

果
の

有
無

と
、

安
定

・
不

安
定

要
因

17
 

 紛
争

被
害

者
を

含
む

社
会

的
弱

者
の

生
活

支
援
・

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
と

の
共

生
等
、

平
和

構
築

に
係
る
波
及
効
果

・
栽
培
技
術
の
情
報
提
供
や
種
苗
や
栽
培
植
物
の
提
供
な
ど
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
の
相
互
扶
助
に
繫
が
っ
て
い
る
。

・
故

郷
で

農
業

に
従

事
し

て
い

た
避

難
民

住
民

が
、

栽
培

活
動

を
再

開
す

る
こ

と
で

、
ア

イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
の

回
復

や
、
心
の
安
定
の
き
っ
か
け
を
得
た
こ
と
。

・
有
機
栽
培
を
通
じ
た
環
境
・
食
の
安
全
に
係
る
住
民
の
意
識
が
向
上
し

た
。

・
自
身
が
栽
培
し
た
植
物
を
料
理
し
て
家
族
と
分
か
ち
合
う
こ
と
が
、
生

活
の
喜
び
と
な
っ
た
。

・
栽
培
野
菜
の
収
穫
余
剰
分
を
販
売
す
る
機
会
が
生
ま
れ
た
。

・
栽
培
野
菜
か
ら
、

2
次
産
品
を
製
造
し
て
販
売
す
る
住
民
が
出
て
き
て

い
る
こ
と
（
生
計
へ
の
貢
献
）
。

・
子
ど
も
た
ち
へ
の
環
境
・
保
健
に
係
る
教
育
活
動
に
て
、
栽
培
ア
ク
テ

ィ
ビ
テ
ィ
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
。

・
本
事
業
以
外
の
都
市
農
業
事
業
で
紹
介
し
た
社
会
開
発
技
術
を
活
用
す

る
動
き
が
始
ま
っ
た
。

・
都
市
農
業
を
公
共
政
策
の
一
つ
と
す
る
体
制
基
盤
が
築
か
れ
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

ボ
ゴ
タ
市
植
物
園

受
益
住
民

－ 90 －



18
 

 中
長

期
目

標
や

波
及

効
果

を
促

す
安

定
要

因
、

阻
害
す
る
不
安
定
要
因

【
安
定
要
因
】

・
野
菜
栽
培
を
す
る
人
が
増
加
を
続
け
て
い
る
。

・
区
に
難
民
・
投
降
兵
士
支
援
習
慣
が
あ
る
（
支
援
集
会
の
存
在
、
転
居
難
民
へ
の
市
場
の
種
苗
提
供
等
）

・
住
民
円
卓
会
議
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。

・
対
象
地
で
は
、
避
難
民
の
受
入
れ
は
寛
容
で
、
協
力
的
で
あ
る
。

・
区

民
と

避
難

民
当

事
者

は
、

避
難

民
で

あ
る

こ
と

が
理

由
で

生
活

に
障

害
を

抱
え

る
と

い
う

こ
と

は
特

に
な

い
と

考
え
て
お
り
、
野
菜
栽
培
活
動
に
お
い
て
も
区
別
は
な
い
。

・
ボ
ゴ
タ
植
物
園
は
、
現
在
も
都
市
農
業
・
緑
化
事
業
を
主
幹
業
務
と
し
て
い
る
。

・
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ

31
9
が
普
及
し
本
案
件
が
支
援
し
た
栽
培
技
術
が
、
住
民
間

で
普
及
・
実
践
さ
れ
て
い
る
。

・
農
業
出
身
が
多
い
避
難
民
に
と
っ
て
野
菜
栽
培
は
慣
れ
親
し
ん
だ
活
動
で
あ
り
、
生
活
の
喜
び
と
な
り
う
る
。

・
景
観
な
ど
環
境
の
観
点
か
ら
、
都
市
農
業
の
価
値
が
高
ま
っ
て
い
る
。

・
都
市
農
業
法
／
条
例
が
国
会
と
市
議
会
で
審
議
さ
れ
法
律
／
条
例
と
な
れ
ば
普
及
活
動
が
活
発
化
す
る
。

【
不
安
定
要
因
】

・
野
菜
種
子
や
栽
培
資
材
の
確
保
が
住
民
世
帯
の
負
担
と
な
る
場
合
は
、
活
動
を
低
下
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る

・
紛
争
が
続
い
て
い
る
た
め
都
市
部
に
難
民
・
貧
困
層
が
極
端
に
急
増
し
栄
養
状
況
に
影
響
す
る
可
能
性
が
あ
る

20
12

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

ボ
ゴ
タ
市
植
物
園

受
益
住
民

持
続

性
1 

 政
策

・
制

度
面

で
の

持
続

性
19

 
 本

協
力

効
果

を
支

援
す

る
政

策
・

ﾌ
ﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
の

有
無

食
糧

安
全

保
障

政
策
、

コ
国

政
府
・

国
内

避
難

民
支

援
対

策
、

ボ
ゴ

タ
市

食
糧

安
全

保
障

政
策

お
よ

び
都

市
農

業
ﾌ
ﾟ
ﾛ

ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
が

継
続

さ
れ

て
い

る
。

20
11

年
時

に
は

都
市

農
業

法
案

を
起

草
し
、

現
在

は
国

会
に

て
法

律
化
、

ボ
ゴ

タ
市

議
会

に
て

条
例

化
が

審
議

さ
れ

て
お

り
、

都
市

農
業

の
価

値
が

高
ま

っ
て

お
り

、
政

策
的

支
援

が
持

続
す

る
可

能
性

が
高

い
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

ボ
ゴ
タ
市
植
物
園

2 
 組

織
財

政
面

で
の

持
続

性
20

 
 上

位
目

標
達

成
、

裨
益

効
果

波
及

の
た

め
の

、
実

施
組

織
・

ｶ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ

組
織

の
組

織
の

機
能

・
ﾏ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ﾜ
ｰ
の

安
定

性
・

継
続
性

ボ
ゴ
タ
市
植
物
園
の
人
材
は
安
定
し
て
お
り
、

20
11

年
よ
り
増
員
さ
れ
た
。
ボ
ゴ
タ
植
物
園
に
よ
れ
ば
、
住
民
へ
の
栽

培
支

援
は

今
後

も
活

発
に

継
続

さ
れ

る
。

植
物

園
の

訪
問

者
は

過
去

数
年

増
加

傾
向

で
、

都
市

農
業

や
緑

化
の

普
及

は
市
の
重
要
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
認
識
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
安
定
性
が

見
込
ま
れ
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

ボ
ゴ
タ
市
植
物
園
、
受
益
住
民

3 
 技

術
面

で
の

持
続

性
21

 
 ｶｳ

ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
、

ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
、

直
接

裨
益

者
の

技
術

活
用

に
係

る
安

定
性

・
継

続
性

ボ
ゴ

タ
市

植
物

園
は

都
市

農
業
・

緑
化

を
業

務
と

し
、

園
内

圃
場

で
の

地
域

民
へ

の
栽

培
研

修
を

拡
大

し
て

い
る

。
住

民
間

で
の

技
術

や
情

報
の

交
換

も
広

が
り

、
家

庭
菜

園
や

共
働

圃
場

の
面

積
や

活
動

に
参

加
す

る
市

民
の

人
口

は
増

え
て

い
る
。

都
市

農
業

が
公

共
サ

ー
ビ

ス
と

し
て

価
値

を
高

め
て

い
る

こ
と

、
市

民
の

関
心

が
一

層
高

ま
っ

て
い

る
点

か
ら
、
安
定
性
・
継
続
性
の
見
込
み
は
高
い
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

ボ
ゴ
タ
市
植
物
園
、
受
益
住
民

－ 91 －



調
査

 c
od

e 
2

事
業

名
称

 
国

内
避

難
民

支
援

の
た

め
の

地
方

行
政

能
力

開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

協
力

形
態

 
技

プ
ロ

協
力

期
間

 
3
年

、
20

09
年

11
月

19
日

～
20

12
年

11
月

18
日
（
終
了
）

実
施

組
織

 
内

務
司

法
省

（
M

IＪ
）
  （

現
・

内
務

省
）

最
終

裨
益

者
 

国
内

避
難

民
を

含
む

社
会

的
弱

者
実

施
サ

イ
ト

 
ボ

ゴ
タ

マ
グ

ダ
レ

ナ
県

（
サ

ン
タ

マ
ル

タ
市

）
ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

 
内

務
司

法
省

（
M

IJ
）

 
国

内
避

難
民

支
援

地
方

自
治

体
調

整
フ

ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ
ユ
ニ
ッ
ト

 
地

方
自

治
体

（
マ

グ
ダ

レ
ナ

県
サ

ン
タ

マ
ル

タ
特
別
市
）

 
自

治
体

の
国

内
避

難
民

支
援

委
員

会
メ

ン
バ

ー
実

施
時

業
務

主
管

 
公

共
政

策
部

・
行

政
機

能
課

項
目

調
査

事
項

（
設

問
大

項
目

）
設
問
小
項
目

入
手
情
報
／
結
果
概
要

情
報
源
／
調
査
対
象

計
画

性
と

ア
プ

ロ
ー

チ
の

戦
略

性
（

妥
当

性
）

1 
 コ

国
政

府
の

平
和

構
築

政
策

・
国

家
開

発
政

策
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
と

の
整

合
性

1 
 コ

国
政

府
の

平
和

構
築

政
策

、
紛

争
被

害
者
・

共
生

和
解

支
援

に
係

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
整
合
し
て
い
る
か

コ
国

政
府

は
,法

令
第

38
7
号

／
19

97
（

国
家

国
内

避
難

民
支

援
計

画
策

定
義

務
）

を
制

定
し

、
国

内
避

難
民

統
合

的
支

援
の

国
家

ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
（

SN
A

IP
D
）

を
制

定
、

更
に

、
法

令
第

25
0
号

／
20

05
（

地
方

自
治

体
統

一
包

括
計

画
PI

U
策

定
義

務
）
、

国
家

社
会

経
済

審
議

会
文

書
34

00
号
「

国
内

避
難

民
支

援
の

た
め

の
政

府
支

出
目

標
と

優
先

付
け

」
等

の
法

制
度
に
よ
り
、
国
内
避
難
民
・
社
会
統
合
に
係
る
支
援
を
進
め
て
き
た
。

本
件
は
同
政
策
標
を
支
援
す
る
協
力
。

詳
細
計
画
策
定
調
査
報
告
書

20
09

運
営
指
導
調
査
報
告
書

20
09

終
了
時
評
価
概
要
表

20
13

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

,ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ

PN
A

2 
 実

施
の

タ
イ

ミ
ン

グ
は

コ
国

の
平

和
構

築
の

プ
ロ

セ
ス

・
政

治
社

会
情

勢
に

対
し

適
切
で
あ
る
か

本
案

件
の

検
討

に
あ

た
っ

て
JI

C
A
は
「

ID
P
状

況
調

査
」

を
含

む
２

度
の

現
地

調
査

を
行

い
、

こ
の

時
期

に
コ

ロ
ン

ビ
ア
国
内
の

SN
A

IP
D
政
策
実
施
お
よ
び

PI
U
策
定
に
係
る
支
援
の
ニ
ー
ズ
が
非
常
に
高
ま
っ
た
時
機
に
あ
た
っ
て
お

り
、
日
本
の
平
和
構
築
へ
の
支
援
決
議
か
ら
も
、
適
切
な
時
機
で
の
協
力
と
判
断
で
き
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

2 
 日

本
の

コ
国

支
援

戦
略

、
JI

C
A

の
対

コ
国

事
業

実
施

計
画

と
の

整
合

性

3 
 日

本
の

支
援

政
策

と
合

致
し

支
援

の
政

治
的

・
政
策
的
意
義
が
あ
る
か

我
が

国
は

「
紛

争
被

害
者

支
援

」
を

人
間

の
安

全
保

障
の

視
点

に
よ

る
「

平
和

構
築

」
課

題
と

し
、

20
08

年
8
月

の
コ

ロ
ン

ビ
ア

O
D

A
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

及
び

コ
国

政
府

と
の

経
済

協
力

政
策

協
議

に
よ

り
、
「

紛
争

の
結

果
生

じ
る

社
会

的
・

経
済

的
問

題
へ

対
策

を
講

じ
る

」
意

向
を

表
明

し
た
。

本
案

件
は

同
対

策
に

対
応

す
る

も
の

で
あ

り
、

政
策

的
な

根
拠
・
意
義
が
高
い
。

平
和

の
構

築
ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ

20
08

, ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ

調
査
報
告

20
10

, G
-2

4 
C

ar
ta

ge
na

 D
ec

la
ra

tio
n

4 
 JI

C
A
の

実
施

計
画
・

支
援

戦
略

の
観

点
で

の
意

義
本

案
件

は
JI

C
A
の

対
コ

ロ
ン

ビ
ア

国
別

実
施

計
画

の
援

助
重

点
課

題
「

平
和

構
築

支
援

」
に

お
け

る
「

国
内

避
難

民
等
社
会
的
弱
者
協
力
」（

サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
に
位
置
付
け
ら
れ
、

20
08

年
の
平
和
構
築
支
援
に
係
る
調
査
・
協
議
（
ﾎ
ﾟ

ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
）
に
よ
り
「
紛
争
被
害
者
と
共
生
・
和
解
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

」
に
組
み
込
ま
れ
た
。
計
画
の
前
後
が
あ
っ

た
も

の
の
、

本
案

件
の

目
標

及
び

最
終

裨
益

者
は

同
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
成

果
・

裨
益

者
者

に
合

致
す

る
点

で
支

援
戦

略
と

整
合
す
る
。

詳
細
計
画
策
定
調
査
報
告
書

対
コ
国
国
別
実
施
計
画
・
展
開
計
画

「
平
和
の
構
築
」
ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ

3 
 裨

益
者
・

裨
益

地
域

の
ニ

ー
ズ

に
対

す
る

実
施

の
必

要
性

5 
 対

象
裨

益
者
・

地
域

で
の

裨
益

者
ニ

ー
ズ

に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
か

本
事

業
は
、

協
力

開
始

当
時

に
喫

緊
の

課
題

で
あ

っ
た

省
と

地
方

自
治

体
の

国
内

避
難

民
支

援
に

関
わ

る
調

整
業

務
や
、

PI
U
策

定
・

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
メ

カ
ニ

ズ
ム

の
改

善
を

目
指

し
た

点
、

及
び
、

難
民

人
口

が
極

め
て

多
く

行
政

の
積
極
的
な
支
援
を
必
要
と
し
た
地
域
を
対
象
と
し
た
点
か
ら
、
ニ
ー
ズ
に

応
じ
た
協
力
で
あ
っ
た
。

詳
細

計
画

策
定

調
査

報
告

書
20

09
,運

営
指

導
調

査
報

告
書

20
09

, 2
01

1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ

ｭ
ｰ
報
告
書
（
情
報
収
集
確
認
調
査
）

4 
 ア

プ
ロ

ー
チ

（
戦

略
）

の
適

切
性

6 
 直

接
受

益
者

・
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
、

実
施

組
織

の
選

定
は

適
切

で
あ

る
か
、

選
定

で
は

必
要

な
関

係
者

が
十

分
に

巻
き
込
ま
れ
て
い
た
か

地
方

自
治

体
へ

の
行

政
指

導
を

主
管

す
る

内
務

省
の

当
該

部
、

地
方

自
治

体
、

難
民

代
表

な
ど

重
要

な
ア

ク
タ

ー
が

関
わ

っ
た

。
20

11
年

に
は

中
央

・
地

方
の

関
係

者
間

の
協

力
・

調
整

が
十

分
で

な
く
、

PI
U
策

定
率

や
統

一
報

告
書

の
提

出
率

が
芳

し
く

な
い

な
状

況
が

見
ら

れ
た

が
、

事
業

後
半

で
市

行
政

や
N

G
O
な

ど
対

象
地

域
で

の
関

係
者

間
の

相
互

調
整
が
進
め
ら
れ
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

終
了
時
評
価
要
約

20
13

7 
 案

件
対

象
地

や
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
・

直
接

裨
益

者
に

及
ぼ

し
う

る
悪

影
響
・

リ
ス

ク
を

回
避

す
る

対
策

が
盛

り
込

ま
れ
て
い
る
か

・
案

件
対

象
地

マ
グ

ダ
レ

ナ
県

サ
ン

タ
マ

ル
タ

市
は
、

貧
困

層
が

多
い

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

難
民

と
他

住
民

で
支

援
格

差
や

差
別

感
を

冗
長

し
な

い
配

慮
が

さ
れ
、

市
の

活
動

は
難

民
・

住
民

を
包

括
的

に
最

終
裨

益
者

と
す

る
合
意
が

JI
C

A
/省

/県
な
さ
れ
、

PT
A

/P
IU

策
定
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｾ
ｽ
で
の

PC
M

 W
S
で
は
難
民
以
外
の
市
民
代
表
を
含
ん
だ
。

・
サ

ン
タ

マ
ル

タ
県

は
財

政
健

全
化

指
導

が
適

用
さ

れ
る
（

汚
職

問
題

が
多

い
）

自
治

体
で

あ
り

、
こ

の
点

が
活

動
を

難
し

く
す

る
一

因
で

も
あ

っ
た

と
省

は
考

え
て

い
る
。

協
力

開
始

前
の

自
治

体
選

定
に

お
い

て
、

財
政

状
況

や
自

治
体

能
力
が
判
断
基
準
に
が
適
切
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

20
12

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

業
務
主
管
部

効
果

（
有

効
性

・
効

率
性

）

1 
 ﾌﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
の

達
成

度
8 

 
「

対
象

地
方

自
治

体
に

お
け

る
、

国
内

避
難

民
支

援
の

た
め

の
 P

IU
開

発
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

立
案

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・

評
価

に
係

る
組

織
能

力
が

強
化

さ
れ

る
」
（

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
）

が
実

現
さ

れ
て

い
る
か

国
内

避
難

民
支

援
の

た
め

の
中

央
と

地
方

間
の

調
整

強
化
（

成
果

1）
に

つ
い

て
は
、

内
務

省
が

PA
T
の

策
定
・

実
施

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
研

修
を

主
導

し
て

自
治

体
を

支
援

し
、

県
と

市
自

治
体
、

他
の

関
連

政
府

機
関

支
局

や
N

G
O
ノ

ル
ウ

ェ
ー

な
ど
、

地
域

ア
ク

タ
ー

間
の

支
援

関
係

が
築

か
れ

た
。

そ
の

結
果

、
内

務
省

と
県

庁
に

よ
る

技
術

支
援

（
被

害
者
法
、
地
域
活
動
計
画
、
被
害
者
支
援
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
）
を
受
け
た
各
市
役
所
の
職
員
数
が
、

20
11

年
時

の
３

割
か

ら
、

20
12

年
に

は
９

割
を

超
え

た
。

ま
た

各
県

/市
の

支
援

関
係

事
務

所
・

支
援

団
体

で
構

成
さ

れ
る

移
行
期
正
義
地
域
委
員
会
（

C
TJ

T）
へ
の
出
席
率
は
、

20
11

年
時
の
４
割
か
ら

7
割
へ
向
上
し
た
。

20
12

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

終
了
時
評
価
概
要
表

20
13

業
務
主
管
部

内
務
省
、
サ
ン
タ
マ
ル
タ
県

－ 92 －



国
内

避
難

民
支

援
委

員
会

及
び

国
内

避
難

民
支

援
に

携
わ

る
関

係
機

関
職

員
の

能
力

の
強

化
（

成
果

2）
に

つ
い

て
、

地
方
自
治
体
が
活
用
す
る
「
（

PC
M

手
法
に
よ
る
）
計
画
立
案
・
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
評
価
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
整
備
さ
れ
、

マ
グ

ダ
レ

ナ
県

自
治

体
関

係
者

を
対

象
に

研
修

が
行

わ
れ

た
。

社
会

繁
栄

庁
、

被
害

者
ユ

ニ
ッ

ト
、

被
害

者
ユ

ニ
ッ

ト
・

マ
グ

ダ
レ

ナ
県

支
局

職
員

に
お

け
る

モ
デ

レ
ー

タ
ー

育
成

が
進

め
ら

れ
た

。
マ

グ
ダ

レ
ナ

県
サ

ン
タ

マ
ル

タ
市

で
は

研
修

受
講

者
が

パ
イ

ロ
ッ

ト
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
（

ID
P
の

歴
史

ド
キ

ュ
メ

ン
タ

リ
ー

作
成

）
の

計
画

の
立

案
、

モ
ニ

タ
リ
ン
グ
評
価
で

PC
M

手
法
を
活
用
す
る
な
ど
、
実
践
力
が
強
化
さ
れ
た
。

避
難

民
の

情
報

が
対

象
自

治
体

で
把

握
さ

れ
PI

U
開

発
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
立

案
に

役
立

て
ら

れ
た

か
（

成
果

3）
に

つ
い

て
は

、
マ

グ
ダ

レ
ナ

県
庁

が
中

心
と

な
り

県
内

30
市

中
の

22
市

の
避

難
民

統
計

情
報

収
集

が
行

わ
れ
、

被
害

者
支

援
ユ

ニ
ッ

ト
と

協
力

し
統

計
デ

ー
タ

分
析

の
た

め
の

デ
ー

タ
集

計
ソ

フ
ト

も
開

発
さ

れ
た
。

内
務

省
の

義
務

で
あ

る
SN

A
IP

D
の

進
捗

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
た

め
の

「
地

域
被

害
者

支
援

情
報

シ
ス

テ
ム

統
一

報
告

（
R

U
SI

C
ST

）
」

の
簡

易
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
も
整
備
さ
れ
た
。

　
以
上
の
成
果
か
ら
、
ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾀ
ﾞ
ﾚ
ﾅ
県
の

PI
U
策
定
に
進
展
が
見
ら
れ
た
点
、
自
治
体
が
業
務
に
お
い
て

PC
M

手
法
を
活

用
し
た
実
績
も
把
握
さ
れ
た
点
か
ら
、
あ
る
程
度
の
目
標
達
成
が
得
ら
れ

た
と
言
え
る
。

マ
グ
ダ
レ
ナ
県
被
害
者
ユ
ニ
ッ
ト

2 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
の

他
構

成
案

件
と

の
相

乗
効

果
9 

 プ
ロ

グ
ラ

ム
成

果
1「

国
内

避
難

民
の

生
活

の
質

の
向

上
の

た
め

の
支

援
モ

デ
ル

が
開

発
さ

れ
る

」
の

た
め

の
他

案
件

と
の
相
乗
効
果

他
の

構
成

案
件

と
の

直
接

の
リ

ン
ケ

ー
ジ

は
な

か
っ

た
が
「

栄
養

改
善

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
が

既
存

の
都

市
農

業
政

策
に

基
づ
く
草
の
根
の
活
動
を
行
い
、
本
「
地
方
行
政
能
力
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
が
地
方
自
治
体
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
コ
ミ
ッ

ト
し
た
取
り
組
み
を
行
い
、「

一
村
一
品
」
が
地
域
で
の
住
民
と
密
接
し
た
経
済
活
動
・
社
会
文
化
に
係
る
活
動
を
行
っ

た
点

で
、

異
な

る
側

面
か

ら
の

避
難

民
を

含
む

社
会

的
弱

者
の

生
活

支
援

で
あ

り
、

モ
デ

ル
の

コ
ン

ポ
ー

ネ
ン

ト
と

し
て
相
互
補
完
的
と
捉
え
ら
れ
る
。

20
12

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

コ
ロ
ン
ビ
ア
支
所

内
務
省
、
ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾀ
ﾞ
ﾚ
ﾅ
県
、
ｻ
ﾝ
ﾀ
ﾏ
ﾙ
ﾀ
市

3 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
達

成
に

寄
与

し
た

、
安

定
要

因
10

 
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
や

実
施

組
織
・

ア
ク

タ
ー

に
関
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー

内
務

司
法

省
は

元
来

は
、

制
度

的
に

PI
U
策

定
の

指
導

・
推

進
を

業
務

と
し
、

実
施

に
直

接
関

わ
る

も
の

で
な

か
っ

た
が

、
本

協
力

を
通

じ
て

、
PI

U
策

定
に

係
る

技
術

会
合

へ
の

出
席

、
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
の

視
察
、

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

調
査
へ
の
参
画
な
ど
、
裨
益
地
域
の
現
状
や
ニ
ー
ズ
把
握
の
活
動
へ
の
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
が
拡
大
し
た
。

20
12

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

4 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
達

成
を

阻
害

し
た

、
不

安
定

要
因

11
 

 プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

活
動

や
実

施
組

織
・

ア
ク

タ
ー

に
関
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー

・
期
間
と
既
存
の
リ
ソ
ー
ス
に
対
し
当
初
の
選
定
地
域
や
成
果
は
規
模
が

大
き
く
、
縮
小
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

・
マ

グ
ダ

レ
ナ

県
が

財
政

再
建

法
適

用
に

該
当

す
る

財
政

難
自

治
体

で
あ

っ
た

た
め

活
動

運
営

や
リ

ソ
ー

ス
に

影
響

し
た
。

・
開

始
か

ら
1
年

余
り

地
方

難
民

委
員

会
を

召
集

す
る

県
側

で
政

治
的

な
動

機
付

け
が

弱
く

、
予

算
・

機
能

が
十

分
で

な
い
委
員
会
が
多
く
存
在
し
、
調
整
に
困
難
な
時
期
が
続
い
た
。

・
開

始
か

ら
1
年

余
り

迄
JI

C
A
側

派
遣

メ
ン

バ
ー

と
コ

ロ
ン

ビ
ア

側
C

/P
と

の
間

で
活

動
の

共
通

理
解

が
構

築
で

き
ず
、
期
間
前
半
の
成
果
発
現
に
影
響
し
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

終
了
時
評
価
概
要
表

20
13

5 
 裨

益
発

現
の

た
め

の
取

り
組

み
の

迅
速

性
、

投
入
・

活
動

の
効

率
性

12
 

 期
間

中
に

裨
益
が
把
握
さ
れ
た
か

期
間

中
に

、
PA

T
の

計
画

立
案

の
手

法
と

計
画

立
案

の
文

化
の

導
入

、
特

性
把

握
調

査
に

よ
る

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

整
備
、

他
県
へ
の
知
見
の
紹
介
等
が
行
わ
れ
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

内
務
省
、
ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾀ
ﾞ
ﾚ
ﾅ
県
、

被
害
者
ﾕ
ﾆ
ｯ
ﾄ
ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾀ
ﾞ
ﾚ
ﾅ
事
務
所

13
 

 開
発

ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
ﾅ
ｰ
（

他
政

府
･
ﾄ
ﾞ
ﾅ
ｰ
・

N
G

O
）

活
動

と
の

効
果

的
な

調
整
・

連
携

が
な

さ
れ
た
か

・
ア

ク
シ

オ
ン

ソ
シ

ア
ル
・

マ
グ

ダ
レ

ナ
県

事
務

所
（

現
・

被
害

者
ユ

ニ
ッ

ト
マ

グ
ダ

レ
ナ

県
事

務
所

）
と

県
内

の
避

難
民
支
援
に
係
る
情
報
を
共
有
し
た
。

・
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（

U
N

H
C

R
）

,国
連
人
道
問
題
調
整
事
務
所
（

O
C

H
A
）

, 国
際
移
住
機
構
（

IO
M
）

,米
国

国
際

開
発

庁
（

U
SA

ID
）

,国
連

開
発

計
画
（

U
N

D
P）

 N
G

O
が
、

避
難

民
支

援
分

野
で

、
U

SA
ID

が
PI

U
/P

TA
策

定
の
自
治
体
支
援
実
績
が
あ
る
が
本
事
業
と
の
直
接
の
情
報
交
換
は
な
い
。

20
12

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

内
務
省
、
ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾀ
ﾞ
ﾚ
ﾅ
県
、

被
害
者
ﾕ
ﾆ
ｯ
ﾄ
ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾀ
ﾞ
ﾚ
ﾅ
事
務
所

6 
 投

入
対

効
果

14
 

 投
入

規
模

（
人

材
・

経
費
・

期
間
・

他
）

に
対

し
目

標
・

成
果

達
成

は
妥

当
か

期
間
と
投
入
規
模
、
多
様
な
リ
ス
ク
要
因
の
影
響
を
鑑
み
、
妥
当
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中
間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報
告
書
（
情
報
収

集
確

認
調

査
）
、

終
了

時
評

価
概

要
表

20
13

、
業
務
主
管
部

ｲ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ｸ
ﾄ

1 
 上

位
目

標
の

達
成

度
・

見
込

み
15

 
 
「

対
象

地
方

自
治

体
の

組
織

能
力

強
化

の
教

訓
が

他
の

市
に

紹
介

さ
れ

る
」
（

上
位

目
標

）
の

達
成

が
見

込
ま

れ
る

か

終
了

時
に

情
報

共
有

セ
ミ

ナ
ー

が
開

催
さ

れ
、

PA
T
の

策
定

手
法

と
な

る
PC

M
計

画
策

定
方

法
、

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

作
成

し
た
「

地
域

被
害

者
支

援
情

報
シ

ス
テ

ム
・

調
整
・

FU
統

一
報

告
書

」
の

簡
易

フ
ォ

ー
マ

ッ
ト
、

特
性

情
報

デ
ー

タ
・

調
査

ツ
ー

ル
が
、

バ
ジ

ェ
デ

ル
カ

ウ
カ

県
（

カ
リ

市
）
、

ボ
リ

バ
ル

県
（

カ
タ

ル
ヘ

ナ
市

）
、

ア
ン

テ
ィ

オ
キ

ア
県
（
メ
デ
ジ
ン
市
）
に
紹
介
さ
れ
た
。

終
了
時
評
価
概
要
表

20
13

内
務
省
、

マ
グ
ダ
レ
ナ
県

2 
 プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

と
の

関
係

性
16

 
 プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

１
「

国
内

避
難

民
の

生
活

の
質

の
向

上
の

た
め

の
支

援
モ

デ
ル

が
開
発
さ
れ
る
」
へ
の
寄
与

内
務
省
と
マ
グ
ダ
レ
ナ
県
に
、

PC
M

手
法
を
紹
介
す
る
こ
と
で
地
方
自
治
体
が
担
う
地
域
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（

PA
T,

前
PI

U
）

の
策

定
が

促
さ

れ
、

か
つ

自
治

体
の

計
画

策
定

の
方

法
論

と
計

画
立

案
の

文
化

が
、

醸
成

さ
れ

た
（

20
13

年
現

在
, P

AT
の

策
定

率
は

10
0％

）
た

点
で
、

モ
デ

ル
の

初
期

段
階

に
寄

与
し

た
が
、

PA
T
の

殆
ど

が
策

定
段

階
に

留
ま
り
実
施
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
至
っ
て
い
な
い
た
め

[生
活
の
質
向
上
の

た
め
の
モ
デ
ル

]で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査

）
、

企
画

調
査

員
（

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
監

理
・

調
整

）
業

務
完

了
報

告
20

13
、

JI
C

A
セ

ミ
ナ

資
料

20
12

,JI
C

A
セ

ミ
ナ

資
料

20
12

, 内
務
省
、
ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾀ
ﾞ
ﾚ
ﾅ
県
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3 
 波

及
効

果
の

有
無

と
安

定
・

不
安

定
要

因
17

 
 紛

争
被

害
者

を
含

む
社

会
的

弱
者

の
生

活
支

援
・

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
と

の
共

生
等
、

平
和

構
築

に
係
る
波
及
効
果

・
県
庁
内
に
難
民
支
援
室
（
現
・
被
害
者
支
援
室
）
が
設
置
さ
れ
人
員
が

配
置
さ
れ
た
の
は
特
記
さ
れ
る
。

・
市
自
治
体
で
の

PA
T （

旧
PI

U
）
策
定
を
通
じ
、
行
政
の
社
会
的
弱
者

支
援
に
係
る
認
識
が
高
ま
っ
た
。

・
PI

U
・

PA
T
の
策
定
に
市
民
が
参
加
す
る
こ
と
で
、
市
民
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
意
識
が
高
ま
っ
た
。

・
マ
グ
ダ
レ
ナ
県
内
の

30
市
の
う
ち
約

70
％
の
市
役
所
に
お
い
て
、
連
絡
協
議
や
助
言
活
動
が
発
現
し
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

終
了
時
評
価
概
要
表

20
13

内
務
省
、
ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾀ
ﾞ
ﾚ
ﾅ
県

被
害
者
ﾕ
ﾆ
ｯ
ﾄ
・
ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾀ
ﾞ
ﾚ
ﾅ
県
事
務
所

18
 

 中
長

期
目

標
や

波
及

効
果

を
促

す
安

定
要

因
、

阻
害
す
る
不
安
定
要
因

【
安
定
要
因
】

・
PA

T
策
定
に
お
い
て
論
理
的
・
参
加
型
の
計
画
率
文
化
が
導
入
さ
れ
た
。

・
法

律
14

48
/2

01
1
と

SN
A

R
IV

に
よ

り
、

自
治

体
の

被
害

者
支

援
の

責
務

が
拡

大
し

た
こ

と
に

合
わ

せ
て
、

技
術
・

財
源
双
方
で
の
業
務
リ
ソ
ー
ス
が
広
が
っ
て
い
る
。

・
マ
グ
ダ
レ
ナ
県
・
市
行
政
の
、
被
害
者
支
援
に
係
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

意
識
が
高
ま
っ
て
い
る
。

・
市
民
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。

・
本
協
力
の
分
野
で
支
援
を
継
続
す
る
国
際
機
関
が
あ
る
。
（

U
SA

ID
他
）

・
本

案
件

で
雇

用
し

た
ロ

ー
カ

ル
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

が
、

被
害

者
支

援
ユ

ニ
ッ

ト
マ

グ
ダ

レ
ナ

県
事

務
所

長
に

就
任

し
、
県
関
係
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
―
シ
ョ
ン
が
改
善
し
て
い
る
。

・
受
入
れ
住
民
は
避
難
民
や
社
会
的
弱
者
層
に
協
力
的
で
あ
り
、
目
立
っ
た
争
い
が
な
い
。

【
不
安
定
要
因
】

・
PA

T
が
策
定
段
階
に
留
ま
り
殆
ど
が
実
施
率
が
低
い
。

・
紛
争
が
継
続
し
て
お
り
難
民
人
口
が
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。

・
難
民
の
動
態
が
流
動
的
で
、
最
終
裨
益
者
が
所
属
す
る
自
治
体
も
流
動
的
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。

・
マ
グ
ダ
レ
ナ
県
は
財
政
健
全
化
が
指
導
さ
れ
る
（
財
源
の
私
的
流
用
問
題
が
多
い
）
自
治
体
で
あ
る
。

・
マ
グ
ダ
レ
ナ
県
は
、
難
民
発
生
、
及
び
、
難
民
受
入
れ
双
方
の
影
響
が
比
較
的
大
き
い
地
域
で
あ
る
。

・
難

民
・

暴
力

被
害

者
は
、

行
政

に
対

し
不

信
感

を
抱

く
ケ

ー
ス

が
多

く
、

参
加

型
の

建
設

的
な

議
論

を
も

つ
の

が
難

し
い
傾
向
が
あ
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ

PN
A

内
務
省

マ
グ
ダ
レ
ナ
県

被
害
者
ユ
ニ
ッ
ト
マ
グ
ダ
レ
ナ
県
事
務
所

持
続

性
1 

 政
策

・
制

度
面

で
の

持
続

性
19

 
 本

協
力

効
果

を
支

援
す

る
政

策
・

ﾌ
ﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
の

有
無

法
令

14
48

号
／

20
11
（

被
害

者
救

済
法

）
の

制
定
・

施
行

に
よ

り
、

避
難

民
を

含
む

被
害

者
支

援
の

業
務

が
改

め
て

優
先

的
な

国
家

政
策

と
な

り
、

地
方

自
治

体
能

力
強

化
に

係
る

政
策

的
な

優
位

性
は

高
ま

っ
て

い
る

。
マ

グ
ダ

レ
ナ

県
の

被
害

者
支

援
室

の
人

員
数

、
予

算
等

は
、

過
去

数
年

一
定

に
推

移
し

て
い

る
点

も
、

持
続

的
な

発
展

に
つ

な
が

る
要

因
と
い
え
る
。

内
務

省
、

ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾀ
ﾞ
ﾚ
ﾅ
県

、
被

害
者

ﾕ
ﾆ
ｯ
ﾄ
・

ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾀ
ﾞ

ﾚ
ﾅ
県
事
務
所

2 
 組

織
財

政
面

で
の

持
続

性
20

 
 上

位
目

標
達

成
、

裨
益

効
果

波
及

の
た

め
の
、

実
施

組
織
・

ｶ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ

組
織

の
組

織
の

機
能

・
ﾏ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ﾜ
ｰ
の

安
定

性
・

継
続
性

マ
グ

ダ
レ

ナ
県

の
被

害
者

支
援

室
の

人
員

数
、

予
算

等
は
、

過
去

数
年

一
定

に
推

移
、

被
害

者
法

の
制

定
に

よ
り

業
務

意
識

も
高

ま
っ

た
。

被
害

者
ユ

ニ
ッ

ト
事

務
所

な
ど

関
係

組
織

と
の

地
域

レ
ベ

ル
の

調
整

・
連

携
も

進
め

ら
れ

て
い

る
点

は
、

今
後

の
進

展
の

安
定

要
因

と
な

る
。

同
県

が
財

政
健

全
化

が
求

め
ら

れ
る

自
治

体
で

あ
る

点
が

懸
案

事
項

で
あ

る
。

同
上

3 
 技

術
面

で
の

持
続

性
21

 
 ｶｳ

ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
、

ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
、

直
接

裨
益

者
の

技
術

活
用

に
係

る
安

定
性

・
継

続
性

マ
グ

ダ
レ

ナ
県

で
は

PA
T
計

画
立

案
で

の
PC

M
手

法
の

応
用
、

R
U

SI
C

ST
簡

易
様

式
、

国
内

避
難

民
・

特
性

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

等
の

利
用

を
継

続
す

る
予

定
で

あ
る
。

他
方
、

他
県

へ
の

こ
れ

ら
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
の

普
及

に
つ

い
て

内
務

省
で

は
計

画
は

な
く
、

他
県

へ
の

普
及

の
見

込
み

は
低

い
。

又
、

財
源

に
余

裕
が

な
い

或
い

は
財

源
計

画
・

措
置

が
効

率
的

で
な

い
県
・

市
に

お
い

て
PA

T
の

実
行

性
が

低
い

と
い

う
全

域
の

情
況

が
あ

り
、

マ
グ

ダ
レ

ナ
県

が
財

政
健

全
化

が
求

め
ら
れ
る
自
治
体
で
あ
る
点
は
、
懸
念
事
項
と
な
る
。

同
上

－ 94 －



調
査

 c
od

e 
3

事
業

名
称

 
一

村
一

品
協

力
形

態
 

個
別

案
件

（
専

門
家

、
ｱ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ｻ
ﾞ
ｰ
派

遣
）
、

地
域
別
研
修
、
国
別
研
修

協
力

期
間

 
20

09
年

度
～

20
13

年
（

継
続

中
）

実
施

組
織

 
国

家
企

画
庁

（
D

N
P）

最
終

裨
益

者
 

国
内

避
難

民
を

含
む

社
会

的
弱

者
（

貧
困

層
等

）
と
市
民

実
施

サ
イ

ト
 

コ
ロ

ン
ビ

ア
（

専
門

家
派

遣
）
、

日
本

（
研

修
）

ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

 
国

家
企

画
庁

（
D

N
P）

、
一

村
一

品
運

動
推

進
の
た
め
の
組
織
間
・
運
営
委
員
会
（
国
家
企
画
庁
、
国
立
職
業
訓
練
庁

SE
N

A
、
ア
ク
シ
オ
ン
ソ
シ
ア
ル
、
農
業
農
村
開
発
省
、
商
工
観
光
省
）

 
一

村
一

品
運

動
推

進
関

係
者

、
一

村
一

品
大

会
で
表
彰
さ
れ
た
事
業
体
の
地
域
リ
ー
ダ
ー
（
選
定
さ
れ
た
ﾊ
ﾟ
ｲ
ﾛ
ｯ
ﾄ
事
業
体
／
村
）

実
施

時
業

務
主

管
 

産
業

開
発

部
・

産
業

貿
易

課

項
目

調
査

事
項

（
設

問
大

項
目

）
設
問
小
項
目

入
手
情
報
／
結
果
概
要

情
報
源
／
調
査
対
象

計
画

性
と

ア
プ

ロ
ー

チ
の

戦
略

性
（

妥
当

性
）

1 
 コ

国
政

府
の

平
和

構
築

政
策

・
国

家
開

発
政

策
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
と

の
整

合
性

1 
 コ

国
政

府
の

平
和

構
築

政
策

、
紛

争
被

害
者
・

共
生

和
解

支
援

に
係

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
整
合
し
て
い
る
か

長
期

に
亘

る
国

内
武

装
紛

争
に

よ
り

コ
国

に
は

国
内

避
難

民
や

地
雷

被
災

者
な

ど
の

紛
争

被
害

者
や

貧
困

層
が

地
方
・

農
村

部
に

多
く

暮
ら

し
、

こ
れ

ら
社

会
的

弱
者

の
社

会
復

帰
や

生
計

向
上

・
地

域
共

生
の

推
進

を
通

じ
た

地
方

・
地

域
の

安
定

化
は
、

社
会

経
済

の
発

展
に

必
須

で
あ

る
。

政
府

は
、

地
域

格
差

の
是

正
や

経
済

活
動

の
活

性
化

が
必

要
と

認
識
し
、

20
08

年
当
時
の
コ
国
副
大
統
領
に
よ
る
大
分
県
一
村
一
品
運
動
の
視
察
結
果
も
契
機
と
な
り
、
一
村
一
品
の
知

見
が

有
効

と
の

見
解

を
示

し
た
。

本
協

力
は
、

国
内

に
一

村
一

品
の

概
念

と
方

法
論

を
定

着
さ

せ
、

同
国

の
社

会
・

経
済
的
格
差
の
是
正
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
、
政
府
方
針
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
目
標
を
支
援
す
る
。

要
請
案
件
調
査
票

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

2 
 実

施
の

タ
イ

ミ
ン

グ
は

コ
国

の
平

和
構

築
の

プ
ロ

セ
ス

・
政

治
社

会
情

勢
に

対
し

適
切
で
あ
る
か

20
08

年
の

JI
C

E-
JE

TR
O
共

催
「

ア
ン

デ
ス

地
域

一
村

一
品

運
動

セ
ミ

ナ
ー
」

を
端

緒
に
、

コ
ロ

ン
ビ

ア
側

か
ら

強
い

要
請

を
受

け
て

採
択
・

開
始

協
力

で
あ

る
こ

と
、

政
府

側
に

一
村

一
品

運
動

を
政

府
の

地
域

開
発

戦
略

と
す

る
意

向
が

強
く

示
さ

れ
続

け
て

い
る

こ
と
、

コ
国

全
域

で
の

社
会
・

経
済

的
安

定
化

の
ニ

ー
ズ

が
極

め
て

高
い

こ
と

等
か

ら
、

時
機
を
得
た
協
力
と
言
え
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

2 
 日

本
の

コ
国

支
援

戦
略

、
JI

C
A

の
対

コ
国

事
業

実
施

計
画

と
の

整
合

性

3 
 日

本
の

支
援

政
策

と
合

致
し

支
援

の
政

治
的

・
政
策
的
意
義
が
あ
る
か

我
が

国
は
「

紛
争

被
害

者
支

援
」

を
人

間
の

安
全

保
障

の
視

点
に

よ
る

「
平

和
構

築
」

課
題

の
取

り
組

み
と

認
識

し
、

20
08

年
8
月

の
コ

ロ
ン

ビ
ア

O
D

A
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

及
び

コ
国

政
府

と
の

経
済

協
力

政
策

協
議

に
よ

り
、
「

紛
争

の
結

果
生

じ
る

社
会

的
・

経
済

的
問

題
へ

対
策

を
講

じ
る

」
意

向
を

表
明

し
た

。
本

案
件

は
同

対
策

に
対

応
し

、
政

策
的

な
根
拠
・
意
義
が
高
い
。

平
和

の
構

築
ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ

20
08

, ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ

調
査
報
告

20
10

, G
-2

4 
C

ar
ta

ge
na

 D
ec

la
ra

tio
n

4 
 JI

C
A
の

実
施

計
画
・

支
援

戦
略

の
観

点
で

の
意

義
本

案
件

は
、

JI
C

A
の

対
コ

ロ
ン

ビ
ア

国
別

実
施

計
画

の
援

助
重

点
課

題
「

平
和

構
築

支
援

」
下

の
国

内
避

難
民

等
社

会
的

弱
者

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

位
置

付
け

ら
れ

、
紛

争
被

害
者

と
受

入
れ

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
ｰ
と

の
共

生
・

和
解

促
進

を
目

指
す

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ

ﾗ
ﾑ
方

針
に

基
づ

く
事

業
で

あ
る

。
大

分
県

の
実

績
を

代
表

と
す

る
日

本
の

一
村

一
品

の
技

術
は
、

国
際

的
に

も
高

く
評

価
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
技
術
の
比
較
優
位
性
か
ら
も
、
実
施
の
妥
当
性
が
高
い
。

要
請
案
件
調
査
票

対
コ
国
国
別
実
施
計
画
・
展
開
計
画

「
平
和
の
構
築
」
ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

3 
 裨

益
者
・

裨
益

地
域

の
ニ

ー
ズ

に
対

す
る

実
施

の
必

要
性

5 
 対

象
裨

益
者
・

地
域

で
の

裨
益

者
ニ

ー
ズ

に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
か

国
内

紛
争

が
続

く
コ

ロ
ン

ビ
ア

で
は

難
民

を
中

心
と

し
て

全
域

で
人

口
動

態
が

激
し

く
、

地
域

の
社

会
経

済
発

展
に

お
い

て
住

民
の

共
生
・

団
結

を
行

う
こ

と
が

極
め

て
重

要
で

あ
る
。

行
政

に
依

存
し

な
い

村
民

の
自

主
的

活
動

を
重

視
し
、

村
民

の
生

計
活

動
を

繋
ぐ

一
村

一
品

の
活

動
は
、

地
域

の
団

結
と

価
値

を
高

め
な

が
ら

経
済

安
定

化
と

社
会

安
定

化
を
必
要
と
す
る
地
域
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
協
力
で
あ
る
と
言
え
る
。

要
請
案
件
調
査
票

一
村
一
品
イ
ン
テ
リ
ム
レ
ポ
ー
ト

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

4 
 ア

プ
ロ

ー
チ

（
戦

略
）

の
適

切
性

6 
 直

接
受

益
者

・
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
、

実
施

組
織

の
選

定
は

適
切

で
あ

る
か
、

選
定

で
は

必
要

な
関

係
者

が
十

分
に

巻
き
込
ま
れ
て
い
た
か

地
域

開
発

戦
略

の
策

定
を

担
う

国
家

企
画

庁
を

主
要

C
/P

と
し

て
、

一
村

一
品

イ
ニ

シ
ャ

テ
ィ

ブ
（

事
業

体
／

官
民

参
加

者
）
、

及
び

イ
ニ

シ
ャ

テ
ィ

ブ
活

動
を

技
術

的
・

制
度

的
に

支
援

す
る

地
方

自
治

体
、

技
術

訓
練

公
社
（

SE
N

A
）
、

農
業

組
合

な
ど
、

イ
ニ

シ
ャ

テ
ィ

ブ
の

活
動

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
官

民
の

関
係

者
が

研
修

に
参

加
し

、
か

つ
現

地
活

動
に

協
力
し
て
い
る
点
で
、
必
要
な
関
係
者
が
参
画
し
て
い
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

業
務
主
管
部

7 
 案

件
対

象
地

や
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
・

直
接

裨
益

者
に

及
ぼ

し
う

る
悪

影
響
・

リ
ス

ク
を

回
避

す
る

対
策

が
盛

り
込

ま
れ
て
い
る
か

イ
ニ

シ
ャ

テ
ィ

ブ
選

定
で

は
全

国
29

県
・

21
3
自

治
体

地
区

に
呼

び
か

け
、

事
業

案
と

関
心

表
明

が
だ

さ
れ

た
24

県
か

ら
12

県
12

地
区

が
選

定
さ

れ
た
。

選
定

評
価

は
本

協
力

を
通

じ
て

基
準

が
設

定
さ

れ
た

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

な
評

価
方
法
が
用
い
ら
れ
、
透
明
性
が
高
く
、
関
係
者
が
納
得
で
き
る
方
法
が

採
用
さ
れ
て
い
る
。

・
地

方
の

農
村

部
で

は
避

難
民

と
同

様
市

村
民

の
経

済
状

況
は

厳
し

く
、

地
域

活
動

で
は

支
援

格
差

や
差

別
感

を
冗

長
し
な
い
配
慮
が
必
要
で
あ
り
、
裨
益
対
象
に
は
貧
困
層
等
を
含
む
社
会
的

弱
者
層
を
含
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

・
農

村
地

域
・

地
方

部
の

生
産

者
グ

ル
ー

プ
は

性
別

で
分

か
れ

る
ケ

ー
ス

が
多

く
見

ら
れ

る
こ

と
に

鑑
み

、
女

性
生

産
者
グ
ル
ー
プ
が
一
村
一
品
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
よ
う
、
参
加

市
民
・
団
体
へ
の
配
慮
が
さ
れ
て
い
る
。

要
請
案
件
調
査
票

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

－ 95 －



効
果

（
有

効
性

・
効

率
性

）

1 
 ﾌﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
の

達
成

度
8 

 ﾌﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
が

実
現

さ
れ

て
い

る
か

 
 1.

 中
央

及
び

地
方

レ
ベ

ル
に

お
い

て
助

言
や

講
義

を
通

じ
て

一
村

一
品

の
概

念
及

び
手
法
の
理
解
を
深
め
る

 
 2.

 本
研

修
を

通
し

て
一

村
一

品
全

国
大

会
に

て
表

彰
さ

れ
た

1
イ

ニ
シ

ア
テ

ィ
ブ

に
か

か
る

地
域

リ
ー

ダ
ー

及
び

一
村

一
品

推
進

関
係

者
の

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

開
発

に
関

す
る

知
見

が
強

化
さ

れ
る

と
同

時
に

帰
国

後
の

ア
ク

シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
が
策
定
さ
れ
る

 
 3.

コ
ロ

ン
ビ

ア
の

一
村

一
品

メ
カ

ニ
ズ

ム
を

強
化
す
る

国
家
企
画
庁
が
主
導
し
、
国
立
職
業
訓
練
庁
（

SE
N

A
）
、
ア
ク
シ
オ
ン
ソ
シ
ア
ル
、
農
業
農
村
開
発
省
、
商
工
観
光
省
、

JI
C

A
を

メ
ン

バ
ー

と
す

る
中

央
一

村
一

品
推

進
運

営
委

員
会
（

O
V

O
P
中

央
委

員
会

）
が

設
置

さ
れ
「

一
村

一
品

コ
ン

セ
プ

ト
ペ

ー
パ

ー
」

を
取

り
ま

と
め

た
。

O
V

O
P
先

進
地

域
で

あ
る

大
分

県
で

の
本

邦
研

修
、

コ
ロ

ン
ビ

ア
国

内
で

の
セ

ミ
ナ

ー
、

関
係

者
へ

の
継

続
的

な
助

言
、

地
方

委
員

会
立

上
げ

支
援

が
進

め
ら

れ
て

き
た
。

大
分

県
研

修
で

は
、

地
域

開
発
、

計
画
・

実
施
・

評
価
、

道
の

駅
で

の
販

促
方

法
論

な
ど
、

地
場

産
業

の
活

性
化

や
行

政
の

役
割

と
官

民
の

連
携

、
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

の
育

成
、

女
性

生
産

者
グ

ル
ー

プ
活

動
な

ど
、

一
村

一
品

に
有

用
か

つ
必

要
な

知
見
・

技
術
・

ツ
ー

ル
が

学
ば

れ
た
。

ｲ
ﾆ
ｼ
ｬ
ﾃ
ｨ
ﾌ
ﾞ
選

定
は

、
案

件
評

価
表
（

Fi
ch

a 
de

 la
 id

en
tifi

 a
ci

ón
 p

ro
du

ct
os

 c
on

 p
ot

en
ci

al
 

O
V

O
P）

を
作

成
し
、

27
県

21
3
団

体
か

ら
71

団
体

の
事

業
を

優
良

案
件

に
特

定
、

最
終

的
に

12
案

件
を

選
定

し
、

ｼ
ｽ
ﾃ
ﾏ
ﾃ
ｨ
ｯ
ｸ
か
つ
透
明
性
の
高
い
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
（
サ
ー
ビ
ス
／
商
品

9
件

、
ア
イ
デ
ア
商
品

2
件
、
イ
ベ
ン
ト
１
件
）
。

　
研

修
受

講
後

に
策

定
さ

れ
た

ｱ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
ﾗ
ﾝ
は

、
ｲ
ﾆ
ｼ
ｬ
ﾃ
ｨ
ﾌ
ﾞ
の

活
動

計
画

の
改

善
へ

ﾌ
ｨ
ｰ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｯ
ｸ
さ

れ
て

い
る

こ
と

に
加

え
、

政
府

は
「

一
村

一
品

発
展

へ
の

道
」

を
地

域
開

発
の

ス
ロ

ー
ガ

ン
と

し
、

国
家

開
発

計
画

20
10

－
20

14
に

準
拠

し
た
「
地
域
開
発
戦
略
」
と
し
て
導
入
す
る
計
画
が
具
体
化
し
つ
つ
あ
る

。
こ
れ
ら
か
ら
目
標
達
成
は
良
好
。

一
村
一
品
イ
ン
テ
リ
ム
レ
ポ
ー
ト

ア
ン
デ
ス
一
村
一
品
研
修
概
要

案
件
概
要
表
、
研
修
計
画

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
計
画
書

地
域
振
興
専
門
家
業
務
完
了
報
告
書

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

業
務
主
管
部

2 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
の

他
構

成
案

件
と

の
相

乗
効

果
9 

 プ
ロ

グ
ラ

ム
成

果
1「

国
内

避
難

民
の

生
活

の
質

の
向

上
の

た
め

の
支

援
モ

デ
ル

が
開

発
さ

れ
る

」
た

め
の

他
案

件
と

の
相
乗
効
果

他
の

構
成

案
件

と
の

直
接

の
リ

ン
ケ

ー
ジ

は
な

か
っ

た
が
「

栄
養

改
善

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
が

既
存

の
都

市
農

業
政

策
に

基
づ

く
草

の
根

の
活

動
を

行
い
、
「

地
方

行
政

能
力

向
上

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
が

地
方

自
治

体
行

政
サ

ー
ビ

ス
に

コ
ミ

ッ
ト

し
た

取
り

組
み

を
行

い
、

本
件

が
地

域
で

の
住

民
と

密
接

し
た

経
済

活
動

・
社

会
文

化
に

係
る

活
動

を
行

っ
た

点
で
、

異
な

る
側

面
か

ら
の

避
難

民
を

含
む

社
会

的
弱

者
の

生
活

支
援

で
あ

り
、

モ
デ

ル
の

コ
ン

ポ
ー

ネ
ン

ト
と

し
て

相
互
補
完
的
と
捉
え
ら
れ
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査

）,
企

画
調

査
員

（
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
監

理
・
調
整
）
業
務
完
了
報
告

20
13

3 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
達

成
に

寄
与

し
た

、
安

定
要

因
10

 
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
や

実
施

組
織
・

ア
ク

タ
ー

に
関
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー

・
政
府
側
に
一
村
一
品
を
国
の
地
域
戦
略
と
し
て
導
入
す
る
意
向
が
強
く

、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
高
か
っ
た
点
。

・
中
央

O
V

O
P
推
進
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
企
画
庁
の

ほ
か
中
央
・
地
方
で
官
民
組
織
の
協
力
が
得

ら
れ
、

知
見
・

技
術

指
導
・

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
側

面
で

も
、

地
域

の
一

村
一

品
事

業
の

実
現

化
へ

の
協

力
が

提
供

さ
れ

た
こ
と
。

・
地
域
市
民
に
、
地
域
活
性
・
経
済
活
性
へ
の
希
望
が
強
く
、
一
村
一
品

へ
の
関
心
が
強
か
っ
た
点
。

・
コ
国
の
市
町
村
に
は
一
村
一
品
の
リ
ソ
ー
ス
と
な
り
う
る
豊
富
な
天
然

・
観
光
資
源
が
潜
在
し
て
い
た
こ
と
。

・
地

方
自

治
体

や
市

町
村

民
の

中
に
、

一
村

一
品

を
観

光
リ

ソ
ー

ス
と

繋
げ

観
光

開
発

を
目

指
す

な
ど

、
一

村
一

品
を

発
展
さ
せ
る
生
産
的
な
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
た
こ
と
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

4 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
達

成
を

阻
害

し
た

、
不

安
定

要
因

11
 

 プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

活
動

や
実

施
組

織
・

ア
ク

タ
ー

に
関
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー

・
地
域
事
業
や
財
源
の
決
議
権
を
含
む
、
地
方
開
発
促
進
に
係
る
機
能
が

十
分
で
な
い
地
方
自
治
体
が
あ
る
こ
と

・
対
象
市
町
村
で
、
市
町
村
民
の
意
見
を
公
平
に
吸
い
上
げ
る
ノ
ウ
ハ
ウ

が
十
分
で
な
い
地
域
が
あ
る
こ
と

・
貧

困
や

生
計

の
問

題
か

ら
、

市
町

村
民

に
お

け
る

主
体

的
活

動
の

モ
チ

ベ
ー

シ
ョ

ン
を

維
持

す
る

こ
と

に
、

大
き

な
努
力
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
09

、
業

務
完

了
報

告
書

20
10

、
20

11
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ

報
告
書
（
情
報
収
集
確
認
調
査
）

5 
 裨

益
発

現
の

た
め

の
取

り
組

み
の

迅
速

性
、

投
入
・

活
動

の
効

率
性

12
 

 期
間

中
に

裨
益
が
把
握
さ
れ
た
か

相
手

側
の

意
向

の
強

さ
や

ニ
ー

ズ
の

高
さ
、

日
本

の
技

術
の

優
位

性
等

か
ら

、
要

請
か

ら
協

力
開

始
ま

で
非

常
に

迅
速

に
行

わ
れ

た
事

業
で

あ
る
。

20
09

年
か

ら
本

邦
/現

地
で

の
研

修
と

し
て

開
始

さ
れ
、

20
11

年
時

に
は

地
域

の
イ

ニ
シ

ャ
テ

ィ
ブ

が
選

定
さ

れ
、

現
在

で
は

は
幾

つ
か

の
イ

ニ
シ

ャ
テ

ィ
ブ

が
事

業
を

展
開

し
て

お
り

、
政

府
側

で
は

一
村

一
品
を
国
の
地
域
開
発
戦
略
に
組
見
込
む
予
定
が
あ
る
な
ど
多
面
的
成
果
が
把
握
あ
る
。

産
業
開
発
部
・
産
業
貿
易
課

国
家
企
画
庁
（

D
N

P）
／
推
進
委
員
会

一
村

一
品

事
業

体
（

大
分

で
の

一
村

一
品

研
修

参
加
者
）

13
 

 開
発

ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
ﾅ
ｰ
（

他
政

府
･
ﾄ
ﾞ
ﾅ
ｰ
・

N
G

O
）

活
動

と
の

効
果

的
な

調
整
・

連
携

が
な

さ
れ
た
か

一
村
一
品
は
日
本
主
導
の
技
術
で
あ
り
、
他
政
府
支
援
組
織
・
国
際
機
関

は
、
直
接
的
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
。

産
業
開
発
部
・
産
業
貿
易
課

国
家
企
画
庁
（

D
N

P）
／
運
営
委
員

6 
 投

入
対

効
果

14
 

 投
入

規
模

（
人

材
・

経
費
・

期
間
・

他
）

に
対

し
目

標
・

成
果

達
成

は
妥

当
か

こ
れ
ま
で
の
成
果
の
内
容
か
ら
、
投
入
対
効
果
は
適
切
と
言
え
る
。

ｲ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ｸ
ﾄ

1 
 上

位
目

標
の

達
成

度
・

見
込

み
15

 
 上

位
目

標
の
達
成
が
見
込
ま
れ
る
か

 
 1.

コ
ロ

ン
ビ

ア
国

内
に

お
け

る
一

村
一

品
推

進
メ

カ
ニ

ズ
ム

が
強

化
さ

れ
る

 
 2.

地
方

政
府

を
通

じ
て

地
域

を
活

性
化

さ
せ

る

・
コ
ロ
ン
ビ
ア
一
村
一
品
の
哲
学
・
概
念
が
定
着
し
つ
つ
あ
り
イ
ニ
シ
ャ

テ
ィ
ブ
が
実
施
段
階
に
入
っ
て
い
る
。

・
国

家
企

画
庁
（

D
N

P）
、

通
産

省
、

農
業
・

農
村

開
発

省
、

文
化

省
、

職
業

訓
練

庁
、

社
会

繁
栄

庁
、

国
家

開
発

庁
、

各
種
の
商
業
組
合
組
織
、
コ
ロ
ン
ア
工
芸
団
体
等
の
協
力
体
制
が
整
備
さ

れ
、
役
割
を
共
有
し
た
。

・
上
記
か
ら
、
コ
ロ
ン
ビ
ア

O
V

O
P
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
構
築
さ
れ
た
と
い
え
る
。

・
地
域
差
は
あ
る
が
地
域

O
V

O
P
委
員
会
の
設
立
に
あ
る
通
り
、
自
治
体
と
の
協
力
関
係
が
築
か
れ
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

業
務
主
管
部

国
家
企
画
庁

－ 96 －



2 
 プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

と
の

関
係

性
16

 
 プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

１
「

国
内

避
難

民
の

生
活

の
質

の
向

上
の

た
め

の
支

援
モ

デ
ル

が
開
発
さ
れ
る
」
へ
の
寄
与

・
コ

国
は

一
村

一
品

を
地

域
経

済
の

発
展

と
地

域
住

民
の

団
結
・

相
互

扶
助

を
促

す
効

果
的

な
ツ

ー
ル

と
認

識
し

、
地

域
開

発
戦

略
の

に
採

用
し

て
戦

略
文

書
の

最
終

化
段

階
に

あ
る
。

過
去

5
年

の
継

続
的

・
段

階
的

な
協

力
を

通
じ

、
一

村
一
品
が
コ
国
で
実
施
に
至
っ
た
点
は
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
る
。

・
歴

史
的
・

政
治

的
理

由
や

紛
争

に
よ

り
住

民
同

士
の

繋
が

り
が

断
ち

切
ら

れ
た

地
域

が
多

い
コ

国
で

は
、

一
村

一
品

は
地
域
の
相
互
扶
助
や
信
頼
の
構
築
に
資
す
る
方
法
論
と
期
待
さ
れ
る
。

・
コ
ロ
ン
ビ
ア
側
は
一
村
一
品
を
全
市
民
を
対
象
と
す
る
と
考
え
、
避
難
民
等
の
属
性
を
特
化
し
た
想
定
は
な
い
。

国
家
企
画
庁
（

D
N

P）
／
運
営
委
員

一
村

一
品

事
業

体
（

大
分

で
の

一
村

一
品

研
修

参
加

者
）
、

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査

）
、
 J

IC
A
セ

ミ
ナ

資
料

20
12

、
業
務
主
管
部
、
国
家
企
画
庁

3 
 波

及
効

果
の

有
無

と
、

安
定

・
不

安
定

要
因

17
 

 紛
争

被
害

者
を

含
む

社
会

的
弱

者
の

生
活

支
援
・

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
と

の
共

生
等
、

平
和

構
築

に
係
る
波
及
効
果

一
村

一
品

は
、

共
生
・

経
済
・

相
互

扶
助

な
ど

地
域

の
活

力
を

培
養

し
、

地
域

市
場

を
優

先
に

し
た

地
域

の
自

尊
心

や
価

値
を

高
め

る
目

的
を

伴
う
。

国
家

企
画

庁
も
「

一
村

一
品

は
地

域
経

済
の

発
展

だ
け

を
目

指
す

も
の

で
は

な
い

」
と

し
て

お
り
、

社
会

的
弱

者
を

排
除

し
な

い
地

域
開

発
の

方
針

は
、

本
平

和
構

築
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
目

指
す

被
害

者
・

共
生

支
援
に
貢
献
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

一
村
一
品
イ
ン
テ
リ
ム
レ
ポ
ー
ト

国
家
企
画
庁
（

D
N

P）
／
運
営
委
員

一
村

一
品

事
業

体
（

大
分

で
の

一
村

一
品

研
修

参
加
者
）
、
国
家
企
画
庁

18
 

 中
長

期
目

標
や

波
及

効
果

を
促

す
安

定
要

因
、

阻
害
す
る
不
安
定
要
因

【
安
定
要
因
】

・
国
家
開
発
計
画

20
10

-2
01

4
に
基
づ
く

D
N

P
の
地
域
開
発
戦
略
に
、
一
村
一
品
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

・
国
内
の

12
ｲ
ﾆ
ｼ
ｬ
ﾃ
ｨ
ﾌ
ﾞ
以
外
の
自
治
体
に
も
一
村
一
品
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。

・
一

村
一

品
が

も
た

ら
す

協
働
・

相
互

扶
助

の
体

験
が
、

崩
さ

れ
た

地
域

民
の

関
係

性
の

回
復

と
、

紛
争

か
ら

の
社

会
経
済
的
復
興
に
寄
与
で
き
る
と
、
コ
国
関
係
者
が
認
識
し
て
い
る
。

【
不
安
定
要
因
】

・
農
村
部
で
は
個
人
主
義
的
商
業
文
化
、
競
争
文
化
が
強
く
、
チ
ー
ム
活

動
が
難
し
い
傾
向
が
あ
る
。

・
地
域
の
動
態
の
激
し
さ
に
よ
り
、
地
域
の
安
定
し
た
・
団
結
し
た
活
動

の
持
続
が
難
し
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

・
行
政
へ
の
依
存
体
質
が
強
い
地
域
が
あ
る
（
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
の
変
革

が
必
要
）
。

・
幾
つ
か
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
で
は
運
営
管
理
能
力
が
欠
け
て
い
る
（
持

続
性
に
懸
案
）

・
相
互
信
頼
関
係
の
構
築
が
容
易
で
な
い
地
域
が
あ
る
。

・
農

村
部

で
は

共
同

事
業

を
特

定
す

る
習

慣
が

根
付

い
て

お
ら

ず
住

民
間

で
意

見
交

換
し

た
り

相
互

理
解

築
く

の
に

労
力
と
努
力
を
要
す
る
。

・
事

業
特

定
が
、

行
政

提
案

や
個

人
の

ア
イ

デ
ア

に
依

存
し

て
し

ま
う

と
、

市
町

村
民

の
意

欲
を

引
出

す
こ

と
や

、
市

町
村
の
自
主
的
な
地
域
活
性
化
に
影
響
す
る
。

・
一

村
一

品
を

地
域

で
展

開
す

る
上

で
の

社
会

イ
ン

フ
ラ
（

道
路

等
）

が
十

分
に

整
備

さ
れ

て
い

な
い

地
域

が
あ

る
（
陸
・
空
・
水
路
な
ど
輸
送
手
段
や
、
地
域
活
動
の
拠
点
へ
の
市
民
の
移
動
な
ど
）

・
治
安
の
た
め
に
介
入
で
き
な
い
危
険
地
域
が
あ
り
、
全
域
へ
の
普
及
を

阻
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

業
務
主
管
部

国
家
企
画
庁

持
続

性
1 

 政
策

・
制

度
面

で
の

持
続

性
19

 
 本

協
力

効
果

を
支

援
す

る
政

策
・

ﾌ
ﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
の

有
無

国
家

企
画

庁
の

作
成

義
務

で
あ

る
国

家
開

発
計

画
に

準
拠

し
た

地
域

開
発

戦
略

に
、

一
村

一
品

の
方

法
論

が
導

入
さ

れ
る

見
込

み
（

現
在

最
終

化
段

階
）

で
あ

り
、

JI
C

A
協

力
に

よ
る

新
規

技
術

協
力

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

も
予

定
さ

れ
て

い
る
。

コ
政
府
の
一
村
一
品
推
進
の
意
向
は
強
く
、
政
策
的
持
続
性
も
安
定
し
て

い
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）
業
務
主
管
部
、
国
家
企
画
庁

2 
 組

織
財

政
面

で
の

持
続

性
20

 
 上

位
目

標
達

成
、

裨
益

効
果

波
及

の
た

め
の
、

実
施

組
織
・

ｶ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ

組
織

の
組

織
の

機
能

・
ﾏ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ﾜ
ｰ
の

安
定

性
・

継
続
性

中
央

O
V

O
P
委

員
会

メ
ン

バ
ー
（

12
組

織
）
、

地
方

O
V

O
P
委

員
会

の
設

立
な

ど
、

O
V

O
P
の

実
施

環
境

が
整

い
つ

つ
あ

り
、

JI
C

A
協

力
技

プ
ロ

に
て

12
イ

ニ
シ

ア
テ

ィ
ブ

へ
の

技
術

的
支

援
や

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ﾞ
が

進
め

ら
れ

る
予

定
で

あ
る
こ
と
か
ら
も
、
今
後
の
進
展
が
期
待
で
き
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

国
家
企
画
庁

3 
 技

術
面

で
の

持
続

性
21

 
 ｶｳ

ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
、

ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
、

直
接

裨
益

者
の

技
術

活
用

に
係

る
安

定
性

・
継

続
性

中
央

O
V

O
P
委

員
会

と
地

域
O

V
O

P
委

員
会

か
ら

イ
ニ

シ
ア

テ
ィ

ブ
へ

の
技

術
支

援
が

あ
り

、
JI

C
A
技

術
協

な
ど

技
術

発
展

の
リ

ソ
ー

ス
が

期
待

で
き

る
。

地
域

村
民

に
お

い
て

は
、

事
業

計
画

・
実

施
運

営
・

自
己

管
理

能
力

が
未

熟
な

と
こ

ろ
が

多
く
、

地
域

に
よ

っ
て

は
行

政
依

存
体

質
が

残
る

と
さ

れ
、

今
後

は
、

村
民

の
主

体
性

の
醸

成
と

一
村

一
品

に
係
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
持
続
的
高
揚
に
、
一
層
の
努
力
が
必
要
と
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

国
家
企
画
庁

－ 97 －



調
査

 c
od

e 
4

事
業

名
称

 
地

雷
被

災
者

を
中

心
と

し
た

障
害

者
総

合
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
体
制
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

協
力

形
態

 
技

プ
ロ

協
力

期
間

 
4
年

、
20

08
年

8
月

25
日

～
20

12
年

8
月

24
日
（
終
了
）

実
施

組
織

 
対

人
地

雷
総

合
ｱ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ
大

統
領

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
（

PA
IC

M
A
）

, 社
会
保
障
省
（
現
・
保
健
社
会
保
障
省
）

最
終

裨
益

者
 

地
雷

被
災

者
を

含
む

障
害

者
と

家
族

実
施

サ
イ

ト
 

ボ
ゴ

タ
市

（
政

策
･
ﾓ
ﾆ
ﾀ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
）

ア
ン

テ
ィ

オ
キ
ア
県
メ
デ
ィ
ジ
ン
市
バ
ジ
ェ
デ
ル
カ
ウ
カ
県
カ
リ
市

ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

 
対

人
地

雷
総

合
ｱ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ
大

統
領

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
（

PA
IC

M
A
）

, ﾊ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ｪ
保
健
局

,ｱ
ﾝ
ﾃ
ｨ
ｵ
ｷ
ｱ
保
健
局

, ﾊ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ｪ
大
学
病
院
、
ｻ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｾ
ﾝ
ﾃ
ﾃ
ﾞ
ﾊ
ﾟ
ｳ
ﾛ
大
学
病
院
、
ﾌ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ｼ
ｵ
ﾝ
ｲ
ﾃ
ﾞ
ｱ
ﾙ
、
ｱ
ﾗ
ｽ
ﾃ
ﾞ
ﾇ
ｴ
ﾎ
ﾞ
（
旧
ｺ
ﾐ
ﾃ
ﾃ
ﾞ
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾀ
ｼ
ｵ
ﾝ
）
、

 
各

C
/P

施
設

の
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
専

門
職

人
材

、
選
定
の
地
域
医
療
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
提
供
施
設
（

1
次
～

3
次
）

,応
急
手
当
ﾌ
ｧ
ｼ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ﾀ
ｰ
と
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ﾓ
ｰ
ﾀ
ｰ

実
施

時
業

務
主

管
 

人
間

開
発

部
・

社
会

保
障

課

項
目

調
査

事
項

（
設

問
大

項
目

）
設
問
小
項
目

入
手
情
報
／
結
果
概
要

情
報
源
／
調
査
対
象

計
画

性
と

ア
プ

ロ
ー

チ
の

戦
略

性
（

妥
当

性
）

1 
 コ

国
政

府
の

平
和

構
築

政
策

・
国

家
開

発
政

策
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
と

の
整

合
性

1 
 コ

国
政

府
の

平
和

構
築

政
策

、
紛

争
被

害
者
・

共
生

和
解

支
援

に
係

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
整
合
し
て
い
る
か

コ
国

憲
法

は
障

害
者

の
基

本
的

生
活

と
社

会
統

合
の

権
利

を
保

障
し
、

法
律

第
10

0
号

／
19

93
、

C
O

N
PE

S 
80

号
文

書
／

20
04

に
て

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
対

策
を

明
記
。

地
雷

被
災

者
支

援
は

法
律

第
41

8
号

／
19

97
、

法
律

54
8
号

／
19

99
、

法
律

78
2
号

/2
00

2、
法

律
11

06
号

/2
00

6
の

規
定

に
従

い
、

被
災

防
止

・
被

災
者

支
援

が
進

め
ら

れ
て

き
た

。
20

00
年

に
は

対
人

地
雷

禁
止

条
約

（
オ

タ
ワ

条
約

, 2
00

0
年

9
月

批
准

）
発

効
が

定
め

ら
れ

対
人

地
雷

総
合

活
動

が
制

度
化

さ
れ

た
。

対
人

地
雷

と
不

発
弾

に
対

す
る

総
合

対
策

国
家

計
画
（

20
04

-2
00

9）
、

大
統

領
令

21
50

号
／

20
07

を
通
じ
対
人
地
雷
総
合
ア
ク
シ
ョ
ン
大
統
領
プ
ロ
グ
ラ
ム
（

PA
IC

M
A
）
の
活
動
が
拡
大
さ
れ
て
き
た
。
更

に
政

府
は
、

国
連
・

障
害

者
権

利
条

約
の

批
准

を
目

指
し

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

技
術
・

知
見

、
障

害
者

の
権

利
保
障
の
成
長
を
目
指
し
た
。
本
案
件
は
上
政
策
を
支
援
す
る
協
力
。

中
間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報
告
書

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

平
和

構
築

分
野

の
情

報
収

集
確

認
調

査
）

,終
了

時
評

価
調
査
報
告

20
12

ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ

PN
A

2 
 実

施
の

タ
イ

ミ
ン

グ
は

コ
国

の
平

和
構

築
の

プ
ロ

セ
ス

・
政

治
社

会
情

勢
に

対
し

適
切
で
あ
る
か

本
協

力
は

開
始

時
に

お
い

て
コ

国
で

理
論

的
な

知
見

と
し

て
存

在
し

た
段

階
に

あ
っ

た
、

ﾁ
ｰ
ﾑ
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
、

生
活

活
動

能
力

（
A

D
L）

向
上

、
総

合
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
の

実
践

に
コ

ミ
ッ

ト
し

当
該

人
材

の
能

力
の

向
上

を
行

っ
た

点
で

時
機

に
適

っ
た

協
力
。

緊
急

に
地

雷
被

災
・

障
害

者
へ

の
支

援
が

必
要

で
あ

る
一

方
で

、
協

力
当

時
の

、
コ

国
側

の
ノ

ウ
ハ

ウ
や

ツ
ー

ル
の

不
足

と
こ

れ
に

係
る

ニ
ー

ズ
、

日
本

の
平

和
構

築
へ

の
支

援
決

議
か

ら
も

、
適

切
な

時
機

で
の

協
力

と
言

え
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ

PN
A

2 
 日

本
の

コ
国

支
援

戦
略

、
JI

C
A

の
対

コ
国

事
業

実
施

計
画

と
の

整
合

性

3 
 日

本
の

支
援

政
策

と
合

致
し

支
援

の
政

治
的

・
政
策
的
意
義
が
あ
る
か

我
が

国
は
「

紛
争

被
害

者
支

援
」

を
「

障
害

者
支

援
」

を
人

間
の

安
全

保
障

の
協

力
と

認
識

し
、

特
に

紛
争

被
害

者
支

援
に

つ
い

て
は

「
平

和
構

築
」

課
題

の
一

取
り

組
み

と
認

識
し

、
20

08
年

8
月

の
コ

ロ
ン

ビ
ア

O
D

A
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

及
び

コ
国

政
府

と
の

経
済

協
力

政
策

協
議

で
は

平
和

構
築

を
重

点
支

援
分

野
と

し
て
「

紛
争

の
結

果
生

じ
る

社
会

的
・
経
済
的
問
題
へ
対
策
を
講
じ
る
」
意
向
を
表
明
し
た
点
か
ら
、
政
策

的
な
根
拠
・
意
義
が
高
い
。

平
和

の
構

築
ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ

20
08

, ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ

調
査
報
告

20
10

, G
-2

4 
C

ar
ta

ge
na

 D
ec

la
ra

tio
n

4 
 JI

C
A
の

実
施

計
画
・

支
援

戦
略

の
観

点
で

の
意

義
本

案
件

は
。

JI
C

A
の

対
コ

ロ
ン

ビ
ア

国
別

事
業

実
施

方
針

（
20

07
年

3
月

改
定

）
の
「

平
和

構
築

課
題

」
、

地
雷

被
災

者
等

の
身

体
障

害
者

に
対

す
る

リ
ハ

ビ
リ

サ
ー

ビ
ス

向
上

支
援

事
業
、

に
位

置
付

け
ら

れ
て

い
た

。
日

本
は

障
害

者
福

祉
制
度
開
発
、
国
際
生
活
機
能
分
類
（

IC
F）

導
入
実
績
が
豊
富
で
日
本

の
技
術
を
有
効
に
活
用
し
た
協
力
と
な
っ
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

平
和

構
築

分
野

の
情

報
収

集
確

認
調

査
）
、

終
了

時
評
価
調
査
報
告

3 
 裨

益
者
・

裨
益

地
域

の
ニ

ー
ズ

に
対

す
る

実
施

の
必

要
性

5 
 対

象
裨

益
者
・

地
域

で
の

裨
益

者
ニ

ー
ズ

に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
か

コ
国

の
対

人
地

雷
・

不
発

弾
に

よ
る

被
災

者
数

は
20

05
年

時
に

世
界

1
位

と
な

り
PA

IC
M

A
に

よ
る

19
90

年
か

ら
20

10
年
ま
で
の
全
国
地
雷
被
災
登
録
者
数
は

8
千

6
百
人
以
上
に
上
り
被

災
防
止
と
被
災
者
支
援
が
課
題
で
あ
る
。
対

象
地

ア
ン

テ
ィ

オ
キ

ア
県

は
国

内
で

地
雷

被
災

者
数

が
最

も
多

い
県

で
、

バ
ジ

ェ
県

は
南

西
部

の
障

害
者

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
拠

点
か

つ
周

辺
リ

フ
ァ

ラ
ル

県
の

中
核
・

バ
ジ

ェ
大

学
病

院
が

あ
り

、
裨

益
者

お
よ

び
地

域
ニ

ー
ズ

に
応

じ
て
い
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

平
和

構
築

分
野

の
情

報
収

集
確

認
調

査
）
、

終
了

時
評
価
調
査
報
告

4 
 ア

プ
ロ

ー
チ

（
戦

略
）

の
適

切
性

6 
 直

接
受

益
者

・
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
、

実
施

組
織

の
選

定
は

適
切

で
あ

る
か
、

選
定

で
は

必
要

な
関

係
者

が
十

分
に

巻
き
込
ま
れ
て
い
た
か

C
/P
・

ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
と

し
て

,ｱ
ﾝ
ﾃ
ｨ
ｵ
ｷ
ｱ
県

で
は

ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
・

ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
に

優
れ

た
第

3
次

病
院

で
あ

る
ｻ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｾ
ﾝ
ﾃ
ﾃ
ﾞ
ﾊ
ﾟ

ｳ
ﾛ
病

院
、

リ
フ

ァ
ラ

ル
関

係
に

あ
る

地
域

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

推
進

す
る

コ
ミ

テ
デ

リ
ハ

ビ
リ

タ
シ

オ
ン

が
選

定
さ

れ
た
。

バ
ジ

ェ
県

で
は
、

周
辺

県
の

地
雷

被
災

者
の

レ
フ

ァ
レ

ル
病

院
で

あ
り

、
日

本
政

府
の

草
の

根
人

間
の

安
全

保
障

無
償

資
金

協
力

も
受

け
た

バ
ジ

ェ
大

学
病

院
と

、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
活

動
に

実
績

の
あ

る
ﾌ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ｼ
ｵ
ﾝ
ｲ
ﾃ
ﾞ
ｱ
ﾙ
が

選
定

さ
れ

た
。

ア
ン

テ
ィ

オ
キ

ア
県

で
は
、

間
接

的
な

裨
益

者
と

し
て

被
災

者
が

多
い

４
市

、
支

援
が

少
な

い
が

道
路

イ
ン

フ
ラ

で
ア

ク
セ

ス
可

能
な

地
域

の
1
次

か
ら

3
次

医
療

施
設

が
含

ま
れ

る
配

慮
が

な
さ

れ
た

。
更

に
バ

ジ
ェ

県
で

は
県

の
中

心
へ

地
理

的
に

ア
ク

セ
ス

が
可

能
か

つ
成

果
普

及
が

見
込

ま
れ

る
５

市
が

選
定

さ
れ

た
。

選
定

地
・

タ
ー

ゲ
ッ

ト
は

本
協
力
の
目
標
に
応
じ
て
い
る
。

事
前
調
査
報
告
書

中
間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報
告
書

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

平
和

構
築

分
野

の
情

報
収

集
確

認
調

査
）
、

終
了

時
評
価
調
査
報
告

20
12

7 
 案

件
対

象
地

や
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
・

直
接

裨
益

者
に

及
ぼ

し
う

る
悪

影
響
・

リ
ス

ク
を

回
避

す
る

対
策

が
盛

り
込

ま
れ
て
い
る
か

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ビ

ス
現

場
で

は
、

対
象

者
を

地
雷

被
災

者
に

特
化

せ
ず

、
他

の
障

害
要

因
に

よ
る

障
害

者
を
含
め
、
地
雷
被
災
者
と
の
支
援
の
格
差
・
差
別
感
の
予
防
に
配
慮
さ
れ

た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

平
和

構
築
分
野
の
情
報
収
集
確
認
調
査
）

－ 98 －



効
果

（
有

効
性

・
効

率
性

）

1 
 ﾌﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
の

達
成

度
8 

 
「

バ
ジ

ェ
県

お
よ

び
ア

ン
テ

ィ
オ

キ
ア

県
に

お
い

て
、

地
雷

被
災

者
を

中
心

と
し

た
障

害
者

の
た

め
の

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
 の

質
が

改
善

す
る

」
（

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
）

が
実

現
さ

れ
た

か

専
門

職
人

材
は

チ
ー

ム
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
基

づ
き

患
者

の
意

思
を

尊
重

し
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

診
療

に
あ

た
る

よ
う

に
な

っ
た
。

対
象

C
/P

の
4
施

設
で

機
能

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
専

門
人

材
の

能
力

強
化
（

成
果

1）
、

及
び
、

対
象

4
医
療
施
設
で
切
断
や
視
覚
障
害
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ガ
イ
ド
の
活
用
（
成
果

2）
つ
い
て
は
、

A
D

L
評
価
表
、

切
断

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
ガ

イ
ド
、

視
聴

覚
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

ガ
イ

ド
が

本
協

力
で

新
た

に
作

成
さ

れ
、

活
用

さ
れ
る
に
至
り
、
終
了
時
評
価
時
に
は

99
.6

%
が
日
常
業
務
で
利
用
し
て
い
る

　
地

雷
被

災
者

含
む

障
害

者
の
、

公
的

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
権

利
・

義
務
・

制
度

知
識

を
普

及
で

き
た

か
と

い
う

点
に

つ
い

て
は
、

保
健

社
会

保
障

省
と

協
力

し
て

教
材

を
作

成
し

普
及

用
ツ

ー
ル

が
準

備
さ

れ
た

。
フ

ン
ダ

シ
オ

ン
イ

デ
ア

ル
と

コ
ミ

テ
デ

リ
ハ

ビ
リ

タ
シ

オ
ン

が
、

カ
ス

ケ
ー

ド
形

式
で

の
障

害
者

の
権

利
・

義
務

研
修

を
実

施
し

、
バ

ジ
ェ

県
の

研
修

受
講

生
98

%
、

ア
ン

テ
ィ

オ
キ

ア
県

の
82

.5
%

が
「

公
的

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
市

民
の

権
利
・

義
務
・

制
度

の
知

識
が
向
上
し
た
」
と
回
答
し
て
い
る
。

　
関

係
者

間
で

の
地

雷
被

災
者

の
感

染
軽

減
や

2
次

障
害

予
防

の
受

診
前

処
置

知
識
（

成
果

4）
に

つ
い

て
は
、

医
療

施
設

受
診

前
処

置
研

修
は

各
県

予
算

措
置

を
得

て
、

ア
ン

テ
ィ

オ
キ

ア
県

大
学

、
民

間
専

門
機

関
（

R
EL

IE
F）

に
委

託
し

、
看

護
師

、
看

護
助

手
、

地
域

保
健

師
、

患
者

移
送

の
関

係
者
、

公
衆

衛
生

担
当

者
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

リ
ー

ダ
ー
、

義
勇

消
防

団
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

青
年

リ
ー

ダ
ー
、

災
害

予
防

局
な

ど
を

対
象

と
し

て
実

施
さ

れ
た

。
研

修
受

講
者

の
う

ち
、

79
.3

5%
が

地
雷

被
災

者
の

た
め

の
医

療
施

設
受

診
前

処
置

に
関

す
る

知
識

が
向

上
し

た
と

回
答

し
、

診
療
前
処
置
ガ
イ
ド
は
地
域
普
及
員
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
た
。

 
　
こ
れ
ら
成
果
か
ら
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
質
は
大
き
く
改
善
さ
れ
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

平
和

構
築

分
野

の
情

報
収

集
確

認
調

査
）
、

終
了

時
評

価
調

査
報

告
20

12
 専

門
家

業
務

完
了

報
告

20
12

業
務
主
管
部

2 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
の

他
構

成
案

件
と

の
相

乗
効

果
9 

 プ
ロ

グ
ラ

ム
成

果
２

「
地

雷
被

災
予

防
及

び
地

雷
被

災
者

の
医

療
リ

ハ
ビ

リ
、

社
会

参
加

促
進

の
た

め
の

支
援

モ
デ

ル
が

開
発

さ
れ

る
」

た
め

の
他

案
件

と
の

相
乗
効
果

医
療
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
に
つ
い
て
は
本
協
力
が
、
地
域
で
の
地
雷
予
防
等
に
つ

い
て
は

PA
IC

M
A
が
担
う
と
い
う
点
で
、
本

協
力

と
「

対
人

地
雷

総
合

ア
ク

シ
ョ

ン
大

統
領

プ
ロ

グ
ラ

ム
強

化
（

研
修

）
」

は
、

地
雷

被
災

者
支

援
に

係
る

相
互

補
完

的
な

事
業

で
あ

る
。

両
事

業
の

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
ﾀ
ﾞ
ｲ
ﾚ
ｸ
ﾀ
ｰ
を

務
め

て
い

る
こ

と
か

ら
、

地
雷

被
災

者
支

援
の

コ
ン

ポ
ー

ネ
ン
ト
で
の
知
見
交
換
や
研
修
活
動
で
の
関
係
者
調
整
が
あ
り
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
文
書
の
作
成
に
も
活
か
さ
れ
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

平
和

構
築

分
野

の
情

報
収

集
確

認
調

査
）

ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ
支

所

3 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
達

成
に

寄
与

し
た

、
安

定
要

因
10

 
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
や

実
施

組
織
・

ア
ク

タ
ー

に
関
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー

・
社
会
保
障
省
（
現
・
保
健
社
会
保
護
省
）
の
活
動
参
加
が
、
協
力
を
通

じ
て
拡
大
し
た
、

・
被
災
者
救
急
搬
送
や
急
性
期
処
置
等
知
識
普
及
で
、
県
保
健
局
と
の
協

働
が
、
協
力
を
通
じ
て
拡
大
し
た
、

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

平
和

構
築

分
野

の
情

報
収

集
確

認
調

査
）

終
了

時
評

価
調
査
報
告

4 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
達

成
を

阻
害

し
た

、
不

安
定

要
因

11
 

 プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

活
動

や
実

施
組

織
・

ア
ク

タ
ー

に
関
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー

・
患

者
は

サ
ー

ビ
ス

の
受

け
手

と
の

一
般

通
念

が
あ

る
コ

国
で

患
者

中
心

の
ケ

ア
の

理
解

を
得

る
の

に
時

間
を

要
し

た
。

・
対
象
地
域
が

2
県
に
跨
り
、
関
係
者
・
役
割
も
多
様
の
た
め
活
動
進
捗
に
時
間
を
要
し
た
。

・
本

件
の

対
象

Ｃ
/P

病
院

が
指

定
病

院
と

な
ら

な
ら

い
健

康
保

険
加

入
患

者
は
、

診
療

計
画

途
中

で
病

院
を

移
る

状
況
が
発
生
し
、
Ｃ

/P
病
院
に
よ
る
長
期
的
ケ
ア
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

効
果
の
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
が
難
し
く
な
っ
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

平
和

構
築

分
野

の
情

報
収

集
確

認
調

査
）

終
了

時
評

価
調
査
報
告

5 
 裨

益
発

現
の

た
め

の
取

り
組

み
の

迅
速

性
、

投
入
・

活
動

の
効

率
性

12
 

 期
間

中
に

裨
益
が
把
握
さ
れ
た
か

チ
ー

ム
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
技

術
が

導
入

さ
れ
、

関
連

技
術

が
確

認
さ

れ
て

い
る

。
こ

れ
に

加
え

終
了

時
行

わ
れ

た
裨

益
者

へ
の

調
査

で
は

、
医

療
サ

ー
ビ

ス
に

満
足

し
て

い
る

と
回

答
し

た
患

者
は

97
.4

%
、

障
害

者
の

権
利

と
義

務
研

修
受

講
者

の
う

ち
普

及
活

動
を

続
け

て
い

る
と

回
答

し
た

比
率

は
バ

ジ
ェ

県
66

.9
6%

、
ア

ン
テ

ィ
オ

キ
ア

県
76

.7
4%

、
医

療
施

設
の

受
診

前
処

置
研

修
参

加
者

の
う

ち
普

及
活

動
を

継
続

し
て

い
る

と
回

答
し

者
は

バ
ジ

ェ
県

85
%
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
県

58
%

で
あ
り
、
定
量
的
効
果
が
把
握
さ
れ
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

平
和

構
築
分
野
の
情
報
収
集
確
認
調
査
）

終
了
時
評
価
調
査
報
告

20
12

13
 

 開
発

ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
ﾅ
ｰ
（

他
政

府
･
ﾄ
ﾞ
ﾅ
ｰ
・

N
G

O
）

活
動

と
の

効
果

的
な

調
整
・

連
携

が
な

さ
れ
た
か

・
視

覚
障

害
者

支
援

N
G

O
で

あ
る

成
人

視
覚

障
害

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
（

C
R

A
C
）
、

バ
ジ

ェ
視

覚
聴

覚
障

害
児

セ
ン

タ
ー

の
協

力
を

得
て

、
バ

ジ
ェ

大
学

病
院

と
サ

ン
ビ

セ
ン

テ
デ

パ
ウ

ロ
大

学
病

院
へ

の
技

術
協

力
が

行
わ

れ
た
。

・
国

際
赤

十
字

と
協

力
し
、

C
/P

以
外
・

他
施

設
の

専
門

職
切

断
患

者
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
研

修
参

加
が

行
わ

れ
た
。

同
上

6 
 投

入
対

効
果

14
 

 投
入

規
模

（
人

材
・

経
費
・

期
間
・

他
）

に
対

し
目

標
・

成
果

達
成

は
妥

当
か

達
成
さ
れ
た
成
果
、
上
位
目
標
が
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
点
か
ら
、
投

入
対
効
果
は
適
切
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
20

12
, 2

01
1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ

ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

平
和

構
築

分
野

の
情

報
収
集
確
認
調
査
）

ｲ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ｸ
ﾄ

1 
 上

位
目

標
の

達
成

度
・

見
込

み
15

 
 
「

地
雷

被
災

者
を

中
心

と
し

た
障

害
者

へ
の

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
が

障
害

国
家

政
策

文
書
（

C
O

N
PE

S）
に

含
ま

れ
て

い
る

」
（

上
位

目
標

）
の

達
成

が
見
込
れ
る
か

政
府
は

20
11

年
に
国
連
障
害
者
権
利
条
約
に
批
准
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

技
術
導
入
を
支
援
し
た
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
の

概
念
・

方
法

論
を
「

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

イ
ン

ク
ル

ー
ジ

ョ
ン

障
害

者
政

策
」
（

20
12

年
）
,国

家
障

害
政

策
文

書
（

C
O

N
PE

S 
80
）
に
導
入
、
草
案
の
最
終
化
段
階
に
あ
る
。
（
予
定
よ
り
早

い
上
位
目
標
達
成
が
見
込
ま
れ
る
）

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

平
和

構
築
分
野
の
情
報
収
集
確
認
調
査
）

終
了
時
評
価
調
査
報
告
（

M
M

,概
要
表
）

業
務
主
管
部
、
保
健
社
会
保
障
省
（

M
SP

S）

2 
 プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

と
の

関
係

性
16

 
 プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

２
「

地
雷

被
災

予
防

及
び

地
雷

被
災

者
の

医
療

リ
ハ

ビ
リ
、

社
会

参
加

促
進

の
た

め
の

支
援

モ
デ

ル
が

開
発
さ
れ
る
」
へ
の
寄
与

ﾁ
ｰ
ﾑ
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
の

知
識

・
技

術
の

導
入

や
、

障
害

評
価

や
診

断
・

ケ
ア

の
ツ

ー
ル
、

障
害

者
の

権
利

に
係

る
ガ

イ
ド

な
ど

、
医

療
・

福
祉

関
係

者
が

実
践

す
べ

き
ケ

ア
に

必
要

な
技

術
・

ツ
ー

ル
が

導
入

さ
れ

た
。

こ
れ

ら
は

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
ケ
ア
の
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
広
く
活
用
が
可
能
な
も
の
と
し
て

、
モ
デ
ル
・
リ
ソ
ー
ス
と
認
識
で
き
る
。

　
社

会
参

加
モ

デ
ル

の
観

点
で

は
今

後
に

新
た

な
取

り
組

み
が

求
め

ら
れ

る
が
、

本
協

力
の

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

で
あ

る
被

災
予
防
、
被
災
後
措
置
等
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
こ
の
分
野
で
の
有
用
な

ツ
ー
ル
と
な
り
貢
献
要
素
が
あ
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中
間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報
告
書
（
平
和
構

築
分

野
の

情
報

収
集

確
認

調
査

）
、

終
了

時
評

価
調

査
報

告
20

12
, J

IC
A
セ

ミ
ナ

資
料

20
12

,
業

務
主

管
部

,ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ
支

所
　

M
in

Sa
lu

d,
 

PA
IC

M
A
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3 
 波

及
効

果
の

有
無

と
安

定
・

不
安

定
要

因
17

 
 紛

争
被

害
者

を
含

む
社

会
的

弱
者

の
生

活
支

援
・

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
と

の
共

生
等
、

平
和

構
築

に
係

る
波
及
効
果

・
期

間
中
、

視
覚

障
害

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
が

新
規

に
開

設
さ

れ
る

に
至

っ
た

。
こ

れ
は

バ
ジ

ェ
大

学
病

院
、

成
人

視
覚

障
害

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
（

C
R

A
C
）
、

バ
ジ

ェ
視

覚
聴

覚
障

害
児

セ
ン

タ
ー
（

N
G

O
）

の
3
機

関
が

協
定

を
結

び
実

現
し

た
も

の
で

第
3
次

レ
ベ

ル
の

医
療

機
関
（

バ
ジ

ェ
大

学
病

院
）

が
地

域
医

療
施

設
・

N
G

O
と

連
携
し
た
成
功
例
で
あ
る
。

・
終

了
時

に
PA

IC
M

A
の

財
源

支
援

及
び

M
in

Sa
lu

d
と

の
連

携
を

受
け

て
、

国
内
・

障
害

者
関

係
団

体
（

障
害

者
団

体
、
障
害
者
家
族
団
体
、
支
援
団
体
等
）
に
よ
る
障
害
連
合
委
員
会
が
設
立
さ
れ
た
。

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
後

に
保

健
社

会
保

障
省

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

で
作

成
さ

れ
た

「
切

断
患

者
リ

ハ
ビ

リ
ガ

イ
ド

」
、

「
弱

視
・

視
覚

障
害

リ
ハ

ビ
リ

ガ
イ

ド
」
「

全
盲

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
ガ

イ
ド

」
を
、

非
対

象
県

の
国

公
立

病
院

へ
配

布
し

た
実

績
を

も
ち
、

こ
れ

を
広

く
活

用
し

た
い

と
考

え
て

い
る
。

M
in

Sa
lu

d
は

カ
リ

の
バ

ジ
ェ

大
学

病
院

お
よ

び
フ

ン
ダ

シ
オ

ン
イ

デ
ア

ル
と

協
定

を
結

び
、

PA
IC

M
A
と

協
力

し
非

対
象

県
・

市
町

村
の

官
民

組
織

へ
の

上
記

ガ
イ

ド
を

用
い
た
専
門
家
育
成
（

TO
T）

研
修
を
進
め
て
い
る
。

・
PA

IC
M

A
の

組
織

能
力

の
強

化
が

進
め

ら
れ

た
。

具
体

的
に

は
、

PA
IC

M
A
被

災
者

支
援

の
活

動
が

拡
大

さ
れ
、

総
合

的
な

復
帰
（

機
能

回
復

に
留

ま
ら

な
い

心
理

的
・

社
会

的
回

復
）

の
支

援
が

明
確

化
さ

れ
、

被
災

地
域

へ
の

支
援

、
地
雷
対
策
活
動
に
お
け
る
地
域
意
見
の
吸
い
上
げ
、
計
画
段
階
で
の
地
域

の
参
加
が
拡
大
さ
れ
た
。

・
協

力
終

了
後

に
PA

IC
M

A
主

導
/M

in
Sa

lu
d
協

力
で
「

被
災

者
・

障
害

者
の

権
利

と
義

務
ガ

イ
ド

」
を

活
用

し
被

災
件
数
の
多
い

A
nt

io
qu

ia
,  

A
ra

uc
a,

 B
ol

ív
ar

, C
as

an
ar

e,
 C

au
ca

, C
ór

do
ba

, N
ar

iñ
o,

 S
an

ta
nd

er
県
を
対
象
と
し
た

20
13

年
度
レ
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
進
め
て
い
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

平
和

構
築

分
野

の
情

報
収

集
確

認
調

査
）

終
了

時
評

価
調
査
報
告

20
12

業
務
主
管
部

, M
in

Sa
lu

d,
 P

A
IC

M
A

 

18
 

 中
長

期
目

標
や

波
及

効
果

を
促

す
安

定
要

因
、

阻
害

す
る
不
安
定
要
因

【
安
定
要
因
】

・
保

健
社

会
保

障
省

が
、

本
協

力
の

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

を
地

域
保

健
医

療
、

医
療

制
度

、
障

害
政

策
、

被
害

者
総

合
ケ

ア
に
、
活
用
す
る
意
向
が
あ
る
。

・
政
府
の
障
害
者
政
策
に
導
入
・
制
度
化
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
政
策
的
根
拠

が
明
確
に
な
っ
た
。

・
障
害
者
の
社
会
参
加
の
分
野
で
、
ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ
―

JI
C

A
の
新
し
い
協
力
事
業
が
開
始
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

・
総

合
リ

ハ
ビ

リ
―

シ
ョ

ン
に

係
り

、
障

害
者

権
利

条
約

の
批

准
、
「

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
政

策
」
「

障
害

者
ソ

ー
シ

ャ
ル

イ
ン

ク
ル

ー
ジ

ョ
ン

政
策

」
が

開
始

さ
れ

た
こ

と
で
、

国
家

政
策

・
公

共
サ

ー
ビ

ス
と

し
て

明
確

な
法

的
根
拠
・
リ
ソ
ー
ス
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

・
障

害
有

識
者

会
合

が
8
月

よ
り

発
足

し
、

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

知
見

・
技

術
の

普
及

と
、

一
層

の
成

熟
が

期
待
で
き
る
。

【
不
安
定
要
因
】

・
チ

ー
ム

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

診
療

項
目

の
う

ち
診

療
報

酬
規

程
（

Pl
an

 O
bl

ig
at

or
io

 d
e 

Sa
lu

d:
PO

S）
の

対
象

に
含
ま
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
ケ
ア
の
質
向
上
が
診
療
報
酬
の
増
に
直
結
し
な
い
。

・
本

件
の

対
象

病
院

が
指

定
病

院
と

な
ら

な
ら

い
健

康
保

険
に

加
入

す
る

患
者

は
、

診
療

の
途

中
段

階
で

病
院

を
移

ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
発
生
し
、
長
期
的
ケ
ア
や
効
果
の
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
が
難
し
く
な
る
。
（
保
険
制
度
）

・
被
災
者
を
含
む
患
者
が
ど
の
よ
う
に
総
合
的
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
家
庭
復
帰
、
地
域
復
帰
、
学
校
・
職
場
復
帰
、

心
身
の
回
復
、
本
人
の
主
体
的
な
経
済
・
社
会
参
加
な
ど
）
を
実
現
し
る
か
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。

・
地
雷
埋
設
が
特
定
さ
れ
な
い
地
域
が
多
く
、
一
般
市
民
が
労
働
等
に
従
事
す
る
際
に
事
故
に
合
う
ケ
ー
ス
が
多
い
。

中
間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報
告
書

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

平
和

構
築

分
野

の
情

報
収

集
確

認
調

査
）
、

終
了

時
評
価
調
査
報
告

20
12

M
in

Sa
lu

d,
 V

ic
tim

 U
ni

t
ｻ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｾ
ﾝ
ﾃ
ﾃ
ﾞ
ﾊ
ﾟ
ｳ
ﾛ
病
院
、
ｺ
ﾐ
ﾃ
ﾃ
ﾞ
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾀ
ｼ
ｵ
ﾝ

受
益
者

持
続

性
1 

 政
策

・
制

度
面

で
の

持
続

性
19

 
 本

協
力

効
果

を
支

援
す

る
政

策
・

ﾌ
ﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
の

有
無

「
コ

」
国

は
20

12
年

に
国

連
障

害
者

人
権

条
約

を
批

准
し
「

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

イ
ン

ク
ル

ー
ジ

ョ
ン

障
害

者
政

策
」

を
開

始
し

た
。

又
、

法
律

第
14

48
号

／
20

11
 （
被

害
者

救
済

・
土

地
返

還
法

）
に
「

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
は
（

地
雷

被
災
者
を
含
む
）
被
害
者
の
総
合
ケ
ア
・
補
償
の
一
方
法
」
と
明
記
さ
れ
た

こ
と
で
、
政
府
・
行
政
に
お
け
る
公
共
サ
ー

ビ
ス

と
し

て
の

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
責

務
が

高
ま

っ
て

い
る
。

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
政

策
が

確
立

さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
各
県
保
健
事
務
所
を
含
む
官
民
の
連
携
も
進
め
ら
れ
て
い
く
と
期
待
さ
れ
る
。

終
了
時
評
価
調
査
報
告

20
12

PA
IC

M
A

, M
in

Sa
lu

d,
V

ic
tim

 U
ni

t

2 
 組

織
財

政
面

で
の

持
続

性
20

 
 上

位
目

標
達

成
、

裨
益

効
果

波
及

の
た

め
の
、

実
施

組
織
・

ｶ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ

組
織

の
組

織
の

機
能

・
ﾏ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ﾜ
ｰ
の

安
定

性
・

継
続

性

本
協

力
の

対
象

医
療

施
設

は
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
主

業
務
・

サ
ー

ビ
ス

と
し

て
お

り
、

専
門

職
人

材
も

十
分

で
あ

り
組

織
体

制
・

財
政

的
側

面
で

安
定

し
て

い
る
。

専
門

職
人

材
の

能
力

は
高

く
、

患
者

中
心

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

が
実

践
さ

れ
て

い
く

潜
在

力
は

高
い
。

県
内

医
療

施
設

へ
の

研
修

セ
ッ

シ
ョ

ン
が

定
期

化
さ

れ
て

い
け

ば
、

技
術

の
普

及
が
見
込
ま
れ
る
。

中
間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報
告
書

終
了
時
評
価
調
査
報
告
書

ｻ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｾ
ﾝ
ﾃ
ﾃ
ﾞ
ﾊ
ﾟ
ｳ
ﾛ
病
院
、
ｺ
ﾐ
ﾃ
ﾃ
ﾞ
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾀ
ｼ
ｵ
ﾝ

3 
 技

術
面

で
の

持
続

性
21

 
 ｶｳ

ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
、

ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
、

直
接

裨
益

者
の

技
術

活
用

に
係

る
安

定
性

・
継

続
性

チ
ー

ム
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

概
念

や
方

法
論

を
モ

デ
ル

と
し

て
全

国
に

普
及

す
る

た
め

に
は
、

地
雷

被
災

者
を

含
む

障
害

者
の

A
D

L
や

Q
O

L
の

効
果

検
証

が
技

術
的

課
題

と
な

る
。

又
、

地
雷

被
災

や
紛

争
被

害
を

含
む

障
害

者
に

は
家

庭
・

学
校
・

就
労

へ
の

復
帰

に
繫

が
る

継
続

的
な
「

総
合

的
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

」
が

必
要

で
、

こ
れ

に
は

急
性

期
医
療
で
の
処
置
技
術
や
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（

C
B

R
）
が
鍵
と
な

る
。
本
年

8
月
に
保
健
社
会
保
障
省
の
ほ
か
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
メ

イ
ン

ア
ク

タ
ー
（

バ
ジ

ェ
大

学
病

院
、

フ
ン

ダ
シ

オ
ン

イ
デ

ア
ル

、
サ

ン
ビ

セ
ン

テ
デ

パ
ウ

ロ
病

院
、

コ
ミ

テ
デ

リ
ハ

ビ
リ

タ
シ

オ
ン

）
、

H
an

di
ca

p 
In

te
rn

at
io

na
l、

教
育

機
関

か
ら

の
専

門
家

と
有

識
者

に
よ

る
「

障
害

有
識

者
会

合
」

が
開

始
さ

れ
、

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

開
発

を
含

め
た

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

係
る

専
門

性
・

専
門

家
の

育
成

の
問

題
、

M
in

Sa
lu

d
の

総
合

保
障

シ
ス

テ
ム

の
枠

組
み

と
の

調
整

が
議

論
さ

れ
る

予
定

で
あ

る
。

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

イ
ン

ク
ル

ー
ジ

ョ
ン

を
発

展
さ

せ
る

に
は
、

こ
れ

ら
官

民
の

協
力

と
知

見
が

、
最

終
裨

益
者

で
あ

る
被

災
者

・
障

害
者
・
紛
争
被
害
者
が
自
ら
の
主
体
的
な
活
動
を
展
開
で
き
る
環
境
の
整
備
に
繋
げ
て
い
く
こ
と
が
必
須
と
な
る
。

終
了
時
評
価
調
査
報
告

20
12

PA
IC

M
A

, M
SP

S
ｻ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｾ
ﾝ
ﾃ
ﾃ
ﾞ
ﾊ
ﾟ
ｳ
ﾛ
病
院
、
ｺ
ﾐ
ﾃ
ﾃ
ﾞ
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾀ
ｼ
ｵ
ﾝ

－ 100 －



調
査

 c
od

e 
5

事
業

名
称

 
対

人
地

雷
総

合
ア

ク
シ

ョ
ン

大
統

領
プ

ロ
グ

ラ
ム
強
化

協
力

形
態

 
在

外
・

本
邦

研
修

FU
（

ﾌ
ｫ
ﾛ
ｰ
ｱ
ｯ
ﾌ
ﾟ
支

援
）

協
力

期
間

 
1.

5
年

、
20

10
年

2
月

21
日

～
20

11
年

8
月

21
日
（
終
了
）
　

FU
:2

01
2
年

1
～

2
月

実
施

組
織

 
対

人
地

雷
総

合
ｱ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ
大

統
領

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
（

PA
IC

M
A
）

最
終

裨
益

者
 

コ
ロ

ン
ビ

ア
国

民
実

施
サ

イ
ト

 
カ

ン
ボ

ジ
ア

（
カ

ン
ボ

ジ
ア

地
雷

対
策

セ
ン

タ
ー

C
M

A
C
）
、
本
邦
研
修
に
つ
い
て
、
日
本

ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

 
対

人
地

雷
総

合
ｱ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ
大

統
領

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
（

PA
IC

M
A
）

実
施

時
業

務
主

管
 

公
共

政
策

部
・

平
和

構
築

貧
困

削
減

課

項
目

調
査

事
項

（
設

問
大

項
目

）
設
問
小
項
目

入
手
情
報
／
結
果
概
要

情
報
源
／
調
査
対
象

計
画

性
と

ア
プ

ロ
ー

チ
の

戦
略

性
（

妥
当

性
）

1 
 コ

国
政

府
の

平
和

構
築

政
策

・
国

家
開

発
政

策
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
と

の
整

合
性

1 
 コ

国
政

府
の

平
和

構
築

政
策

、
紛

争
被

害
者
・

共
生

和
解

支
援

に
係

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
整
合
し
て
い
る
か

「
コ

」
国

の
対

人
地

雷
・

不
発

弾
被

災
者

数
は

20
05

年
時

に
世

界
1
位

と
な

り
、

地
雷

対
策

は
政

府
の

優
先

的
取

組
み
で
あ
る
。
政
府
は
オ
タ
ワ
条
約
署
名
（

20
00

年
9
月
批
准
）
を
始
め
と
し
た
地
雷
対
策
の
法
制
度
化
を
進
め
て
い
る
。

同
国

で
は

現
在

も
新

た
な

地
雷

埋
設

が
続

い
て

お
り

、
こ

の
無

差
別

か
つ

非
人

道
的

兵
器

に
よ

り
被

災
す

る
の

は
兵

士
に

留
ま

ら
ず
、

20
10

年
PA

IC
M

A
統

計
に

よ
れ

ば
、

負
傷

者
の

約
60

％
が

政
府

軍
兵

士
、

約
40

％
は

一
般

市
民

で
あ

る
。

地
雷
・

不
発

弾
被

災
・

被
害

は
、

同
国

の
復

興
と

社
会

経
済

安
定

化
を

長
期

に
妨

げ
る

こ
と

か
ら

、
政

府
は

オ
タ

ワ
条

約
署

名
（

20
00

年
9
月

批
准

）
や

法
律

75
9
号

／
20

02
や

大
統

領
令

21
50

号
／

20
07

等
の

地
雷

対
策

法
制

度
化

を
進

め
、

地
雷

対
策

と
被

災
者

支
援

に
取

り
組

ん
で

い
る
。

本
協

力
は

、
大

統
領

地
雷

総
合

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ロ
グ

ラ
ム
（

PA
IC

M
A
）
地
雷
対
策
業
務
の
強
化
を
図
る
も
の
で
、
同
国
の
政
策

方
針
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
目
標
を
支
援
す
る
。

実
施
計
画
書
、

外
務
省
送
付
案
件
概
要
書

ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ

PN
A

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

2 
 実

施
の

タ
イ

ミ
ン

グ
は

コ
国

の
平

和
構

築
の

プ
ロ

セ
ス

・
政

治
社

会
情

勢
に

対
し

適
切
で
あ
る
か

 2
00

8
年

オ
タ

ワ
条

約
国

際
会

議
に

て
日

本
は

地
雷

対
策

分
野

の
国

際
協

力
を

発
表

し
た

。
コ

国
か

ら
は

PA
IC

M
A
の

設
立

直
後

よ
り

協
力

要
請

が
な

さ
れ

、
オ

タ
ワ

条
約

の
実

施
、

及
び

、
PA

IC
M

A
の

組
織

育
成

ニ
ー

ズ
に

応
し

た
協

力
で
あ
る
。

平
和

の
構

築
ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ

20
08

, 
ﾌ
ﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
調

査
報

告
20

10
, G

-2
4 

C
ar

ta
ge

na
 

D
ec

la
ra

tio
n、

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（
情
報
収
集
確
認
調
査
）

2 
 日

本
の

コ
国

支
援

戦
略

、
JI

C
A

の
対

コ
国

事
業

実
施

計
画

と
の

整
合

性

3 
 日

本
の

支
援

政
策

と
合

致
し

支
援

の
政

治
的

・
政
策
的
意
義
が
あ
る
か

我
が

国
は
「

紛
争

被
害

者
支

援
」

を
人

間
の

安
全

保
障

の
視

点
に

よ
る

「
平

和
構

築
」

課
題

の
取

り
組

み
と

認
識

し
、

20
08

年
8
月

の
コ

ロ
ン

ビ
ア

O
D

A
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

及
び

コ
国

政
府

と
の

経
済

協
力

政
策

協
議

に
よ

り
、
「

紛
争

の
結

果
生

じ
る

社
会

的
・

経
済

的
問

題
へ

対
策

を
講

じ
る

」
意

向
を

表
明

し
た

。
本

案
件

は
同

対
策

に
対

応
す

る
も

の
で

あ
り
、
政
策
的
な
根
拠
・
意
義
が
高
い
。

平
和

の
構

築
ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ

20
08

, 
ﾌ
ﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
調

査
報

告
20

10
, G

-2
4 

C
ar

ta
ge

na
 

D
ec

la
ra

tio
n、

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（
情
報
収
集
確
認
調
査
）

4 
 JI

C
A
の

実
施

計
画
・

支
援

戦
略

の
観

点
で

の
意

義
本

案
件

は
JI

C
A
の

対
コ

ロ
ン

ビ
ア

国
別

実
施

計
画

に
お

け
る

援
助

重
点

課
題
・

平
和

構
築

支
援

に
お

け
る

国
内

避
難

民
等

社
会

的
弱

者
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
位

置
付

け
ら

れ
る
。

我
が

国
は

地
雷
・

不
発

弾
処

理
や

対
策

の
分

野
で

十
数

年
の

活
動

実
績

を
有

し
、

カ
ン

ボ
ジ

ア
地

雷
対

策
セ

ン
タ

ー
（

C
M

A
C
）

を
C

/P
と

し
た

技
術

協
力

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
経

験
を

も
つ

。
本

協
力

は
,C

M
A

C
を

研
修

実
施

組
織

と
し

て
、

PA
IC

M
A
に

対
し

総
合

的
な

技
術

研
修

を
提

供
す

る
の

も
で

あ
り
、
日
本
及
び
協
力
関
係
に
あ
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
技
術
を
生
か
し
た
戦
略
性
の
高
い
協
力
で
あ
る
。

実
施
計
画
書
、

外
務
省
送
付
案
件
概
要
書

対
コ
国
国
別
実
施
計
画
・
展
開
計
画

「
平
和
の
構
築
」
ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ

事
業
主
管
部

3 
 裨

益
者
・

裨
益

地
域

の
ニ

ー
ズ

に
対

す
る

実
施

の
必

要
性

5 
 対

象
裨

益
者
・

地
域

で
の

裨
益

者
ニ

ー
ズ

に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
か

国
民

の
安

全
保

障
、

地
雷

予
防

、
オ

タ
ワ

条
約

の
実

施
等

の
た

め
に

、
早

急
に

PA
IC

M
A
が

活
発

に
業

務
を

遂
行

す
る

必
要

性
が

あ
っ

た
が

、
組

織
育

成
に

係
る

リ
ソ

ー
ス

や
方

法
論

が
求

め
ら

れ
て

い
た
。

特
に

C
M

A
C
の

協
力

を
得

た
本
研
修
事
業
は
、
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
効
果
的
な
事
業
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

実
施
計
画
書
、

外
務
省
送
付
案
件
概
要
書

ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ

PN
A

4 
 ア

プ
ロ

ー
チ

（
戦

略
）

の
適

切
性

6 
 直

接
受

益
者

・
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
、

実
施

組
織

の
選

定
は

適
切

で
あ

る
か
、

選
定

で
は

必
要

な
関

係
者

が
十

分
に

巻
き
込
ま
れ
て
い
た
か

PA
IC

M
A
を

C
/P

と
し

て
、

地
雷

対
策

分
野

で
高

い
技

術
と

実
績

を
も

つ
カ

ン
ボ

ジ
ア

地
雷

対
策

ア
ク

シ
ョ

ン
セ

ン
タ
ー
（

C
M

A
C
）
を
研
修
実
施
者
と
し
た
こ
と
は
適
切
・
効
果
的
な
実
施
体
制
で
あ
っ
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

業
務
主
管
部

7 
 案

件
対

象
地

や
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
・

直
接

裨
益

者
に

及
ぼ

し
う

る
悪

影
響
・

リ
ス

ク
を

回
避

す
る

対
策

が
盛

り
込

ま
れ
て
い
る
か

N
.A

効
果

（
有

効
性

・
効

率
性

）

1 
 ﾌﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
の

達
成

度
8 

 
「

PA
IC

M
A
の

組
織

機
能

が
強

化
さ

れ
る

」
（

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
）

が
実

現
さ

れ
て

い
る
か

カ
ン

ボ
ジ

ア
C

M
A

C
研

修
は

地
雷

災
害

予
防

教
育
、

地
雷

被
災

者
支

援
、

地
雷

埋
設

特
定

調
査
、

地
雷

撤
去

方
法

等
、

コ
国

に
適

応
可

能
か

つ
PA

IC
M

A
が

得
る

べ
き

内
容

で
、

研
修

に
職

員
55

名
中

45
名

が
参

加
し
、

人
道

的
地

雷
対

策
の

知
見

向
上

が
図

ら
れ

た
。

特
に

中
央

政
策

と
自

治
体

含
む

地
域

関
係

者
と

の
一

貫
し

た
人

道
的

地
雷

対
策

の
環

境
を
向
上
さ
せ
た
点
、
地
雷
情
報
管
理
が
拡
大
し
た
点
は
、

PA
IC

M
A
の
活
動
計
画
の
実
効
性
の
向
上
に
寄
与
し
た
。

研
修
報
告
書

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

業
務
主
管
部
、

PA
IC

M
A

2 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
の

他
構

成
案

件
と

の
相

乗
効

果
9 

 プ
ロ

グ
ラ

ム
成

果
２

「
地

雷
被

災
予

防
及

び
地

雷
被

災
者

の
医

療
リ

ハ
ビ

リ
、

社
会

参
加

促
進

の
た

め
の

支
援

モ
デ

ル
が

開
発

さ
れ

る
」

た
め

の
他

案
件

と
の

相
乗
効
果

PA
IC

M
A
の

活
動

が
地

雷
被

災
予

防
に

大
き

く
貢

献
す

る
も

の
で

あ
る

の
に

対
し

、
「

地
雷

被
災

者
を

中
心

と
し

た
障

害
者

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
体

制
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」

で
は
、

被
災

者
の

日
常

生
活

動
作

の
機

能
回

復
に

直
結

す
る

医
療

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
で

の
協

力
を

行
っ

て
い

る
点

で
、

相
互

補
完

的
な

協
力

で
あ

る
。

被
災

者
へ

の
被

災
後

の
対

応
方

法
に

つ
い

て
は

、
PA

IC
M

A
の

活
動

で
あ

る
と

と
も

に
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
で

も
「

被
災

後
の

診
療

前
応

急
措

置
ガ

イ
ド

」
を

普
及

す
る

取
り

組
み

が
あ

り
、

異
な

る
技

術
や

ツ
ー

ル
を

活
用

し
た

、
被

災
者

支
援

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

業
務
主
管
部

PA
IC

M
A

－ 101 －



3 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
達

成
に

寄
与

し
た

、
安

定
要

因
10

 
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
や

実
施

組
織
・

ア
ク

タ
ー

に
関
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー

・
20

10
年

2
月

に
PA

IC
M

A
長

官
の

も
と
、

PA
IC

M
A
組

織
的

能
力

強
化

セ
ミ

ナ
ー

が
コ

国
で

開
催

さ
れ

、
研

修
実

施
概

要
・

報
告

書
、

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

策
定

手
法
、

技
術

委
員

会
、

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

実
践

計
画

等
が

関
係

機
関

に
報
告
さ
れ
た
。
副
大
統
領
府
、
国
家
統
計
管
理
局
（

D
A

R
E）

に
報
告

書
が
提
出
さ
れ
、

20
11

年
度
の

PA
IC

M
A
活

動
と
予
算
計
画
に
反
映
さ
れ
た
。

・
研

修
開

始
前

に
は
、

PA
IC

M
A
の

各
ユ

ニ
ッ

ト
が

担
当

業
務

の
課

題
と

短
期

中
期

目
標

を
取

り
纏

め
全

ユ
ニ

ッ
ト

間
で

共
有

し
た

う
え

で
研

修
に

望
み
、

研
修

後
に

は
コ

国
内

で
関

係
者

を
集

め
た

協
議

や
勉

強
会

を
開

催
す

る
な

ど
、

研
修
効
果
を
高
め
る
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

業
務
主
管
部

4 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
達

成
を

阻
害

し
た

、
不

安
定

要
因

11
 

 プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

活
動

や
実

施
組

織
・

ア
ク

タ
ー

に
関
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー

特
に
な
し

5 
 裨

益
発

現
の

た
め

の
取

り
組

み
の

迅
速

性
、

投
入
・

活
動

の
効

率
性

12
 

 期
間

中
に

裨
益
が
把
握
さ
れ
た
か

法
令
第

41
8
号

/1
99

7
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
を
実
現
し
た

PA
IC

M
A
組

織
能
力
強
化
と
し
て
次
が
把
握
さ
れ
た
：

①
協

力
開

始
当

時
に

は
、

地
雷

対
策

で
働

く
関

係
組

織
が

自
己

裁
量

で
地

雷
対

策
活

動
を

行
っ

て
お

り
、

PA
IC

M
A
で

は
各

関
係

者
の

決
定

に
任

せ
る

実
情

が
あ

っ
た

が
、

研
修

か
ら

得
た

知
見

に
よ

り
中

央
政

策
か

ら
地

域
活

動
実

施
ま

で
の
円
滑
な
地
雷
対
策
の
取
り
組
み
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
、

②
地
雷
対
策
・
被
災
者
支
援
活
動
、
情
報
管
理
の
整
備
を
行
う
方
針
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
こ
と
、

③
地

雷
撤

去
調

査
技

術
を

導
入

し
、

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

策
定

、
開

発
計

画
（

20
10

-2
01

4）
に

基
づ

く
PA

IC
M

A
年

時
及

び
注

記
活

動
計

画
へ

の
反

映
が

な
さ

れ
た

こ
と
、

④
「

地
雷

に
よ

る
社

会
経

済
影

響
調

査
」

の
方

法
論

を
効

果
の

高
い

手
法

へ
修

正
し

た
こ

と
。

こ
れ

ら
に

よ
り
、

中
央

政
策

と
自

治
体

行
政

を
繋

ぐ
一

貫
し

た
人

道
的

地
雷

対
策

の
環

境
を
整
備
し
、

PA
IC

M
A
活
動
計
画
の
実
効
性
向
上
に
寄
与
し
て
い
る
。

研
修
報
告
書

業
務
主
管
部

PA
IC

M
A

13
 

 開
発

ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
ﾅ
ｰ
（

他
政

府
･
ﾄ
ﾞ
ﾅ
ｰ
・

N
G

O
）

活
動

と
の

効
果

的
な

調
整
・

連
携

が
な

さ
れ
た
か

・
EU

は
「
対
コ
ロ
ン
ビ
ア
支
援
戦
略

20
07

– 
20

13
年
」
に
て
地
雷
対
策
協
力
を
明
記
し
現
在
事
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

PA
IC

M
A

A
「
地
雷
に
よ
る
社
会
経
済
影
響
調
査
」
の
実
施
資
金
支
援
を

行
っ
た
。

・
20

10
年

12
月

に
は
、

包
括

的
地

雷
対

策
を

実
際

に
担

っ
て

い
る

地
方

自
治

体
の

中
で

、
地

雷
埋

設
の

あ
る

11
県

の
県
庁
担
当
職
員
、
市
民
団
体
、
関
連
ド
ナ
ー
の
参
加
を
得
て
、

PA
IC

M
A
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
案
）
の
共
有
を
行
っ

た
。

・
PA

IC
M

A
は
地
雷
撤
去
活
動
を
、
自
治
体
、
国
際
機
関
、

N
G

O
の
協
力
を
得
て
及
び
委
託
に
よ
り
行
っ
て
い
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

業
務
主
管
部

PA
IC

M
A

6 
 投

入
対

効
果

14
 

 投
入

規
模

（
人

材
・

経
費
・

期
間
・

他
）

に
対

し
目

標
・

成
果

達
成

は
妥

当
か

研
修

結
果

は
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
に

纏
め

ら
れ

る
だ

け
で

な
く
、

は
PA

IC
M

A
の

業
務

に
直

接
に

活
か

さ
れ

て
い

る
成
果
か
ら
、
適
切
な
進
捗
で
あ
る
。

主
管
業
務
部

ｲ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ｸ
ﾄ

1 
 上

位
目

標
の

達
成

度
・

見
込

み
15

 
 
「

コ
ロ

ン
ビ

ア
国

に
お

け
る

人
道

的
地

雷
除

去
活

動
が

、
よ

り
効

率
的

か
つ

効
果

的
に

実
施

さ
れ

、
対

人
地

雷
に

よ
る

被
災
者
が
削
減
さ
れ
る
」（

上
位

目
標

）
の
達
成
が
見
込
れ
る
か

20
11

年
の

調
査

時
に

は
被

災
事

故
と

被
災

者
数

は
減

少
傾

向
に

あ
り
、

PA
IC

M
A
が

行
う

地
雷

埋
設

地
情

報
、

地
雷

教
育

、
情

報
普

及
の

効
果

と
考

え
ら

れ
て

い
る

。
研

修
効

果
と

PA
IC

M
A
の

積
極

的
な

組
織

強
化

の
取

り
組

み
か

ら
、

中
央
・

他
方

間
で

の
政

策
制

度
的

か
つ

効
率

的
な

地
雷

対
策

が
拡

大
し

た
。

20
12

年
1
月

～
2
月

の
FU

活
動

で
は
、

PA
IC

M
A
が

カ
ン

ボ
ジ

ア
C

M
A

C
専

門
家

3
名

を
講

師
に

招
き
、

紛
争

被
害

者
支

援
で

働
く

政
府
、

国
際

機
関
、

N
G

O
、

大
学

を
対

象
に
、

ボ
ゴ

タ
、

メ
デ

ジ
ン
、

カ
ル

タ
ヘ

ナ
3
都

市
に

て
、
「

地
雷

対
策

の
活

動
計

画
・

実
施
・

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ベ
ー
ス
の
地
雷
撤
去
」
に
係
る
セ
ミ
ナ

ー
が
開
催
さ
れ
た
（
各

2
日
間
、

45
組
織
／

名
の

参
加

）
。

PA
IC

M
A
の

政
策

と
地

域
間

の
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾏ
ﾃ
ｨ
ｯ
ｸ
な

地
雷

埋
設

特
定
・

埋
設

情
報

提
供
・

予
防

活
動

が
継

続
さ

れ
れ
ば
、
長
期
的
に
地
雷
被
災
者
の
低
減
が
期
待
で
き
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

FU
報
告

20
12

業
務
主
管
部

2 
 プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

と
の

関
係

性
16

 
 プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

2「
地

雷
被

災
予

防
及

び
地

雷
被

災
者

の
医

療
リ

ハ
ビ

リ
、

社
会

参
加

促
進

の
た

め
の

支
援

モ
デ

ル
が

開
発
さ
れ
る
」
へ
の
寄
与

PA
IC

M
A
が

担
う

地
雷

被
災

予
防

、
地

雷
教

育
は

国
民

を
被

災
か

ら
守

り
生

活
の

安
定

と
向

上
を

実
現

し
、

か
つ

被
災

者
支

援
で

は
、

彼
ら

の
生

活
の

回
復

を
支

援
す

る
。

コ
国

に
お

け
る

地
雷

事
故

の
多

さ
と

市
民

生
活

へ
の

影
響

の
大

き
さ

を
鑑

み
た

場
合

、
PA

IC
M

A
の

こ
れ

ら
に

係
る

業
務

活
動

の
拡

大
や

質
の

向
上

は
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
成

果
の

実
現

に
は

不
可
欠
な
分
野
で
あ
る
点
か
ら
、
寄
与
す
る
協
力
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き

る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

, J
IC

A
セ

ミ
ナ

資
料

20
12

,業
務

主
管

部
,ｺ

ﾛ
ﾝ

ﾋ
ﾞ
ｱ
支
所

, P
A

IC
M

A
3 

 波
及

効
果

の
有

無
と

、
安

定
・

不
安

定
要

因
17

 
 紛

争
被

害
者

を
含

む
社

会
的

弱
者

の
生

活
支

援
・

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
と

の
共

生
等
、

平
和

構
築

に
係
る
波
及
効
果

・
地

雷
埋

設
地

の
特

定
と
、

危
険

情
報

提
供

を
含

む
被

災
予

防
活

動
に

よ
っ

て
、

住
民

に
危

険
地

域
情

報
を

提
供

し
、

日
常
生
活
や
経
済
生
活
の
安
全
、
被
災
予
防
に
寄
与
し
て
い
る
。
、

・
国

交
を

有
し

な
か

っ
た

カ
ン

ボ
ジ

ア
国

-コ
ロ

ン
ビ

ア
国

間
で

の
始

め
て

の
協

力
で

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、

両
政

府
の

友
好
関
係
の
構
築
に
貢
献
し
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

業
務
主
管
部

PA
IC

M
A

18
 

 中
長

期
目

標
や

波
及

効
果

を
促

す
安

定
要

因
、

阻
害
す
る
不
安
定
要
因

【
安
定
要
因
】

・
PA

IC
M

A
の
主
導
力
・
能
力
が
高
く
、
組
織
が
安
定
的
で
あ
る
こ
と
。

・
EU

,U
N

M
A

S,
N

G
O
な
ど
、
地
雷
対
策
や
地
雷
被
災
者
支
援
を
長
期
的

に
行
う
、
協
力
組
織
が
存
在
す
る
。

【
不
安
定
要
因
】

・
治
安
の
問
題
で
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
土
地
が
多
く
、
地
雷
調
査
、
地
雷
撤
去
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
。

・
紛
争
が
続
い
て
い
る
（
和
平
交
渉
が
終
結
し
て
い
な
い
）
た
め
に

PA
IC

M
A
の
活
動
を
拒
否
す
る
地
域
が
存
在
す
る
。

・
現
在
も
新
た
な
地
雷
埋
没
が
続
い
て
い
る
。

・
地
雷
埋
設
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
地
域
が
多
く
存
在
す
る
。

研
修
報
告
書
、
実
施
計
画
書

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）
、

PA
IC

M
A

 H
P

FU
報
告
書

A
PC

, V
ic

tim
 U

ni
t, 
ド
ナ
ー

－ 102 －



持
続

性
1 

 政
策

・
制

度
面

で
の

持
続

性
19

 
 本

協
力

効
果

を
支

援
す

る
政

策
・

ﾌ
ﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
の

有
無

オ
タ

ワ
条

約
や

関
連

法
、

紛
争

が
継

続
し

地
雷

埋
設

等
が

続
く

現
状

か
ら

地
雷

対
策

が
重

要
な

政
策

で
あ

り
続

け
て

い
る

こ
と
、

法
律

第
14

48
号

／
20

11
年

の
制

定
・

施
行

に
よ

り
地

雷
被

災
者

支
援

の
責

務
が

高
ま

っ
た

点
か

ら
、

政
策

的
持
続
性
は
高
い
。

研
修
報
告
書
、
実
施
計
画
書

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）
、

PA
IC

M
A

 H
P,

A
PC

, V
ic

tim
 

U
ni

t
2 

 組
織

財
政

面
で

の
持

続
性

20
 

 上
位

目
標

達
成

、
裨

益
効

果
波

及
の

た
め

の
、

実
施

組
織
・

ｶ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ

組
織

の
組

織
の

機
能

・
ﾏ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ﾜ
ｰ
の

安
定

性
・

継
続
性

コ
国

の
地

雷
対

策
の

優
先

度
の

高
さ

と
、

過
去

5
年

の
PA

IC
M

A
ス

タ
ッ

フ
と

活
動

財
源

の
増

加
傾

向
か

ら
、

PA
IC

M
A
は
今
後
も
重
要
な
政
策
組
織
と
し
て
積
極
的
な
活
動
展
開
が
期

待
で
き
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）
　

PA
IC

M
A

 

3 
 技

術
面

で
の

持
続

性
21

 
 ｶｳ

ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
、

ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
、

直
接

裨
益

者
の

技
術

活
用

に
係

る
安

定
性

・
継

続
性

研
修

を
通

じ
て

技
術

が
迅

速
に

PC
IM

A
の

業
務

に
ﾌ
ｨ
ｰ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｯ
ｸ
さ

れ
て

き
た

状
況

か
ら

、
活

動
は

安
定

し
て

継
続

さ
れ

る
と
期
待
で
き
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）
　

PA
IC

M
A

 H
P

－ 103 －



調
査

 c
od

e 
6

事
業

名
称

 
投

降
兵

士
家

族
及

び
受

入
れ

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
た
め
の
起
業
・
就
業
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

協
力

形
態

 
技

プ
ロ

FU
（

ﾌ
ｫ
ﾛ
ｰ
ｱ
ｯ
ﾌ
ﾟ
支

援
）

協
力

期
間

 
3
年

、
20

08
年

2
月

25
日

～
20

11
年

2
月

24
日

 （
終
了
）
　

FU
:2

01
1
年

6
月
～

20
12

年
3
月
（
終
了
）

実
施

組
織

 
投

降
兵

士
再

統
合

高
等

審
議

会
（

A
C

R
）
（

現
・
ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ
投
降
兵
士
再
統
合
庁
）

最
終

裨
益

者
 

投
降

兵
士

と
そ

の
家

族
、

受
入

れ
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ
構
成
員

実
施

サ
イ

ト
 

ボ
ゴ

タ
市

ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

 
投

降
兵

士
社

会
・

経
済

的
再

統
合

の
た

め
の

高
等
審
議
会
（

A
C

R
）
, ボ

ゴ
タ
市
役
所
内
務
局
投
降
・
再
統
合
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
（

PA
PD

R
EB

）
事

務
局

, 社
会
経
済
問
題
担
当
事
務
所
（

IP
ES

）
,国

立
職
業
訓
練
所
（

SE
N

A
）

 
投

降
兵

士
と

家
族

、
受

入
れ

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
住

民
実

施
時

業
務

主
管

 
産

業
開

発
部

・
産

業
貿

易
課

項
目

調
査

事
項

（
設

問
大

項
目

）
設
問
小
項
目

入
手
情
報
／
結
果
概
要

情
報
源
／
調
査
対
象

計
画

性
と

ア
プ

ロ
ー

チ
の

戦
略

性
（

妥
当

性
）

1 
 コ

国
政

府
の

平
和

構
築

政
策

・
国

家
開

発
政

策
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
と

の
整

合
性

1 
 コ

国
政

府
の

平
和

構
築

政
策

、
紛

争
被

害
者
・

共
生

和
解

支
援

に
係

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
整
合
し
て
い
る
か

内
戦

状
態

が
続

く
コ

国
で

は
、

ｻ
ﾝ
ﾀ
ﾌ
ｪ
ﾃ
ﾞ
ﾘ
ｰ
ﾄ
協

約
（

20
03

年
）
、

法
律

97
5
号

／
20

05
（

公
正
・

和
平

法
）
、

20
08

年
公

布
・

投
降

兵
士

再
統

合
の

国
家

政
策

（
C

O
N

PE
S 

N
o.

35
54
）
、

兵
士

の
動

員
・

解
除
・

再
統

合
（

D
D

R
）
（

20
10

）
等

に
よ

り
、

和
平

合
意

と
そ

の
た

め
の

投
降

兵
士

の
社

会
復

帰
を
、

国
家

の
重

要
政

策
と

し
て

進
め

て
い

る
。

本
協

力
は

,就
労
・

起
業

支
援

を
通

じ
て

投
降

兵
士

の
社

会
・

経
済

的
自

立
と

復
帰

を
支

援
す

る
事

業
で

あ
り
、

政
府

政
策

を
支
援
す
る
協
力
で
あ
る
。

事
前

調
査

報
告

書
20

07
,終

了
時

評
価

調
査

報
告

書
20

11
,2

01
1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（
情
報
収
集
確
認
調
査
）
ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ

PN
A

2 
 実

施
の

タ
イ

ミ
ン

グ
は

コ
国

の
平

和
構

築
の

プ
ロ

セ
ス

・
政

治
社

会
情

勢
に

対
し

適
切
で
あ
る
か

和
平

プ
ロ

セ
ス

進
展

に
投

降
兵

士
の

社
会

的
・

経
済

的
な

復
帰

が
必

須
で

あ
り

、
再

武
装

リ
ス

ク
予

防
の

取
り

組
み

と
併

せ
早

急
に

進
め

る
必

要
が

あ
っ

た
こ

と
は
、

ｻ
ﾝ
ﾀ
ﾌ
ｪ
ﾃ
ﾞ
ﾘ
ｰ
ﾄ
協

約
（

20
03

年
）

や
C

O
N

PE
S 

35
54

 （
20

08
）

に
示

さ
れ

た
通

り
で

あ
る
。

本
協

力
は

コ
国

の
平

和
構

築
で

喫
緊

の
課

題
に

コ
ミ

ッ
ト

し
、

日
本

の
平

和
構

築
支

援
決

議
か

ら
も
適
切
な
時
機
で
の
協
力
で
あ
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）
、
ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ

PN
A

2 
 日

本
の

コ
国

支
援

戦
略

、
JI

C
A

の
対

コ
国

事
業

実
施

計
画

と
の

整
合

性

3 
 日

本
の

支
援

政
策

と
合

致
し

支
援

の
政

治
的

・
政
策
的
意
義
が
あ
る
か

我
が

国
は
「

紛
争

被
害

者
支

援
」

を
人

間
の

安
全

保
障

の
視

点
に

よ
る

「
平

和
構

築
」

課
題

の
取

り
組

み
と

認
識

し
、

20
08

年
8
月

コ
ロ

ン
ビ

ア
O

D
A
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

、
及

び
、

コ
国

政
府

と
の

経
済

協
力

政
策

協
議

に
よ

り
「

紛
争

の
結

果
生

じ
る

社
会

的
・

経
済

的
問

題
へ

対
策

を
講

じ
る

」
意

向
を

表
明

し
て

い
る

。
本

案
件

は
同

対
策

に
対

応
し

、
政

策
的
な
根
拠
・
意
義
が
高
い
。

平
和

の
構

築
ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ

20
08

, ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ

調
査
報
告

20
10

, G
-2

4 
C

ar
ta

ge
na

 D
ec

la
ra

tio
n

4 
 JI

C
A
の

実
施

計
画
・

支
援

戦
略

の
観

点
で

の
意

義
本

案
件

は
、

JI
C

A
の

対
コ

国
別

実
施

計
画

の
援

助
重

点
課

題
・

平
和

構
築

支
援

に
お

け
る

「
国

内
避

難
民

等
社

会
的

弱
者

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

下
の

、
紛

争
被

害
者

と
受

入
れ

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
と

の
共

生
・

和
解

促
進

を
目

指
す

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
方

針
に

合
致

す
る
。

JI
C

A
が
豊
富
に
有
す
る
起
業
・
就
業
支
援
の
実
績
・
技
術
を
生
か
し
た
点
、
投
降
兵
士
支
援
が
新
分
野
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
開
始
後
に
事
業
デ
ザ
イ
ン
を
形
成
す
る
と
い
う
慎
重
な
プ
ロ

セ
ス
が
取
ら
れ
て
い
る
。

対
コ

国
国

別
実

施
計

画
・

展
開

計
画
、
「

平
和

の
構

築
」

ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
、

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ

ﾑ
中
間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報
告
書
（
情
報
収
集
確
認
調
査
）

3 
 裨

益
者
・

裨
益

地
域

の
ニ

ー
ズ

に
対

す
る

実
施

の
必

要
性

5 
 対

象
裨

益
者
・

地
域

で
の

裨
益

者
ニ

ー
ズ

に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
か

投
降

兵
士

家
族

が
多

く
暮

ら
す

ボ
ゴ

タ
を

支
援

サ
イ

ト
と

し
た

点
、

世
帯

収
入

の
向

上
が

社
会

復
帰

や
生

活
安

定
に

有
効

で
あ

る
こ

と
か

ら
投

降
兵

士
家

族
と

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
を

直
接

裨
益

者
と

し
て

職
訓
・

起
業
・

就
業

支
援

を
行

っ
た

点
は
、

裨
益
者
ニ
ー
ズ
・
地
域
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
い
る
。

事
前

調
査

報
告

書
20

07
,終

了
時

評
価

調
査

報
告

書
20

11
, 2

01
1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（
情
報
収
集
確
認
調
査
）

  A
PC

4 
 ア

プ
ロ

ー
チ

（
戦

略
）

の
適

切
性

6 
 直

接
受

益
者

・
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
、

実
施

組
織

の
選

定
は

適
切

で
あ

る
か
、

選
定

で
は

必
要

な
関

係
者

が
十

分
に

巻
き
込
ま
れ
て
い
た
か

投
降

兵
士

と
家

族
、

及
び
、

地
域

民
を

直
接

裨
益

者
と

し
、

投
降

兵
士

支
援

を
主

幹
業

務
と

す
る

投
降

兵
士

再
統

合
高

等
審

議
会
（

A
C

R
）

を
主

要
C

/P
と

し
、

自
治

体
で

包
括

的
支

援
を

行
う

ボ
ゴ

タ
市

役
所

内
務

局
（

SE
G

O
B
）

 投
降

再
統
合
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｾ
ｽ
支
援
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ（

PA
PD

R
EB

）
、
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
国
立

職
業
訓
練
庁
（

SE
N

A
）
が
活
動
に
参
加
し
た
。

本
件
の
実
施
プ
ロ
セ
ス
で
必
要
な
ア
ク
タ
ー
（
職
訓
、
就
労
・
起
業
支
援
で
鍵
と
な
る
）

 関
係
者
が
巻
き
込
ま
れ
た
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
11

, 2
01

1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ

ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査
）

7 
 案

件
対

象
地

や
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
・

直
接

裨
益

者
に

及
ぼ

し
う

る
悪

影
響
・

リ
ス

ク
を

回
避

す
る

対
策

が
盛

り
込

ま
れ
て
い
る
か

対
象

地
域

に
は
、

貧
困

世
帯

が
多

く
、

投
降

兵
士

家
庭

に
特

化
し

た
公

的
融

資
な

ど
の

公
的

扶
助

が
あ

る
こ

と
を

考
慮

し
て

、
地

域
民

と
の

行
政

支
援

の
格

差
・

差
別

感
を

惹
き

起
こ

さ
な

い
配

慮
が

必
要

と
さ

れ
た
。

そ
の

為
、

裨
益

者
に
、
投
降
兵
士
以
外
の
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
住
民
が
加
え
ら
れ
た
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
11

, 2
01

1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ

ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査
）

効
果

（
有

効
性

・
効

率
性

）

1 
 ﾌﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
の

達
成

度
8 

 
「

投
降

兵
士

の
家

族
及

び
受

入
れ

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

構
成

員
の

起
業

・
就

業
が

促
進

さ
れ

る
」
（

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
）

が
実

現
さ

れ
て
い
る
か

・
29

4
名
の
ニ
ー
ズ
対
象
を
把
握
し
、
う
ち
起
業
希
望
者

17
3
名
、
就
業
希
望
者

77
名
に
ジ
ョ
ブ
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

を
行
っ
た
。
起
業
希
望
者

55
名
、
就
業
希
望
者

42
名
が
研
修
に
参
加
し

、
起
業
・
就
業
支
援
を
行
っ
た
。
就
労
は

16
例
、
起
業

2
例
で
あ
る
。

・
訓

練
・

就
労

支
援

迄
の

プ
ロ

セ
ス

及
び

ア
ク

タ
ー

の
役

割
は
、

一
連

の
フ

ロ
ー

と
し

て
文

書
化

さ
れ

た
。

こ
れ

ら
か

ら
、
投
降
兵
士
家
族
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
起
業
・
就
業
の
対
応
の
基
礎
的
な
モ
デ
ル
が
作
ら
れ
た
（
成
果

1）
。
ニ
ー
ズ

調
査

は
ボ

ゴ
タ

市
内

務
局

生
産

性
開

発
チ

ー
ム

が
開

発
し

た
「

特
性

把
握

ツ
ー

ル
」

と
プ

ロ
モ

ー
タ

ー
の

戸
別

訪
問

で
行
わ
れ
た
。

A
C

R
、

SE
N

A
、

SE
G

O
B
、

IP
ES

の
が
技
術
委
員
会
に
て
情

報
共
有
し
四
者
協
定
が
合
意
さ
れ
連
携
強
化

（
成
果

2）
が
図
ら
れ
た
。

・
A

C
R

 事
業
全
体
の
調
整
・
裨
益
者
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
（
情
報
整
備

）
・

SE
N

A
:技

能
研
修
、
起
業
家
育
成
研
修
、
就
業
能
力
強
化
研
修
の
実
施

・
SE

G
O

B
 （

PA
PD

R
EB

）
: 裨

益
者

の
プ

ロ
フ

ァ
イ

リ
ン

グ
（

情
報

整
備

）
、

ｵ
ﾘ
ｴ
ﾝ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
、

関
連

ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
に

つ
い

て
の

ボ
ゴ

タ
市

役
所

・
他

市
部

局
へ

の
照

会
、

起
業

・
就

業
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
と

ﾌ
ｫ
ﾛ
ｰ
ｱ
ｯ
ﾌ
ﾟ
、

研
修

後
の

起
業
・

就
業

の
仲

介
サ
ー
ビ
ス

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
11

, 2
01

1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ

ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査
）

A
PC

－ 104 －



・
IP

ES
：
起
業
資
金
ア
ク
セ
ス
に
係
る
ｵ
ﾘ
ｴ
ﾝ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
、
研
修
後
の
起
業
・
就
業
の
仲
介
サ
ー
ビ
ス

最
終

的
な

結
果

は
、

起
業

２
例
、

就
業

16
例

と
少

数
に

と
ど

ま
っ

た
た

め
、

十
分

な
定

量
的

な
成

果
が

得
ら

れ
た

と
は

言
え

な
い

が
、

プ
ロ

フ
ァ

イ
リ

ン
グ
・

訓
練
・

起
業

就
業

に
至

る
一

連
の

「
プ

ロ
セ

ス
の

モ
デ

ル
」

が
文

書
化

さ
れ

A
C

R
の

業
務

の
有

用
な

情
報

と
し

て
認

め
ら

れ
た

こ
と
、

投
降

兵
士

個
人

で
は

な
く

家
族

に
注

目
す

る
ア

プ
ロ

ー
チ

は
投

降
兵

士
の

孤
立

や
再

武
装

を
防

止
す

る
観

点
か

ら
も

有
効

で
あ

っ
た

と
の

認
識

を
得

た
こ

と
か

ら
一

定
程

度
の

目
標
達
成
で
あ
る
。

・
直

接
対

象
者

を
投

降
兵

士
に

限
ら

ず
「

投
降

兵
士

家
族

」
と

し
た

点
が

特
徴

的
で

あ
り

、
こ

の
「

家
族

全
体

の
社

会
復

帰
」

を
目

指
す

ア
プ

ロ
ー

チ
が
、

世
帯

生
計

向
上

の
取

り
組

み
で

女
性

が
大

き
な

役
割

を
担

え
る

こ
と

や
、

家
庭

の
生
計
の
安
定
は
投
降
兵
士
本
人
の
武
装
集
団
へ
の
再
武
装
防
止
に
効
果
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

2 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
の

他
構

成
案

件
と

の
相

乗
効

果
9 

 ﾌﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
成

果
３
「

投
降

兵
士

及
び

家
族

が
経

済
的

に
自

立
し

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

に
定

着
す

る
支

援
モ

デ
ル

が
開

発
さ

れ
る

」
た

め
の

他
案

件
と

の
相

乗
効

果

プ
ロ

グ
ラ

ム
で

は
投

降
兵

士
家

族
支

援
／

就
業
・

起
業

支
援

分
野

の
シ

ニ
ア

海
外

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

派
遣
（

起
業

支
援

）
、

青
年

海
外

協
力

隊
事

業
派

遣
（

投
降

兵
士

家
族

支
援

活
動

連
携

）
、

草
の

根
人

間
の

安
全

保
障

無
償

資
金

協
力
（

国
内

避
難

民
・

投
降

兵
士

の
た

め
の

職
業

訓
練

セ
ン

タ
ー

強
化

）
が

あ
っ

た
。

中
で

も
JO

C
V
派

遣
先

N
G

O
/

H
A

M
EC

U
M

A
と
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
を
通
じ
た
投
降
兵
士
家
族
支
援
で
の
協
力
活
動
が
効
果
的
に
行
わ
れ
た
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
11

, 2
01

1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ

ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査
）

3 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
達

成
に

寄
与

し
た

、
安

定
要

因
10

 
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
や

実
施

組
織
・

ア
ク

タ
ー

に
関
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー

・
SE

N
A

-A
C

R
に

働
き

か
け
、

投
降

兵
士

家
族

と
受

入
れ

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
（

本
案

件
裨

益
者

）
も

研
修

生
と

な
れ

る
よ

う
に

、
SE

N
A

-A
C

R
の
投
降
兵
士
研
修
受
入
れ
に
係
る
協
定
の
解
釈
変
更
を
合
意

・
実
施
し
た
。

・
起

業
・

就
業

を
拡

大
す

る
た

め
に
、

ボ
ゴ

タ
市

や
他

ド
ナ

ー
に

よ
る

既
存

の
起

業
・

就
業

支
援

事
業

に
、

投
降

兵
士

家
族
や
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
住
民
の
参
加
枠
を
確
保
し
た
（

IO
M

 事
業

2
名
、
ボ
ゴ
タ
市
事
業

3
名

）
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
11

, 2
01

1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ

ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査
）

4 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
達

成
を

阻
害

し
た

、
不

安
定

要
因

11
 

 プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

活
動

や
実

施
組

織
・

ア
ク

タ
ー

に
関
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー

・
期
間
中
の
裨
益
者
の
参
加
規
模
が
当
初
見
込
み
よ
り
小
規
模
で
あ
っ
た

。
・

SE
N

A
-A

C
R
が
締
結
す
る
投
降
兵
士
研
修
受
入
れ
に
係
る
協
定
が
制
度
的
に
本
案
件
と
独
立
し
た
事
業
で
あ
っ
た
た

め
、
裨
益
者
は
既
存
の

SE
N

A
に
よ
る
投
降
兵
士
の
た
め
の
研
修
を
受
講

で
き
な
か
っ
た
（
新
規
研
修
を
立
ち
上
げ
た
）

・
研
修
ニ
ー
ズ
と
研
修
内
容
の
適
合
性
が
十
分
で
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た

。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
11

, 2
01

1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ

ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査
）

5 
 裨

益
発

現
の

た
め

の
取

り
組

み
の

迅
速

性
、

投
入
・

活
動

の
効

率
性

12
 

 期
間

中
に

裨
益
が
把
握
さ
れ
た
か

起
業

・
就

業
の

定
量

的
結

果
は

少
数

に
留

ま
っ

た
が

（
起

業
２

例
、

就
業

16
例

）
20

11
年

時
の

関
係

者
（

JI
C

A
専

門
家
、

C
/P
、
受
益
者
）
へ
の
定
性
的
調
査
に
て
以
下
効
果
が
認
め
れ
ら
れ
て
い
る
：

・
研
修
受
講
に
よ
り
、
職
能
が
向
上
し
て
い
る
、

・
起
業
・
就
労
に
よ
る
生
計
向
上
、
養
育
の
向
上
、
貯
蓄
の
開
始
な
ど
、

生
活
の
質
的
向
上
、

・
研

修
受

講
に

よ
り
、

就
労

の
可

能
性

や
将

来
の

目
標

が
生

ま
れ

た
こ

と
か

ら
、

投
降

兵
士

家
族

に
お

け
る

心
理

的
・

情
緒
的
安
定
、
将
来
に
係
る
安
心
感
が
生
ま
れ
て
い
る
、

・
投

降
兵

士
家

族
と

対
象

住
民

が
研

修
を

共
に

受
講

す
る

機
会

を
通

じ
、

地
域

民
の

投
降

兵
士

家
族

に
対

す
る

偏
見

が
低
減
さ
れ
、
投
降
兵
士
家
族
の
地
域
か
ら
の
孤
立
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
、

・
投
降
兵
士
家
族
の
家
族
と
の
絆
の
深
ま
り
が
生
ま
れ
て
い
る
、

・
起
業
・
就
労
を
は
た
し
た
投
降
兵
士
家
族
の
、
自
律
性
の
向
上
。

・
投
降
兵
士
家
族
の
、
自
尊
心
・
自
信
の
高
ま
り
、
な
ど
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
11

, 2
01

1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ

ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査
）

13
 

 開
発

ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
ﾅ
ｰ
（

他
政

府
･
ﾄ
ﾞ
ﾅ
ｰ
・

N
G

O
）

活
動

と
の

効
果

的
な

調
整
・

連
携

が
な

さ
れ
た
か

・
投

降
兵

士
家

族
へ

の
起

業
・

就
労

支
援

案
件

に
つ

い
て

、
投

降
兵

士
や

母
子

家
庭

の
女

性
へ

の
支

援
を

行
う

N
G

O
／

H
A

M
EC

U
M

A
の

協
力

を
得

て
、

人
権

理
解
、

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
ス

キ
ル

、
行

政
サ

ー
ビ

ス
へ

の
ア

ク
セ

ス
等

に
係

る
学

習
機

会
の

提
供
、

社
会

心
理

的
ケ

ア
（

福
祉

生
活

支
援

）
の

活
動

が
提

供
さ

れ
て

い
る

。
こ

こ
で

は
、

元
兵

士
家
族
が
抱
え
る
「
恨
み
・
復
讐
心
の
連
鎖
」
を
断
ち
切
る
取
組
（
育
児
へ

の
悪
影
響
の
予
防
）
ケ
ア
も
提
供
さ
れ
た
。

・
一
部
の
裨
益
者
の
起
業
・
就
労
で
、

C
O

O
M

EV
A
財
団
の
融
資
を
受
け
た
。

・
U

SA
ID

や
IO

M
が
投
降
兵
士
支
援
に
係
る
事
業
を
有
す
る
が
、
本
件

と
の
直
接
的
な
協
力
関
係
は
な
い
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
11

, 2
01

2
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ

ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査
）

6 
 投

入
対

効
果

14
 

 投
入

規
模

（
人

材
・

経
費
・

期
間
・

他
）

に
対

し
目

標
・

成
果

達
成

は
妥

当
か

モ
デ
ル
案
が
形
成
さ
れ
た
点
か
ら
、
妥
当
。

同
上

ｲ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ｸ
ﾄ

1 
 上

位
目

標
の

達
成

度
・

見
込

み
15

 
 
「

投
降

兵
士

家
族

及
び

受
入

れ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
構

成
員

の
雇

用
創

出
及

び
収

入
卯

創
出

の
機

会
が

増
加

し
投

降
兵

士
と

そ
の

家
族

の
社

会
的

経
済

的
復

帰
が

促
進

さ
れ

る
」
（

上
位

目
標

）
と

見
込
ま
れ
る
か

裨
益

者
の

参
加

規
模

が
小

規
模

で
フ

ィ
ー

ジ
ビ

リ
テ

ィ
検

証
は

十
分

に
行

わ
れ

な
か

っ
た
。

今
後

は
プ

ロ
フ

ァ
イ

リ
ン

グ
の

質
を

高
め

な
が

ら
モ

デ
ル

改
善

が
求

め
ら

れ
る

が
。

そ
の

為
に

は
職

業
訓

練
校

な
ど

関
係

組
織

の
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト

が
必

要
で

あ
る
。

A
C

R
は

起
業
・

就
労

支
援

を
含

め
た

投
降

兵
士

の
社

会
復

帰
を

担
う

組
織

で
あ

り
、

上
位

目
標

は
庁

の
目

標
に

重
な

る
。

世
帯

全
体

で
の

社
会

復
帰

の
観

点
や

受
け

入
れ

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
の

社
会

経
済

安
定

化
の

視
点
が
協
力
の
特
徴
で
あ
り
、

A
C

R
が
「
効
果
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
学

習
し
た
部
分
」
と
述
べ
る
所
で
あ
る
。
他
方
、

雇
用
創
出
や
収
入
創
出
の
機
会
は
、
同
国
の
経
済
動
向
が
関
わ
り
、
官
民
の
協
力
が
必
要
と
さ
れ
る
部
分
と
な
る
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
11

, 2
01

1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ

ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査
）

2 
 プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

と
の

関
係

性
16

 
 プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

３
「

投
降

兵
士

及
び

家
族

が
経

済
的

に
自

立
し
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

に
定

着
す

る
た

め
の

支
援

モ
デ

ル
が

開
発

さ
れ

る
」

へ
の

寄
与

投
降

兵
士

・
家

族
の

プ
ロ

フ
ァ

イ
リ

ン
グ

、
事

業
参

加
関

心
表

明
と

対
象

の
選

定
、

訓
練

ニ
ー

ズ
特

定
／

評
価

SE
N

A
や

N
G

O
な

ど
既

存
リ

ソ
ー

ス
に

よ
る

職
訓

、
就

労
・

起
業

の
ジ

ョ
ブ

・
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

な
ど
、

一
連

の
活

動
と

ツ
ー

ル
が

整
え

ら
れ
、

プ
ロ

セ
ス
・

モ
デ

ル
が

文
書

化
さ

れ
た

点
で

は
基

礎
的

な
モ

デ
ル

の
情

報
を

提
供

し
た

。
他

方
モ

デ
ル

と
さ

れ
る

に
は
、

期
間

中
の

就
業
・

起
業

例
（

ケ
ー

ス
）

が
限

ら
れ

る
た

め
更

に
多

く
の

支
援

ケ
ー

ス
と

効
果

検
証
が
必
要
と
な
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

, J
IC

A
セ
ミ
ナ
資
料

20
12

,業
務
主
管
部

,ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ
支
所

－ 105 －



3 
 波

及
効

果
の

有
無

と
、

安
定

・
不

安
定

要
因

17
 

 紛
争

被
害

者
を

含
む

社
会

的
弱

者
の

生
活

支
援
・

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
と

の
共

生
等
、

平
和

構
築

に
係
る
波
及
効
果

・
研
修
受
講
・
元
兵
士
家
族
に
、
心
理
的
・
情
緒
的
な
安
定
や
、
将
来
計

画
に
対
す
る
安
心
感
が
生
ま
れ
た
、

・
投

降
兵

士
と

住
民

が
共

に
研

修
・

就
労

活
動

す
る

こ
と

を
通

じ
、

投
降

兵
士

家
族

の
孤

立
化

が
緩

和
さ

れ
、

市
民

の
彼
ら
へ
の
偏
見
が
提
言
さ
れ
た
。

・
起

業
し

た
投

降
兵

士
家

族
に
、

生
活

の
質

向
上
、

家
族

の
絆

の
深

ま
り

、
地

域
と

の
肯

定
的

関
係

の
構

築
が

見
ら

れ
た
。

・
貧
困
層
へ
の
生
計
向
上
を
図
り
「
家
庭
に
お
け
る
貧
困
の
連
鎖
」
を
断

ち
切
る
チ
ャ
ン
ス
を
提
供
し
た
。

・
元
兵
士
の
、
紛
争
グ
ル
ー
プ
へ
の
回
帰
防
止
に
役
だ
っ
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）
ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ

PN
A

18
 

 中
長

期
目

標
や

波
及

効
果

を
促

す
安

定
要

因
、

阻
害
す
る
不
安
定
要
因

【
安
定
要
因
】

・
政

令
41

38
／

20
11

に
よ

り
A

C
R
が

20
11

年
庁

へ
格

上
げ

さ
れ

業
務
・

予
算

計
画

や
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
採

択
で

決
定

権
を

増
し
た
。

・
複
数
の
国
際
機
関
、

N
G

O
が
支
援
を
継
続
し
て
い
る
。

【
不
安
定
要
因
】

・
求
職
内
容
と
斡
旋
先
の
業
務
が
マ
ッ
チ
し
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
（
就
業

の
長
期
的
な
定
着
の
懸
案
）
。

・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
面
で
、
投
降
兵
士
の
雇
用
に
積
極
的
で
な
い
企
業
が
あ

る
（
就
業
先
確
保
の
課
題
）
。

・
居
住
地
域
の
産
業
と
、
投
降
兵
士
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
が
容
易
で
な
い
。
（
投
降
兵
士
の

60
～

70
%

は
故
郷
に
戻
る
）

・
投
降
兵
士
家
族
当
事
者
と
、
支
援
関
係
者
の
、
活
動
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
維
持
が
容
易
で
な
い
。

・
公

的
子

育
て

支
援
、

ジ
ョ

ブ
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ
、

マ
イ

ク
ロ

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

等
の

サ
ー

ビ
ス

が
欠

け
て

い
る

場
合

、
就
労
・
起
業
意
欲
が
あ
っ
て
も
実
現
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

・
国

内
経

済
が

低
迷

し
雇

用
創

出
が

減
っ

て
い

る
点
。

国
の

失
業

率
は

約
10

％
で

投
降

兵
士

の
失

業
率

は
20

％
以

上
に
な
る
。

・
小
規
模
都
市
で
は
長
期
就
労
が
難
し
い
（
季
節
雇
用
・
短
期
雇
用
が
多
く
生
計
の
安
定
を
得
る
の
が
容
易
で
な
い
）

・
武
装
グ
ル
ー
プ
が
投
降
兵
士
を
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
し
て
投
降
兵
士
を
再
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。

・
麻
薬
カ
ル
テ
ル
や
密
売
組
織
が
、
投
降
兵
士
を
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
、

・
上

記
の

リ
ス

ク
か

ら
逃

れ
る

た
め

転
居

を
く

り
返

す
投

降
兵

士
家

族
が

多
く

支
援

効
果

の
ト

ラ
ッ

キ
ン

グ
・

モ
デ

ル
効
果
検
証
が
難
し
い
。

・
投
降
兵
士
・
家
族
は
孤
立
し
て
隠
れ
る
よ
う
に
暮
ら
す
傾
向
が
あ
る
（
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
が
困
難
）
。

・
多

く
の

投
降

兵
士

は
学

歴
が

十
分

で
な

く
社

会
生

活
・

就
業

に
十

分
な

知
識

・
技

術
を

身
に

つ
け

る
ま

で
に

長
い

時
間
を
必
要
と
す
る
。

・
教
育
を
十
分
に
受
け
て
い
な
い
元
兵
士
は
他
住
民
と
同
等
の
資
質
や
競
争
力
を
育
成
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
。

事
前

調
査

報
告

書
20

07
,終

了
時

評
価

調
査

報
告

書
20

11
, 2

01
1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（
情
報
収
集
確
認
調
査
）

A
PC

、
 V

ic
tim

 U
ni

t、
 ド

ナ
ー

 

持
続

性
1 

 政
策

・
制

度
面

で
の

持
続

性
19

 
 本

協
力

効
果

を
支

援
す

る
政

策
・

ﾌ
ﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
の

有
無

20
08

年
公

布
・

投
降

兵
士

再
統

合
の

国
家

政
策

（
C

O
N

PE
S 

N
o.

35
54
）
、

政
府

兵
士

動
員
・

解
除
・

再
統

合
（

D
D

R
）

方
針

（
国

家
開

発
計

画
PN

D
 2

00
6-

20
10

及
び

20
10

-2
01

4）
 、

法
律

第
97

5
号

/2
00

5（
公

正
和

平
法

）
の

改
正
、

政
令

41
38

／
20

11
（

庁
へ

の
組

織
改

編
）

等
の

政
策

的
根

拠
は

明
確

で
あ

る
。

政
府

と
FA

R
C
と

の
和

平
交

渉
が

進
め

ら
れ
て
い
る
現
在
、

FA
R

C
兵
士
の

D
D

R
を
見
据
え
た

A
C

R
の
責
務
の

重
要
性
が
よ
り
増
し
て
い
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）
、

A
C

R
、

V
ic

tim
 U

ni
t

2 
 組

織
財

政
面

で
の

持
続

性
20

 
 上

位
目

標
達

成
、

裨
益

効
果

波
及

の
た

め
の
、

実
施

組
織
・

ｶ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ

組
織

の
組

織
の

機
能

・
ﾏ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ﾜ
ｰ
の

安
定

性
・

継
続
性

こ
う

し
た

中
、

投
降

兵
士

再
統

合
高

等
審

議
会

は
コ

ロ
ン

ビ
ア

投
降

兵
士

再
統

合
庁
（

A
C

R
）

に
格

上
げ

さ
れ
、

事
業

前
に

比
し

て
A

C
R
の

決
定

権
・

活
動

範
囲

は
拡

大
し

て
い

る
。

現
在

は
ス

ー
ダ

ン
な

ど
他

国
へ

の
南

南
協

力
を

視
野

に
入

れ
た

活
動

も
行

う
な

ど
サ

ー
ビ

ス
を

拡
大

し
て

い
る
。

SE
G

O
B
や

SE
N

A
な

ど
政

府
組

織
や

民
間

企
業

・
大

学
等
民
間
組
織
と
の
協
力
が
活
発
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
今
後
の
成
長
も
期
待

で
き
る
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
11

, 2
01

1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ

ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査
）

A
C

R
3 

 技
術

面
で

の
持

続
性

21
 

 ｶｳ
ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
、

ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
、

直
接

裨
益

者
の

技
術

活
用

に
係

る
安

定
性

・
継

続
性

A
C

R
、

SE
N

A
, S

EG
O

B
等

の
行

政
組

織
の

技
術

に
つ

い
て

は
安

定
し

た
継

続
・

発
展

性
が

見
込

ま
れ

る
。

就
業
・

雇
用

の
定

着
度

を
高

め
る

に
は

A
C

R
が

行
う

投
降

兵
士

と
家

族
の

情
報

整
備

、
ニ

ー
ズ

と
研

修
の

マ
ッ

チ
ン

グ
、

求
人

先
と

職
能

の
マ

ッ
チ

ン
グ

を
高

め
る

必
要

が
あ

り
、

SE
N

A
と

の
調

整
や

N
G

O
等

他
組

織
の

研
修

サ
ー

ビ
ス

の
活

用
が

重
要

と
な

る
。

他
方
、

政
府
・

FA
R

C
の

和
平

交
渉

が
終

結
す

れ
ば

約
80

00
人

規
模

の
FA

R
C
兵

士
の

D
D

R
が

実
施

さ
れ

大
き

な
リ

ソ
ー

ス
と

マ
ン

パ
ワ

ー
が

必
要

と
な

る
。

A
C

R
が

技
術

を
最

大
限

に
生

か
し

質
の

高
い

社
会

復
帰

支
援
を
行
う
に
は
、
政
府
・
官
民
関
係
者
の
こ
れ
ま
で
以
上
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
る
。

終
了

時
評

価
調

査
報

告
書

20
11

, 2
01

1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ

ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集

確
認

調
査

）
　

A
C

R

－ 106 －



調
査

 c
od

e 
7 
及

び
 8

 
事

業
名

称
 

（
ペ

ル
ー

研
修

）
紛

争
の

被
害

者
へ

の
社

会
心
理
的
ケ
ア
の
た
め
の
人
材
育
成
、
及
び
、
（
本
邦
研
修
）
総
合
的
被
害
者
支
援
シ
ス
テ
ム
の
開
発

協
力

形
態

 
在

外
ペ

ル
ー

研
修

　
及

び
　

本
邦

研
修

（
筑

波
JI

C
A
）

協
力

期
間

 
在

外
ペ

ル
ー

研
修

：
3
年

、
20

10
年

1
月

20
日
～

20
13

年
1
月

19
日

 （
実
施
中
）
、
本
邦
研
修
：

20
10

年
2
月

28
日
～

3
月

20
日
（
終
了
）

実
施

組
織

 
被

害
者

補
償

和
解

委
員

会
（

C
N

R
R
）
, 社

会
保

障
省
（
現
・
保
健
社
会
保
護
省
）

 
最

終
裨

益
者

 
暴

力
・

紛
争

被
害

者
 

実
施

サ
イ

ト
 

ペ
ル

ー
及

び
日

本
 

ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

 
国

家
補

償
和

解
委

員
会

（
C

N
R

R
）
 の

社
会

心
理
士
、
政
治
学
専
門
士
、
弁
護
士
、
国
内
の
医
師
・
看
護
士
・
ｿ
ｰ
ｼ
ｬ
ﾙ
ﾜ
ｰ
ｶ
ｰ
・
臨
床
心
理
士
な
ど
専
門
職
人
材

, 社
会
保
障
省
（

M
PS

）
の
社
会
的
弱
者
支
援
担
当
者

 
実

施
時

業
務

主
管

 
ペ

ル
ー

研
修

：
人

間
開

発
部

・
保

健
第

四
課

、
本
邦
研
修
：
筑
波

JI
C

A

項
目

調
査

事
項

（
設

問
大

項
目

）
設
問
小
項
目

入
手
情
報
／
結
果
概
要

情
報
源
／
調
査
対
象

計
画

性
と

ア
プ

ロ
ー

チ
の

戦
略

性
（

妥
当

性
）

1 
 コ

国
政

府
の

平
和

構
築

政
策

・
国

家
開

発
政

策
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
と

の
整

合
性

1 
 コ

国
政

府
の

平
和

構
築

政
策

、
紛

争
被

害
者
・

共
生

和
解

支
援

に
係

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
整
合
し
て
い
る
か

紛
争

が
長

期
に

亘
る

コ
国

で
は

多
く

の
国

民
が

心
的

外
傷
・

精
神

的
障

害
を

被
っ

て
い

る
事

実
か

ら
、

政
府

は
「

国
家

開
発

計
画

20
06

-2
01

0」
に

て
「

国
民

全
体

の
安

全
の

確
保

」
の

為
の

暴
力

・
紛

争
被

害
者

の
心

身
回

復
・

社
会

復
帰

を
推

進
し

て
き

た
。

紛
争

被
害

者
救

済
は

法
律

第
97

5
号

／
20

05
（

公
正
・

和
平

法
）

の
補

償
条

項
や

政
令

第
12

90
号

/2
00

8（
被

害
者

補
償

と
救

済
）

に
も

明
記

さ
れ

て
い

る
が
、

政
府

は
技

術
や

人
材

が
十

分
で

は
な

い
社

会
心

理
的

ケ
ア

や
総

合
的

補
償

シ
ス

テ
ム

の
改

善
を

目
指

し
て
「

紛
争

被
害

者
の

社
会

心
理

的
ケ

ア
に

係
る

国
家

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

の
起

草
を

開
始

し
た
。

本
協

力
は
、

上
記

コ
国

の
政

策
方

針
を

支
援

し
か

つ
知

見
・

技
術

の
国

家
プ

ロ
グ

ラ
ム

へ
の

反
映
を
目
指
し
た
協
力
で
あ
る
。

実
施
計
画
書
、
運
営
指
導
調
査
報
告
書

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

M
in

Sa
lu

d,
 被

害
者
ﾕ
ﾆ
ｯ
ﾄ

,P
A

IC
M

A

2 
 実

施
の

タ
イ

ミ
ン

グ
は

コ
国

の
平

和
構

築
の

プ
ロ

セ
ス

・
政

治
社

会
情

勢
に

対
し

適
切
で
あ
る
か

コ
国

政
府

が
「

紛
争

被
害

者
の

社
会

的
心

理
ケ

ア
国

家
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
草

案
を

進
め

て
い

た
段

階
に

お
い

て
開

始
さ

れ
た
協
力
で
あ
り
、
日
本
の
平
和
構
築
へ
の
支
援
決
議
か
ら
も
、
時
機
を
得
た
協
力
で
あ
っ
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

2 
 日

本
の

コ
国

支
援

戦
略

、
JI

C
A

の
対

コ
国

事
業

実
施

計
画

と
の

整
合

性

3 
 日

本
の

支
援

政
策

と
合

致
し

支
援

の
政

治
的

・
政
策
的
意
義
が
あ
る
か

我
が

国
は
「

紛
争

被
害

者
支

援
」

を
人

間
の

安
全

保
障

の
視

点
に

よ
る

「
平

和
構

築
」

課
題

の
取

り
組

み
と

認
識

し
、

20
08

年
8
月

の
コ

ロ
ン

ビ
ア

O
D

A
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

及
び

コ
国

政
府

と
の

経
済

協
力

政
策

協
議

に
よ

り
、
「

紛
争

の
結

果
生

じ
る

社
会

的
・

経
済

的
問

題
へ

対
策

を
講

じ
る

」
意

向
を

表
明

し
た

。
本

案
件

は
同

対
策

に
対

応
す

る
も

の
で

あ
り
、
政
策
的
な
根
拠
・
意
義
が
高
い
。

平
和

の
構

築
ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ

20
08

, ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ

調
査
報
告

20
10

, G
-2

4 
C

ar
ta

ge
na

 D
ec

la
ra

tio
n

4 
 JI

C
A
の

実
施

計
画
・

支
援

戦
略

の
観

点
で

の
意

義
本

協
力

は
、

JI
C

A
の

対
コ

ロ
ン

ビ
ア

国
別

実
施

計
画

に
お

け
る

援
助

重
点

課
題

・
平

和
構

築
支

援
に

お
け

る
国

内
避

難
民

等
社

会
的

弱
者

プ
ロ

グ
ラ

ム
、

紛
争

被
害

者
と

受
入

れ
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
と

の
共

生
・

和
解

促
進

を
目

指
す

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
方

針
に

基
づ

く
。

JI
C

A
は

ペ
ル

ー
で

類
似

技
プ

ロ
「

暴
力

被
害

住
民

へ
の

包
括

的
ヘ

ル
ス

ケ
ア

強
化

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
（

20
09

.6
.1

0
～

20
12

.6
.9
）

の
実

績
が

あ
り

本
協

力
で

も
経

験
が

生
か

さ
れ

た
。

筑
波

研
修

で
は

、
広

島
・

長
崎

の
原

爆
被

害
か

ら
の

復
興

や
被

害
者

支
援

の
技

術
を

学
ぶ

内
容

が
提

供
さ

れ
、

日
本

の
実

績
や

教
訓

を
活

用
す

る
点

で
意

義
が
あ
る
協
力
で
あ
る
。

実
施

計
画

書
,対

コ
国

国
別

実
施

計
画
・

展
開

計
画

,「
平
和
の
構
築
」
ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ

,2
01

1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書

（
情

報
収

集
確

認
調
査
）

3 
 裨

益
者
・

裨
益

地
域

の
ニ

ー
ズ

に
対

す
る

実
施

の
必

要
性

5 
 対

象
裨

益
者
・

地
域

で
の

裨
益

者
ニ

ー
ズ

に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
か

コ
国

に
は

社
会

心
理

士
等

の
心

理
的

ケ
ア

を
担

う
人

材
が

十
分

で
な

く
、

既
存

の
人

材
に

お
け

る
被

害
者

の
特

徴
や

ケ
ー

ス
に

応
じ

た
合

っ
た

ケ
ア

の
に

は
技

能
も

不
十

分
で

あ
っ

た
。

本
案

件
は

国
家

補
償

和
解

委
員

会
（

C
N

R
R
）

の
社

会
心

理
士
、

弁
護

士
、

政
治

学
専

門
士

や
、

地
域

で
活

動
す

る
臨

床
心

理
士

な
ど

精
神

保
健

に
従

事
す

る
人

材
の

専
門

的
な

知
識

や
技

能
を

向
上

さ
せ

る
こ

と
を

目
的

と
し
、

長
期

的
に
、

心
的

外
傷

を
う

け
た

紛
争

・
暴

力
被

害
者

の
健

康
回
復
と
社
会
復
帰
を
目
指
し
て
お
り
、
裨
益
者
ニ
ー
ズ
に
合
致
す
る
。

運
営

指
導

調
査

報
告

書
, 2

01
1
年

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報
告
書
（
情
報
収
集
確
認
調
査
）

4 
 ア

プ
ロ

ー
チ

（
戦

略
）

の
適

切
性

6 
 直

接
受

益
者

・
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
、

実
施

組
織

の
選

定
は

適
切

で
あ

る
か
、

選
定

で
は

必
要

な
関

係
者

が
十

分
に

巻
き
込
ま
れ
て
い
た
か

難
民

・
暴

力
・

被
災

障
害

者
な

ど
多

様
な

被
害

者
へ

の
総

合
支

援
や

社
会

心
理

的
ケ

ア
に

従
事

す
る

中
央

（
C

N
R

R
, 

M
in

Sa
lu

d,
 ｱ
ｸ
ｼ
ｵ
ﾝ
ｿ
ｼ
ｱ
ﾙ

, 被
害

者
ﾕ
ﾆ
ｯ
ﾄ
）,
地

域
施

策
従

事
者

（
県

保
健

局
、

市
保

健
事

務
所

等
）,
及

び
ケ

ア
現

場
専

門
職
（

医
療
・

福
祉

施
設

専
門

職
）

が
参

加
し

た
点

は
、

被
害

者
総

合
ケ

ア
・

補
償

シ
ス

テ
ム

の
概

念
と

技
術

の
導

入
に

お
い
て
効
果
的
な
選
定
。

・
C

N
R

R
研

修
生
（

法
律

家
、

政
治

学
者
、

心
理

学
者

）
に

つ
い

て
は
、

被
害

者
総

合
支

援
・

社
会

心
理

的
ケ

ア
の

知
見
と
し
て
法
律

14
48

号
に
反
映
さ
れ
、
被
害
者
ユ
ニ
ッ
ト
の
業
務
移
行
さ
れ
た
点
で
、
意
義
が
あ
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

M
in

Sa
lu

d
V

ic
tim

es
 U

ni
t

7 
 案

件
対

象
地

や
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
・

直
接

裨
益

者
に

及
ぼ

し
う

る
悪

影
響
・

リ
ス

ク
を

回
避

す
る

対
策

が
盛

り
込

ま
れ
て
い
る
か

難
民
・

暴
力
・

被
災

障
害

者
な

ど
多

様
被

害
者
・

社
会

的
弱

者
へ

の
総

合
支

援
や

社
会

心
理

的
ケ

ア
に

従
事

す
る

、
中

央
及
び
地
域
の
政
策
・
施
策
従
事
者
（

M
in

Sa
lu

d,
 C

N
R

R
, ｱ

ｸ
ｼ
ｵ
ﾝ
ｿ
ｼ
ｱ
ﾙ
／

被
害
者
ﾕ
ﾆ
ｯ
ﾄ

, 県
保
健
局

,市
保
健
事
務
所
）
、

ケ
ア

現
場

の
専

門
職
（

医
師
、

看
護

師
、

ｿ
ｰ
ｼ
ｬ
ﾙ
ﾜ
ｰ
ｶ
ｰ
、

法
医

学
研

究
所

）
が

参
加

し
た
。

C
N

R
R
は

20
11

年
の

法
律

14
48

施
行

と
併

せ
解

体
し

た
が

、
同

組
織

の
法

律
家

・
政

治
家

・
心

理
専

門
家

が
得

た
学

習
は

言
及

法
の

被
害

者
総

合
支

援
・

社
会

心
理

的
ケ

ア
に

反
映

さ
れ
、

現
在

の
被

害
者

支
援

ユ
ニ

ッ
ト

へ
と

機
能

が
移

行
さ

れ
た

点
は

注
目

さ
れ

る
。

20
12

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

M
in

Sa
lu

d,
 V

ic
tim

es
 U

ni
t

－ 107 －



効
果

（
有

効
性

・
効

率
性

）

1 
 ﾌﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
の

達
成

度
8 

 以
下

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目
標
が
実
現
さ
れ
て

い
る

か
：

 
 1）

コ
ロ

ン
ビ
ア
に
お
い
て
、
紛
争

の
被

害
者

へ
の
社
会
心
理
的
ケ
ア
を

提
供

・
促

進
す
る
た
め
の
中
核
人
材

が
育

成
さ

れ
る
、

 
 2）

コ
ロ

ン
ビ
ア
に
お
い
て
暴
力
犠

牲
者

の
た

め
の
総
合
的
社
会
心
理
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
が
向
上
す
る
。

・
ペ

ル
ー

研
修

に
は

M
in

Sa
lu

d,
 C

N
R

R
, 内

務
省

被
害

者
支

援
室

（
当

時
、

国
内

避
難

民
支

援
室

）
等

中
央

行
政

官
の

他
、
地
域
の
保
健
医
療
・
福
祉
施
設
や
、
権
利
養
護
組
織
の
人
材
計

60
名
が
参
加
し
た
。
第
一
回
研
修
（

20
10

年
2月

）
で

は
「

コ
」

国
側

参
加

者
が

考
え

る
社

会
心

理
的

ケ
ア

の
ニ

ー
ズ

と
研

修
内

容
と

の
隔

た
り

が
あ

り
研

修
生

の
満

足
度

は
十

分
で

な
か

っ
た

が
、

第
二

回
研

修
（

20
10

年
11

月
）

以
降

、
実

績
あ

る
N

G
O
へ

委
託

を
変

更
し

研
修

内
容

を
改

善
す

る
こ

と
で
、

研
修

生
の

ニ
ー

ズ
対

応
を

高
め

た
。

ク
ラ

イ
エ

ン
ト

中
心

型
ケ

ア
、

イ
マ

ジ
ネ

ー
シ

ョ
ン

ケ
ア

ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
新
し
い
技
術
が
学
ば
れ
た
。

・
本

邦
研

修
に

は
M

in
Sa

lu
d、

被
害

者
ユ

ニ
ッ

ト
、

PA
IC

M
A
、

C
N

R
R
の

4
組

織
、

計
13

名
の

法
律

専
門

家
、

政
治

専
門

家
、

心
理

専
門

家
、

福
祉

専
門

家
な

ど
専

門
人

材
が

参
加

し
、

日
本

の
広

島
・

長
崎

原
爆

被
災

者
へ

の
ケ

ア
技

術
、

復
興

政
策
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

評
価

技
術

な
ど
、

ペ
ル

ー
研

修
を

補
完

し
か

つ
総

合
補

償
に

係
る

各
論

の
学

習
機

会
が
提
供
さ
れ
た
。
学
術
レ
ベ
ル
の
高
さ
と
実
践
現
場
視
察
は
高
い
評
価
を
受
け
た
。

研
修

成
果

は
各

研
修

生
の

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

に
纏

め
ら

れ
る

と
と

も
に
、
「

12
支

援
織

を
想

定
し

た
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ
ン
（
社
心
理
的
ケ
ア
戦
略
）
」
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
結
集
さ
れ
た
。

・
研

修
で

学
ん

だ
技

術
や

知
識

は
「

ケ
ア

戦
略

」
の

有
用

情
報

と
し

て
各

研
修

生
が

所
属

す
る

部
署

業
務

に
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

さ
れ

て
い

る
。

被
害

者
ユ

ニ
ッ

ト
で

は
、

参
加

研
修

生
が

前
年

の
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
を

策
定

し
、

次
年

の
研

修
生

へ
渡

す
プ

ロ
セ

ス
に

よ
り

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

を
毎

年
改

善
す

る
こ

と
で

活
動

計
画

へ
反

映
さ

れ
た
。

こ
れ

ら
か

ら
、

本
研

修
事

業
は
、

暴
力
・

紛
争

被
害

者
の

社
会

心
理

的
ケ

ア
人

材
の

育
成

、
及

び
総

合
補

償
シ

ス
テ

ム
の

向
上

の
2
点
に
係
る
一
定
の
成
果
・
目
標
を
達
成
し
た
と
言
え
る
。

ペ
ル

ー
研

修
概

要
・

報
告

書
（

第
1
回
、

第
2

回
）
、

本
邦

研
修

概
要
・

報
告

書
、

20
11

年
ﾌ
ﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書

（
情

報
収

集
確

認
調

査
）

M
in

Sa
lu

d

2 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
の

他
構

成
案

件
と

の
相

乗
効

果
9 

 プ
ロ

グ
ラ

ム
成

果
４

「
国

家
補

償
和

解
委

員
会

（
C

N
R

R
）

と
保

健
社

会
保

障
省

（
M

SP
S）

の
紛

争
被

害
者

へ
の

社
会

心
理

的
ケ

ア
の

能
力

が
開

発
さ

れ
る

」
た

め
の

他
案

件
と

の
相

乗
効

果

同
分

野
が

保
健

衛
生

の
側

面
を

も
つ

サ
ー

ビ
ス

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
「

地
雷

被
災

者
を

中
心

と
し

た
障

害
者

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
体

制
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」

が
行

っ
た

地
域

研
修

に
M

PS
所

轄
の

施
設

職
員

が
参

加
す

る
な

ど
、

間
接

的
な

リ
ン

ケ
ー

ジ
が

あ
っ

た
。

地
雷

被
災

者
の

社
会

心
理

的
ケ

ア
の

観
点

で
は

、
本

研
修

技
術

の
活

用
の

可
能

性
が
あ
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

M
in

Sa
lu

d

3 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
達

成
に

寄
与

し
た

、
安

定
要

因
10

 
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
や

実
施

組
織
・

ア
ク

タ
ー

に
関
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー

・
第

一
回

研
修

の
結

果
・

問
題

点
を

受
け

て
、

迅
速

に
研

修
内

容
を

修
正

さ
れ

た
点
。
・

広
島
・

長
崎

の
事

例
研

究
研

修
が
（
ｸ
ﾗ
ｲ
ｴ
ﾝ
ﾄ
中
心
型
ケ
ア
・
人
道
的
方
法
論
）
が
心
的
外
傷
・
喪
失
回

復
技
術
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
点
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）
ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ

PN
A

4 
 ﾌﾟ

ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
目

標
達

成
を

阻
害

し
た

、
不

安
定

要
因

11
 

 プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

活
動

や
実

施
組

織
・

ア
ク

タ
ー

に
関
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー

・
C

N
R

R
は
元
来
・
真
実
究
明
・
補
償
・
和
解
の
司
法
プ
ロ
セ
ス
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。

・
C

N
R

R
が

20
13

年
に
解
体
し
機
能
が
（
副
大
統
領
の
下
で
）

5
分
野
の
官
民
組
織
に
分
割
さ
れ
た
こ
と
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

C
N

R
R

 H
P

5 
 裨

益
発

現
の

た
め

の
取

り
組

み
の

迅
速

性
、

投
入
・

活
動

の
効

率
性

12
 

 期
間

中
に

裨
益
が
把
握
さ
れ
た
か

協
力

開
始

当
時

、
社

会
心

理
的

ケ
ア

に
類

似
す

る
知

見
は

行
政

組
織

の
公

共
サ

ー
ビ

ス
に

て
無

意
識

に
用

い
ら

れ
て

い
た

が
、
「

社
会

心
理

的
ケ

ア
」

と
の

名
称

を
も

つ
専

門
的

技
術

と
認

識
さ

れ
て

お
ら

ず
、

技
術

的
に

も
未

熟
な

段
階

で
あ

っ
た

。
20

10
年

の
憲

法
裁

判
所

決
議

 （
T-

04
5/

20
10
）

に
よ

り
「

総
合

ケ
ア

方
法

の
適

用
の

た
め

の
社

会
心

理
的

取
り

組
み

の
取

扱
い

と
、

武
装

紛
争

被
害

者
の

社
会

心
理

的
ケ

ア
と

サ
ー

ビ
ス

」
及

び
「

武
装

紛
争

被
害

者
の

非
人

道
的

犯
罪
に
よ
る
傷
害
別
の
地
域
精
神
保
健
の
介
入
ガ
イ
ド
」
が
作
成
さ
れ
、

こ
れ
ら
を
投
入
と
し
て

20
12

年
3
月
に
「
社

会
心
理
的
ケ
ア
と
総
合
保
健
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
成
立
し
た
。
同
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
は
①
保
健
医
療
に
お
け
る
総
合
的
ケ
ア
、

②
社

会
心

理
的

ケ
ア

の
2
側

面
が

あ
り

、
本

研
修

は
プ

ロ
グ

ラ
ム

策
定

に
至

る
プ

ロ
セ

ス
で

、
技

術
の

導
入

に
貢

献
し

て
い
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

13
 

 開
発

ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
ﾅ
ｰ
（

他
政

府
･
ﾄ
ﾞ
ﾅ
ｰ
・

N
G

O
）

活
動

と
の

効
果

的
な

調
整
・

連
携

が
な

さ
れ
た
か

N
G

O
, 国

政
機
関
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
等
）
の
支
援
が
あ
る
。

JI
C

A
と
の
連
携
は
な
い
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

6 
 投

入
対

効
果

14
 

 投
入

規
模

（
人

材
・

経
費
・

期
間
・

他
）

に
対

し
目

標
・

成
果

達
成

は
妥

当
か

協
力
規
模
に
対
す
る
、
研
修
後
の
政
策
反
映
等
の
成
果
等
か
ら
、
妥
当
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

ｲ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ｸ
ﾄ

1 
 上

位
目

標
の

達
成

度
・

見
込

み
15

 
 
「

コ
ロ

ン
ビ

ア
の

紛
争

の
被

害
者

へ
の

社
会

心
理

的
ケ

ア
の

実
施

体
制

が
強

化
さ

れ
る

」
（

上
位

目
標

）
の

達
成

が
見

込
れ
る
か

・
本

協
力

開
始

時
に

は
政

策
と

し
て

明
確

で
な

か
っ

た
社

会
心

理
的

ケ
ア

が
、

被
害

者
総

合
ケ

ア
・

補
償

の
一

方
法

と
し
て
法
律
に
明
記
さ
れ
た
こ
と
で
保
健
社
会
保
護
省
の
業
務
と
し
て
位
置
づ
け
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

20
11

年
時
に
研

修
結
果
・
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
が
法
を
根
拠
と
し
た
政
府
の
「
紛
争
被
害
者
総
合
ケ
ア
・
補
償
シ
ス
テ
ム
（

SN
A

R
IV

）
」

に
基

づ
く

M
in

Sa
lu

d
の
「

紛
争

被
害

者
社

会
心

理
ケ

ア
と

総
合

保
健

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

に
反

映
さ

れ
、

制
度

的
・

組
織

的
実
施
体
制
は
事
業
前
に
比
し
各
段
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。

・
政

策
的
・

制
度

的
発

展
は

本
協

力
開

始
以

前
よ

り
「

コ
」

国
が

目
指

し
て

い
た

と
こ

ろ
で

あ
り

、
研

修
生

の
規

模
を

鑑
み

れ
ば
、

本
協

力
が

同
国

の
法

制
度

的
発

展
大

き
く

貢
献

し
た

と
言

え
る

も
の

で
は

な
い

が
、

関
係

組
織

の
中

核
人

材
に

社
会

心
理

的
ケ

ア
の

技
術

を
紹

介
し

・
知

見
を

高
め

た
こ

と
は

今
般

調
査

で
把

握
さ

れ
た

通
り

で
あ

る
点

か
ら

被
害
者
へ
の
社
会
心
理
的
ケ
ア
の
実
施
体
制
が
強
化
（
上
位
目
標
）
に
貢
献

し
た
と
言
え
る
。

M
in

Sa
lu

d
A

PC
do

no
r

－ 108 －



2 
 プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

と
の

関
係

性
16

 
 プ

ロ
グ

ラ
ム

成
果

４
「

国
家

補
償

和
解

委
員

会
（

C
N

R
R
）

と
保

健
社

会
保

障
省

（
M

SP
S）

の
紛

争
被

害
者

へ
の

社
会

心
理

的
ケ

ア
の

能
力

が
開

発
さ

れ
る

」
へ
の
寄
与

20
11

年
調
査
で
は
、
ｸ
ﾗ
ｲ
ｴ
ﾝ
ﾄ
中
心
型
ケ
ア
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ケ
ア

ア
プ
ロ
ー
チ
等
の
コ
国
に
は
新
し
く
か
つ
有

効
な

技
術

が
学

ば
れ
、

C
N

R
R
と

M
PS

が
行

う
援

助
技

術
と

し
て

応
用

が
検

討
さ

れ
た
。

地
域

の
現

場
で

働
く

専
門

職
と

と
も

に
、

法
制

度
に

関
わ

る
専

門
家

が
研

修
に

参
加

し
、

政
策

及
び

施
行

の
異

な
る

レ
ベ

ル
で

の
相

互
補

完
的

な
能
力
育
成
が
図
ら
れ
た
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

, J
IC

A
セ
ミ
ナ
資
料

20
12

,業
務
主
管
部

,ｺ
ﾛ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｱ
支
所

, 元
C

N
R

R
, M

PS

3 
 波

及
効

果
の

有
無

と
、

安
定

・
不

安
定

要
因

17
 

 紛
争

被
害

者
を

含
む

社
会

的
弱

者
の

生
活

支
援
・

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
と

の
共

生
等
、

平
和

構
築

に
係
る
波
及
効
果

・
研

修
成

果
は
、

研
修

参
加

者
の

所
属

組
織

を
含

む
12

の
支

援
組

織
（

内
務

司
法

省
M

IJ
、

権
利

擁
護

事
務

所
D

F、
C

N
R

R
、

M
PS

, 犠
牲

者
ケ

ア
と

権
利

擁
護

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

C
AV

ID
H
、

赤
十

字
及

び
ﾒ
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｱ
ﾙ
ﾅ
ﾛ
ﾊ
国

際
財

団
FI

SC
、

医
療

電
子

化
サ

ー
ビ

ス
C

A
M

ED
, 犠

牲
者

支
援

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

C
AV

, ﾒ
ﾃ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ﾝ
市

保
健

局
、

ボ
ゴ

タ
市

保
健

局
、

ｶ
ﾙ
ﾀ
ﾍ
ﾅ
保

健
局
、

ﾂ
ﾂ
ﾗ
保

健
局
）
を
想
定
し
た
支
援
ア
プ
ロ
ー
チ
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
取
り
ま
と
め
ら

れ
た
。
（

20
11

年
時
）
ｱ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
ﾗ
ﾝ
は
「
被
害

者
支

援
・

総
合

補
償

シ
ス

テ
ム
（

SN
A

R
IV

）
」

に
基

づ
く
「

紛
争

被
害

者
社

会
心

理
ケ

ア
と

総
合

保
健

プ
ロ

グ
ラ

ム
（

PA
PS

IV
I）
」

に
結

実
し

た
。

研
修

開
始

時
に

、
社

会
心

理
的

ケ
ア

を
専

門
技

術
と

把
握

す
る

理
解

が
コ

ロ
ン

ビ
ア

側
に
は
な
か
っ
た
が
、
本
事
業
を
通
じ
て
技
術
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

・
サ

ン
ト

ス
大

統
領

も
述

べ
て

い
る

と
お

り
、

SN
A

R
IV

の
仕

組
み

の
中

で
被

害
者

ケ
ア

の
効

果
を

ど
の

よ
う

に
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
し

測
定

す
る

か
が

被
害

者
支

援
に

お
け

る
国

の
課

題
で

あ
る

。
被

害
者

ユ
ニ

ッ
ト

と
で

は
本

邦
研

修
で

学
ん

だ
学

術
的

方
法

論
に

よ
る

モ
ニ

タ
リ

ン
グ
・

効
果

測
定

の
方

法
及

び
ツ

ー
ル

に
注

目
し
、

ユ
ニ

ッ
ト

の
被

害
者

ケ
ア
・

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ツ
ー

ル
開

発
に

利
用

し
て

お
り
、

こ
れ

は
本

研
修

事
業

の
コ

ロ
ン

ビ
ア

側
へ

の
貢

献
の

一
つ

と
い

え
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

M
in

Sa
lu

d
V

ic
tim

es
 U

ni
t 

18
 

 中
長

期
目

標
や

波
及

効
果

を
促

す
安

定
要

因
、

阻
害
す
る
不
安
定
要
因

【
安
定
要
因
】

・
社
会
心
理
的
ケ
ア
の
政
策
策
定
・
現
場
で
の
ケ
ア
推
進
が
、

M
in

Sa
lu

d
の
重
要
な
業
務
と
な
っ
た
。

・
社

会
心

理
的

ケ
ア

は
被

害
者

救
済

法
に

よ
り

被
害

者
総

合
ケ

ア
・

補
償

の
一

方
法

に
公

認
さ

れ
、

保
健

社
会

保
護

省
（

M
in

Sa
lu

d）
の
業
務
義
務
が
明
確
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
省
も
政
策
実

施
を
具
体
化
し
て
い
る
。

・
コ

国
側

は
社

会
心

理
的

ケ
ア

を
、

紛
争

被
害

者
、

家
庭

内
暴

力
等

に
よ

る
心

的
外

傷
や

精
神

的
障

害
を

受
け

た
者

に
有
効
な
技
術
と
認
識
し
て
お
り
、
こ
れ
を
提
供
す
る
べ
き
こ
と
を
法
に
明
記
し
て
い
る
。

・
上
法
に
基
づ
き
、
被
害
者
ユ
ニ
ッ
ト
に
お
い
て
社
会
心
理
的
ケ
ア
に
係
る
業
務
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

【
不
安
定
要
因
】

・
官
民
組
織
に
お
い
て
社
会
心
理
的
ケ
ア
の
専
門
的
人
材
が
十
分
で
な
い
。

・
市

民
や

公
務

員
が

国
家

の
紛

争
被

害
ケ

ア
や

社
会

心
理

的
ケ

ア
の

知
見

が
な

く
ケ

ア
提

供
に

抵
抗

を
も

つ
者

が
い

る
。

・
紛
争
が
継
続
し
て
お
り
、
精
神
的
・
心
的
障
害
を
受
け
る
被
害
者
が
発
生
し
続
け
て
い
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

M
in

Sa
lu

d 
V

ic
tim

 U
ni

t

持
続

性
1 

 政
策

・
制

度
面

で
の

持
続

性
19

 
 本

協
力

効
果

を
支

援
す

る
政

策
・

ﾌ
ﾟ

ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
の

有
無

政
府
は
法
律
第

14
48

/2
01

1（
被
害
者
救
済
法
）
に
お
い
て
補
償
の
一
方
法
と
し
て
の
「
社
会
心
理
的
ケ
ア
」
を
明
記
し
た
。

同
法

に
よ

る
「

被
害

者
支

援
・

総
合

補
償

国
家

シ
ス

テ
ム
（

SN
A

R
IV

）
」

に
拠

っ
て

M
in

Sa
lu

d
は
「

紛
争

被
害

者
社

会
心

理
ケ

ア
と

総
合

保
健

プ
ロ

グ
ラ

ム
（

PA
PS

IV
I）
」

を
策

定
し
、

社
会

心
理

的
ケ

ア
を

省
の

特
化

さ
れ

た
業

務
と

し
て

明
確

に
し

て
い

く
意

図
が

あ
る

。
被

害
者

ユ
ニ

ッ
ト

で
は

中
央

と
各

地
域

事
務

所
に

こ
の

人
材

を
確

保
し

地
域

関
係

組
織

と
協

力
し

た
ケ

ア
充

実
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

こ
の

よ
う

に
政

策
的

根
拠

が
明

確
化

さ
れ

事
業

財
源

も
拡

大
し

て
い
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

, 元
C

N
R

R
関
係
者

, 
M

in
Sa

lu
d,

 V
ic

tim
 U

ni
t

2 
 組

織
財

政
面

で
の

持
続

性
20

 
 上

位
目

標
達

成
、

裨
益

効
果

波
及

の
た

め
の
、

実
施

組
織
・

ｶ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ

組
織

の
組

織
の

機
能

・
ﾏ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ﾜ
ｰ
の

安
定

性
・

継
続
性

政
策
的
・
制
度
的
な
根
拠
か
ら

M
in

Sa
lu

d、
被
害
者
ユ
ニ
ッ
ト
、

PA
IC

M
A
の
被
害
者
支
援
に
係
る
安
定
性
・
発
展
性

は
高

い
。

被
害

者
ユ

ニ
ッ

ト
は

現
行

法
で

残
り

8
年

の
組

織
で

あ
り
、

ユ
ニ

ッ
ト

が
調

整
を

行
う

地
域

支
援

組
織

に
お

け
る
ケ
ア
人
材
の
育
成
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

M
in

Sa
lu

d、
V

ic
tim

es
 U

ni
t

3 
 技

術
面

で
の

持
続

性
21

 
 ｶｳ

ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
、

ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
、

直
接

裨
益

者
の

技
術

活
用

に
係

る
安

定
性

・
継

続
性

・
被

害
者

登
録

数
が

20
13

年
1
月

現
在

で
約

56
万

人
に

上
り
、

こ
れ

は
全

人
口

の
約

12
％

に
該

当
す

る
。

う
ち

約
16

万
8
千

人
が

身
体
・

精
神

双
方

の
ケ

ア
を

必
要

と
し
、

約
39

万
人

が
極

度
の

ト
ラ

ウ
マ

か
ら

の
回

復
を

必
要

と
し

て
い

る
と

さ
れ
、

同
分

野
の

支
援

ニ
ー

ズ
規

模
は

極
め

て
大

き
い
。

社
会

心
理

的
ケ

ア
が

総
合

補
償

の
一

コ
ン

ポ
ー

ネ
ン

ト
と

規
定

さ
れ

た
こ

と
で

ケ
ア

従
事

者
の

人
材

不
足

が
明

ら
か

に
な

り
つ

つ
あ

り
、

人
的

資
源

が
大

き
な

課
題

と
い

え
る
。

・
サ

ン
ト

ス
大

統
領

も
述

べ
て

い
る

と
お

り
、

SN
A

R
IV

の
仕

組
み

の
中

で
大

き
く

な
り

つ
つ

あ
る

被
害

者
補

償
に

お
い

て
、

ど
の

よ
う

に
ケ

ア
効

果
を

モ
ニ

タ
リ

ン
グ
・

評
価

測
定

す
る

の
か

が
、

今
後

の
被

害
者

ケ
ア

・
補

償
の

重
要

事
項

と
な

る
。

被
害

者
ユ

ニ
ッ

ト
と

で
は
、

本
邦

研
修

で
学

ん
だ

学
術

的
方

法
論

に
よ

る
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・

効
果

測
定

の
方

法
と

ツ
ー

ル
に

注
目

し
、

ユ
ニ

ッ
ト

の
被

害
者

ケ
ア
・

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ツ
ー

ル
開

発
に

応
用

し
て

お
り

、
こ

れ
は

本
協

力
成

果
技

術
の

継
続

性
を

可
能

と
す

る
取

り
組

み
に

な
る

。
研

修
参

加
者

が
研

修
技

術
に

係
る

活
動

を
所

属
組

織
内

外
で
応
用
し
、
か
つ
技
術
・
知
見
を
共
有
で
き
る
環
境
を
作
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
て
い
く
べ
き
点
で
あ
る
。

20
11

年
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾑ
中

間
ﾚ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
報

告
書
（

情
報

収
集
確
認
調
査
）

M
in

Sa
lu

d,
 V

ic
tim

es
 U

ni
t
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構
成
案
件
 

協
力
に
よ
る
効
果
、
イ
ン
パ
ク
ト
、
波
及
効
果
 
 

安
定
要
因
 
（
効
果
の
促
進
・
持
続
に
寄
与
す
る
要
因
）

 
不

安
定

要
因

 
（
効

果
を

阻
害

し
う
る

要
因

、
懸

案
）
 

（ サ ブ プ ロ グ ラ ム １ ）

 

国 内 避 難 民 を 含 む 社 会 的 弱 者 の 生 活 向 上 ／ 地 方 行 政 支 援

 

国
内
避
難
民

等
社
会
的
弱

者
に
対
す
る

栄
養
改
善
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

・
住
民
の
食
習
慣
に
多
種
の
野
菜
を
摂
取
す
る
習
慣
が
作
ら
れ

た
。
 

・
摂
取
野
菜
・
植
物
種
の
拡
大
に
よ
る
栄
養
の
改
善
・
貢
献
が

あ
る
。
 

・
子
ど
も
の
野
菜
食
習
慣
を
促
し
栄
養
・
健
康
増
進
に
貢
献
し

た
。
 

・
薬
草
な
ど
の
伝
統
作
物
の
栽
培
知
識
の
広
が
り
が
あ
る
。
 

・
共
同
圃
場
、
家
庭
菜
園
で
の
栽
培
を
通
じ
低
所
得
層
に
野
菜

自
給
に
よ
る
家
計
負
担
軽
減
を
も
た
ら
し
た
。
 

・
協
力
後
に
、
栽
培
野
菜
を
販
売
す
る
・
栽
培
植
物
か
ら

2
次

産
品
（
軟
膏
、
油
、
粉
末
食
品
）
を
製
造
・
販
売
す
る
世
帯
が

生
ま
れ
た
。
 

・
菜
園
栽
培
を
契
機
と
し
た
円
卓
集
会
等
、
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
広
が
り
が
あ
る
。
 

・
住
民
の
新
し
い
関
係
性
の
構
築
、
共
生
を
促
し
て
い
る
。
 

・
農
業
従
事
者
で
あ
っ
た
国
内
避
難
民
は
、
栽
培
を
通
じ
自
己

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
回
復
し
た
。
 

・
子
ど
も
に
野
菜
栽
培
の
体
験
・
学
習
機
会
を
提
供
す
る
な
ど

新
た
な
活
動
が
生
ま
れ
た
。
 

・
野
菜
栽
培
を
通
じ
た
地
域
民
と
の
交
流
が
、
未
就
労
の
難
民

や
投
降
兵
士
の
孤
立
予
防
に
役
立
っ
て
い
る
。
 

<
関
係
者
に
係
る
事
項
> 

・
野
菜
栽
培
を
す
る
人
が
増
加
を
続
け
て
い
る
。
 

・
住
民
円
卓
会
議
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。
 

・
住
民
の
主
体
性
が
高
く
、
政
策
に
関
わ
ら
ず
、

継
続
が

見
込

ま
れ

る
。
 

・
農
業
出
身
が
多
い
国
内
避
難
民
に
野
菜
栽
培
は

慣
れ
親

し
ん

だ
活

動
。
 

・
区
民
と
国
内
避
難
民
当
事
者
は
、
避
難
民
で
あ

る
こ
と

が
理

由
で

生
活
に
障
害
を
抱
え
る
と
い
う
こ
と
は
特
に
な
い

と
考
え

て
お

り
、

野
菜
栽
培
活
動
に
お
い
て
も
区
別
は
な
い
。
（
2
0
1
1
年

時
調

査
）
 

・
ボ
ゴ
タ
植
物
園
は
現
在
も
都
市
農
業
・
緑
化
事

業
を
主

幹
業

務
と

す
る
。
 

・
ボ
ゴ
タ
市
の
都
市
農
業
政
策
、
行
政
義
務
は
一

層
活
発

化
し

て
い

る
。
 

<
外
的
要
因
> 

・
対
象
地
は
国
内
避
難
民
の
受
入
れ
に
寛
容
・
協

力
的
で

あ
る

。
 

・
景
観
な
ど
環
境
の
観
点
か
ら
、
都
市
農
業
の
価

値
が
高

ま
っ

て
い

る
。
 

・
都
市
農
業
法
／
条
例
が
、
国
会
と
市
議
会
で
審

議
さ
れ

て
い

る
。

・
地
域
に
国
内
避
難
民
・
投
降
兵
士
へ
の
扶
助
の

習
慣
が

あ
る

（
支

援
集
会
の
存
在
、
新
規
転
居
者
へ
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
種
苗

提
供

な
ど
）

＜
関

係
者
・

事
業
効

果
に

直
結

す
る
要

因
＞
 

・
野

菜
種
子

や
栽
培

資
材

の
確

保
が
住

民
世

帯
の

負
担
と

な

る
場

合
は
、

活
動
を

低
下

さ
せ

る
可
能

性
が

あ
る
 

 ＜
他

の
要
因

＞
 

・
紛

争
が
続

い
て
い

る
た

め
、

都
市
部

に
国

内
避

難
民
・

貧

困
層

が
極
端

に
急
増

し
、

貧
困

層
が
増

加
（

栄
養

状
況
の

悪

い
人

口
比
が

拡
大
）

す
る

可
能

性
が
あ

る
 

国
内
避
難
民

支
援
の
た
め

の
地
方
行
政

能
力
開
発
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

・
マ
グ
ダ
レ
ナ
県
庁
内
に
国
内
避
難
民
支
援
室
が
設
置
さ
れ
、

こ
れ
が
法
律

14
48
/
2
0
1
1
施
行
時
に
は
、
ス
ム
ー
ズ
に
被
害
者

支
援
室
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
 

・
P
C
M
の
活
用
に
よ
る
計
画
立
案
方
法
が
、
紹
介
・
利
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
マ
グ
ダ
レ
ナ
県
で
の
、
地
域
ア
ク
シ
ョ
ン

プ
ラ
ン
（
P
A
T
）
策
定
が
、
ス
ム
ー
ズ
に
な
さ
れ
た
。
 

・
自
治
体
に
、
計
画
策
定
の
方
法
論
と
文
化
が
醸
成
さ
れ
た
。

・
国
内
避
難
民
・
社
会
的
弱
者

団
体
の
代
表
者

2
名
に
よ
れ
ば
、

地
域
サ
ブ
事
業
策
定
で
は
、
P
C
M
手
法
が
裨
益
民
の
意
向
の
吸

い
上
げ
に
有
効
で
あ
っ
た
 
（
2
0
11

年
時
調
査
）
。
 

<
関
係
者
に
係
る
事
項
> 

・
P
A
T
策
定
で
論
理
的
・
参
加
型
の
計
画
率
文
化
が
導
入

さ
れ

た
。
 

・
法
律

1
44
8
/
2
0
11

と
S
N
A
R
I
V
に
よ
り
、
自
治
体
の
被

害
者

支
援

の

責
務
が
拡
大
し
、
技
術
・
財
源
双
方
で
の
業
務
リ

ソ
ー
ス

が
広

が
っ

た
。
 

・
マ
グ
ダ
レ
ナ
県
・
市
行
政
の
、
被
害
者
支
援
に

係
る
公

共
サ

ー
ビ

ス
の
意
識
が
高
ま
っ
て
い
る
。
 

・
市
民
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て

い
る
。

 

・
本
協
力
の
分
野
で
支
援
を
継
続
す
る
国
際
機
関

が
あ
る

。
(
U
S
AI
D

他
）
 

<
外
的
要
因
> 

・
本
案
件
で
雇
用
し
た
ロ
ー
カ
ル
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
が
被

害
者

支
援

ユ
ニ
ッ
ト
・
マ
グ
ダ
レ
ナ
県
事
務
所
長
に
就
任
し

県
関
係

者
の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
―
シ
ョ
ン
改
善
に
貢
献
し
て
い
る
。
 

・
受
入
れ
住
民
は
国
内
避
難
民
や
社
会
的
弱
者
層
に
協
力

的
で

あ
り

、

目
立
っ
た
争
い
が
な
い
。
 

＜
関

係
者
・

事
業
効

果
に

直
結

す
る
要

因
＞
 

・
P
A
T
が

策
定
段
階

に
留

ま
り

実
施
率

が
低

い
。
 

・
マ
グ

ダ
レ
ナ

県
は

財
政

健
全

化
指
導

自
治

体
で

あ
る
た

め
、

事
業

実
施
に

お
け
る

適
切

な
リ

ソ
ー
ス

活
用

が
難

し
く
な

る

可
能

性
が
あ

る
。
 

<
他

の
要
因

> 

・
マ

グ
ダ
レ

ナ
県
は

国
内

避
難

民
発
生

、
及

び
国

内
避
難

民

受
入

れ
双
方

の
影
響

が
比

較
的

大
き
い

地
域

で
あ

る
。
 

・
暴

力
・
紛

争
被
害

者
は

、
行

政
に
対

し
不

信
感

を
抱
く

ケ

ー
ス

が
多
く

、
参
加

型
の

建
設

的
な
議

論
を

も
つ

の
が
難

し

い
傾

向
が
あ

る
。
 

 

－ 110 －

５．構成案件別インパクト・効果、安定・不安定要因



（
サ
ブ
プ

ロ
グ

ラ
ム

１
、

続
き

）
 

 

構
成
案
件
 

協
力
に
よ
る
効
果
、
イ
ン
パ
ク
ト
、
波
及
効
果
 
 

安
定
要
因
 
（
効
果
の
促
進
・
持
続
に
寄
与
す
る
要
因
）

 
不

安
定

要
因

 
（
効

果
を

阻
害

し
う
る

要
因

、
懸

案
）
 

（ サ ブ プ ロ グ ラ ム １ ）

 

国 内 避 難 民 を 含 む 社 会 的 弱 者 の 生 活 向 上 ／ 地 方 行 政 支 援

 

一
村
一
品
 

・
コ
ロ
ン
ビ
ア
一
村
一
品
の
哲
学
・
概
念
が
定
着
し
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
が
実
施
段
階
に
入
っ
た
。
 

・
国
家
企
画
庁
(
DN
P
)
、
通
産

省
、
農
業
・
農
村
開
発
省
、
文

化
省
、
職
業
訓
練
庁
、
社
会
繁
栄
庁
、
国
家
開
発
庁
、
各
種
の

商
業
組
合
組
織
、
コ
ロ
ン
ア
工
芸
団
体
等
の
協
力
体
制
が
整
備

さ
れ
役
割
を
共
有
し
た
。
 

・
地
域
差
は
あ
る
が
、
自
治
体
と
の
協
力
関
係
が
築
か
れ
て
い

る
。
 

・
共
生
・
協
働
・
地
域
民
の
つ
な
が
り
／
絆
づ
く
り
が
重
要
な

コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
一
村
一
品
に
よ
り
、
歴
史
的
・
政
治
的
に

有
機
的
つ
な
が
り
を
断
ち
切
ら
れ
た
た
地
域
社
会
が
、
協
働
を

通
じ
共
生
・
忍
耐
・
相
互
扶
助
を
体
験
で
き
る
。
 

<
案
件
に
直
結
す
る
事
項
> 

・
国
家
開
発
計
画

2
0
1
0
-
2
0
1
4
に
準
拠
し
た
「
地
域
開

発
戦

略
」

に

一
村
一
品
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。
 

・
一
村
一
品
が
も
た
ら
す
協
働
・
相
互
扶
助
の
体
験
が
、

崩
さ

れ
た

地
域
民
の
関
係
性
の
回
復
と
、
紛
争
か
ら
の
社
会
経
済
的

復
興

に
寄

与
で
き
る
と
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
関
係
者
が
認
識
し
て
い
る
。

 

・
一
村
一
品
は
地
域
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
都

市
へ

流
れ

た
人

々

を
再
び
地
域
へ
戻
っ
て
き
て
も
ら
う
方
法
論
を
含
ん
で
い

る
、
 

・
JI
C
A
の
新
規
協
力
・
技
プ
ロ
の
開
始
が
予
定
さ

れ
て
お

り
、
1
2
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
へ
の
技
術
的
支
援
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。

 

 <
外
部
要
因
> 

・
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
は
多
様
・
豊
富
な
天
然
資
源
が
あ
り
、

市
町

村
に

は
一
村
一
品
事
業
と
し
て
活
用
し
う
る
資
源
が
潜
在
し
て

い
る

、
 

・
1
2
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
以
外
の
自
治
体
に
も
、
一

村
一

品
へ

の
関

心

が
高
ま
っ
て
い
る
。
 

＜
関

係
者
・

事
業
効

果
に

直
結

す
る
事

項
> 

・
農

村
部
で

個
人
主

義
的

商
業

文
化
、
競

争
文
化

が
強
く

、
チ

ー
ム

活
動
が

難
し
い

傾
向

が
あ

る
。
 

・
行

政
へ

の
依
存
体

質
が

強
い

地
域
が

あ
る
（

マ
イ
ン
ド

セ
ッ

ト
の

変
革
が

必
要
）

。
 

・
幾

つ
か
の

イ
ニ
シ

ア
テ

ィ
ブ

は
運
営

管
理

能
力

が
欠
け

る

（
持

続
性
に

懸
案
）

。
 

・
農

村
部
で

は
共
同

事
業

を
特

定
す
る

習
慣

が
根

付
い
て

お
ら

ず
、
住
民

間
で
意
見

を
交

換
し

た
り
相

互
理

解
築

く
の
に

、
大

き
な

労
力
と

努
力
を

要
す

る
。
 

・
事

業
特

定
が
、
行

政
提

案
や

個
人
の

ア
イ

デ
ア

に
依
存

し
て

し
ま

う
と
、
市
町
村

民
の

意
欲

を
引
出

す
こ

と
や

、
市
町

村
の

自
主

的
な
地

域
活
性

化
に

影
響

す
る
。

 

＜
他

の
事
項

＞
 

・
長

年
の

紛
争
・
暴

力
が

影
響

し
行
政

へ
の

不
信

感
が
生

ま
れ

て
お

り
信
頼

構
築
が

容
易

で
な

い
場
合

が
あ

る
。
 

・
一

村
一

品
を
地
域

で
展

開
す

る
上
で

の
社

会
イ

ン
フ
ラ
（

道

路
等

）
が

十
分

に
整

備
さ

れ
て

い
な
い

地
域

が
あ

る
（
陸
・
空
・

水
路

な
ど
輸

送
手
段

や
、
地
域

活
動
の

拠
点

へ
の

市
民
の

移
動

な
ど

）
 

・
治

安
の

た
め
に
介

入
で

き
な

い
危
険

地
域

が
あ

り
、
全

域
へ

の
普

及
を
阻

害
す
る

可
能

性
が

あ
る
。

 

 
 

構
成
案
件
 

協
力
に
よ
る
効
果
、
イ
ン
パ
ク
ト
、
波
及
効
果
 
 

安
定
要
因
 
（
効
果
の
促
進
・
持
続
に
寄
与
す
る
要
因
）

 
不

安
定

要
因

 
（
効

果
を

阻
害

し
う
る

要
因

、
懸

案
）
 

（ サ ブ プ ロ グ ラ ム ２ ）

 

地 雷 被 災 者 を 含 む 障 害 者 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ

ン 支 援

 

地
雷
被
災
者

を
中
心
と
し

た
障
害
者
総

合
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

体
制
強
化
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
 

・
チ
ー
ム
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
知
識
・
技
術
の
導
入
や
、

障
害
評
価
や
診
断
・
ケ
ア
の
ツ
ー
ル
、
障
害
者
の
権
利
に
係
る

ガ
イ
ド
な
ど
、
医
療
・
福
祉
関
係
者
が
実
践
す
べ
き
ケ
ア
に
必

要
な
技
術
・
ツ
ー
ル
が
導
入
さ
れ
た
。
（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
モ
デ
ル
・
リ
ソ
ー
ス
）
 

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
技
術
導
入
を
支
援
し
た
こ
と
で

Mi
n
S
a
l
u
d

は
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
概
念
・
方
法
論
を
国
家
障
害

政
策
文
書
（
C
O
N
PE
S
 8
0
）
に
反
映
さ
せ
た
（
最
終
化
段
階
）
。

（
方
法
論
・
技
術
は
、
M
i
n
Sa
l
u
d
の
試
金
石
と
な
っ
て
い
る
）

・
障
害
者
権
利
条
約
の
批
准
を
受
け
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ン

ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
者
政
策
を
進
め
る
責
務
が
出
た
が
、
そ
こ
に
総

合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
・
概
念
が
援
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
 

・
非
対
象
で
あ
っ
た
他
県
・
自
治
体
へ
、
カ
ス
ケ
ー
ド
方
式
で

<
案
件
に
直
結
す
る
事
項
> 

・
保
健
社
会
保
護
省
が
、
本
協
力
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
地

域
保

健
医

療
、
医
療
制
度
、
障
害
政
策
、
被
害
者
総
合
ケ
ア
に
、
活

用
す

る
意

向
が
あ
る
。
 

・
政
府
の
障
害
者
政
策
に
導
入
・
制
度
化
さ
れ
つ
つ
あ
り

政
策

的
根

拠
が
明
確
に
な
っ
た
。
 

・
四
肢
切
断
患
者
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
、

視
覚

障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
、
社
会

保
障

省
や

県
保
健
局
の
主
導
で
医
療
制
度
や
社
会
保
障
制
度
、
関
連

政
策

へ
反

映
さ
れ
た
。
 

・
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
被
災
者
救
急
搬
送
や
、
予
定
す

る
急

性
期

処
置
等
知
識
の
普
及
等
に
つ
い
て
、
県
保
健
局
と
の
協
働

、
制

度
や

政
策
へ
反
映
さ
せ
る
動
き
が
あ
る
。
 

・
障
害
者
の
社
会
参
加
を
目
指
し
た

J
I
C
A
の
新
規
協

力
が

開
始

さ
れ

<
関

係
者
・

事
業
効

果
に

直
結

す
る
事

項
> 

・
病

院
に

お
い
て
は

、
チ
ー

ム
リ
ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン
の

診
療

項
目

の
う
ち

診
療
報

酬
規

程
（

P
l
a
n 
O
b
l
i
g
a
to
r
i
o
 
de
 

S
a
l
u
d
:
P
OS
）

の
対

象
に

含
ま

れ
な
い

も
の

が
あ

り
、
ケ

ア
の

質
向

上
が
診

療
報
酬

の
増

に
直

結
し
な

い
。
（
病

院
の
経

営
方

針
や

、
従
事

者
の
意

欲
や

意
向

に
影
響

す
る

可
能

性
）
 

・
被

災
者
を

含
む
患

者
が

ど
の

よ
う
に

総
合

的
リ

ハ
ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
（

家
庭
復
帰

、
地
域

復
帰
、
学

校
・
職

場
復
帰
、
心

身

の
回

復
、
本

人
の
主

体
的

な
経

済
・
社

会
参

加
な

ど
）
を

実
現

し
て

い
る
か

が
、
把

握
さ

れ
て

い
な
い

。
 

・
地

雷
埋

設
が
特
定

さ
れ

な
い

地
域
が

多
く
、
一

般
市
民

が
労

働
等

に
従
事

す
る
際

に
事

故
に

合
う
ケ

ー
ス

が
多

い
。
 

<
他

の
事
項

> 

・
本

件
の
対

象
病
院

が
指

定
病

院
と
な

ら
な

ら
い

健
康
保

険
に
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の
研
修
が
進
め
ら
て
お
り
、
非
対
象
地
域
へ
の
技
術
・
知
識
の

普
及
が
見
ら
れ
る
。
 

・
地
雷
被
災
者
の
傷
害
種
と
し
て
大
き
な
シ
ェ
ア
占
め
る
四
肢

切
断
の
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
技
術
、
義
肢
義
手
装
具
製
造

技
術
の
向
上
が
図
ら
れ
た
。
 

・
地
雷
被
災
者
の
障
害
／
障
害
と
し
て
大
き
な
シ
ェ
ア
占
め
る

視
覚
障
害
に
係
る
医
療
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
新
し
く
開

始
さ
れ
た
。
 

る
予
定
で
あ
る
。
 

・
政
府
は

2
0
1
1
年
に
国
連
障
害
者
権
利
条
約
を
批

准
し

た
。
 

<
他
の
事
項
> 

・
赤
十
字
の
支
援
に
よ
る
、
被
災
者
及
が
都
市
部
の
医
療

施
設

で
継

続
的
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
い

う
、

条
件
が
あ
る
。
 

・
地
雷
被
災
に
よ
る
患
者
が
減
少
傾
向
に
あ
る
。
 

加
入

す
る
患

者
は
、
診

療
の
途

中
段
階

で
病

院
を

移
ら
ざ

る
を

え
な

い
状
況

が
発
生

し
、
長
期

的
ケ
ア

や
効

果
の

ト
ラ
ッ

キ
ン

グ
が

難
し
く

な
る
。

（
保

険
制

度
）
 

・
地

雷
埋
設

が
続
い

て
い

る
。
 

対
人
地
雷
総

合
ア
ク
シ
ョ

ン
大
統
領
プ

ロ
グ
ラ
ム
強

化
 

・
中
央
か
ら
地
域
実
施
の
全
域
で
の
地
雷
対
策
が
導
入
さ
れ

た
。
 

・
政
策
・
法
制
度
の
根
拠
に
裏
付
け
ら
れ
た
活
動
が
学
ば
れ
た
。

・
情
報
管
理
の
整
備
を
採
用
し
た
。
 

・
地
雷
撤
去
調
査
技
術
に
基
づ
く
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
が
策
定

さ
れ
、
そ
の
内
容
が
国
家
開
発
計
画

2
0
1
0
-
2
0
1
4
と
、
そ
れ
に

基
づ
く

P
A
I
C
M
A
年
時
活
動
計
画
へ
反
映
さ
れ
た
。
 

・
「
地
雷
に
よ
る
社
会
経
済
影
響
調
査
」
の
方
法
論
を
よ
り
効

果
の
高
い
手
法
へ
修
正
し
た
。
 

・
P
A
I
C
M
A
主
導
の
地
域
関
係
者
調
整
が
拡
大
し
て
い
る
。
 

・
地
雷
事
故
被
災
防
止
・
負
傷
の
低
減
に
間
接
的
な
貢
献
が
あ

る
。
 

<
関
係
者
に
係
る
事
項
> 

・
P
A
I
C
M
A
の
主
導
力
・
能
力
が
高
く
、
組
織
が
安

定
的

で
あ

る
。
 

・
法
律

1
44
8
/
2
0
11

と
S
N
A
R
I
V
に
よ
り
、
地
雷
被
災
者

支
援

に
係

る

自
治
体
の
業
務
能
力
が
高
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

 <
他
の
事
項
> 

・
E
U
、
U
NM
A
S
、
N
GO

な
ど
、
地
雷
対
策
や
地
雷
被
災

者
支

援
を

長
期

、

的
に
行
う
、
協
力
組
織
が
存
在
す
る
。
 

<
案

件
に
直

結
す
る

事
項

> 

・
治

安
か

ら
調
査
不

可
能

な
土

地
が
多

く
、
全

域
で
の
地

雷
対

策
策

定
が
困

難
。
 

・
紛

争
が
続

い
て
い

る
た

め
、
P
A
I
CM
A
の

活
動

を
拒
否

す
る

地

域
も

存
在
す

る
。
 

<
他

の
事
項

> 

・
現

在
も
新

た
な
地

雷
埋

没
が

続
い
て

る
。
 

・
地

雷
埋
設

が
特
定

さ
れ

て
い

な
い
地

域
が

多
く

存
在
す

る
。
 

 

 

構
成
案
件
 

協
力
に
よ
る
効
果
、
イ
ン
パ
ク
ト
、
波
及
効
果
 
 

安
定
要
因
 
（
効
果
の
促
進
・
持
続
に
寄
与
す
る
要
因
）

 
不

安
定

要
因

 
（
効

果
を

阻
害

し
う
る

要
因

、
懸

案
）
 

（ サ ブ プ ロ グ ラ ム ３ ）

 

投 降 兵 士 と 家 族 の 再 統 合 支 援

 

投
降
兵
士
家

族
及
び
受
入

コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
の
た
め

の
起
業
・
就

業
支
援
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
 

・
起
業
・
就
労
を
目
指
し
た
試
験
的
な
プ
ロ
セ
ス
モ
デ
ル
の
基

礎
が
示
さ
れ
た
。
 

・
起
業
に
成
功
し
た
投
降
兵
士
家
族
に
養
育
の
向
上
、
貯
蓄
開

始
な
ど
生
活
の
質
的
向
上
が
見
ら
れ
た
。
 

・
研
修
受
講
生
の
投
降
兵
士
家
族
に
心
理
的
・
情
緒
的
な
安
定
、

将
来
の
見
込
み
に
係
る
安
心
感
が
生
ま
れ
た
。
 

・
投
降
兵
士
家
族
と
住
民
が
同
じ
研
修
に
参
加
し
た
こ
と
で
、

市
民
の
投
降
兵
士
家
族
に
対
す
る
偏
見
の
低
減
、
投
降
兵
士
家

族
の
孤
立
の
緩
和
が
み
ら
れ
た
。
 

・
起
業
・
就
労
を
果
た
し
た
投
降
兵
士
家
族
の
自
律
性
が
高
ま

っ
た
。
 

・
貧
困
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
チ
ャ
ン
ス
を
提
供
し
た
。
 

・
社
会
復
帰
が
実
現
さ
れ
れ
ば
、
元
兵
士
や
被
害
者
が
抱
え
る

「
恨
み
・
復
讐
心
の
連
鎖
」
を
断
ち
切
る
こ
と
（
育
児
へ
の
悪

影
響
の
予
防
）
、
社
会
の
安
定
化
に
貢
献
す
る
。
 

・
家
族
に
焦
点
を
当
て
た
投
降
兵
士
の
社
会
復
帰
支
援
の
方
法

が
、
有
効
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て

AC
R
の
活
動
に
活
か
さ
れ
て

い
る
。
 

<
関
係
者
に
係
る
事
項
> 

・
政
令

4
1
3
8／

20
1
1
に
よ
り

A
C
R
が

2
0
1
1
年
庁
へ
格

上
げ

さ
れ

、

業
務
・
予
算
計
画
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
採
択
で
決
定
権
を
増
し

た
。
 

・
政
府
・
F
A
R
C
の
和
平
交
渉
が
進
め
ら
れ
て
お
り

、
A
C
R
の

責
務

の

重
要
性
が
増
し
て
い
る
。
 

 <
他
の
事
項
> 

・
複
数
の
ド
ナ
ー
、
N
G
O
が
、
支
援
を
継
続
し
て
い
る
。

 

<
案

件
に
直

結
す
る

事
項

> 

・
求

職
と

斡
旋
業
務

が
マ

ッ
チ

し
な
い

ケ
ー

ス
多

い
（
就

業
定

着
の

懸
案
）

。
 

・
投

降
兵

士
雇
用
に

積
極

的
で

な
い
企

業
が

あ
る
（
就
業

先
確

保
の

課
題
）

。
 

・
教

育
を
受

け
て
い

な
い

元
兵

士
は
他

住
民

と
同

等
の
資

質
や

競
争

力
を
育

成
す
る

の
が

難
し

い
。
 

・
居

住
地

域
の
産
業

と
、
投

降
兵
士
の

リ
ン

ケ
ー

ジ
が
容

易
で

な
い

。
（
投

降
兵
士

の
6
0
～

7
0％

は
故

郷
に
戻

る
）
 

・
公

的
子
育

て
支
援

、
ジ

ョ
ブ

カ
ウ
ン

セ
リ

ン
グ

、
マ
イ

ク
ロ

フ
ァ

イ
ナ
ン

ス
等
サ

ー
ビ

ス
が

欠
け
れ

ば
就

労
・
起

業
が

難
し

い
。
 

<
他

の
事
項

> 

・
武

装
グ
ル

ー
プ
が

投
降

兵
士

を
ト
ラ

ッ
キ

ン
グ

し
再
リ

ク
ル

ー
ト

す
る
リ

ス
ク
、
麻

薬
カ

ル
テ
ル
・
密

売
組

織
が
投
降

兵
士

を
リ

ク
ル
ー

ト
す
る

リ
ス

ク
あ

る
。
 

・
上

記
の
リ

ス
ク
か

ら
逃

れ
る

た
め
転

居
を

繰
り

返
す
投

降
兵

士
家

族
が
多

く
、
支

援
効

果
の

検
証
が

難
し

い
。
 

・
政

府
・
F
A
R
C
の
和

平
交

渉
が

終
結
し

た
際

は
約

8,
00
0
人

規

模
D
D
R
が

実
施

さ
れ

、
A
C
R
の

リ
ソ
ー

ス
で

は
対

応
し
き

れ
な
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い
状

況
が
発

生
す
る

。
 

（ サ ブ プ ロ グ ラ ム ４ ）

 

紛 争 被 害 者 社 会 心 理 的 ケ ア ・ 総 合 支 援 シ ス テ ム 従 事 人 材 の 育 成

 

紛
争

の
被
害

者
へ

の
社
会

心
理

的
ケ
ア

の
た

め
の
人

材
育

成
 

及
び

、
 

・
社
会
心
理
的
ケ
ア
の
専
門
性
・
効
果
概
念
・
技
術
を
導
入
し

た
。
 

・
知
見
は

M
i
nS
al
u
d
の
＜
社
会
心
理
的
ケ
ア
と
総
合
保
健
プ

ロ
グ
ラ
ム
＞
に
成
就
し
た
。
 

・
横
断
的
支
援
ア
プ
ロ
ー
チ
、
イ
メ
ー
ジ
セ
ラ
ピ
ー
と
い
っ
た

新
し
い
技
術
が
学
ば
れ
た
。
 

・
心
的
外
傷
・
喪
失
の
回
復
を
支
援
す
る
社
会
心
理
的
ケ
ア
ア

プ
ロ
ー
チ
に
係
り
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
中
心
型
、
人
道
的
方
法
論
が

学
ば
れ
た
。
 

・
紛
争
・
暴
力
被
害
者
及
び
心

身
の
傷
害
・
心
的
外
傷
を
追
う

人
々
が
多
い
コ
ロ
ン
ビ
ア
内
に
お
い
て
、
支
援
者
か
ら
ア
ウ
ト

リ
ー
チ
す
る
社
会
的
心
理
ケ
ア
は
、
精
神
疾
患
の
予
防
、
健
康

の
回
復
、
地
域
復
帰
、
和
解
等
に
直
結
す
る
支
援
と
な
る
。
 

・
総
合
支
援
シ
ス
テ
ム
研
修
で
紹
介
さ
れ
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・

評
価
技
術
や
ツ
ー
ル
が
、
法
律

1
4
48
/
2
0
1
1
を
根
拠
と
す
る
被

害
者
ケ
ア
・
総
合
補
償
の
効
果
測
定
に
有
用
な
ツ
ー
ル
に
応
用

さ
れ
て
い
る
。
 

<
関
係
者
に
係
る
事
項
> 

・
法
律

1
4
4
8
/2
01
1
と

S
N
A
R
I
V
に
よ
り
、
M
in
S
a
l
u
ld
、

被
害
者

ユ

ニ
ッ
ト
、
P
A
I
C
MA

等
の
、
被
害
者
支
援
の
業
務
意
義
が

よ
り

強
く

な

っ
た
。
 

・
上
記
に
よ
り
、
総
合
的
ケ
ア
・
補
償
の
リ
ソ
ー
ス
が
、

拡
大

さ
れ

て
い
る
。
 

・
紛
争
被
害
に
係
る
情
報
の
拡
大
、
意
識
の
向
上
が
み
ら

れ
る

。
 

 

<
関

係
者
・

事
業
効

果
に

直
結

す
る
事

項
> 

・
被

害
者
登

録
数
が

2
0
1
3
年

1
月
現

在
で

約
5
6
万
人

に
上

り
、

約
3
9
万

人
が

極
度

の
ト

ラ
ウ

マ
か
ら

の
回

復
を

必
要
と

し
て

い
る

と
さ
れ

支
援
ニ

ー
ズ

は
極

め
て
大

き
い

が
、
ケ

ア
従

事
者

の
人

材
不
足

が
明
ら

か
に

な
り

つ
つ
あ

り
、
人
的

資
源
が

課
題

で
あ

る
。
 

<
他

の
事
項

> 

・
紛

争
が
続

い
て
い

る
（

和
平

交
渉
が

終
結

し
て

い
な
い

）
た

め
に

、
ケ
ア

を
受
け

た
者

た
ち

が
再
び

同
様

の
被

害
に
合

う
可

能
性

が
あ
る

。
 

・
官

民
組
織

で
、
紛

争
・
暴
力

被
害
者

の
認

識
が

十
分
に

普
及

し
て

い
な
い

。
 

・
多

く
の
市

民
や
公

務
員

が
社

会
心
理

的
ケ

ア
に

つ
い
て

知
ら

ず
、

ス
ム
ー

ズ
な
ケ

ア
提

供
を

妨
げ
る

場
合

が
あ

る
。
 

総
合

的
被
害

者
支

援
シ
ス

テ
ム

の
開
発
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資料６. コロンビア政府課題によるプログラム評価マトリックス

政策課題別 政策課題横断
政策課題解決に向けて取り

組まれるべき要素
左記要素に対する視点 2008年時～施策，主な根拠法

法令第1448
号／2011と
関連

対応しているコロンビア国
主管官庁（2011以降）

コ国政府プログラム・プロジェクト 協力ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ サブプログラム

栄養状況の改善 ボゴタ市民の栄養状態(ミネラ
ル・蛋白源の摂取）の改善

N.A 農業農村開発省 国内避難民等社会的弱者に対する栄養改善プロジェクト(技プ
ロ,FU)(約1.06億円)

JICA

コロンビアの先住民コミュニティー食料安全保障改善のためのジャガイモ
生産向上
(2.32億円）

CANADA（APC)

Nariño県小農ネットワークの強化 , Tierrandina.
(5.46億円）

F. INTERAMERICANA IAF
（APC)

生活向上・共生／定住支援 全自治体が難民参加型のPIUを策
定・実施する

法律第387号／1997（国家国内避難民支援計画策定
法)

〇 社会繁栄庁 国内避難民の統合的支援国家システム(SNAIPD)
地方自治体統一地域計画(PIU)策定(1997）

平和ラボラトリー戦略
（平和、共生、経済開発、和解に向けた地域のイニシアティブを支援する
もの）2009年時点、EUの予算の70%を分配。

EU(PNA　2010より抜粋）

全自治体が被害者参加型のPAT
を策定・実施する

法律第1190/2008(国内避難民支援地方自治体調整
/FUﾕﾆｯﾄの設置に係る法律）

○ 内務司法省 地域アクションプラン(PAT)策定(2011)
被害者ケア・総合補償ユニット設立(2011) 避難民の社会・経済的復帰と再統合・和解プロセスへとコミュニティーを

導くためのコロンビア政府支援プログラム（資金援助/20.40億円）
EU(APC)

被害者総合ケア・補償 登録難民が、必要な総合ケア・
補償を享受する

法律1448号/2011(被害者救済・土地返還法) 被害者支援・総合補償システムSNARIV(2011)
歴史記憶検証センター(CMC)設立(2011)

国内避難民支援のための地方行政能力開発プロジェクト(技プ
ロ)(約1.77億円)

JICA

帰還支援・土地返還 居住地等土地を収奪された被害
者が安全な土地・生活を取戻す

〇 被害者統一登録システム(RUV) (2011)
土地返還ユニット設立(2011) 地方自治体統一地域計画／包括計画(PAT/PIU)策定・実施 USAID　(中間レビュー）

2005年177号及び178号通知-社会経済的安定 国内避難民包括的支援計画(PIU)作成支援 UNHCR（Position Paper)

国内避難民・社会的弱者支援(2007) WB (Position Paper)

国内避難民と弱者支援 USAID(2010 PNA)

被害者支援プログラム（技術協力/58.84億円） USAID（APC)

紛争移行期課題解決イニシアティブ（Transitional Solutions Initiative)
JOINT UNHCR-UNDP
Initiative(聞取り）

コロンビア経済保障、保護における国際赤十字委員会の活動保護(緊急支
援/4.46億円）

EU-ECHO(APC) 2013年

コロンビアにおける経済保障と保護活動（4.46億円） EＵ - ECHO（APC）

避難民のための社会・経済的開発アクション /再統合・和解プロセスのた
めのコミュニティ支援(技術協力/15.30億円）

EU(APC)

ボゴタ市の労働に従事する避難民自動を対象とした生活環境改善事業
（0.23億円）

米州開発銀行IDB（中間レ
ビュー）

ボゴタ市、アトランティカ県、チョコ県での避難民児童を対象とした公立
学校教育事業（0.11億円）

米州開発銀行IDB（中間レ
ビュー）

紛争の被害者および自然災害被害者19万人にチアする人道・緊急援助
（15.25億）

EU-ECHO(中間レビュー）
2009年

難民を含む地方村民の生活
安定化

地域コミュニティの回復・団結 国家開発計画2006-2010における地域開発戦略
（紛争・貧困因となる地域格差の是正）

N.A 国家企画庁 コロンビア一村一品 一村一品推進(研修、専門家派遣)（計/約2.17億円） JICA

受入れコミュニティとの共生 国家開発計画2010-2014に基づく地域開発戦略
(2013年7月最終化中）

生計向上・地域経済の活性化 CONPES（経済社会審議会）3616号：最貧状態にあ
る国民及び国内避難民のための収入創出政策方針

地雷被災者への緊急医療補
償・人道支援

法律第418号/1997、法律第782号/2002（対人地
雷被災者法),

〇 保健社会保障省 対人地雷包括的行動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(PAICMA) 地雷被災者を中心とした障害者総合リハビリテーション体制
強化プロジェクト(技プロ) (約 2.5億円)

JICA

政令第1290号/2008（被害者補償と救済） 対人地雷総合アクション大統領
プログラム(PAICMA)

被害者補償基金(FOSYGA)  児童、青少年に焦点を当てた民間の対人地雷被災者支援.
（技術協力/2.80億円）

CANADA（APC)

地雷被災者のケアと総合補
償

法律1448号/2011(被害者救済・土地返還法) 〇 社会繁栄庁 被害者ケア・総合補償ユニット設立(2011)
紛争被害者ケア・総合補償ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(2011)
歴史記憶検証センター(CMC)設立(2011)

コロンビアにおける土地の自由化と返還支援のための人道的対人地雷撤去
専門技術習得・非技術的オペレーション（ETN)プロジェクト（技術協力
/1.27億円)

EU（APC）

コ国憲法（1991年）13条24条47条54条68条（障害者の保健
医療サービス受給の権利の保障）

アンティオキア、スクレ、ボリバル、サンタンデールを中心とした被災者
生活向上支援、心理ケア、リハビリテーション、被災回避教育、住民移動
関連事業

EU（中間レビュー）
2010年

法律第100号／1999（総合社会・医療保障制度、障害者の医
療保障の実現）

CIREC/GTO-14
（資金援助/0.22億円）

ノルウェー（APC)

障害国家政策文書（CONPES 80）

地雷撤去・破壊 国軍保有の対人地雷・不発
弾等武器の破棄

2005年迄の全保有地雷破壊 N.A 対人地雷総合アクション大統領プログラム強化(研修、FU) (約
4,700万円)

JICA

埋設及び保管地雷・武器等
の破壊

人道的地雷破壊(埋設地・保管地
特定、破壊、土地の復旧) 対人地雷対策機材供与プロジェクト（資金協力/0.84億円） 日本(APC)

メタ県用対人地雷対策機材供与プロジェクト(供与機材/0.71億円） 日本（APC)

地雷による社会影響協調査 EU

紛争の被害
者・共生和解
支援
プログラム

4 地雷被災者への支援
および

国内避難民への支援

施策/関連法 JICA

ドナーの主な事業/JICAの平和構築プログラム協力事業（出典）

事業

食糧安全保障、
ｱｸｼｵﾝｿｼｱﾙ食糧安全保障ﾈｯﾄﾜｰｸ都市農業普及政
策
ボゴタ市食糧安全保障・栄養改善政策
国家社会経済審議会文書3400号「国内避難民支援
の為の政府支出目標と優先付け」

各政策課題に対する事業構成（APCデータ）

政策課題２に対する支
援

事業額の割合(平和構築
事業中）：12.1%

事業数：78

政策課題２、３、４、
５に対する支援

事業額の割合（平和構
築案件中）：11.4%

事業数137

成果２
地雷被災予防及び
地雷被災者の医療
リハビリ、社会参
加促進のための支
援モデルが開発さ
れる。

国軍による地雷撤去活動
対人地雷総合アクション大統領ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(PAICMA)
調査による地雷破棄・撤去活動計画（軍への提
出）

被災者が緊急医療の措置を得、
医療・心理社会的ケア・リハビ
リテーションの権利、労務面で
の社会復帰の支援を享受する

成果１
国内避難民の生活
の質の向上のため
の支援モデルが開
発される。

ボゴタ市南部地区の都市農業普及ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
(Bogota319／有機栽培),
ボゴダ市ｺﾐｭﾆﾃｨｷｯﾁﾝ炊き出し事業,
ボゴタ飢餓の追放(Bogotá sin Hambre),
食の行き届いたボゴタ(Bogotá bien Alimentada),
前向きなボゴタ(Bogotá Positiva）
食糧安全保障委員会
食糧安全保障ネットワークプログラム

オタワ条約（対人地雷使用・貯蔵・生産・移転禁止
と廃棄に関する条約/2000年9月批准）、

行動する家族プログラム
住環境・住宅部門、国内避難民の土地及び試算の
保護・収入創出プロジェクト

政策(政策課題）

2
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資料６. コロンビア政府課題によるプログラム評価マトリックス

政策課題別 政策課題横断
政策課題解決に向けて取り

組まれるべき要素
左記要素に対する視点 2008年時～施策，主な根拠法

法令第1448
号／2011と
関連

対応しているコロンビア国
主管官庁（2011以降）

コ国政府プログラム・プロジェクト 協力ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ サブプログラム

施策/関連法 JICA

ドナーの主な事業/JICAの平和構築プログラム協力事業（出典）

事業各政策課題に対する事業構成（APCデータ）

政策(政策課題）

AUC(自衛軍連合)武装解除 2005年12月迄の全面武装解除 ｻﾝﾀﾌｪﾃﾗﾞﾘｰﾄ協約(2003年)(AUCの全面武装解除と
投降兵士の社会復帰支援に係る和平交渉開始合意)

N.A コロンビア投降兵士再統合庁 投降兵士再統合高等審議会(ACR)(2005)設立 投降兵士家族及び受入コミュニティーのための起業・就業支
援プロジェクト(技プロ,FU)(約1.27億円)

JICA

AUC投降兵士の動員・社会
復帰支援の提供

法律975号/2005(公正・和平法)（2011年改訂)
コロンビア投降兵士再統合庁(ACR)（2011） 地域開発プロジェクトを通じた元兵士の社会復帰 USAID（中間レビュー）

AUC投降兵士・家族の司法
アクセス

2008年公布・投降兵士再統合の国家政策(CONPES
No.3554) 官民連携をした教育訓練

USAID（ポジションペー
パー）

政府武装解除・動員解除・元戦闘員の社会復帰
(DDR)方針(国家開発計画PND 2006-2010及び2010-
2014)

投降兵の動員解除・社会復帰 WB(Position Paper)

地域型社会復帰プログラムフェーズI,II
国際移住機構 IOM
（中間レビュー）

武装解除・動員解除・社会復帰（DDR)
スエーデン(ポジションペー
パー）

動員・社会復帰（ＤＲ）（技術協力/151.73億円） 米国（APC）

武装グループから開放された未成年兵士の社会復帰と少年少女の強制的武
装化を防止するための支援プロジェクト（技術協力/23.99億円）

米国（APC）

投降兵士の動員・再統合（社会復帰）（技術協力/151.73億円）
米国（APC)

武装グループによる児童や青少年のリクルート防止と未成年兵士と紛争被
害者への支援 - 第二フェーズ（資金援助/4.76億円）

スエーデン(APC)

1964年以降のﾊﾟﾗﾐﾘﾀﾘｰに
よる紛争被害者への総合補
償

被害者の司法アクセス 法律975号/2005(共生和平法)（2011年改訂) 〇 保健社会保障省 国家補償和解委員会(CNRR)設立(2005) 紛争被害者への社会心理的ケアのための人材育成（研修)(約3
千万円)

JICA

真実究明・補償・和解プロセス
へのアクセス
裁判の実施された件数

政令第1290号/2008（被害者補償と救済） 社会繁栄庁 歴史検証委員会(CMH)設立(2005)
被害者補償基金(FOSYGA)

総合的被害者支援システムの開発(被害者支援総合システム）
（研修)(約1千万円、課題別研修費含まず)

JICA

1985年以降の紛争被害者
への総合ケア・補償

被害者の司法アクセス
被害者のリハビリテーション

法律1448号/2011(被害者救済・土地返還法) 〇 被害者ケア・総合補償ユニット設立(2011)
被害者支援・総合補償システムSNARIV(2011)
被害者登録システム(RUV) (2011)

被害者救済・土地返還法の枠内において被害者の人権を擁護する(0.63億
円）

スペイン(APC)

国家開発計2006-2010における「国民全体の安全の確保」
内務司法省を実施機関とした自治体・市民組織を通じた補償サービス提供
事業

WB(中間レビュー）

歴史記憶検証センター(CMC)(2011)
土地返還ユニット設立(2011)

法律第1448/2011（被害者・土地返還法）策定・制定支援 UNDP,USAID,他

難民を含む地方村民の生活
安定化

地域コミュニティの回復・団結 国家開発計画2006-2010における地域開発戦略
（紛争・貧困因となる地域格差の是正）

N.A 内務省
ガバナンス強化

米州開発銀行(IDB)
（ポジションペーパー）

無

格差の是正 農村部の生計向上
地域価値・リソースの発掘

国家開発計画2010-2014に基づく地域開発戦略
(2013年7月最終化中）

地方開発に係る省庁
民主的統治性への支援 USAID（2010PNA)

地方自治体行政の強化 全市町村が行政ｻｰﾋﾞｽを得る(公
共ｻｰﾋﾞｽを喪失した地の低減）

コロンビア ディアコニア（Diakonia組織名）プログラム
(4.86億円）

スエーデン(APC)

コロンビアにおける人権擁護官、社会支援保護プログラム
（技術協力/3.20億円）

スエーデン(APC)

法治国家・司法と人権プログラム（2009年時点、EU予算の20%） EU（PNA 2010より）

コロンビアの乳製品セクターへの資金（予算）支援
(資金/10.96億円)

EU(APC)

農村開発種苗
(4.41億円）

PNUD-UNDP(APC)

CONPES3615「資産管理・近代化のための取り組み」の枠内におけるパイ
ロットプロジェクト実施支援のための無償技術協力 (0.69億円）

アンデス開発公社（APC)

生活質向上と安定化のための取り組み(CELI) - 中央地域（技術協力
/140.92億円）

米国（APC)

生活質向上と安定化のための取り組み(CELI) - 北部地域・南部地域（技術
協力/109.80)

米国（APC)

生活質向上と安定化のための取り組み(CELI) - Montes de María（技術協力
/109.80)

米国（APC)

地域における平和の構築（資金援助/49.04億円） EU

コロンビア国ナリーニョ県太平洋岸・アンデスフロンティア地域優先自治
体における平和構築のための地域行政能力強化　（平和の窓）（技術協力
/2.32億円）

国連開発計画 (UNDP)

ローカルにおけるミレニアム開発目標（技術協力/1.30億円） 国連開発計画 (UNDP)

バランキーリャ市都市部交通分野マスターブラン（技術協力/1.15億円） アンデス開発公社

都市開発戦略（技術協力/1.02億円） スペイン

パスト市自治体地域持続プロジェクト。 ナリーニョ県持続的構築プロセ
スにおける参加・合意。フェーズ２（資金援助/0.44億円）

スペイン

国家・投降兵士社会復帰支援プログラム
ボゴタ市局投降兵士再統合ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(PADREB)

5 紛争被害の真実究明・
補償・和解

6 社会的・経済的格差へ
の対応とガバナンスの
強化

成果３
投降兵士及び家族
が経済的に自立し
コミュニティーに
定着するための支
援モデルが開発さ
れる。

成果４
国家補償和解委員
会(CNRR)と社会保
障省(MPS)の紛争
被害者への社会心
理的ケアの能力が
開発される。

政策課題5に対する支
援

事業額の割合(平和構築
事業中）：5.4%
事業数：1290

政策課題6に対する支
援の割合

事業額の割合（平和構
築事業中）：71.1%

事業数：152

3 投降兵士とその家族の
社会的・経済的再統合
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資料６. コロンビア政府課題によるプログラム評価マトリックス

政策課題別 政策課題横断
政策課題解決に向けて取り

組まれるべき要素
左記要素に対する視点 2008年時～施策，主な根拠法

法令第1448
号／2011と
関連

対応しているコロンビア国
主管官庁（2011以降）

コ国政府プログラム・プロジェクト 協力ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ サブプログラム

施策/関連法 JICA

ドナーの主な事業/JICAの平和構築プログラム協力事業（出典）

事業各政策課題に対する事業構成（APCデータ）

政策(政策課題）

AUC(自衛軍連合)武装解除 2005年12月迄の全面武装解除 ｻﾝﾀﾌｪﾃﾗﾞﾘｰﾄ協約(2003年)(AUCの全面武装解除と
投降兵士の社会復帰支援に係る和平交渉開始合意)

N.A コロンビア投降兵士再統合庁 投降兵士再統合高等審議会(ACR)(2005)設立 投降兵士家族及び受入コミュニティーのための起業・就業支
援プロジェクト(技プロ,FU)(約1.27億円)

JICA

AUC投降兵士の動員・社会
復帰支援の提供

法律975号/2005(公正・和平法)（2011年改訂)
コロンビア投降兵士再統合庁(ACR)（2011） 地域開発プロジェクトを通じた元兵士の社会復帰 USAID（中間レビュー）

AUC投降兵士・家族の司法
アクセス

2008年公布・投降兵士再統合の国家政策(CONPES
No.3554) 官民連携をした教育訓練

USAID（ポジションペー
パー）

政府武装解除・動員解除・元戦闘員の社会復帰
(DDR)方針(国家開発計画PND 2006-2010及び2010-
2014)

投降兵の動員解除・社会復帰 WB(Position Paper)

地域型社会復帰プログラムフェーズI,II
国際移住機構 IOM
（中間レビュー）

武装解除・動員解除・社会復帰（DDR)
スエーデン(ポジションペー
パー）

動員・社会復帰（ＤＲ）（技術協力/151.73億円） 米国（APC）

武装グループから開放された未成年兵士の社会復帰と少年少女の強制的武
装化を防止するための支援プロジェクト（技術協力/23.99億円）

米国（APC）

投降兵士の動員・再統合（社会復帰）（技術協力/151.73億円）
米国（APC)

武装グループによる児童や青少年のリクルート防止と未成年兵士と紛争被
害者への支援 - 第二フェーズ（資金援助/4.76億円）

スエーデン(APC)

1964年以降のﾊﾟﾗﾐﾘﾀﾘｰに
よる紛争被害者への総合補
償

被害者の司法アクセス 法律975号/2005(共生和平法)（2011年改訂) 〇 保健社会保障省 国家補償和解委員会(CNRR)設立(2005) 紛争被害者への社会心理的ケアのための人材育成（研修)(約3
千万円)

JICA

真実究明・補償・和解プロセス
へのアクセス
裁判の実施された件数

政令第1290号/2008（被害者補償と救済） 社会繁栄庁 歴史検証委員会(CMH)設立(2005)
被害者補償基金(FOSYGA)

総合的被害者支援システムの開発(被害者支援総合システム）
（研修)(約1千万円、課題別研修費含まず)

JICA

1985年以降の紛争被害者
への総合ケア・補償

被害者の司法アクセス
被害者のリハビリテーション

法律1448号/2011(被害者救済・土地返還法) 〇 被害者ケア・総合補償ユニット設立(2011)
被害者支援・総合補償システムSNARIV(2011)
被害者登録システム(RUV) (2011)

被害者救済・土地返還法の枠内において被害者の人権を擁護する(0.63億
円）

スペイン(APC)

国家開発計2006-2010における「国民全体の安全の確保」
内務司法省を実施機関とした自治体・市民組織を通じた補償サービス提供
事業

WB(中間レビュー）

歴史記憶検証センター(CMC)(2011)
土地返還ユニット設立(2011)

法律第1448/2011（被害者・土地返還法）策定・制定支援 UNDP,USAID,他

難民を含む地方村民の生活
安定化

地域コミュニティの回復・団結 国家開発計画2006-2010における地域開発戦略
（紛争・貧困因となる地域格差の是正）

N.A 内務省
ガバナンス強化

米州開発銀行(IDB)
（ポジションペーパー）

無

格差の是正 農村部の生計向上
地域価値・リソースの発掘

国家開発計画2010-2014に基づく地域開発戦略
(2013年7月最終化中）

地方開発に係る省庁
民主的統治性への支援 USAID（2010PNA)

地方自治体行政の強化 全市町村が行政ｻｰﾋﾞｽを得る(公
共ｻｰﾋﾞｽを喪失した地の低減）

コロンビア ディアコニア（Diakonia組織名）プログラム
(4.86億円）

スエーデン(APC)

コロンビアにおける人権擁護官、社会支援保護プログラム
（技術協力/3.20億円）

スエーデン(APC)

法治国家・司法と人権プログラム（2009年時点、EU予算の20%） EU（PNA 2010より）

コロンビアの乳製品セクターへの資金（予算）支援
(資金/10.96億円)

EU(APC)

農村開発種苗
(4.41億円）

PNUD-UNDP(APC)

CONPES3615「資産管理・近代化のための取り組み」の枠内におけるパイ
ロットプロジェクト実施支援のための無償技術協力 (0.69億円）

アンデス開発公社（APC)

生活質向上と安定化のための取り組み(CELI) - 中央地域（技術協力
/140.92億円）

米国（APC)

生活質向上と安定化のための取り組み(CELI) - 北部地域・南部地域（技術
協力/109.80)

米国（APC)

生活質向上と安定化のための取り組み(CELI) - Montes de María（技術協力
/109.80)

米国（APC)

地域における平和の構築（資金援助/49.04億円） EU

コロンビア国ナリーニョ県太平洋岸・アンデスフロンティア地域優先自治
体における平和構築のための地域行政能力強化　（平和の窓）（技術協力
/2.32億円）

国連開発計画 (UNDP)

ローカルにおけるミレニアム開発目標（技術協力/1.30億円） 国連開発計画 (UNDP)

バランキーリャ市都市部交通分野マスターブラン（技術協力/1.15億円） アンデス開発公社

都市開発戦略（技術協力/1.02億円） スペイン

パスト市自治体地域持続プロジェクト。 ナリーニョ県持続的構築プロセ
スにおける参加・合意。フェーズ２（資金援助/0.44億円）

スペイン

国家・投降兵士社会復帰支援プログラム
ボゴタ市局投降兵士再統合ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(PADREB)

5 紛争被害の真実究明・
補償・和解

6 社会的・経済的格差へ
の対応とガバナンスの
強化

成果３
投降兵士及び家族
が経済的に自立し
コミュニティーに
定着するための支
援モデルが開発さ
れる。

成果４
国家補償和解委員
会(CNRR)と社会保
障省(MPS)の紛争
被害者への社会心
理的ケアの能力が
開発される。

政策課題5に対する支
援

事業額の割合(平和構築
事業中）：5.4%
事業数：1290

政策課題6に対する支
援の割合

事業額の割合（平和構
築事業中）：71.1%

事業数：152

3 投降兵士とその家族の
社会的・経済的再統合

資料６. コロンビア政府課題によるプログラム評価マトリックス

政策課題別 政策課題横断
政策課題解決に向けて取り

組まれるべき要素
左記要素に対する視点 2008年時～施策，主な根拠法

法令第1448
号／2011と
関連

対応しているコロンビア国
主管官庁（2011以降）

コ国政府プログラム・プロジェクト 協力ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ サブプログラム

施策/関連法 JICA

ドナーの主な事業/JICAの平和構築プログラム協力事業（出典）

事業各政策課題に対する事業構成（APCデータ）

政策(政策課題）

司法制度の確立による犯罪
抑止力の強化（ポジション
ペーパーより）

犯罪率の低下 法律975号/2005(共生和平法)（2011年改訂) 〇 法務司法省
社会・正義・法律研究センター戦略計画 - 2011 - 2013
(1.59億円）

フォード財団（APC)

無

強化された司法制度 法律1448号/2011(被害者救済・土地返還法) 社会繁栄庁
公正・和平法の枠内におけるコロンビアでの平和構築プロセス支援、移行
期の司法プロセス事例 - ProFis Fase II
(技術協力/2.07億円）

ドイツ(APC)

司法制度改革
米州開発銀行(IDB)（ポジ
ションペーパー）

コロンビアにおける無処罰削減のための司法セクター強化（技術協力
/37.47億円）

EU（APC)

司法プロセスアクセスプロジェクト（技術協力/25.74億円） 米国（APC)

共生プロモーションプログラム（技術協力/13.44億円） 国連開発計画 (UNDP)（APC)

国軍と警察強化(ウリベ政
権/2002-2010）

パラミリタリー勢力・暴力の制
圧、被害の低減

ウリベ政権方針 N.A 政府（大統領府） 米国の軍事関連支援（ブッシュ政権時代）

FARC(革命軍)との和平合
意

2013年11月迄に農地開発、政治
参加,紛争終結、非合法薬物問題
解決、被害者補償(5ﾃｰﾏ)合意

ハバナ合意(紛争停止・平和構築の為の交渉開始に
係る決議（2012年8月）

ハバナ交渉（2012年8月～進行中） ハバナ和平交渉保証人（キューバ、ノルウェイ)
ハバナ和平交渉オブザーバー（ベネズエラ、チリ）

※政府はELN(国民解放軍)
を交渉相手と見做さない

N.A. N.A N.A N.A

麻薬生産・流通・販売産業
の解体

麻薬カルテルの解体
麻薬生産業の消滅

コロンビア計画（1999年） N.A 大統領府
麻薬撲滅 米国(ポジションペーパー）

無

麻薬流通・販売の消滅 国家開発計画 2006-2010（治安の強化）
国家開発計画2010-2014（治安の強化）

麻薬代替産業開発 EU（ポジションペーパー）

代替生計開発
（8732.5万ドル/2006年）

USAID（APC)

麻薬政策地方分権化プログラム（技術協力/8.71億円） EU（APC)

前駆物質コントロール地域プロジェクト PRECAN（技術協力/3.24億円） 国連開発計画 (UNDP)（APC)

責任の共有（技術協力/1.96億円） 国連薬物犯罪事務所
（UNODC）（APC)

米州機構全米麻薬乱用取締委員会 CICAD（技術協力/326万円） スペイン（APC)

PRADICAN. アンデスコミュニティ不法薬品対策プログラム (AAP 2008)"
（資金協力/1.30億円）

EU（APC)

*APCデータは１９９０年から２０１３年７月の累積額 *コロンビア開発庁（APC）出典の事業費は、ドナーとコロンビア政府の合計支出金額
*JICA事業は日本側負担金額のみ

8 麻薬生産・流通・販売
産業の解体

1 コ国政府による、革命
軍(FARC）および国民
解放軍（ELN）との、
和平合意

7 司法の強化

政策課題8に対する支
援

事業数：61

無
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資料６付属 プログラム評価マトリックスの作成方法 

  

今次評価で作成した「プログラム評価マトリックス」の作成方法は次の通り。 

 

１ 情報源：以下の3点の情報源を集約して作成 

 (1)過去のJICA調査（ポジションペーパー、PNA、プログラム中間レビュー） 

 (2)今回の現地調査（収集資料、ヒアリング） 

 (3)コロンビア国家開発庁（APC）からの援助データ 

     ①分野別ドナー支援プロジェクト情報 

1990年から2013年7月の期間について、APC分類による分野別のドナー支援プロジェク

ト事業数、協力金額、コロンビア側予算をデータベースからリスト化。 

   ②平和構築関連の代表案件 

APCが抽出した代表的な平和構築案件のプロジェクトのリスト。事業名、目的、協力金

額等を記載したリスト。 

 

２ 各項目の説明 

（１）政策課題 

 平和構築分野に特化したセクターワイドアプローチのような政策がないため、本プログラム

を形成したプロセスに基づき、JICAが実施したPNAにより特定された8つの政策課題を全体枠組

みとした（詳細は3章を参照）。 

（２）各政策課題に対する事業構成 

 APCから得た「分野別ドナー支援プロジェクト情報」を元に、APC分類をJICAのPNAの８つの政

策課題に再分類し、事業数と事業額の割合を算出して記載。事業額の割合は、８つの政策課題

全体（ドナーの平和構築関連事業全体）に対する、各政策課題に相当するドナー事業の事業額

の割合として算出した。 

 APCの分野分類が、PNAの8つの政策課題に分類できない場合は政策課題横断の項目に記載した。 

（３）施策/関連法 

 コロンビア側の施策・関連法を記載。各項目の意義は次の通り。 

① 政策課題に向けて取り組まれるべき要素/先要素に対する視点 

政策課題がJICAのPNAの分析でなされたものであるため、コロンビア政府の政策上の目標

値は設定されていない課題もある。このため、課題の特性やJICAプログラムの支援内容

に基づき、当該政策課題で取り組まれるべき要素を評価の中で設定しその要素をどの様

に測るかを視点として取りまとめた。これら視点は、プログラムの実績やコロンビアの

平和構築における進展を確認する際の参考とした。 

② 2008年自～施策、主な根拠法 

プログラム開始以降（2008年以降）の主要施策 

③ 法令第1448号/2011と関連 

紛争被害者、国内避難民、地雷被災者等を統合的に支援する法令第1448号/2011（被害者

救済・土地返還法）の制定により、各種施策が同法令に統合された。その関係を分かり

易く示すための項目。 

④ 対応しているコロンビア国主管官庁 

法令第1448号/2011（被害者救済・土地返還法）制定後の、主管官庁を提示。 

（４）事業 

 主要な事業を上記１の情報源から抽出して記載。ドナーの主な事業については、APCから提供

された「平和構築関連の代表案件」を記載。各案件の目標により、PNAの８つの政策課題

に再度分類して記載。 

（５）JICA 

 JICAのプログラムとサブプログラムが8つの政策課題にどの様に対応しているかを記載。 
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ナ
合

意
の

締
結

に
向

け
て

取
り

組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
→
以
上
か
ら
、
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
時
期
は
、
適
切
と
判
断
さ
れ
る
。
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2
我

が
国

及
び

JI
C

A
の

対
コ

ロ
ン

ビ
ア

支
援

戦
略

/実
施

計
画

と
の

整
合

性

4
日
本
の
平
和
構
築
支
援
政
策
と
合
致
し
、
協
力
の
政
治
的
・
政
策
的
意
義
が
あ
る
か

案
件

2
次
評
価
「
妥
当
性
」
の
分
析

●
平

和
構

築
は

日
本

の
O

D
A
中

期
政

策
の

重
点

課
題

の
一

つ
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る
。

ま
た
、

O
D

A
大

綱
、

中
期

政
策

に
記

載
さ

れ
て
い
る
「
人
間
の
安
全
保
障
の
視
点
」
に
お
い
て
も
紛
争
被
害
者
へ
の
支
援
の
重
要
性
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

●
我

が
国

は
紛

争
被

害
者

支
援

を
人

間
の

安
全

保
障

の
視

点
「

平
和

構
築

」
課

題
と

認
識

し
、

20
08

年
8
月

の
コ

ロ
ン

ビ
ア

O
D

A
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

及
び

コ
ロ

ン
ビ

ア
国

政
府

と
の

経
済

協
力

政
策

協
議

に
よ

り
、
「

紛
争

の
結

果
生

じ
る

社
会

的
・

経
済

的
問

題
へ

対
策

を
講

じ
る

」

意
向
を
表
明
し
た
。

5
JI

C
A
の
実
施
計
画
・
支
援
戦
略
に
整
合
し
、

JI
C

A
の
優
位
性
を
活
か
し
た
協
力
で
あ
る
か

支
所
、
ド
ナ
ー
へ
の
ﾋ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ

●
本
案
件
は

JI
C

A
の
対
コ
ロ
ン
ビ
ア
国
別
実
施
計
画
の
援
助
重
点
課
題
「
平
和
構
築
支
援

」
に
お
け
る
「
国
内
避
難
民
等
社
会
的
弱
者
協
力
」

（
サ

ブ
プ

ロ
グ

ラ
ム

）
に

位
置

付
け

ら
れ
、

20
08

年
の

平
和

構
築

支
援

に
係

る
調

査
・

協
議

（
ポ

ジ
シ

ョ
ン

ペ
ー

パ
ー

）
に

よ
り

「
紛

争
被

害
者
と
共
生
・
和
解
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
し
て
決
裁
さ
れ
て
お
り
、

JI
C

A
の
支
援
戦
略
と
合
致

●
コ

ロ
ン

ビ
ア

が
取

組
を

始
め

た
分

野
で

知
見

が
十

分
で

な
い

制
度

や
技

術
面
（

例
：

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
）

を
移

転
し
、

モ
デ

ル

構
築
・
多
機
関
の
連
携
を
供
す
る
な
ど
、

JI
C

A
の
技
術
協
力
の
得
意
分
野
で
の
支
援
を
お
こ
な
っ
た
。

3
裨

益
者

・
裨

益
地

域
の

ニ
ー

ズ
に

対

す
る

実
施

の
必

要
性

6
対
象
裨
益
者
・
地
域
で
の
裨
益
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
か

●
地
雷
被
災
者
数
が
世
界
最
多
（

20
05

/2
00

6
年
）
、
国
内
避
難
民
世
界
最
多
（

20
06

年
）
と
な
っ
て
い
た
。

●
そ

の
よ

う
な

中
、

対
象

者
と

し
て

の
、

国
内

避
難

民
、

地
雷

被
害

者
、

投
降

兵
士
、

紛
争

被
害

者
を

支
援

対
象

と
す

る
こ

と
は

適
切

で

あ
っ

た
と

判
断

さ
れ

る
（

ポ
ジ

シ
ョ

ン
ペ

ー
パ

ー
）
。

ま
た
、

こ
れ

ら
の

対
象

者
は
、

紛
争

の
影

響
を

受
け

た
も

の
で

あ
り

、
妥

当
と

考
え

ら

れ
る
。

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

戦
略

性
　

4
ア

プ
ロ

ー
チ
（

プ
ロ

グ
ラ

ム
協

力
枠

組
み

）
の

適
切

性

1
計 画

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
計
画
は
目
標
達
成
の
シ
ナ
リ
オ
（
案
件
群
の
構
成
も
含
む
）
は
適
切
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
（
相
互
補
完
）

ポ
ジ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
・
案
件

2
次
調
査

●
ポ

ジ
シ

ョ
ン

ペ
ー

パ
ー

時
点

で
は
、

各
成

果
ご

と
に
、

中
心

と
な

る
案

件
を

設
定

。
各

成
果

内
で

の
他

の
投

入
要

素
と

の
連

携
に

よ
り

成

果
の

達
成

を
図

る
と

い
う

構
成

に
な

っ
て

い
た
（

ポ
ジ

シ
ョ

ン
ペ

ー
パ

ー
の

別
添

３
）
。

特
に

、
各

案
件

で
は

モ
デ

ル
構

築
を

狙
っ

て
設

定
さ

れ
て
い
た
。

特
に
、

成
果

２
地

雷
被

災
予

防
リ

ハ
ビ

リ
で

は
、

技
術

協
力

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
、

草
の

根
人

間
の

安
全

保
障

無
償

資
金

協
力
、

青
年

海
外

協
力

隊
派

遣
（

コ
ミ

テ
・

デ
・

リ
ハ

ビ
リ

タ
シ

オ
ン

）
な

ど
が

有
機

的
に

連
携

す
る

計
画
。

成
果

３
で

は
、

技
術

協
力

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

と
青

年
海

外
協

力
隊

派
遣

の
連

携
を

想
定
。

成
果

４
に

つ
い

て
は
、

暴
力
・

紛
争

被
害

者
全

般
を

最
終

裨
益

者
と

し
て

設
定

し
、

成
果

１
～

３
を

横
断

し
て
社
会
心
理
的
ケ
ア
の
観
点
か
ら
補
完
す
る
取
り
組
み
が
さ
れ
た
。

●
具

体
的

な
連

携
の

可
能

性
は

構
成

図
参

照
。

各
成

果
が

達
成

さ
れ

る
こ

と
で
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
目

標
が

包
括

的
に

達
成

さ
れ

る
と

い
う

構
成

で
あ
り
、
成
果
を
超
え
た
案
件
間
の
具
体
的
連
携
は
計
画
上
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
模

様
。

●
（

ポ
ジ

シ
ョ

ン
ペ

ー
パ

ー
）

他
ド

ナ
ー

と
の

活
動

に
お

い
て

は
、

成
果

１
で

PI
U
作

成
支

援
の

U
N

H
C

R
と

連
携

を
進

め
る
、

成
果

②
国

際
赤

十
字

社
と

の
連

携
、

成
果

３
U

N
D

P、
ア

メ
リ

カ
と

の
連

携
、

成
果

４
で

は
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

を
支

援
す

る
N

G
O
等

と
の

連
携
、

が
想

定
さ
れ
て
い
た
。

2
対
象
地
や
タ
ー
ゲ
ッ
ト
グ
ル
ー
プ
・
裨
益
者
に
及
ぼ
す
リ
ス
ク
回
避
の
対
策
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
か

案
件

2
次
評
価
「
妥
当
性
」
分
析

A
PC

ド
ナ
ー
デ
ー
タ

●
（

中
間

レ
ビ

ュ
ー

報
告

書
p1

1・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
2
次

評
価

マ
ト

リ
ッ

ク
ス

）
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
実

施
に

よ
り
、

住
民

に
お

け
る

行
政

サ
ー

ビ
ス

や
国

際
支

援
に

格
差

が
生

じ
る

リ
ス

ク
を

避
け

る
た

め
、

あ
る

い
は
、

紛
争

以
外

の
暴

力
に

よ
る

被
害

者
が

ケ
ア

の
対

象
か

ら
外

れ
る

リ
ス

ク
を

防
ぐ

た
め
、

さ
ら

に
は

最
終

裨
益

者
と

他
住

民
と

の
共

生
や

和
解

が
上

記
リ

ス
ク

に
よ

り
妨

げ
ら

れ
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

策
が

講
じ

ら
れ

る
べ

き
と

認
識
。

こ
の

た
め
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

各
構

成
案

件
で

は
、

貧
困

層
、

地
雷

被
災

に
よ

ら
な

い
被

害
者

な
ど

、
活

動
展

開

に
お
い
て
密
接
に
か
か
わ
る
社
会
的
弱
者
も
併
せ
て
最
終
裨
益
者
と
し
て
取
り
組
ん
だ
。

　
例

）
（

国
内

避
難

民
等

社
会

的
弱

者
に

対
す

る
栄

養
改

善
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
）

国
内

避
難

民
の

み
な

ら
ず

貧
困

層
等

社
会

的
弱

者
が

多
く

暮
ら

す
地

区
を

対
象

と
し
、

住
民

組
織

化
の

環
境

を
強

化
し
、

避
難

民
に

特
化

し
な

い
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
事

業
と

す
る

配
慮

が
な

さ
れ

た
こ

と
で
、

住
民
間
の
支
援
の
差
別
感
や
栄
養
改
善
状
況
の
格
差
発
生
の
予
防
と
、
共
生
理
解
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
（

投
降

兵
士

家
族

及
び

受
入

れ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

た
め

の
起

業
・

就
業

支
援

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

）
対

象
地

域
に

は
貧

困
世

帯
が

多
く

、
投

降
兵

士
家

庭
に

特
化

し
た

公
的

扶
助

が
あ

る
こ

と
を

考
慮

し
て
、

地
域

住
民

と
の

行
政

支
援

の
格

差
・

差
別

感
を

惹
き

起
さ

な
い

配
慮

が
必

要
と

さ
れ

た
。

そ
の

た
め
、

碑
益

者
に
、

投
降

兵
士

以
外

の
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
住

民
を

加
え

た
。

ま
た
、

投
降

兵
士

個
人

で
は

な
く
、

そ
の

家
族

も

対
象
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
っ
た
。
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3
ﾀ
ｰ
ｹ
ﾞ
ｯ
ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
、
実
施
組
織
の
選
定
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
成
果
達
成
に
、
適
切
で
あ
っ
た
か

●
実
施
組
織
の
選
定

　
→

関
連

機
関

を
制

定
す

る
際
、

施
作

や
戦

略
を

起
草

す
る

中
央

機
関

を
対

象
と

し
、

併
せ

て
実

施
す

る
部

局
を

対
象

と
し

、
モ

デ
ル

構
築

と
制
度
化
に
寄
与
す
る
案
件
デ
ザ
イ
ン
を
中
心
に
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
た
。

　
例

）
（

国
内

避
難

民
支

援
の

た
め

の
地

方
行

政
能

力
開

発
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
）

本
事

業
は
、

協
力

開
始

当
時

に
喫

緊
の

課
題

で
あ

っ
た

省
と

地

方
自
治
体
の
国
内
避
難
民
支
援
に
関
わ
る
調
整
業
務
や
、

PI
U
策
定
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
改
善
を
目
指
し
た

●
対
象
地
域
は
、
安
全
措
置
の
範
囲
内
で
、
ニ
ー
ズ
の
高
い
地
域
を
選
定
し
て
対
応
し
た
。

　
例

）
（

国
内

避
難

民
支

援
の

た
め

の
地

方
行

政
能

力
開

発
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
）

難
民

人
口

が
極

め
て

多
く

行
政

の
積

極
的

な
支

援
を

必
要

と
し

た
地
域
を
対
象
と
し
た
点
か
ら
、
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
協
力
で
あ
っ
た
。

　
（
一
村
一
品
推
進
）
→
地
方
展
開
が
で
き
な
い
た
め
、
戦
略
策
定
に
向
け
て
中
央
省
庁
を

対
象
と
し
た

　
（
総
合
被
害
者
支
援
シ
ス
テ
ム
の
開
発
）
対
象
県
、
対
象
病
院
の
選
定
が
適
切
だ
っ
た
（

個
別
案
件

2
次
評
価
表
参
照
）
。

　
　

4
プ ロ セ ス

協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
成
案
件
間
の
実
施
段
階
で
は
十
分
な
連
携
・
調
整
が
図
ら
れ
た
か

案
件

2
次

評
価
、

関
連

機
関

イ
ン

タ

ビ
ュ
ー
結
果

　

●
企
画
調
査
員
の
投
入
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
運
営
の
実
施

・
管

理
体

制
の

構
築
、

PN
A
の

ア
ッ

プ
デ

ー
ト
、

関
連

政
策

マ
ト

リ
ッ

ク
ス

の
作

成
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
広

報
の

実
施
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

軌
道

修

正
な

ど
の

実
施
、

連
携

会
議

の
実

施
→

プ
ロ

グ
ラ

ム
全

体
の

方
針

調
整
、

各
案

件
の

必
要

情
報

の
整

理
（

被
害

者
救

済
・

土
地

返
還

法
の

勉

強
会
）
な
ど
を
実
施
。

●
コ
ロ
ン
ビ
ア
側
に
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
包
括
的
に
見
る
ダ
イ
レ
ク
タ
ー
が
い
な
か
っ
た
。

●
実
施
中
の
案
件
間
で
の
連
携
・
相
乗
効
果
を
高
め
る
取
り
組
み
が
さ
れ
た
（
中
間
レ
ビ
ュ
ー

p4
4、

各
案
件

2
次
評
価
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
）

　
例
）
・
案
件
間
の
情
報
共
有
や
在
外
事
業
強
化
費
を
活
用
し
た
サ
ポ
ー
ト
業
務
の
実
施
。

・
各

成
果

で
青

年
海

外
協

力
隊

/シ
ニ

ア
海

外
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
派

遣
と

技
術

協
力

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
連

携
等

が
見

ら
れ

た
。

特
に

、
成

果
２

で
は
、

技
術

協
力

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

と
草

の
根

人
間

の
安

全
保

障
無

償
資

金
協

力
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
機

材
整

備
、

青
年

海
外

協
力

隊
派
遣
が
成
果
定
着
・
発
現
の
促
進
に
つ
な
が
っ
た
。

●
当
初
想
定
さ
れ
た
投
入
案
件
の
内
、
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
案
件
が
あ
る
が
、
各
対
応
は
次
の
通
り
。

　
成

果
１
：
「

国
内

避
難

民
の

た
め

の
収

入
創

出
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」
「

国
内

避
難

民
及

び
社

会
的

弱
者

を
対

象
と

し
た

マ
イ

ク
ロ

フ
ァ

イ
ナ

ン

ス
」
。

前
者

は
、

一
村

一
品

関
連

の
個

別
案

件
（

研
修
・

専
門

家
）

で
対

応
。

後
者

は
、

提
案

ま
で

の
経

緯
が

確
認

さ
れ

て
お

ら
ず

検
討

が
必

要
と

さ
れ
、

本
プ

ロ
グ

ラ
ム

期
間

中
に

は
実

施
さ

れ
な

か
っ

た
。

両
者

と
も
、

次
期
「

地
域

開
発

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

で
実

施
さ

れ
る
「

一
村

一

品
コ
ロ
ン
ビ
ア
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
お
い
て
取
り
組
ま
れ
る
予
定
。

　
成

果
２
：
「

地
雷

被
災

者
を

中
心

と
し

た
障

害
者

社
会

参
加

促
進

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
に

つ
い

て
は

、
予

算
上

の
都

合
等

か
ら

、
本

プ
ロ

グ
ラ

ム
期
間
中
に
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
後
継
案
件
と
し
て
形
成
中
（

20
13

年
8
月
）
。

●
コ
ロ
ン
ビ
ア
側
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
情
報
共
有
を
行
っ
た
の
は
、
以
下
の
機
会
で
あ
っ
た
。

　
20

12
年

10
月
　
ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
→
情
報
共
有
に
有
効
と
の
コ
メ
ン
ト

あ
り
。

  2
01

3
年

7
月
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
評
価
結
果
報
告
→
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
取
組
を
把
握
す
る

良
い
機
会
と
な
っ
た
。

5
協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
標
達
成
の
観
点
か
ら
構
成
案
件
は
他
ド
ナ
ー
と
の
連
携
が
み
ら
れ
た
か
（

D
O

L）
案

件
2
次

評
価
、

関
連

機
関

イ
ン

タ

ビ
ュ
ー
結
果

●
ポ

ジ
シ

ョ
ン

ペ
ー

パ
ー

作
成

時
に

想
定

さ
れ

て
い

た
連

携
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
が
、

成
果

１
に

つ
い

て
は
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

成
果

達
成

に

向
け
た
連
携
が
「
国
内
避
難
民
等
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
栄
養
改
善
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
お
い
て
見
ら
れ
た
。

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
成
果
を
普
及
す
る
形
で
、

N
G

O
や
他
の
行
政
区
、
大
学
等
多
数
の
主
体
と
連
携
あ
り
（
円
卓
会
議
の
実
施
）
。

　
そ
の
他
の
案
件
で
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
や
目
標
達
成
に
関
す
る
連
携
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
。

6
協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
標
達
成
の
観
点
か
ら
構
成
案
件
は
先
方
政
府
と
う
ま
く
協
力
で
き
て
い
た
か

各
成
果
毎
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
中
に
行
わ
れ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
政
府
へ
の
対
応
の
主
な
も
の
は
次
の
通
り
。
　

・
成

果
１

：
内

務
司

法
省

は
元

来
は

、
制

度
的

に
PI

U
策

定
の

指
導

・
推

進
を

業
務

と
し

、
実

施
に

直
接

関
わ

る
も

の
で

な
か

っ
た

が
、

本

協
力

を
通

じ
て

、
PI

U
策

定
に

係
る

技
術

会
合

へ
の

出
席

、
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
の

視
察
、

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

調
査

へ
の

参
画

な
ど
、

裨
益

地

域
の
現
状
や
ニ
ー
ズ
把
握
の
活
動
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
拡
大
し
た
。

・
成

果
２
：

社
会

保
障

省
（

現
・

保
健

社
会

保
障

省
）

の
活

動
参

加
が
、

協
力

を
通

じ
て

拡
大

し
、

被
災

者
救

急
搬

送
や

急
性

期
処

置
等

知

識
普
及
で
、
県
保
健
局
と
の
協
働
が
、
協
力
を
通
じ
て
拡
大
し
た

・
成

果
３
：

SE
N

A
-A

C
R
に

働
き

か
け

、
投

降
兵

士
家

族
と

受
入

れ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
（

本
案

件
裨

益
者

）
も

研
修

生
と

な
れ

る
よ

う
に
、

SE
N

A
-A

C
R
の
投
降
兵
士
研
修
受
入
れ
に
係
る
協
定
の
解
釈
変
更
を
合
意
・
実
施
し
た
。

・
起

業
・

就
業

を
拡

大
す

る
た

め
に

、
ボ

ゴ
タ

市
や

他
ド

ナ
ー

に
よ

る
既

存
の

起
業

・
就

業
支

援
事

業
に
、

投
降

兵
士

家
族

や
コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ
住
民
の
参
加
枠
を
確
保
し
た
（

IO
M

 事
業

2
名
、
ボ
ゴ
タ
市
事
業

3
名
）
。
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プ
ロ

グ
ラ

ム
の

効
果
　
／

コ
ロ

ン
ビ

ア
国

政
策

の
成

果
、

裨
益

者
の

変
化

と
、

本
プ

ロ
グ

ラ
ム

協
力

と
の

関
係

1
プ

ロ
グ

ラ
ム

目
標

（
目

標
/成

果
）

達

成
度

1
成 果 ・ イ ン パ ク ト

協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
個
々
の
案
件
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標
は
十
分
達
成
さ
れ
た
か

案
件

2
次
評
価
の
「
有
効
性
」「
効
率
性
」「
イ

ン
パ

ク
ト

」
の

分
析
、

最
終

裨
益

者
に

係

る
統
計

各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
達
成
さ
れ
た
成
果
、
目
標
並
び
に
期
間
中
に
発
現
し
た
裨
益
効
果
は
次
の
通
り
。

【
成
果

1】
・

国
内

避
難

民
等

社
会

的
弱

者
に

対
す

る
栄

養
改

善
：

栽
培

技
術

マ
ニ

ュ
ア

ル
、

都
市

農
業

マ
ニ

ュ
ア

ル
な

ど
有

効
な

マ
ニ

ュ
ア

ル
が

作
成

さ
れ

、
対

象
農

民
の

能
力

が
強

化
さ

れ
て

都
市

の
農

地
の

面
積

が
32

.1
%

増
加

。
行

政
と

住
民

グ
ル

ー
プ

の
連

携
の

た
め

の
円

卓
会

議
も

実

施
さ

れ
た
。

こ
れ

ら
の

結
果
、

栽
培

野
菜

品
目

が
増

加
し
、

野
菜

消
費

品
目

が
増

加
し
、

栄
養

改
善

の
目

標
が

達
成

さ
れ

た
。

円
卓

会
議

に

よ
り
住
民
と
の
行
政
の
連
携
が
強
化
さ
れ
た
。

・
国
内
避
難
民
支
援
の
た
め
の
地
方
行
政
能
力
改
善
：

　
　

PC
M

を
通
じ
て
行
政
機
関
が
能
力
開
発
さ
れ
、

PI
U
作
成
が
実
施
さ
れ
る
様
に
な
っ

た
。

・
一

村
一

品
：

一
村

一
品

コ
ン

セ
プ

ト
ペ

ー
パ

ー
の

策
定

、
地

場
産

業
の

活
性

化
や

行
政

の
役

割
と

官
民

の
連

携
、

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
の

育

成
、

女
性

生
産

者
グ

ル
ー

プ
活

動
な

ど
、

一
村

一
品

に
有

用
か

つ
必

要
な

知
見
・

技
術
・

ツ
ー

ル
が

学
ば

れ
た

。
イ

ニ
シ

ャ
テ

ィ
ブ

選
定

は
、

案
件
評
価
表
（

Fi
ch

a 
de

 la
 id

en
tifi

 a
ci

ón
 p

ro
du

ct
os

 c
on

 p
ot

en
ci

al
 O

V
O

P）
を
作
成
し
、

27
県

21
3
団
体
か
ら

71
団
体
の
事
業
を
優
良
案

件
に

特
定
、

最
終

的
に

12
案

件
を

選
定

し
、

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

か
つ

透
明

性
の

高
い

プ
ロ

セ
ス

で
あ

る
（

サ
ー

ビ
ス

／
商

品
9
件
、

ア
イ

デ
ア
商
品

2
件
、
イ
ベ
ン
ト
１
件
）
。
地
域
開
発
戦
略
へ
の
反
映
も
準
備
中
。

【
成
果
２
】

・
地

雷
被

災
者

を
中

心
と

し
た

障
害

者
総

合
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

体
制

強
化

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

：
A

D
L
評

価
表

、
切

断
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ

ン
ガ

イ
ド
、

視
聴

覚
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

ガ
イ

ド
、

切
断

患
者

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
ガ

イ
ド
、

視
覚

障
害

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
ガ

イ

ド
（

全
盲
・

弱
視

）
の

有
用

な
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
が

作
成

さ
れ

て
高

い
利

用
が

さ
れ

て
い

る
。

ま
た
、

関
係

者
向

け
の

障
害

者
の

権
利
・

義
務

研
修

を
実

施
し

、
バ

ジ
ェ

県
の

研
修

受
講

生
98

%
、

ア
ン

テ
ィ

オ
キ

ア
県

の
82

.5
%

が
、

公
的

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
市

民
の

権
利
・

義
務
・

制

度
の

知
識

が
向

上
し

た
と

回
答

し
て

い
る

。
診

療
前

処
置

ガ
イ

ド
は

地
域

普
及

員
か

ら
も

高
く

評
価

さ
れ

た
。

こ
の

結
果

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ
ン
は
向
上
し
た
と
言
え
る
。

・
対

人
地

雷
総

合
ア

ク
シ

ョ
ン

大
統

領
プ

ロ
グ

ラ
ム

強
化
：

人
道

的
地

雷
対

策
の

知
見

向
上

が
図

ら
れ

た
。

特
に

中
央

政
策

と
自

治
体

含
む

地
域

関
係

者
と

の
一

貫
し

た
人

道
的

地
雷

対
策

の
環

境
を

向
上

さ
せ

た
点
、

地
雷

情
報

管
理

が
拡

大
し

た
点

は
、

PA
IC

M
A
の

活
動

計
画

の

実
効
性
の
向
上
に
寄
与
し
た
。

【
成
果
３
】

・
投

降
兵

士
家

族
及

び
受

入
れ

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
た

め
の

起
業
・

就
業

支
援

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
：

起
業

・
就

労
の

た
め

の
対

応
の

基
礎

的
モ

デ

ル
が

形
成

さ
れ
、

29
4
名

の
ニ

ー
ズ

対
象

を
把

握
し
、

最
終

的
に

就
労

は
16

例
、

起
業

2
例

に
い

た
っ

た
。

ま
た
、

関
連

機
関

の
連

携
が

進

み
、
目
標
は
達
成
さ
れ
た
。

【
成
果
４
】

・
紛

争
の

被
害

者
・

総
合

被
害

者
支

援
シ

ス
テ

ム
の

開
発
：

社
会

心
理

的
ケ

ア
の

概
念

（
ク

ラ
イ

ア
ン

ト
中

心
の

ケ
ア
、

イ
マ

ジ
ネ

ー
シ

ョ

ン
・

ケ
ア

等
）

と
技

術
が

学
ば

れ
、

一
定

普
及

を
実

施
（

対
象

機
関

は
グ

リ
ッ

ド
参

照
）
。

国
家

プ
ロ

グ
ラ

ム
「

総
合

的
社

会
心

理
的

ケ
ア

シ

ス
テ
ム
」
に
反
映
す
る
戦
略
案
が
、
期
間
中
に
作
成
・
検
討
さ
れ
た
。

2
プ

ロ
グ

ラ
ム

目
標
・

成
果

の
達

成
程

度
（

技
術

の
モ

デ
ル

化
、

政
策

反
映
、

最
終

裨
益

者
の

生
活

変
化

等
）
（

他
ド

ナ
ー

や
政

府
と

の
連

携
も

含
め
た
成
果
）

●
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
上
位
目
標
、
波
及
効
果
の
主
要
な
も
の

【
成
果
１
】

・
国

内
避

難
民

等
社

会
的

弱
者

に
対

す
る

栄
養

改
善

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
：

技
術

と
ツ

ー
ル

に
よ

る
農

業
普

及
モ

デ
ル

構
築

の
促

進
。

円
卓

会
議

で
の

促
進

。
野

菜
栽

培
品

種
の

増
加

、
乳

幼
児

の
栄

養
改

善
（

10
%
）
。

栽
培

品
種

の
販

売
に

よ
る

生
計

向
上

る
。

農
業

従
事

に
よ

る
避

難
民

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
回
復
、
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

・
国

内
避

難
民

支
援

の
た

め
の

地
方

行
政

能
力

開
発

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

:終
了

時
に

情
報

共
有

セ
ミ

ナ
ー

が
開

催
さ

れ
、

PA
T
の

策
定

手
法

と

な
る

PC
M

計
画

策
定

方
法
、

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

作
成

し
た
「

地
域

被
害

者
支

援
情

報
シ

ス
テ

ム
・

調
整
・

FU
統

一
報

告
書

」
の

簡
易

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
、
特
性
情
報
デ
ー
タ
・
調
査
ツ
ー
ル
が
、
バ
ジ
ェ
デ
ル
カ
ウ
カ
県
（
カ
リ
市

）
、
ボ
リ
バ
ル
県
（
カ
タ
ル
ヘ
ナ
市
）
、
ア
ン
テ
ィ

オ
キ
ア
県
（
メ
デ
ジ
ン
市
）
に
紹
介
さ
れ
た
。

・
一

村
一

品
推

進
：

コ
ロ

ン
ビ

ア
一

村
一

品
の

哲
学
・

概
念

が
定

着
し

つ
つ

あ
り

イ
ニ

シ
ャ

テ
ィ

ブ
が

実
施

段
階

に
入

っ
て

い
る
。

関
係

機

関
間

で
の

協
力

体
制

が
整

備
さ

れ
た
。

こ
れ

に
よ

り
、

コ
ロ

ン
ビ

ア
O

V
O

P
メ

カ
ニ

ズ
ム

が
構

築
さ

れ
た

と
い

え
る

状
況

に
至

っ
て

い
る
。

ま
た
、
地
域
差
は
あ
る
が
、
地
域

O
V

O
P
委
員
会
の
設
立
に
あ
る
通
り
、
自
治
体
と
の
協

力
関
係
が
築
か
れ
た
。
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【
成
果
２
】

・
地

雷
被

災
者

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
体

制
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
：

政
府

は
20

11
年

に
国

連
障

害
者

権
利

条
約

を
批

准
し
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

が
技
術
導
入
を
支
援
し
た
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
概
念
・
方
法
論
を
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
障
害
者
政
策
」（

20
12

年
）

,
国

家
障

害
政

策
文

書
（

C
O

N
PE

S 
80
）

に
導

入
、

草
案

の
最

終
化

段
階

に
あ

る
（

予
定

よ
り

早
い

上
位

目
標

達
成

が
見

込
ま

れ
る

）
。

ま
た
、

導
入
さ
れ
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
概
念
、
方
法
論
が
他
県
・
自
治
体
へ
カ
ス
ケ
ー
ド
方
式
の
研
修
で
普
及
さ
れ
て
い
る
。

・
対

人
地

雷
総

合
ア

ク
シ

ョ
ン

大
統

領
プ

ロ
グ

ラ
ム

強
化
：

研
修

効
果

と
PA

IC
M

A
の

積
極

的
な

組
織

強
化

の
取

り
組

み
か

ら
、

予
防

や
被

災
者

支
援

の
対

応
が

強
化

さ
れ
、

中
央
・

他
方

間
で

の
政

策
制

度
的

か
つ

効
率

的
な

地
雷

対
策
（

地
雷

除
去
、

地
雷

埋
設

地
調

査
、

危
険

地

域
情
報
の
工
法
、
被
災
予
防
教
育
）
が
拡
大
し
て
い
る
。

【
成
果
３
】

・
投

降
兵

士
家

族
及

び
受

入
れ

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
た

め
の

起
業
・

就
業

支
援

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
：

期
間

中
に

投
降

兵
士

・
家

族
の

プ
ロ

フ
ァ

イ

リ
ン

グ
、

事
業

参
加

関
心

表
明

と
対

象
の

選
定
、

訓
練

ニ
ー

ズ
特

定
／

評
価

SE
N

A
や

N
G

O
な

ど
既

存
リ

ソ
ー

ス
に

よ
る

職
訓
、

就
労
・

起
業

の
ジ

ョ
ブ
・

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
な

ど
、

一
連

の
活

動
と

ツ
ー

ル
が

整
え

ら
れ
、

プ
ロ

セ
ス
・

モ
デ

ル
が

文
書

化
さ

れ
た

点
で

は
基

礎
的

な
モ

デ
ル

の
情

報
を

提
供

し
た
。

し
か

し
、

裨
益

者
の

参
加

規
模

が
小

規
模

で
あ

り
、

活
用

の
フ

ィ
ー

ジ
ビ

リ
テ

ィ
に

つ
い

て
は

未
だ

十
分

な
検
証
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。

【
成
果
４
】

・
ク

ラ
イ

ア
ン

ト
中

心
型

ケ
ア
、

イ
マ

ジ
ネ

ー
シ

ョ
ン
・

ケ
ア

ア
プ

ロ
ー

チ
等

の
コ

国
に

は
新

し
く

か
つ

有
効

な
技

術
が

学
ば

れ
、

C
N

R
R

と
M

PS
が

行
う

援
助

技
術

と
し

て
応

用
が

検
討

さ
れ

た
。

地
域

の
現

場
で

働
く

専
門

職
と

と
も

に
、

法
制

度
に

関
わ

る
専

門
家

が
研

修
に

参

加
し
、
政
策
及
び
施
行
の
異
な
る
レ
ベ
ル
で
の
相
互
補
完
的
な
能
力
育
成
が
図
ら
れ
た
。

●
特
記
さ
れ
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
各
成
果
）

【
成
果
１
】

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
国

内
避

難
民

の
生

活
の

質
向

上
に

向
け

て
、
「

栄
養

改
善

」
、
「

地
方

自
治

体
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

」
、
「

一
村

一
品

」
と

い

う
、
異
な
る
側
面
か
ら
避
難
民
を
含
む
地
域
住
民
の
生
活
の
向
上
に
補
完
的
に
取
り
組
ま
れ

、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
成
果
が
達
成
さ
れ
た
。

　
国

内
避

難
民

の
栄

養
改

善
に

関
し

て
は
、

上
述

の
通

り
、

住
民

の
栄

養
改

善
・

一
部

生
計

向
上

に
資

す
る

都
市

型
農

業
の

有
効

な
実

践
方

法
論

が
整

備
さ

れ
た
。

ま
た

避
難

民
へ

の
都

市
農

業
の

支
援

は
、

ア
イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

の
回

復
、

地
域

と
の

交
流

促
進

に
効

果
的

で
あ

る
。

本
モ
デ
ル
の
栽
培
技
術
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
側
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

31
9
を
通
じ
て
普
及
す
る
な
ど
の

効
果
も
出
て
い
る
。

　
地

方
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

に
つ

い
て

は
、

計
画

立
案

の
手

法
と

ツ
ー

ル
が

紹
介

さ
れ
、

地
方

自
治

体
が

担
う

地
域

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ

ン
（

PI
U

/P
AT

）
の

作
成

が
促

進
さ

れ
、

か
つ

自
治

体
の

計
画

策
定

の
方

法
論

と
計

画
立

案
の

能
力

が
形

成
さ

れ
た

。
一

方
、

作
成

さ
れ

た

計
画

の
実

践
率

は
低

く
、

ま
た
、

同
手

法
の

内
務

省
に

よ
る

他
県

へ
の

波
及

の
取

組
は

な
く
、

ま
た

PA
T
の

計
画
・

実
施

促
進

を
支

援
す

る

U
SA

ID
と
の
情
報
共
有
も
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
「
地
方
自
治
体
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
」
へ
の
支
援
は
、

生
活

の
質

の
向

上
ま

で
は

届
い

て
お

ら
ず
、

計
画

立
案

と
い

う
モ

デ
ル

の
初

期
段

階
の

形
成

に
一

定
の

寄
与

は
あ

っ
た

も
の

の
、

そ
の

効
果

は
限
定
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一

村
一

品
に

つ
い

て
は
、

地
経

済
の

発
展

と
地

域
住

民
の

団
結
、

相
互

扶
助

を
促

す
ツ

ー
ル

と
し

て
認

識
さ

れ
、

地
域

開
発

戦
略

に
採

用

し
て

戦
略

文
書

の
最

終
化

段
階

に
あ

る
。

実
施

に
い

た
っ

た
こ

と
は

特
筆

す
べ

き
事

項
。

尚
、

一
村

一
品

へ
の

支
援

は
、

収
入

向
上

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

へ
対

応
す

る
要

素
も

あ
り
、

ま
た

マ
イ

ク
ロ

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

支
援

は
達

成
目

標
と

し
て

明
確

に
提

示
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
こ

と
か

ら
計
画
変
更
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
当
該

成
果
に
対
す
る
影
響
は
少
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。

　
以

上
か

ら
、
「

地
方

自
治

体
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

」
に

つ
い

て
は
、

有
用

な
成

果
が

達
成

さ
れ

た
が

、
避

難
民

の
生

活
の

質
の

向
上

支
援

モ
デ

ル
と

し
て

の
成

果
は

限
定

的
で

あ
っ

た
。

栄
養

改
善

や
一

村
一

品
に

関
し

て
は

モ
デ

ル
が

構
築

さ
れ
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
目

標
で

あ
る

に
資

す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
整
備
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

【
成
果
２
】

　
成

果
２

は
、

地
雷

被
災

予
防

の
モ

デ
ル

、
地

雷
被

災
者

を
含

む
障

害
者

の
医

療
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン
・

社
会

参
加

促
進

モ
デ

ル
の

開
発

に
向

け
た

協
力

が
実

施
さ

れ
た
。

主
要

な
案

件
で

あ
る
、
「

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
体

制
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」

と
在

外
研

修
「

対
人

地

雷
総
合
ア
ク
シ
ョ
ン
大
統
領
プ
ロ
グ
ラ
ム
強
化
」
が
実
施
さ
れ
た
。
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リ

ハ
ビ

リ
・

社
会

参
加

促
進

の
モ

デ
ル

構
築

に
お

い
て

は
、

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
を

中
心

に
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ

ア
に

よ
る

技
術

支
援
、

草
の

根
に

よ
る

リ
ハ

ビ
リ

関
連

の
機

材
投

入
が

な
さ

れ
た
。

そ
の

結
果
、

医
療

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

つ
い

て
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
よ

る
リ

ハ
ビ

リ
技

術
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
等

整
備

等
の

有
用

な
モ

デ
ル

リ
ソ

ー
ス

の
形

成
・

中
央

～
地

方
へ

の
連

携
体

制
が

構

築
さ

れ
た
。

ま
た
、

草
の

根
機

材
・

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

派
遣

に
よ

る
リ

ハ
ビ

リ
の

専
門

技
術

の
定

着
が

促
進

さ
れ

た
。

そ
の

結
果
、

医
療

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

つ
い

て
、

有
効

性
の

高
い

モ
デ

ル
が

構
築

さ
れ

た
と

判
断

で
き

る
。

社
会

参
加

促
進

の
モ

デ
ル

に
つ

い
て

は
、
「

被
害

者
・

障
害

者
の

権
利

と
義

務
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

が
整

備
さ

れ
、

有
効

な
ツ

ー
ル

が
　

形
成

さ
れ

た
が
、

今
後

さ
ら

な
る

取
り

組
み

が
求

め
ら

れ
る
。

　
地

雷
被

災
予

防
の

モ
デ

ル
に

つ
い

て
は
、

研
修

事
業

に
よ

る
PA

IC
M

A
の

能
力

強
化

に
よ

る
、

実
施

体
制

構
築

、
情

報
管

理
整

備
方

針
の

設
定
、
「

地
雷

に
よ

る
社

会
社

会
経

済
影

響
調

査
の

計
画

」
、

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

の
作

成
な

ど
が

形
成

さ
れ

た
。

社
会

経
済

影
響

調
査

に
つ

い
て

は
EU

の
資

金
協

力
で

実
践

さ
れ

る
な

ど
、

他
ド

ナ
ー

や
N

G
O
と

の
連

携
で

こ
れ

ら
計

画
の

実
践

が
進

ん
で

い
る
。

ま
た

、
総

合
リ

ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
体

制
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
と

の
知

見
交

換
が
、

地
雷

被
災

者
支

援
の

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

に
反

映
さ

れ
る

な
ど

の
、

相
乗

効
果

も
あ

っ
た
。

こ
の

様
に
、

本
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
実

施
と

他
ド

ナ
ー
・

機
関

と
の

連
携

に
よ

り
、

中
央

政
策

と
自

治
体

行
政

を
つ

な
ぐ

一
貫

し
た
人
道
的
地
雷
対
策
の
環
境
が
整
備
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

　
以
上
か
ら
成
果
２
に
つ
い
て
は
、
目
指
し
た
有
効
な
モ
デ
ル
が
構
築
さ
れ
た
と
判
断
で
き
る
。

　
【
成
果
３
】

・
成

果
３

の
支

援
モ

デ
ル

開
発

に
向

け
て
、
「

投
降

兵
士

家
族

お
よ

び
受

入
れ

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
た

め
の

起
業

・
就

業
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」

を
中

心
に
、

投
降

兵
士

家
族

/就
業
・

企
業

支
援

分
野

の
シ

ニ
ア

海
外

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

派
遣
、

青
年

海
外

協
力

隊
の

派
遣
（

投
降

兵
士

家
族

支
援

活
動
連
携
）
、
草
の
根
人
間
の
安
全
保
障
無
償
資
金
協
力
（
国
内
避
難
民
・
投
降
兵
士
の
た

め
の
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
強
化
）
が
行
わ
れ
た
。

　
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

成
果

で
み

た
よ

う
に
、

投
降

兵
士
・

家
族

に
対

す
る

就
労
・

起
業

に
向

け
た

一
連

の
活

動
と

ツ
ー

ル
が

整
え

ら
れ
、

プ
ロ

セ
ス
・

モ
デ

ル
が

文
書

化
さ

れ
た
。

ま
た
、

投
降

兵
士

家
族

と
受

入
れ

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
双

方
を

裨
益

者
と

す
る

ア

プ
ロ
ー
チ
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
効
果
（
地
域
住
民
と
の
偏
見
の
低
減
、
孤
立
の
回
避
）
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
も
実
証
で
き
た
。

　
ま

た
、

青
年

海
外

協
力

隊
の

派
遣

で
は
、

派
遣

先
N

G
O

/H
A

M
EC

U
M

A
と

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

を
通

じ
た

投
降

兵
士

家
族

支
援

で
の

協

力
活

動
が

効
果

的
に

行
わ

れ
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

と
の

連
携

が
見

ら
れ

た
。

草
の

根
無

償
に

お
い

て
は
、

今
後

企
業
・

就
労

の
実

践
に

む
け

て

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
る
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
の
強
化
に
一
定
の
寄
与
が
な
さ
れ
た
。

　
以

上
か

ら
、

成
果

３
と

し
て

は
、

投
降

兵
士

お
よ

び
家

族
が

経
済

的
に

自
立

し
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

に
定

着
す

る
た

め
の

支
援

モ
デ

ル
の

基

盤
（

ツ
ー

ル
と

プ
ロ

セ
ス

整
理

や
ア

プ
ロ

ー
チ

の
提

示
、

関
連

ア
ク

タ
ー

の
強

化
・

連
携

構
築

）
の

整
備

を
達

成
し

た
。

一
方
、

モ
デ

ル
の

フ
ィ

ー
ジ

ビ
リ

テ
ィ

に
つ

い
て

は
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
期

間
中

の
就

業
・

起
業

例
が

限
ら

れ
て

お
り
、

今
後

さ
ら

に
多

く
の

支
援

ケ
ー

ス
と

効
果

検
証
が
必
要
と
な
る
。

【
成
果
４
】

　
個

別
案

件
の

成
果

で
記

載
し

た
通

り
、

関
係

組
織

の
中

核
人

材
を

対
象

と
し

て
研

修
を

行
い
、

ク
ラ

イ
ア

ン
ト

中
心

型
ケ

ア
、

イ
マ

ジ

ネ
ー

シ
ョ

ン
・

ケ
ア

ア
プ

ロ
ー

チ
な

ど
の

、
コ

ロ
ン

ビ
ア

に
は

新
し

く
か

つ
有

効
な

技
術

が
学

ば
れ

た
。

ま
た

地
域

の
現

場
で

働
く

専
門

職

と
と

も
に

法
制

度
に

関
わ

る
専

門
家

が
研

修
に

参
加

し
、

政
策

及
び

施
行

の
異

な
る

レ
ベ

ル
で

の
相

互
補

完
的

な
能

力
育

成
が

図
ら

れ
た
。

ま
た

、
研

修
成

果
が

M
in

Sa
lu

d
の

「
紛

争
被

害
者

社
会

心
理

ケ
ア

と
総

合
保

険
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
に

反
映

さ
れ

る
な

ど
の

イ
ン

パ
ク

ト
も

出
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
指
し
て
い
た
、
関
係
者
の
社
会
心
理
的
ケ
ア
の
能
力
開
発
は
達
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

2
紛

争
被

害
者

の
生

活
支

援
や

共
生

和

解
を

促
し

た
安

定
要

因

1
プ
ロ
グ
ラ
ム
目
標
・
成
果
の
達
成
の
、
顕
著
な
安
定
要
因

案
件

2
次

評
価
「

イ
ン

パ
ク

ト
」

上
位

目

標
達
成
の
分
析

各
分

野
、

コ
ロ

ン
ビ

ア
政

府
の

オ
ー

ナ
ー

シ
ッ

プ
に

よ
る

、
法

制
度

化
や

戦
略

プ
ラ

ン
へ

の
反

映
が

進
み
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
で

整
備

し
た

こ
と

が
安
定
要
因
と
な
っ
た
。

例
）
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
障
害
者
政
策
、
地
雷
に
お
け
る

PA
IC

M
A
年
次
計

画
へ
の
反
映
な
ど

3
紛

争
被

害
者

の
生

活
支

援
や

共
生

和

解
を

阻
害

し
た

不
安

定
要

因

1
最

終
裨

益
／

者
の

、
定

性
的
・

統
計

的
変

化
が

ネ
ガ

テ
ィ

ブ
に

変
化

し
て

い
る

場
合
、

影
響

因
・

不
安

定
要

因
、

協
力

プ
ロ

グ
ラ

ム
と

の
因

果
関
係
（
影
響
）

武
力
犯
罪
な
ど
の
継
続
に
よ
り
、
難
民
・
貧
困
層
な
ど
が
続
い
て
お
り
、
対
応
が
大
き
い
。

施
策
に
対
す
る
予
算
不
足
な
ど
。

4
協

力
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
、

コ
ロ

ン
ビ

ア

平
和

構
築

課
題

ニ
ー

ズ
お

よ
び

政
策

実
施

へ
の

、
貢

献
度

1
プ
ロ
グ
ラ
ム
効
果
（
成
果
・
実
績
）
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
平
和
構
築
（
被
害
者
・
共
生
和
解
）
推
進
と
の
因
果
関
係
（
貢
献
度
）

案
件

2
次

評
価
「

イ
ン

パ
ク

ト
」

上
位

目

標
達
成
の
分
析

１
）
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
平
和
構
築
（
被
害
者
・
共
生
和
解
）
の
進
展
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【
成
果
１
】

　
国

内
避

難
民

の
年

間
発

生
件

数
は

減
少

傾
向

だ
が
、

累
積

登
録

数
は

44
万

人
に

到
達
。

FA
R

C
と

の
合

意
は

あ
る

が
、

武
装

勢
力

の
活

動

は
ま

だ
残

っ
て

お
り
、

今
後

も
避

難
民

が
生

ま
れ

る
素

地
は

あ
る
。

ま
た
、

被
害

者
救

済
・

土
地

返
還

法
に

よ
り
、

避
難

民
を

含
む

被
害

者

支
援
の
優
先
度
が
高
ま
っ
て
い
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
関
わ
っ
た
個
別
項
目
で
の
進
展
を
整
理
す
る
と
次
の
通
り
。

・
行

政
サ

ー
ビ

ス
に

関
し

て
は
、

被
害

者
救

済
・

土
地

返
還

法
の

施
行

後
被

害
者

救
済

と
し

て
の

地
域

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

作
成

が
進

ん
だ

。

上
述
の
通
り
、
計
画
ど
ま
り
で
、
実
践
は
少
な
い
。

・
栄

養
改

善
に

関
し

て
は
、

食
糧

安
全

保
障

政
策
、

国
内

避
難

民
支

援
対

策
等

が
継

続
さ

れ
る

中
、

20
11

年
に

都
市

農
業

法
案

が
起

草
さ

れ
、
国
会
に
て
法
律
化
が
、
ボ
ゴ
タ
市
議
会
に
お
い
て
条
例
化
が
審
議
さ
れ
て
お
り
、
都
市

農
業
の
価
値
が
高
ま
っ
て
い
る
。

・
一

村
一

品
に

つ
い

て
は
、

コ
ロ

ン
ビ

ア
国

内
で

の
一

村
一

品
の

意
識

が
高

ま
り
、

国
家

企
画

庁
の

国
家

開
発

計
画

へ
の

反
映

、
O

V
O

P
委

員
会
メ
ン
バ
ー
の
設
立
な
ど
が
進
ん
で
い
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
結
果
、
統
計
デ
ー
タ

プ
ロ
グ
ラ
ム
評
価
マ
ト
リ
ッ
ク
ス

【
成
果
２
】

地
雷

被
災

者
の

数
は

急
激

な
減

少
。

コ
ロ

ン
ビ

ア
国

内
の

取
組

に
つ

い
て

は
、

地
雷

被
災

予
防

を
含

む
総

合
的

取
り

組
み

と
し

て
、

PA
IC

M
A
の

政
策

と
地

方
自

治
体

行
政

を
つ

な
ぐ

一
貫

し
た

人
道

的
地

雷
対

策
（

既
存

地
雷

の
破

壊
・

破
棄

、
地

雷
埋

設
地

調
査

、
危

険

地
域

情
報

の
後

方
、

被
災

予
防

教
育

）
を

実
施
。

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

つ
い

て
は
、

20
11

年
の

国
連

障
害

者
権

利
条

約
の

批
准
、

20
12

年
ソ

ー
シ

ャ
ル
・

イ
ン

ク
ル

ー
ジ

ョ
ン

障
害

者
政

策
」

を
開

始
。

ま
た
、

国
家

障
害

政
策

文
書

へ
の

導
入
、

草
案

最
終

化
が

進
め

ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
前
後
す
る
が
、
被
害
者
救
済
・
土
地
返
還
法
に
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

は
（
地
雷
被
災
者
を
含
む
）
被
害
者
の
総
合
ケ
ア
・

補
償
の
一
方
法
」
と
明
記
さ
れ
た
こ
と
で
、
政
府
・
行
政
に
お
け
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
責
務
が
高
ま
っ

て
い
る
。

【
成
果
３
】

・
A

U
C
と

の
和

平
合

意
後

、
投

降
兵

士
の

社
会

復
帰

支
援

事
業

が
実

施
。

教
育

セ
ク

タ
ー

や
社

会
心

理
的

ケ
ア
、

企
業
・

就
労

支
援

が
実

施

さ
れ

て
い

る
。

一
方
、

支
援

に
お

い
て

は
、

人
道

支
援

や
新

進
の

ケ
ア

の
優

先
順

位
が

高
い

こ
と
、

ま
た

投
降

兵
士

の
育

成
に

時
間

が
か

か

る
こ

と
、

治
安

を
理

由
に

断
ら

れ
る

こ
と

な
ど

か
ら
、

企
業
・

就
労

支
援

の
実

績
は

十
分

あ
げ

ら
れ

な
い

状
況

に
あ

る
。

今
後

FA
R

C
と

の

和
平
合
意
が
な
れ
ば
、

80
00

人
程
度
の
投
降
兵
士
の
社
会
復
帰
支
援
が
必
要
と
な
る
。

・
投
降
兵
士
再
統
合
審
議
会
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
再
統
合
庁
（

A
C

R
）
へ
と
格
上
げ
さ
れ
た
。

【
成
果
４
】

・
当

初
社

会
心

理
的

ケ
ア

は
専

門
技

術
と

認
識

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

が
、

そ
の

後
の

憲
法

裁
判

所
決

議
が

な
さ

れ
、
「

総
合

ケ
ア

方
法

の
適

用
の

た
め

の
社

会
心

理
的

取
り

組
み

の
取

り
扱

い
と
、

武
装

紛
争

被
害

者
の

社
会

心
理

的
ケ

ア
と

サ
ー

ビ
ス

」
及

び
「

武
装

紛
争

被
害

者
の

非
人

道
的

犯
罪

に
よ

る
障

害
別

の
地

域
精

神
保

健
の

介
入

ガ
イ

ド
」

が
作

成
さ

れ
た
。

ま
た
、

20
11

年
の

被
害

者
救

済
・

土
地

返
還

法
に

お

い
て

保
障

の
一

方
法

と
し

て
の
「

社
会

心
理

的
ケ

ア
」

が
明

記
さ

れ
た
。

ま
た
、

同
法

に
よ

る
「

被
害

者
総

合
ケ

ア
・

補
償

国
家

シ
ス

テ
ム

（
SN

A
R

IV
）
」
に
よ
っ
て
、
「
紛
争
被
害
者
社
会
心
理
ケ
ア
と
総
合
保
健
プ
ロ
グ
ラ
ム
（

PA
PS

IV
I）
」
が
策
定
さ
れ
た
。

　
２
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
貢
献
の
状
況

・
位

置
づ

け
⇒

上
述

の
通

り
、

事
業

数
が

多
い

分
野

で
あ

り
、

ま
た
、

被
害

者
救

済
・

土
地

返
還

法
で

の
優

先
度

の
高

い
支

援
が

必
要

と
さ

れ
る
被
害
者
全
般
を
対
象
と
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
先
方
優
先
度
の
高
い
施
作
に
合
致

し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
　

・
戦

略
性

⇒
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
と

し
て

の
モ

デ
ル

構
築

は
あ

り
、

JI
C

A
投

入
内

で
の

連
携

は
見

ら
れ

た
が
、

他
ド

ナ
ー

と
の

連
携

は
特

に
な

か
っ

た
。

し
か

し
、

コ
ロ

ン
ビ

ア
政

府
と

の
協

力
は
、

コ
ロ

ン
ビ

ア
政

府
の

高
い

オ
ー

ナ
ー

シ
ッ

プ
の

影
響

も
あ

り
、

十
分

で
あ

っ
た
。

戦

略
性
は
一
定
程
度
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。

・
各
成
果
で
の
貢
献
状
況
は
以
下
の
通
り
。

【
成
果
１
】

　
上

述
の

通
り
、

本
成

果
で

は
、
「

地
方

自
治

体
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

」
に

つ
い

て
は
、

有
用

な
成

果
が

達
成

さ
れ

た
が

、
避

難
民

の
生

活

の
質

の
向

上
支

援
モ

デ
ル

と
し

て
の

成
果

は
限

定
的

で
あ

っ
た
。

し
か

し
、

コ
ロ

ン
ビ

ア
国

内
で

の
進

展
状

況
（

計
画

立
案

で
止

ま
っ

て
い

る
こ

と
）

を
勘

案
す

る
と
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

効
果

は
現

状
の

進
展

に
は

寄
与

し
た

も
の

と
考

え
ら

れ
る
。

栄
養

改
善

や
一

村
一

品
に

関
し

て

は
モ

デ
ル

が
構

築
さ

れ
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
目

標
で

あ
る

に
資

す
る

ア
プ

ロ
ー

チ
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
そ

れ
ぞ

れ
の

効
果

は
、

直
接

、

間
接
的
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
側
で
の
進
展
と
関
連
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
成
果
１
の
貢
献
度
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

－ 126 －



【
成
果
２
】

　
成

果
２

は
位

置
づ

け
と

し
て

も
重

要
な

分
野

で
あ

り
、

か
つ

戦
略

の
観

点
か

ら
も

個
別

案
件

が
補

完
的

に
対

応
し
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
内

で
の

相
乗
効
果
も
あ
る
戦
略
的
な
取
り
組
み
が
実
施
さ
れ
た
。

　
成

果
２

と
し

て
は
、

上
述

の
通

り
、

医
療

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

つ
い

て
、

有
効

性
の

高
い

モ
デ

ル
が

構
築

さ
れ

た
と

判
断

で
き

る
。

社
会

参
加

促
進

の
モ

デ
ル

に
つ

い
て

は
、

今
後

さ
ら

な
る

取
り

組
み

が
必

要
な

も
の

の
、
「

被
害

者
・

障
害

者
の

権
利

と
義

務
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

が
整

備
さ

れ
て

い
る
。

両
者

と
も

形
成

さ
れ

た
モ

デ
ル

や
ツ

ー
ル

は
コ

ロ
ン

ビ
ア

政
府

に
よ

る
普

及
に

活
用

さ
れ

、
（

保
健

社
会

保
障

省

に
よ

る
各

種
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

用
い

た
専

門
家

育
成

TO
T
研

修
や

被
害

者
・

障
害

者
の

権
利

と
義

務
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

レ
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

活
動

）
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
で

支
援

し
た

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

概
念
・

方
法

論
が

コ
ロ

ン
ビ

ア
側

の
政

策
に

反
映

さ
れ

た
。

ま
た

、
地

雷

被
災

予
防

に
つ

い
て

も
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

通
じ

て
PA

IC
M

A
の

実
施

能
力

向
上

に
貢

献
し

て
お

り
、

コ
ロ

ン
ビ

ア
の

地
雷

予
防

へ
の

対
策

並

び
に
被
災
者
減
に
一
定
の
貢
献
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以

上
か

ら
成

果
２

は
、

コ
ロ

ン
ビ

ア
の

地
雷

被
災

予
防

お
よ

び
総

合
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

へ
の

取
り

組
み

に
高

い
貢

献
を

し
た

と
評

価

で
き
る
。

【
成
果
３
】

成
果

３
と

し
て

は
、

位
置

づ
け

と
し

て
重

要
な

項
目

に
お

い
て
、

相
互

補
完

的
に

案
件

が
組

ま
れ

て
実

施
さ

れ
て

お
り
、

位
置

づ
け
・

戦
略

性
と

も
に

あ
る

程
度

高
い

も
の

で
あ

っ
た
。

ま
た
、

成
果

３
と

し
て
、

投
降

兵
士

お
よ

び
家

族
が

経
済

的
に

自
立

し
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

に
定

着
す

る
た

め
の

支
援

モ
デ

ル
の

基
盤
（

ツ
ー

ル
と

プ
ロ

セ
ス

整
理

や
ア

プ
ロ

ー
チ

の
提

示
、

関
連

ア
ク

タ
ー

の
強

化
・

連
携

構
築

）
の

整
備

を
達

成
し

た
。

一
方
、

モ
デ

ル
の

フ
ィ

ー
ジ

ビ
リ

テ
ィ

に
つ

い
て

は
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
期

間
中

の
就

業
・

起
業

例
が

限
ら

れ
て

お
り
、

今
後

さ

ら
に
多
く
の
支
援
ケ
ー
ス
と
効
果
検
証
が
必
要
と
な
る
と
い
う
段
階
で
あ
っ
た
。

　
以

上
か

ら
、

A
C

R
で

も
実

績
が

出
に

く
い

分
野

で
の

取
組

と
基

盤
整

備
が

で
き

た
と

い
う

観
点

か
ら
、

一
定

の
貢

献
が

な
さ

れ
た

も
の

の
、
実
証
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
勘
案
し
、
そ
の
貢
献
度
は
中
程
度
と
考
え
ら
れ
る
。

　 【
成
果
４
】

　
プ

ロ
グ

ラ
ム

実
施

期
間

中
に

各
種

進
展

の
あ

っ
た

当
該

分
野

へ
の

支
援

は
位

置
づ

け
と

し
て

重
要
。

制
度

設
計

に
資

す
る

形
で

研
修

対
象

者
が

選
定

さ
れ

た
こ

と
も

妥
当
。

ま
た
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

よ
り
、

関
係

者
の

社
会

心
理

的
ケ

ア
の

能
力

開
発

が
実

施
さ

れ
た

こ
と
、

得
ら

れ

た
知

見
が
、

上
記

コ
ロ

ン
ビ

ア
側

で
の

進
展

で
記

載
し

た
PA

PS
IV

Iに
反

映
さ

れ
た

こ
と

か
ら
、

本
成

果
の

貢
献

度
は

高
い

も
の

と
判

断
さ

れ
る
。

6
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
枠

組
み
（

構
成

案
件

の
組

み
立

て
）

は
、

平
和

構
築

へ
の

貢
献

に
有

効
な
、

相
互

補
完

性
が

あ
り
、

或
い

は
、

相
乗

効
果

を

も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か

構
成

案
件

2
次

評
価

グ
リ

ッ
ド
「

効
果

」

の
分
析

⇒
位
置
づ
け
・
戦
略
性
で
記
載
済
み

7
他
支
援
リ
ソ
ー
ス
（
ド
ナ
ー

,N
G

O
の
協
力

, 他
C

/P
の
関
連
事
業
）
と
の
相
互
補
完
的
な
協
力
分
担
（

D
O

L）
の
有
無
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
目
標
・

成
果
発
現
と
の
因
果
関
係

⇒
位
置
づ
け
・
戦
略
性
で
記
載
済
み

5
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
投

入
対

効
果

、
投

入

規
模

の
妥

当
性

8
投

入
規

模
と

達
成

度
の

関
係
、

他
ド

ナ
ー

協
力

規
模

等
と

の
比

較
か

ら
、

投
入

対
効

果
を

み
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
と

し
て

の
投

入
の

妥
当

性
を

み

る ⇒
位
置
づ
け
・
戦
略
性
で
記
載
済
み

ド
ナ
ー
デ
ー
タ
（

A
PC

）

プ
ロ
グ
ラ
ム
評
価
マ
ト
リ
ッ
ク
ス

実
施
組
織
・

C
/P
、
裨
益
者
へ
の
ﾋ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ

プ
ロ

グ
ラ

ム
効

果
の

持
続

性
／

平
和

構
築

へ
の

寄
与

に
係

る
、

安
定

・
不

安
定

要
因

1
コ

ロ
ン

ビ
ア

国
政

府
の

政
策
・

法
制

度
・
政
治
状
況
で
の
、
協
力
効
果
の
持

続
性
　（

安
定
要
因
、
不
安
定
要
因
）

1
現

政
権

の
紛

争
被

害
者
・

共
生

和
解

促
進

を
目

的
と

す
る
、

政
策

方
針
・

法
制

度
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

有
無

と
継

続
性
（

安
定

要
因
、

不
安

定

要
因
）

案
件

2
次

評
価
「

イ
ン

パ
ク

ト
」

と
「

持

続
性

」
の

分
析
、

A
PC

,被
害

者
ユ

ニ
ッ

ト

ﾋ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ

関
連
法
内
容
レ
ビ
ュ
ー

○
　
法
律
第

14
48

号
（
通
称
、
被
害
者
救
済
・
土
地
返
還
法
）
の
実
施
状
況

○
　

20
14

年
の
大
統
領
選
挙
の
結
果
と
、
そ
の
後
の
政
策
の
持
続
性
（
特
に
上
記
「
被
災

者
救
済
・
土
地
返
還
法
」
）

 →
こ
れ
ら
要
因
の
状
況
詳
細
は
本
文
２
章
参
照
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2
コ

ロ
ン

ビ
ア

国
側

実
施

組
織

の
組

織

機
能

と
技

術
に

係
る

ポ
テ

ン
シ

ャ
ル

／
持

続
性

　
（

安
定

・
不

安
定

要
因

）

2
紛

争
被

害
者

支
援

・
共

生
和

解
支

援
で

働
く

官
民

組
織

の
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
協

力
で

得
ら

れ
た

技
術

の
応

用
・

普
及

可
能

性
　

（
安
定
・
不
安
定
要
因
）

和
平
交
渉
に
係
る
資
料
レ
ビ
ュ
ー

PN
A

 V
er

si
on

 IV
 レ

ビ
ュ
ー

土
地

返
還

技
プ

ロ
詳

細
計

画
報

告
・

第
4

章
レ
ビ
ュ
ー

コ
ロ
ン
ビ
ア
支
所
へ
ヒ
ア
リ
ン
グ

被
害
者
支
援
ユ
ニ
ッ
ト
へ
ヒ
ア
リ
ン
グ

実
施
機
関
、
ド
ナ
ー
ヒ
ア
リ
ン
グ

○
法
律
第

14
48

号
に
よ
る
被
害
者
ユ
ニ
ッ
ト
、

SN
A

R
IV

、
PA

IC
M

A
の
機
能
の
継
続
性

→
本
文
参
照

3
平

和
構

築
プ

ロ
セ

ス
と

、
地

域
開

発

支
援

に
お

い
て

、
考

慮
さ

れ
る

べ
き

、

安
定

・
不

安
定

要
因

3
司

法
と

法
制

度
の

ア
ジ

ェ
ン

ダ
、

社
会

経
済

状
況

、
和

平
交

渉
進

展
、

紛
争

か
ら

ポ
ス

ト
紛

争
へ

の
移

行
に

特
殊

な
リ

ス
ク

要
因

な
ど

の
有

無
。

○
　

FA
R

C
と
の
和
平
交
渉
の
進
捗

○
　

FR
A

C
以
外
の
武
装
集
団
の
勢
力
・
動
向

○
　

ID
P
の
帰
還
動
向
、
新
規
発
生
状
況

○
　
こ
れ
ま
で
紛
争
が
展
開
し
て
き
た
地
方
部
の
治
安
回
復
状
況

 →
こ
れ
ら
要
因
の
状
況
詳
細
は
本
文
２
章
参
照
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８． プログラム目標と各成果・案件の相関図（2008 年 10 月プログラムポジションペーパー策定時

の案）



 

 

9. コロンビアの国家開発計画(PND)と JICA 平和構築プログラムの関連性 

 

1. 国家開発計画(PND) 

JICA 平和構築プログラムの実施期間に公布された、コロンビア国（以下コロンビア）の国家開

発計画(PND)の概要は次のとおり。 

 

(1) ウリベ政権下の国家開発計画 

国家開発計画 2006-2010「全国民の開発のための共同体国家に向けて」は、①民主的治安、②

国民の自由の尊重、③社会の結束、④透明性、⑤政府組織の自治の尊重、という 5つの基本理

念を置き、4つの重点分野にて構成された。 

 

PND 2006-2010 の概要 

重点分野 課題目標あるいは戦略 

1) 全国民の安全確保 経済社会成長のために治安・秩序回復を目指す。 

特に、麻薬取引及び犯罪組織の根絶、司法の強化、荒廃地域や紛

争地域の、開発の促進、人権擁護、教育普及を推進する。 

又、国際協力・政府開発援助を奨励する。 

2) 持続可能な経済成長・雇用

拡大 

2006 年経済成長率目標を 4.4％に設定し、住宅セクター及び輸出

産業セクターの活性化を行う。 

特に、財政調整、年金制度、雇用制度改革により国民所得を増加

し、石油・天然ガス資源の探査・採掘を推進し、新インフラプロ

ジェクト実施、科学技術振興などの事業を進める。 

3) 社会的公平の構築 市民参加型社会をめざし、様々な社会層・地域、農村部-都市部

住民間での利益の公平な分配を進める。 

特に、教育改革（150 万人の小中学校教育機会創出）、地域の治

安改善、経済的連携強化、生産性向上・インフラ整備を通じた社

会開発、公共サービスに関する新政策の導入、中小企業の振興及、

都市生活の質的向上を推進するなど。 

4) 透明性・効率性ある国家機

関の構築 

経済成長・社会均等のための国家改革を推進し、政治改革、行政

改革、政府規模の合理化を行う。地方の民主主義を強化し、行政

手続への市民参加のしくみを作りそれを促す。公共サービスの意

識を徹底し、腐敗・金権、地縁・血縁偏重政治の防止を図る。 

 

(2) サントス政権下の国家開発計画 

現行の国家開発計画 2010-2014 「全国民の繁栄のために」は、①雇用創出、②貧困削減、③

治安向上、の3つを横断的な基本的柱とし、かつ格差是正をめざした地域開発を全分野に共通

する視点に据え、以下の7つの重点分野にて構成されている。 
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９．コロンビアの国家開発計画 (PND) と JICA 平和構築プログラムの関連性



 

 

PND 2010-2014 の概要 

重点分野 課題目標あるいは戦略 

1) 持続可能な成長と競争力

の拡大 

年の経済成長率目標を 5％に設定し、技術刷新、競争力・生産

力拡大、雇用創出を目指す。特に、研究開発への投資拡大、起

業文化の醸成、知的財産の活用、流通の拡大や規制緩和、及び、

住宅政策、都市計画、農業セクターや鉱工業・エネルギーセク

タの活性など経済刺激策の実施。 

2) 社会繁栄のための機会均

等 

医療制度改革を含む、社会的保護および社会保障セクター拡大

を目指す。とくに幼児から思春期青少年の健全な生活と教育の

推進、文化・スポーツ・レクリエーションの開発、紛争による

国内避難民・少数民族・女性・障害者などの社会的弱者の権利

保護を図る。 

3) 平和の強化 法令の励行や効果ある司法制度の実現と、治安の改善を目指

す。 

特に、法律第 975 号(公正・和平法)の実施を進め、官民組織関

連携を向上し、治安向上による市民の安全の保障と、犯罪の防

止、国際人権保障制度の確立を図る。 

4) 環境維持・リスク予防 自然災害のリスクマネージメントによる災害予防と災害の低

減を目指し、及び環境政策の策定と実施による持続可能な環境

保全を目指す。 

特に、洪水災害対応システム・復旧・復興のリスクマネージメ

ントの開発、生物多様性保護政策の策定と地球変動国家計画の

実施を進める。 

5) グッドガバナンス・市民参

加・汚職防止 

政治・行政の透明性の確保と汚職の防止、公務員の業務能力の

育成、行政への市民参加、社会資源（ソーシャルキャピタル）

の効果的な活用を図る。 

6) 国際関係（国際的関連性） 国際市場への生産性ある投資を行い、国際関係の拡大を目指

す。 

特に、貿易協定等を含みアジア太平洋諸国との政策話、ラテン

アメリカ諸国とのパートナーシップを拡大し、及び、経済・文

化交流、学術・教育交換を進めて、OECD 及び APEC への加盟を

めざす。国際協力および政府開発援助を継続し、アフリカ・ア

ジア地域への南南協力を推進する。 

7) 地域開発のための横断的支

援 

地方自治体の組織能力強化と、中央・地方間の関係強化を目指

す。 

特に、地方分権化の推進と、自治体の固定資産税率に係り最低

税率の見直し（増加）、財政運営管理能力の改善等を図る。 

 

(3) 前・PND と現行 PND 

ウリベ政権における第一の関心事項あるいは優先課題は「治安」であり、経済ほか他セクター

の成長には、治安の改善が先ず必要であるとの方針。特に地方の治安強化は重要な取り組みであ

り、大幅な治安改善と移行期正義の実施拡大1、それに伴う経済成長2という結果を残した。 

                                                  
1 2003 年から 2009 年にかけて、誘拐犯罪は 90%減、テロ行為は 80％減、破壊活動は 60%減である。また移行期正義を示す真

実・究明・和解では、法律第 975 号（公正・和平法）による犯罪審議件数は 38,000 件、50,000 人の非合法武装紛争に因る被

害者に係る犯罪事実の裁判が行われた。出所：PND 2010-2014. 
2 失業率はなおも高いが（10%前後）、ジニ係数(国民所得分配係数)は 0.57 となり国際的にも高い水準である。Ibid.  
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前政権による、治安向上と経済成長を基盤とし、サントス政権の現行PNDでは、治安の取り組

みは現在も維持されるべき分野であるものの、経済成長と機会均等がまず取り上げられ、環境政

策や国際関係・外交への取り組みへの拡大を目指している点は、同国が、国内紛争等に関わる国

内の安全保障について一定の段階に成長し、開発のための新たな段階に入ったことを示すともい

える。また、格差是正は地域開発の重要７分野のうち4分野(上1、2、5、7)にて言及され、それ

らいずれの分野においても戦略が求められるもの、と捉えられている3。 

 

2. JICA 平和構築プログラムの対象課題と国家開発計画との関連性 

 ポジションペーパーによれば、JICA 平和構築プログラムは、コロンビアの平和構築ニーズア

セスメント(PNA)の結果を基本情報として分析・形成されており、PND は根拠とされていない。

そのため、プログラムと PNA の関係性からプログラムの計画性を議論するのは結果論となる。他

の主要ドナーのうち米国の一部支援、UNHCR、OCHA 等を除いてとりわけ WB は、PND を根拠に協力

の戦略を組み立てているので、ここが PNA を根拠にプログラムを組み立てた JICA の方法論と最

も異なる点といえる。 

JICA 特定の平和構築課題 8つと PND の優先分野 

 JICA特定8課題 JICA ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ PND 2006-2010 PND 2010-2014  

1 FARC, ELN との
和平合意 

   

2 国内避難民支援 〇 3) 社会的公平の構築 2) 社会繁栄のための機会均等

3 投降兵士社会復
帰支援 

〇 1) 全国民の安全確保 3) 平和の強化 

4 地雷対策 〇 1) 全国民の安全確保 3) 平和の強化 
被災者支援  2) 社会繁栄のための機会均等

5 真実究明・補
償・和解 

〇 1) 全国民の安全確保 3) 平和の強化 

6 社会・経済的格
差への対応と、 
ガバナンス強化 

 2) 持続可能な経済成
長・雇用拡大 
3) 社会的公平の構築 

1) 持続可能な経済成長・雇用
拡大 
2) 社会繁栄のための機会均等
5) グッドガバナンス・市民参
加・汚職防止 
7) 地域開発のための横断的支
援 

7 司法の強化  1) 全国民の安全確保 
3) 社会的公平の構築 

3) 平和の強化 

8 麻薬生産・流
通・販売産業の
解体 

 1) 全国民の安全確保 3) 平和の強化 

 

結果論として見た場合は、コロンビアが国内の治安向上を最優先の課題としていた時期にJICA

当該プログラムが開始されたことで、PND の該当分野での戦略実施を支援したといえる。又、プ

ログラム期間中に法律第1448号施行や政府・FARCの和平交渉再開という歴史的出来事があって、

上法はプログラム形成時に JICA 側で想定されていたものではなかったが、法が補償する被害者

ケアの技術に係り間接的なインプト（貢献）を行うことができた協力となった。 

なお、経済成長を目指す新たな段階に入った現在のコロンビアに対し、社会的弱者支援、格差

                                                  
3 経済成長は見られるがコロンビアでは人口の 46%が貧困、16%が極貧の状況にあるとされる。Ibid. 
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是正、市民参加など複数の波及効果が期待される「一村一品」への協力が継続されることは、同

国の人道支援から復興・開発支援への移行期における支援として、及び、地域開発が重要課題と

なっている同国への協力として、意義あるものと思われる。 

 

【参考資料】 

 Plan Nacional De Desarollo 2006-2010: Estado Comunitario-Desarollo para Todos  

Plan Nacional De Desarollo 2010-2014: Prosperidad para Todos 

『コロンビア国援助重点分野 「平和の構築」 ポジションペーパー（案）』中南米部・コロン

ビア駐在員事務所、平成20年9月。 

 

以上 
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10. 主要面談者 

 

■ JICA 本部 業務主管部・課（案件名） 

桑原 知広 人間開発部・高等教育・社会保障グループ・社会保障課 副調査役 

(地雷被災者を中心とした障害者総合リハビリテーション体制強化プロジェクト）

奥本 恵世 産業開発・公共政策部 民間セクターグループ・産業・貿易一課 主任調査役 

(一村一品、専門家派遣・本邦研修） 

島田 具子 経済基盤開発部・平和構築都市地域開発第二課 

(対人地雷総合アクション大統領プログラム強化） 

天津 邦明 産業開発・公共政策部 ガバナンスグループ行財政・金融課 企画役 

(国内避難民支援のための地方行政能力開発プロジェクト） 

 

■ JICA コロンビア支所 

桜井 英充 コロンビア支所長 

奥田 桐子 コロンビア支所、企画調査員（地域開発） 

田中 泰明 コロンビア支所、技術協力班所員（プログラムオフィサー） 

Oscar Emilio Angel コロンビア支所、技術協力班所員（プログラムオフィサー） 

Ricardo Chiku コロンビア支所、技術協力班所員（プログラムオフィサー） 

 

■ コロンビア国家開発庁(APC) 

Mónica Varona Guzmán Asesor, Dirección de Demanda （要請部アドバイザー） 

Lilia Mercedes Córdoba Rojas Encargada de los Asuntos de Japón, Proposiciones Especializadas 

(要請部職員、特別提案課 日本協力事業担当) 

Mana Peña Sarmiento Encargada de los Asuntos Japón, Dirección de Demanda  

(要請部職員、日本協力事業担当) 

Lilia M. G Asesor Banca Mulilateral(マルチ協力アドバイザー) 

Sohn Vergel Dirección de Demada (要請部職員) 

 

■ 被害者ケア・総合補償ユニット（被害者ユニット） 

Ana Maria Torres Cooperación Internacional (Bogota)（ボゴタ本部・国際協力担当） 

Maria Ramirez Asesora de Dirección General(Bogota) (ボゴタ本部・総局アドバイザー)

Alejandro Cepeda Pérez Profesional Especializado, Equipo Profesional de Amar (Bogota) 

(ボゴタ本部・専門業務チーム専門職員) 

Mariana Saenz Uribe Profesional Especializada, Equipo Profesional de Amar (Bogota) 

(ボゴタ本部・専門業務チーム専門職員) 

Sheila Sanin Pombo Directora Territorial de Departamento Magdalena (Santa Marta) 

(マグダレナ県地域事務所長) 

 

■ 「国内避難民等社会的弱者に対する栄養改善プロジェクト」関係者 

Diego A. Gutiérrez Coordinador de la Agricultura Urbana, Jardín Botánico, Bogotá D.C.

(ボゴタ植物園、都市農業調整員) 

Lala Jrzmin Yara Facilitador y Técnico, Jardín Botánico, Bogotá D.C. (ボゴタ植物園、

技術支援職員・都市農業ファシリテーター) 

Francisco Romero Talyo Facilitador y Técnico, Jardin Botánico, Bogotá D.C. (ボゴタ植物園、

技術支援職員・都市農業ファシリテーター) 
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Carmen Caballero サンクリストバル区民、都市農業（菜園圃場）活動者 

Maria Blanco サンクリストバル区民、都市農業（菜園圃場）活動者 

Myrian Estella Ganboa サンクリストバル区民、都市農業（菜園圃場）活動者 

 

■ 「国内避難民支援のための地方行政能力開発プロジェクト」関係者 

Viviana Ferro Buitrago Asesora Viceministro, Coordinación de grupo de víctimas, Ministerio 

del Interior (内務省副大臣政策アドバイザー、兼、被害者支援グルー

プ調整員) 

Juan Mario Londoño Asesor Viceministro, Ministerio del Interior (内務省副大臣政策ア

ドバイザー) 

Jhovanna Rojas Cardona Economista, Grupo de Vítimas, Ministerio del Interior（内務省被害

者支援グループ、経済学専門員) 

Eduardo Arteta Gobernación Magdalena, Secretario del Interior (内務省マグダレナ

県事務局職員) 

Javier Polo R. Profesional Universitario, Governación Magdalena (マグダレナ県庁

被害者支援専門職員) 

Ricardo A. Cuntorelas Enlace Ministerio del Interior, Unidad de Víctimas de Departamento 

de Magdalena (マグダレナ県庁被害者支援室、内務省窓口職員) 

 

■ 「一村一品」関係者 

Maritza Pomares  Coordinadora Grupo de Gestión Pública Territorial, DNP (国家企画

庁、地域公共政策管理グループ調整員) 

Oscar Sanchez Asesor de Grupo Gestión Pública, DNP（国家企画庁、地域公共政策管

理グループ・アドバイザー） 

Carlos Aparicio Asesor de Dirección de Desarrollo Terriitorial, DNP（国家企画庁、

地域開発部、アドバイザー） 

 

■ 「地雷被災者を中心とした障害者総合リハビリテーション体制強化プロジェクト」関係者 

Zoreida Dergado Asesora, Presidential Actión Integral Contra Minas (PAICMA)

(対人地雷総合アクション大統領プログラム、被災者支援アドバイ

ザー) 

Josué Lucio Robles Jefe de Oficina de Departmento de Promoción Social, Ministerio 

de Salud y Proteccíon Social (MinSalud)(保健社会保障省、社

会促進部・室長） 

Rosio Guitierrez Profesional, Departmento de Promoción Social, MinSalud  

(保健社会保障省、社会促進部専門員） 

Clemencia Nieto Alzato Cordinadora de Grupo de Gestión de Discapacidad, MinSalud 

(保健社会保障省、障害者支援事業管理グループ調整員） 

Isabel Cristina Vallejo Z Directora Operativa, Secretaria Seccional de Salud, Gob. 

Antioquia (アンティオキア県保健事務局、業務部長) 

Alter Dixon Gómez Profesional Universtitario, Secretaria Seccional de Salud, 

Gob.Antioquia (アンティオキア県保健事務局、専門員) 

Alexandra Leonor Alvarez Avila Profesional Universtario, Secretaria Seccional de Salud, Gob. 

Antioquia (アンティオキア県保健事務局、専門員) 

Júan Carlos Pomt Director Medico de Rehablitación, Hospital Universitario de 

San Vicente Fundación (HUSVF)(サンビセンテ大学病院、リハビ
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リテーション診療科長) 

Ariel Ramsçes Lopez Catolice Doctora Medico de Rehabilitación, HUSVF(サンビセンテ大学病

院、リハビリテーション科・医師) 

Margalida Romeo G Géstora Para la Inclusión, Medicina Física y Rehabilitación, 

HUSVF(サンビセンテ大学病院、物理療法リハビリテーション医師、

インクルージョン管理担当) 

Nhora Cecilia Jaraimillo G. Psicóloga, HUSVF(サンビセンテ大学病院・カウンセラー) 

Anifero Moreno Paciente con discapacidad por Mina antipersonal, Choco Dept.

(Choco 県居住、サンビセンテデパウロ病院通院患者、地雷被災者）

Carlos Quintero Valencia Médico de Rehabilitación, El Comité de Rehabilitación (El 

Comité)(コミテデリハビリタシオン、技術開発部・副部長、整形

外科医師) 

Viviana Haría Fern Cooridnadora Unidad de Rehabilitación de Niños, El Comité 

(コミテデリハビリタシオン、事業部副部長) 

Júan Gonzales Orosco Fisiotherapisto, Lider de programa, El Comité (コミテデリハ

ビリタシオン、プログラムリーダー) 

Gloria Amparo Quiros Cifetus Trabajadora Social, El Comité (コミテデリハビリタシオン、

ソーシャルワーカー) 

Zoraida Rios Osorio Lider de Gestión de Proyectos, Coordinación Derechos y 

Deberes, El Comité (コミテデリハビリタシオン、JICA プロジェ

クト管理・リーダー、障害者の権利と義務普及活動担当) 

 

■ 「投降兵士家族及び受入れコミュニティのための起業・就業支援プロジェクト」関係者 

Andres Esguerra Jefé Oficina de Asesora Jurídica, Agencia Colombiana para la Reintegración

（ACR） (コロンビア再統合庁、法務アドバイザー室長) 

Natalia Oviedo Meza Asesora de Relaciones Internacionales, Grupo de Relaciones Externas, ACR 

(コロンビア再統合庁、外国関係グループ・国際関係アドバイザー) 

Nelson D. Velandes Assesor de Reintegración, ACR (コロンビア再統合庁、再統合アドバイザー)

Diana M Erazo Assosora de Reintegración, ACR (コロンビア再統合庁、再統合アドバイザー)

Nadia Restrepo Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogota (SEGOB)  

(ボゴタ市役所内務局職員) 

 

■ 「対人地雷総合アクション大統領プログラム(PAICMA)強化」関係者 

Fernando Jinete Coordinador de Cooperación Internacional, PAICMA (対人地雷総合ア

クション大統領プログラム、国際協力調整員) 

Olga Alefandra Pantoja Asesora de Planeación, PAICMA (対人地雷総合アクション大統領計画

アドバイザー) 

Pilar Galvis Asesora de Gestión Territorial, PAICMA (対人地雷総合アクション大

統領プログラム、地域管理アドバイザー) 

 

■ 「紛争被害者への社会心理的ケア人材育成」及び「総合的被害者支援システムの開発」関係者 

Erika Ramirez Gordillo Professora Especializada, Ministerio de Salud y Protección Social 

(MinSalud) (保健社会保障省、専門員） 

Catalina Arcineras Alzate Profesional Expecializado, Subdirección de Asistencia y Atención 

Humanitaria, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
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Víctimas（被害者ユニット、人道ケア・支援課、専門員） 

Hilda María Fierro Valencia Asesora para la Coordinación Técnica y Operativa, PAICMA  

(対人地雷総合アクション大統領プログラム、技術調整アドバイザー) 

  

■ 国際機関・他政府支援組織 

Thea Villat Development Assistance Specialist, USAID(米国国際開発庁、開発

援助専門家) 

Angela Suarez Manager, Victims Institutional Strengthening Program, Office of 

Vulnerable Populations(米国国際開発庁、社会的弱者支援室・被害

者支援組織強化プログラム) 

Marcera Chaves Land and Sustainable Livelihoods Advisor 

(米国国際開発庁、土地・持続的な生活支援アドバイザー) 

Silvia Rucks Country Director, UNDP(国連開発計画、コロンビア局長)  

Alessandro Preti Coordinator, Area of Development, Peace and Reconstruction,UNDP

(国連開発計画、復興・平和・開発支援分野、調整員) 

Nathalie Karsenty Jefe Sub Oficina en Medellín, UNHCR (国連難民高等弁務官事務所、

メデジン事務所・副所長)  

Rodorigo Valderrana Oficial de Programa, Sub Oficina en Medellín, UNHCR（国連難民

高等弁務官事務所、メデジン事務所・プログラムオフィサー)  

Sebastián Días Asistente Protección, Sub Oficina en Medellín, UNHCR 

(国連難民高等弁務官事務所、メデジン事務所、保護支援担当職員) 

Luis Fernando Amaya Ortiz ERF Manager Colombia y Punto focal de relación con Donantes, OCHA 

(国連人道問題調整事務所、人道緊急支援ファンド担当及びドナー関

係窓口担当職員) 

 

■ 土地返還ユニット・アンティオキア県事務所 

Catalina Díaz Directora, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 

Tierras(UAEGRT), Antioquia (土地返還ユニット、アンティオキア事務所長)

Nuris Guerra Área Social, Profesional Especializado, UAEGRT, Antioquia  

(土地返還ユニット、アンティオキア事務所、ソーシャルセクター専門員) 

José Cuadorado Ingeniero de Sistemas, UAEGRT, Antioquia (土地返還ユニット、アンティ

オキア事務所、システムエンジニア) 

 

■ PNA Version IV 調査・取り纏めコンサルタント 

Silvia Catalina Parra Remolin Periodista (フリー・ジャーナリスト) 

Diana Durán Periodista (フリー・ジャーナリスト) 
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<評価ガイドライン・課題指針等＞ 

「協力プログラムの戦略 性強化に係るガイドラン」（第２版）（JICA 企画部、平成 25年 1 月） 

「プログラム評価手法検討のためのマスタープランの試行的評価報告書」（JICA,2010 年 9 月） 

「紛争影響国・地域の事業 評価 の手引き」(JICA 評価部、経済基盤開発部, 平成 25 年 1月） 

「新 JICA 事業評価ガイドライン第１版」（JICA 評価部、2010 年 6 月） 

 

<プログラム関係資料、対コロンビア支援計画＞ 

Momorias del Seminario de cierroe "Programa de Apoyo a las Víctimas, Conviviencia, y 

Reconciliación", JICA Colombia, octubre 30 de 2012 (プログラム・クロージングセミナー議事録）

プログラム・クロージングセミナーPPT 2012 年 10 月 JICA コロンビア支所 光岡真希 
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『コロンビア紛争の被害者・共生和解支援プログラム」専門家業務完了報告書（プログラム監理・調

整）』 JICA 企画調査員・光岡真希、2012 年 11 月 

「コロンビア共和国平和構築分野の基礎情報収集・確認調査報告書」 JICA 中南米部、2011 年 3 月 

「コロンビア国平和構築アセスメント(PNA) 参考資料 III 」JICA コロンビア支所 平成 22 年 8 月 

「コロンビア国平和構築アセスメント(PNA) 参考資料（翻訳版）」JICA コロンビア支所 2010 年 4 月

「国レベルの平和構築アセスメント(PNA) コロンビア国」JICA 社会開発部、2007 年 12 月 

「対コロンビア共和国別援助方針（事業展開計画）」外務省、2013 年版、及び、2008 年版 

Construción de paz en Colombia: Programa de apoyo a los víctimas del Conflicto, Conviviencia 

y Reconciliación （プログラム冊子）、コロンビア支所 2011 年 2 月改訂版 

 

＜主要法律関係資料＞ 

Ley 1448/2011: Ley de víctimas y restitución de tierras (被害者救済・土地返還法) 

Guía práctica para enteder la Ley de víctimas (被害者救済法ガイド) 

Guía práctica para entender la reparación integral a las víctimas (被害者総合補償ガイド) 

Así avanza la reparación integral a las víctimas del conflicto (被害者救済に係るパンフレット) 

 

＜和平プロセス関連＞ 

Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de un paz estable y duradera, 

agosto 2012 

 (紛争停止と安定・持続的な平和の構築に係る決議総括、2012 年 8 月) 

Primer informe conjunto de la mesa de conversaciones entre el Gobierno de la República de Colombia 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo , FARC-EP (和平交渉第

1次総合報告書 2013 年 1 月) 
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Resumen de la Estrategía País: Colombia 2009-2013,  USAID  (対コロンビア支援戦略概要） 

Colombia Country Strategy Paper 2007-2013, March 2007, EU 

UNDP Colombia (profile) 2013 

Local Level Peace Building Staregy 2013 -2016 , UNDP 2013 

Programa de País 2008-2012: Resultados e Impcatos, UNDP 2012  

Colombia Profile 2013, OCHA 

Colombia Humaniarian Snapshot, OCHA 2013 

Situación Colombia, ACNUR 2013, UNHCR-ACNUR, July 2013 

Operation Colombia at Glance, UNHCR-ACNUR, May 2013 

Operación Colombia, UNHCR-ACNUR, 2012 

Construyendo Soluciones Sostenibles, UNHCR-ACNUR, UNDP, Mayo 2013  

Transitional Solutions Initiative, UNHCR-UNDP  

Country Partnership Strategy 2008-2011 Progress Report,WB 2010 

Country Partnership Strategy 2012-2016, WB June 2011 

Implementaion Completion and Results Report, WB, March 2013 
 

 

＜構成案件・報告書等＞ 

「国内避難民等社会的弱者に対する栄養改善プロジェクト終了時評価調査報告書」JICA 農村開発部、

2009 年 

「国内避難民等社会的弱者に対する栄養改善プロジェクト業務完了報告書」間瀬朝夫専門家、2009年 5月 

「国内避難民支援のため地方行政能力開発プロジェクト専門家派遣業務完了報告書（チー フアドバイ

ザ/PCM 手法指導)」アイシーネット株式会社、世古 明也、2012 年 11 月 

「国内避難民のための行政能力強化プロジェクト詳細計画策定調査報告書」JICA公共政策部、2009年 3月

「国内避難民のための行政能力強化プロジェクト運営指導調査報告書」JICA 公共政策部、2009 年 4 月

「国内避難民のための行政能力強化プロジェクト・プロジェクト実施計画書」JICA 公共政策部、2010

年 4 月 

Reunión OVOP para Misión JICA, DNP 2013 年 7 月(国家企画庁プレゼンテーション PPT) 

「コロンビア国一村一品推進（技プロ）事業事前評価票」JICA 産業開発・公共政策部、2013 年 

「コロンビア国における一村一品（OVOP）分野の取り組み状況」JICA産業開発・公共政策部、2013年 6月

Plan de Acción 2013-2015 : Estrategia Movimiento OVOP Colombia-Japón, Iniciativa "Socorro 

Santander 'Panela pulverizada energia para la vida " (2013 年 2 月研修参加者アクションプラン)

Plan de Acción: Estrategia Movimiento OVOP Colombia-Japón, Iniciativa "Agroturismo y Ecoturismo 

en Reservas Naturales de la Sociedad Civil del Valle de Sibundoy, Departamento del Putumayo"

(2013 年 2 月研修参加者アクションプラン) 

Plan de Acción: "Iniciativa Sombrero Vueltiao Zenu" Municipio de Tuchin- Departamento de Cordoba"

(2013 年 2 月研修参加者アクションプラン) 

「一村一品推進・インテリムレポート」2010 年 11 月 （西文） 
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「2010 年度アンデス地域一村一品推進（研修概要）」2010 年 10 月 （西文） 

「コロンビア一村一品推進、協議結果概要」2010 年 12 月 13 日 

「一村一品推進委員会発表資料」2010 年 12 月 13 日（西文） 

「一村一品研修参加者報告書」2010 年 12 月 13 日（西文） 

「地域振興アドバイザー実施計画書」JICA 中南米部、2009 年 8月 

「地域新興専門家業務完了報告書」戸崎喜和専門家、2010 年 7 月 

OVOP  camino al progreso: Elementos básicos sobre el Movimiento "Una Villa, Un Producto" OVOP 

- de Oita (コロンビア国家企画庁、一村一品推進委員会、2010 年 7 月） 

Avances Cumplimiento Compromisos Post-Implementación del Proyecto, “Fortalecimiento del 

sistema de rehabilitación integral para personas con discapacidad, especialmente víctimas de 

accidentes con minas antipersonales” MinSalud  (成果と進捗) 2013 年 7月 

「地雷被災者を中心とした障害者総合リハビリテーション体制強化プロジェクト専門家事業完了報告

書」岩谷力、高橋競、飛松好子、黒川正子、仲泊聡、板橋宏暁、荒木珠代、2012 年 10 月 

「地雷被災者を中心とした障害者総合リハビリテーション体制強化プロジェクト終了時評価報告書」

JICA 人間開発部 2012 年 5 月 

「地雷被災者を中心とした障害者のための総合リハビリテーション体制強化合同中間レビュー報告書」

JICA 人間開発部、2010 年 11 月 

「地雷被災者を中心とした障害者のための総合リハビリテーション体制強化事前調査報告書」JICA 人間

開発部、2008 年 3 月 

「地雷被災者を中心とした障害者のための総合リハビリテーション・プロジェクト実施計画書」JICA

人間開発部、2010 年 3 月 

平成 23 年度フォローアップ協力完了報告書, H24 年 3 月 コロンビア支所 

Training Manual for Third Counry Traiing : Colombia-Cambodia Third Country Training on 

"Strengthening the Presidential Program for Comprehensive Action against Antipersonnel Mine(6-17 

June 2011)", Cambodia Mine Action Centre,  JICA, PAICMA 2011 
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